
資料 04-1 

長野県防災会議条例 

                               昭和 37年 10月 15日 

                                    条例第 41号 

 

       改正  平成８年９月 24日条例第 28号  平成 24年 10月 11日条例第 48号 

           平成 29年 10月 16日条例第 42号 

 

「長野県防災会議条例」をここに公布する｡ 

長野県防災会議条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号。以下「法」という。）第 15条第８項

の規定に基づき、長野県防災会議（以下「防災会議」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（定数） 

第２条 法第 15条第５項第５号から第８号までに規定する者をもつて充てる委員の定数は、65人以内

とする。一部改正［平成８年条例 28号・24年条例 48号・29年条例 42号］ 

（任期） 

第３条 法第 15条第５項第６号及び第８号に規定する者をもつて充てる委員の任期は、２年とする。

ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

     一部改正［平成 24年条例 48号］ 

（部会） 

第４条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指名する者がその

職務を代理する。 

（幹事） 

第５条 防災会議に、幹事を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

（補則） 

第６条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会

長が防災会議にはかつて定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 27年長野県条例第 10号）の一部を次のように改正する。 

次のよう（省略） 

３ 特別職の職員等の旅費又は費用弁償に関する条例（昭和 27年長野県条例第 75号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次のよう（省略） 

附 則（平成８年９月 24日条例第 28号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 24年 10月 11日条例第 48号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 29年 10月 16日条例第 42号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料04-2 長野県防災会議運営規程 

 （目的） 

第１条 この規定は、長野県防災会議条例（昭和37年長野県条例41号）第６条の規定に基づき

長野県防災会議（以下「防災会議」という｡）の議事その他の運営に関して必要な事項を定め

るものとする。 

 （会議） 

第２条 防災会議は、会長が招集し議長となる。 

２ 委員は、防災会議の必要があると認めたときは、会長に会議の招集を求めることができる。  

３ 防災会議の招集は、開会の日前10日までに委員に通知しなければならない。ただし急を要

する場合は、この限りでない。 

 （防災会議の委任による処理） 

第３条 防災会議の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、会長において

処理することができる。 

２ 前項の規定により処理したときは、会長は、次の防災会議にこれを報告しなければならな

い。 

 （部会） 

第４条 部会は、部会長が招集する。 

２ 部会長は、部会を招集するときは、あらかじめ会長にこれを通知しなければならない。  

３ 部会長は、部会の経過及び結果を防災会議に報告しなければならない。  

 （専門委員） 

第５条 専門委員は、防災会議に出席して意見を述べることができる。  

 （幹事の招集） 

第６条 会長は、必要の都度幹事を招集して事務を処理させることができる。  

   附 則 

 この規定は、昭和37年12月24日から施行する。 
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資料04-3 長野県防災会議地震対策部会運営要綱 

 

 （設置） 

第１条 長野県防災会議条例（昭和37年長野県条例第41号）第４条第１頂の規

定により、長野県防災会議（以下「防災会議」という｡）に地震対策部会（以

下「部会」という｡）を設置する。 

 （部会の業務） 

第２条 部会は、地震対策における基本的な事項に関する審議を行う。 

 （委員） 

第３条 委員は、防災会議委員若干名及び専門委員をもって充てる。 

 （部会長） 

第４条 部会長は、危機管理部長の職にある者が当たる。 

 （会議） 

第５条 部会は必要に応じ部会長が招集する。 

２ 委員及び専門委員は、必要があると認めるときは、部会長に部会の招集を

求めることができる 

３ 部会を招集するときは、日時・場所及び議題を定め、あらかじめ関係者に

通知するものとする。 

 （議事） 

第６条 部会の議事は、部会長が主宰する。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、防災会議の委員又は幹事その他の

関係者の出席を求めることができる。 

 （部会の記録） 

第７条 部会長は、部会の記録を作成しておかなければならない。 

 （防災会議への報告） 

第８条 部会長は、部会の経過又は結果を防災会議に報告しなければならない。 

 （庶務） 

第９条 部会の庶務は、長野県危機管理部危機管理防災課において処理する。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長

が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年３月27日から施行する。 
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資料04-4 長野県防災会議火山対策部会運営要綱 

 

 （設置） 

第１条 長野県防災会議条例（昭和37年長野県条例第41号）第４条第１頂の規

定により、長野県防災会議（以下「防災会議」という｡）に火山対策部会（以

下「部会」という｡）を設置する。 

 （部会の業務） 

第２条 部会は、火山対策における基本的な事項に関する審議を行う。 

 （委員） 

第３条 委員は、防災会議委員若干名及び専門委員をもって充てる。 

 （部会長） 

第４条 部会長は、危機管理部長の職にある者が当たる。 

 （会議） 

第５条 部会は必要に応じ部会長が招集する。 

２ 委員及び専門委員は、必要があると認めるときは、部会長に部会の招集を

求めることができる 

３ 部会を招集するときは、日時・場所及び議題を定め、あらかじめ関係者に

通知するものとする。 

 （議事） 

第６条 部会の議事は、部会長が主宰する。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、防災会議の委員又は幹事その他の

関係者の出席を求めることができる。 

 （部会の記録） 

第７条 部会長は、部会の記録を作成しておかなければならない。 

 （防災会議への報告） 

第８条 部会長は、部会の経過又は結果を防災会議に報告しなければならない。 

 （庶務） 

第９条 部会の庶務は、長野県危機管理部危機管理防災課において処理する。 

 （その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長

が定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成25年３月27日から施行する。 
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資料04-5 長野県防災会議災害危険地域対策部会運営要綱 

 

（設置） 

第１条 長野県防災会議条例（昭和37年長野県条例第41号）第４号第１項の規定に基づき、長

野県防災会議（以下「防災会議」という｡）に災害危険地域対策部会（以下「部会」という｡）

を設置する。 

 （部会の業務） 

第２条 部会は、次に掲げる業務を行う。 

  自然災害防止対策における基本的な事項に関する審議（地震・火山対策部会に関する事項

を除く。） 

 （委員） 

第３条 委員は、防災会議委員若干名及び専門委員若干名をもってあてる。  

 （部会長） 

第４条 部会長は、土木部長の職にある者があたる。 

 （会議） 

第５条 部会は必要に応に部会長が招集する。 

２ 委員及び専門委員は、必要があると認める時は、部会長に部会の招集を求めることができ

る。 

３ 部会を招集するときは、日時・場所及び議題を定め、あらかじめ関係者に通知するものと

する。 

 (議事) 

第６条 部会の議事は、部会長が主宰する。 

２ 部会長は、必要があると認める時は、防災会議の委員もしくは幹事、その他の関係者の出

席を求めることができる。 

 (部会の記録) 

第７条 部会長は、部会の記録を作成しておかなければならない。  

 (防災会議への報告) 

第８条 部会長は、部会の経過又は結果を防災会議に報告しなければならない。  

 (庶務) 

第９条 部会の庶務は、土木部監理課において処理する。  

 (その他) 

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。  

  附 則 

 この要綱は、昭和61年３月25日から施行する。 
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資料04-6 長野県防災会議原子力災害対策部会運営要綱 

 

（設 置) 

第１条 長野県防災会議条例（昭和37年長野県条例第41号）第４条第１頂の規定に基づき、長野県

防災会議（以下「防災会議」という｡）に原子力災害対策部会（以下「部会」という｡）を設置する。 

（部会の業務） 

第２条 部会は、原子力災害に係る計画の策定に関する審議を行う。 

（委 員） 

第３条 委員は、防災会議委員若干名及び専門委員をもって充てる。 

（部会長) 

第４条 部会長は、危機管理部長の職にある者が当たる。 

（会 議） 

第５条 部会は必要に応じ部会長が招集する。 

２ 委員及び専門委員は、必要があると認めるときは、部会長に部会の招集を求めることができる。 

３ 部会を招集するときは、日時・場所及び議題を定め、あらかじめ関係者に通知するものとする。 

（議 事) 

第６条 部会の議事は、部会長が主宰する。 

２ 部会長は、必要があると認めるときは、防災会議の委員もしくは幹事、その他の関係者の出席

を求めることができる。 

（部会の記録） 

第７条 部会長は、部会の記録を作成しておかなければならない。 

（防災会議への報告） 

第８条 部会長は、部会の経過又は結果を防災会議に報告しなければならない。 

（庶 務) 

第９条 部会の庶務は、長野県危機管理防災課において処理する。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。 

  附 則 

 この要綱は、平成23年10月３日から施行する。 
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資料04-7 

長野県防災会議の権限に属する事項のうち会長が処理できる事項について 

 

 長野県防災会議運営規程第３条の規定により、次の事項は会長において処理することができ

る。 

１ 長野県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策に関し関

係機関相互間の連絡調整を図ること（法第14条第４項）。 

２ 知事の行う市町村防災会議の不設置の報告について、知事の諮問にこたえること（法第16

条第５項）。 

３ 関係行政機関等の長に対し､資料又は情報の提供及び意見の開陳その他必要な協力を求め

ること（法第21条）。 

４ 市町村防災会議が知事に報告する市町村地域防災計画の作成又は修正について、知事の諮

問にこたえること（法第42条第５項）。 

５ 市町村防災会議の協議会が知事に報告する市町村相互間防災計画の作成又は修正について、

知事の諮問にこたえること（法第44条第３項）。 

６ 県地域防災計画の関係行政機関等における組織改正に関する事項又は、内容の軽易な事項

の修正に関すること（昭和61年３月25日一部改正）。 
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資料04-8

長野県防災会議会長　長野県知事　阿部　守一

 氏　名  役職名  氏　名  役職名
 第１号委員 山本　和毅 関東管区警察局長 新井　博之 関東管区警察局広域調整部災害対策官

 指定地方 山本　栄幹 関東管区警察局長野県情報通信部長

 行政機関 塩崎　充博 信越総合通信局長 林　賢二 信越総合通信局防災対策推進室長

原　美晴 関東財務局長野財務事務所長 相澤　昌志 関東財務局長野財務事務所総務課長

田原　克志 関東信越厚生局長 納富　修 関東信越厚生局総務課長

小野寺　喜一 長野労働局長 桒原　竜久 長野労働局総務課長

成澤　嘉昭 関東農政局地方参事官（長野県担当） 馬場　耕志 関東農政局長野県拠点総括農政推進官

関口　高士 中部森林管理局長 渡部　謙太 中部森林管理局企画調整課長

向野　陽一郎 関東経済産業局総務企画部長 萩野　稔 関東経済産業局総務企画部総務課危機管理・災害対策室長

谷本　隆 関東東北産業保安監督部長 伊藤　克己 関東東北産業保安監督部管理課長

片岡　秀之 中部近畿産業保安監督部長 山田　裕啓 中部近畿産業保安監督部管理課長

廣瀬　昌由 関東地方整備局長 小澤　知幸 関東地方整備局長野国道事務所長

中根　達人 北陸地方整備局千曲川河川事務所長

佐藤　保之 中部地方整備局天竜川上流河川事務所長

平井　隆志 北陸信越運輸局長 吉澤　實敏 北陸信越運輸局長野運輸支局長

村田　有 東京国際空港長 増元　博智 東京空港事務所空港安全部長

竹村　正弘 長野地方気象台長 田本　嘉己 長野地方気象台防災管理官

山後　公二 関東地方測量部長 住谷　勝樹 関東地方測量部防災課長

倉田　雄二 第九管区海上保安本部長 佐藤　良夫 第九管区海上保安本部警備救難部環境防災課長

中山　隆治 中部地方環境事務所長 中島　靖史 中部地方環境事務所総務課長

 第２号委員 鏡森　直樹 陸上自衛隊第13普通科連隊長 府内　博記 陸上自衛隊第13普通科連隊第３科長

 陸上自衛隊
 第３号委員 内堀　繁利 長野県教育長 松本　順子 長野県教育委員会事務局教育政策課長

 県教育長
 第４号委員 小山　巌 長野県警察本部長 土屋　秀夫 長野県警察本部警備部警備第二課長

 警察本部長 赤池　孝夫 長野県警察本部交通部交通規制課長

 第５号委員 関　昇一郎 長野県副知事 柳沢　剛 長野県危機管理部消防課長

 県職員 五十嵐　萬寿男 長野県危機管理監 血脇　秀明 〃危機管理部危機管理防災課長

前沢　直隆 〃危機管理部長 小林　真人 〃企画振興部総合政策課長

小林　由利子 〃健康福祉部医師・看護人材確保対策課企画幹兼看護係長 滝沢　裕之 〃企画振興部市町村課長

藤沢　広信 松本児童相談所長兼総務課長 米沢　一馬 〃総務部秘書課長

根橋　幸夫 〃総務部人事課長

高橋　寿明 〃総務部財政課長

小林　史人 〃総務部財産活用課長

岩下　秀樹 〃県民文化部文化政策課長

髙池　武史 〃健康福祉部健康福祉政策課長

百瀬　秀樹 〃健康福祉部医療政策課長

久保田　敏広 〃健康福祉部健康増進課長

小林　弘一 〃環境部環境政策課長

合津　俊雄 〃産業労働部産業政策課長

小林　伸行 〃観光部山岳高原観光課長

塩川　ひろ恵 〃農政部農業政策課長

平林　孝保 〃農地整備課長

柳原　健 〃林務部森林政策課長

小池　広益 〃建設部建設政策課長

栗林　一彦 〃建設部道路管理課長

川上　学 〃建設部河川課長

林　孝標 〃建設部砂防課長

竹花　顕宏 〃企業局経営推進課長

 第６号委員 小泉　俊博 長野県市長会危機管理建設部会 久保田　肇 長野県市長会事務局次長

 市町村長・ 富井　俊雄 長野県町村会総務文教部会長 松本　雅明 長野県町村会次長兼政務課長

 消防機関の 佐伯　英則 長野県消防長会長 小田切　廣義 長野県消防長会事務局長

 長 上條　博文 (公財)長野県消防協会長 酒井　貴篤 (公財)長野県消防協会事務局長

 第７号委員 山本　格 日本銀行松本支店長 城一　学 日本銀行松本支店次長

 指定公共機 清水　深 日本赤十字社長野県支部事務局長 德武　信也 日本赤十字社長野県支部事業推進課長

 関・指定地 橘高　智実 日本放送協会長野放送局長 関根　保夫 日本放送協会長野放送局放送部長

 方公共機関 金田　和男 東日本高速道路㈱関東支社長野管理事務所長 中村　健志 東日本高速道路㈱関東支社長野管理事務所工務担当課長

長野県防災会議委員・幹事名簿

令和５年１月31日現在

 法第15条
の種別

 委　員  幹　事
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 氏　名  役職名  氏　名  役職名

 法第15条
の種別

 委　員  幹　事

池田　光次 中日本高速道路㈱名古屋支社長 宇都宮　尚史 中日本高速道路㈱名古屋支社保全・ｻｰﾋﾞｽ事業企画統括課長

松橋　賢一 東日本旅客鉄道㈱執行役員長野支社長 原　道明 東日本旅客鉄道㈱長野支社安全企画室長

鈴木　広士 東海旅客鉄道㈱東海鉄道事業本部長 岡本　邦弘 東海旅客鉄道㈱東海鉄道事業本部管理部総務課長

茂谷　浩子 東日本電信電話㈱長野支店長 和歌月　宏 東日本電信電話㈱長野支店長野災害対策室長

菊地　元 日本郵便㈱信越支社長 波多野　悟 日本郵便㈱信越支社総務部長

太田　忠文 日本通運㈱長野支店長 星野　龍太郎 日本通運㈱長野支店総務課長

山下　貴司 中部電力パワーグリッド㈱長野支社長 北原　良彦 中部電力パワーグリッド㈱長野支社　総務部　総務・広報G長

岩田　龍生 ＫＤＤＩ㈱中部総支社管理部長

佐々木　啓三郎 ㈱ＮＴＴドコモ長野支店長

藤沖　一郎 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ㈱総務本部　総務企画統括部　総務企画部　担当部長

吉田　健輔 楽天モバイル株式会社 東日本エリア本部 東日本エリア事業室 東日本企画部　副部長

瀧川　浩 長野都市ガス㈱代表取締役社長 細川　直行 長野都市ガス㈱取締役供給部長

宮川　浩 (一社)長野県ＬＰガス協会長 和田　敏 (一社)長野県ＬＰガス協会専務理事

笠原　甲一 長野電鉄㈱取締役社長 平井　義高 長野電鉄㈱鉄道事業部運輸課長

小林　史成 アルピコ交通㈱代表取締役社長

土屋　智則 しなの鉄道㈱代表取締役社長

中島　一夫 (公社)長野県バス協会長

小池　長 (公社)長野県トラック協会長

田中　哲郎 信越放送㈱常務取締役 内山　雅彦 信越放送㈱総務局次長兼総務人事部長

関　雅則 ㈱長野放送総務局長兼秘書室長 遠藤　文恭 ㈱長野放送総務局次長兼総務部長兼経理部長

三石　剛史 ㈱テレビ信州総務局長兼技術局長 田村　真理子 ㈱テレビ信州総務局次長兼総務部長

郡司　勝己 長野朝日放送㈱総務局長 山崎　浩二 長野朝日放送㈱総務部長

丸山　康照 ㈱Goolight代表取締役社長

竹重　王仁 (一社)長野県医師会長

伊藤　正明 (一社)長野県歯科医師会長

日野　寛明 (一社)長野県薬剤師会長

木下　修 (一社)長野県建設業協会長

松本あつ子 (公社)長野県看護協会長

深沢　幸栄 (福)長野県社会福祉協議会事務局長 吉沢　光規 (福)長野県社会福祉協議会総務企画部長

井上　修延 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス 総務部シニアオフィサー 藤乗　照幸 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス総務部渉外

中澤　剛 ㈱セブン‐イレブン・ジャパン リスクマネジメント室　総括マネジャー 廣瀬　晃正 ㈱セブン‐イレブン・ジャパンリスクマネジメント室副主事

畑田　仁 ㈱イトーヨーカ堂 経営企画部 総括マネージャー 菅原　健太郎 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス総務部渉外

石合　大悟 ㈱ローソン 事業サポート本部 リスク・情報セキュリティ統括部長

秋山　敏弘 (公財)原子力安全技術センター

業務部特任参事

秦　　康範 山梨大学大学院総合研究部

工学域土木環境工学系准教授

金井　春子 長野県食生活改善推進協議会長

鈴木　よし子 (公社)長野県介護福祉士会長

馬島　園子 (公社)長野県栄養士会長

福田　典子 信州大学教育学部准教授

吉村　幸代 元松本市寿台公民館長

中村　雅代 小布施町自主防災組織

塩沢　裕己 日本防災士会長野県支部事務局長

原山　朋子 長野県地域防災推進協議会幹事

亀井　智泉 長野こども療育推進サークルMテラス理事

兼松本看護大学非常勤講師

酒井　美月 長野工業高等専門学校工学科教授

有澤　昌翁 長野県障がい者社会参加推進協議会事務局長

中村　紀子 須坂市消防団員

専門委員 明石　真言 東京医療保健大学教授

(原子力災害対策部会) 神田　玲子
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構高度被ばく
医療センター量子医学・医療部門　副所長　理学博士

(火山専門部会) 荒牧　重雄 東京大学　名誉教授
大見　士朗 京都大学防災研究所　教授
山岡　耕春 名古屋大学大学院環境学研究科　教授

及川　輝樹 産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 火山活動研究グループ　主任研究員

１号委員：17名 ６号委員：4名 １号幹事：20名 ６号幹事：4名

２号委員：1名 ７号委員：37名 ２号幹事：1名 ７号幹事：22名

３号委員：1名 ８号委員：14名 ３号幹事：1名 ８号幹事：0名

４号委員：1名 合　　計：80名 ４号幹事：2名 合　　計：73名

５号委員：5名 （専門委員：6名） ５号幹事：23名

第８号委員
自主防災組織
を構成する
者・学識経験
者

(指定地方公共
 機関数：40
 うち知事が任命
 している委員は
 20人)
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資料 04-9  長野県防災会議原子力災害対策部会委員名簿 

（Ｈ２３．１０．３発足） 

部会長 長野県危機管理部長    

委 員 長野地方気象台長    

〃 陸上自衛隊第 13 普通科連隊長    

〃 長野県教育長    

〃 長野県警察本部長    

〃 長野県市長会総務文教部会長    

〃 長野県町村会総務文教部会長    

〃 長野県消防長会長    

〃 中部電力(株)執行役員長野支店長   

〃 社団法人長野県医師会常務理事   

専門委員 東京医療保健大学教授 明 石 真 言   

〃 

国立研究開発法人 量子科学技術研究

開発機構 量子医学・医療部門 高度

被ばく医療センター 副センター長 

神 田 玲 子 
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資料04-10 長野県災害対策本部条例 

                               昭和 37 年 10 月 15 日 

                               条 例 第 42 号 

  改正 平成８年７月８日長野県条例第 22 号   

 （趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条第８項の規定により、 

長野県災害対策本部（以下「本部」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （災害対策本部長等の職務） 

第２条 災害対策本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策本部長に事故があるときは、災害対策副本部長がその職務を代理する。  

３ 災害対策副本部長は、災害対策本部長の命を受けて本部の事務を掌理し、部下職員を指揮

監督する。 

４ 災害対策本部員その他の職員は、上司の命を受けて、本部の事務に従事する。  

 （部） 

第３条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、本部に部を置くことができる。  

 （現地災害対策本部長等） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者を

もって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、災害対策本部長の命を受けて、現地災害対策本部の事務を掌理す

る。 

 追加〔平成８年条例 22 号〕 

 （補則） 

第５条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。  

一部改正〔平成８年条例 22 号〕 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（平成８年７月８日条例第 22 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料４－11 

長野県災害対策本部規程 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規程は、長野県災害対策本部条例（昭和37年長野県条例第42号）第５条の規定に

より長野県災害対策本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定め

るものとする。 

 

第２章 本部 

（組織及び分掌事務） 

第２条 本部に別表第１に掲げる室、部、広域応援・受援本部、班及び担当を置く。 

２ 前項の室に室長、部に部長、班に班長、広域応援・受援本部に本部リーダー、担当に担当

リーダーを置く。 

３ 室、部、班、広域応援・受援本部及び担当は、別表第１の事務を分掌する。 

（副本部長） 

第３条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という｡）は、副知事をもってあてる。 

２ 副本部長は、災害対策本部長（以下「本部長」という｡）を補佐し、本部長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

なお副本部長にも事故あるときは、知事の職務代理者を定める規則（昭和 39 年４月１日規

則第 64 号）第２項から第５項までに定める順序により（危機管理部長を除く。）、知事の補助

機関である職員が本部長の職務を代理する。 

  また副本部長が本部長の職務を代理する順序は、上記規則第１項による。 

（危機管理監） 

第４条 危機管理監は、本部長の命を受けて室長及び部長を指揮し本部の事務を掌理する。 

（室長、部長、室付及び部付） 

第５条 室長及び部長は、本部長の命を受けて室及び部の事務を掌理する。 

２ 室に室付、部に部付を置くことができる。 

３ 室付又は部付は、室長又は部長の命を受けて特定の事務を処理する。 

（班に置かれる職員の職） 

第６条 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。 

２ 本部室には、連絡調整員を置く。 

３ 連絡調整員は、上司の命を受けて本部と部相互間の連絡及び各種情報収集の事務に従事す

る。 

４ 班員は、上司の命を受けて班の事務に従事する。 

（職に充てられる職員） 

第７条 前２条に規定する職に充てられる災害対策本部員（以下「本部員」という｡）及び本

部員でないその他の職員（以下「本部職員」という｡）は、別表第２のとおりとする。 

（本部設置の通知） 

第８条 本部長は、本部を設置したときは、その旨を、次の各号に掲げる者のうち必要と認め

た者に通知するものとする。 

(1) 指定地方行政機関の長、指定公共機関の長及び指定地方公共機関の長 

(2) 陸上自衛隊第13普通科連隊長 

(3) 指定行政機関の長 

(4) 近県の知事 
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資料４－11 

（廃止の基準等） 

第９条 本部長は、県内の地域において、災害が拡大するおそれがなくなったと認めたとき、

又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときは、本部を廃止するものとする。 

２ 前条の規定は、本部を廃止した場合について準用する。 

（本部員会議） 

第10条 本部長は､災害応急対策に関する基本的事項を協議するため、副本部長、室長及び部

長を招集し、本部員会議を開催する。 

また本部員会議には、市町村、指定地方行政機関、陸上自衛隊第13普通科連隊、指定公共

機関、指定地方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等の出席を求めること

ができるものとする。 

（関係機関に対する要請） 

第11条 本部長は、災害の状況に応じ、次の表に掲げる関係機関に対し、同表右欄に掲げる事

項の処置を議ずるよう協力を要請するものとする。 

関係機関 要請する事項 

関東農政局長野支局 
長野地方気象台 
信越総合通信局 
 
長野国道事務所 
千曲川河川事務所 
天竜川上流河川事務所 
飯田国道事務所 
陸上自衛隊第 13 普通科連隊 
ＪＲ東日本（長野支社） 
ＪＲ東海 
東日本電信電話㈱長野支店 
日本赤十字社長野県支部 
日本放送協会長野放送局 
信越放送株式会社 
株式会社長野放送 
株式会社テレビ信州 
長野朝日放送株式会社 
中部電力株式会社長野支店 
その他の機関 

食糧の確保及びあっせん 
気象警報・注意報等 
通信・放送の確保、非常通信、無線局免許の臨機の措置及び
移動通信機器・移動電源車の貸出 
水防及び公共土木施設の応急復旧 
同 
同 
同 
災害の予防及び応急対策における自衛隊の派遣 
救助物資、応急復旧資材等の鉄道輸送 
   同 
緊急電話及び電信電話施設の応急復旧 
日赤救護班の派遣、義援金の募集、配分及び奉仕活動 
災害情報等の一般住民に対する放送 
   同 
   同 
   同 
   同 
電気施設の応急復旧 
そのつど必要な事項 

（本部の位置等） 

第12条 本部は、県庁西庁舎災害対策本部室とする。 

２ 本部には、おおむね次により所要の設備をするものとする。 

設備実施者 設備品目 設備数量 備   考 

本部室長 

防災行政無線電話 １５台   
ＮＴＴ電話 ５７台   
ファックス １台   
気象台専用電話 １台   
大型マルチビジョ
ン 

１式  ６０インチ８面 

警報表示装置 １台   

情報処理端末 ５５台  県防災情報システム等運用 

デジタルカメラ １台  （受信用） 
その他事務器具 必要数  複写機、各種プリンター、電子白板、テレビ（モ

ニタ含む） 
寝具 必要数   

警察部長 
警備支援端末 １台   
警察電話 ２台   

- 207 -



資料４－11 

 

第３章 現地災害対策本部 

（設置） 

第13条 本部長は、国の現地対策本部が設置された場合若しくは、現地の情報を把握し、応急

対策の実施等に必要があると認めたときは、災害地若しくはその付近、又は災害地を所管す

る市町村の庁舎等に、現地災害対策本部(以下｢現地本部｣という。)を置く。 

なお、出来る限り国の現地対策本部と同じ場所に設置するものとする。 

（任務） 

第14条 現地本部は、次の事務を処理する。 

(1) 災害情報を収集し、整理し、及びこれを本部長に報告すること。 

(2) 収集した災害情報に基づき、実施すべき災害対策について検討し、本部長に報告するこ

と。 

(3) 国、市町村、その他関係機関の実施する災害対策に関する連絡調整をすること。 

(4) 県の機関が実施する災害対策について、災害地において必要な調整をすること。 

(5) その他緊急を要する災害対策を実施すること。 

２ 現地災害対策本部長(以下｢現地本部長｣という。)は、人員、物資、輸送車両等の調達及び

確保の必要があるときは、本部長に対して必要な要請を、地方部長に対して必要な指示をす

ることができる。 

（職員の職） 

第15条 現地本部に、現地本部長、現地災害対策本部員(以下｢現地本部員｣という。)及び現地

災害対策本部職員（以下「現地本部職員」という。）を置く。 

２ 現地本部長は、副本部長又は本部員のうちから本部長が指名する。 

３ 現地本部員は、各部の企画幹のうちから、現地本部職員は本部職員のうちから本部長が指

名する。 

４ 現地本部員は、現地本部長の命を受けて特定の事務を処理する。 

５ 現地本部職員は、上司の命を受けて現地本部の事務に徒事する。 

 

第４章 災害対策本部地方部 

（設置） 

第16条 災害対策の円滑、適切な実施を図るため、災害対策本部地方部（以下「地方部」とい

う｡）を置く。地方部の名称、位置及び管轄区域は、別表第３のとおりとする。 

（任務） 

第17条 地方部は、次の事務を処理する。  

(1) 管轄区域内の災害情報を収集し、及びこれを災害対策本部室に報告すること。 

(2) 管轄区域内の市町村の実施する災害対策に関する連絡調整をすること。 

(3) 管轄区域を所管する県の現地機関の実施する災害対策に関する連絡調整を図ること。 

（職員の職） 

第18条 地方部に、地方部長、副地方部長、班長及び班員を置く。 

２ 地方部長は、本部長の命を受けて地方部の事務を掌理する。 

３ 副地方部長は、地方部長を補佐する。 

４ 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理する。 

５ 班員は、上司の命を受けて班の事務に従事する。 

６ 第１項に規定する職に充てられる地方部に属する本部職員（以下「地方部職員」という｡）

は、別表第４のとおりとする。 

（組織及び運営） 
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第19条 地域振興局長は、地方部の組織については、前２条に定めるもののほか、別表第５を

基準とし、運営については、この規程の本部の運営を基準とし、かつ、その地方の実情に応

じ、あらかじめ定めておかなければならない。 

２ 前項により定めた組織及び運営は、知事に報告するものとし、これを変更した場合も同様

とする。 

３ 地方部の班は、別表第５の事務を分掌する。 

（本部設置の通知） 

第20条 地域振興局長（地方部設置時には、地方部長）は、本部が設置されたときは、その旨

を管内市町村長に通知しなければならない。 

 

第５章 雑則 

（標識） 

第21条 本部の職員は、災害応急対策活動に従事するときは、様式第１の規格による腕章を帯

用しなければならない。 

２ 本部の自動車で、災害応急対策活動に使用するものは様式第２の規格による標識をつけな

ければならない。 

３ 本部、現地本部及び地方部には、様式第３の標札を掲示しなければならない。
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（別表第１ 別表第２） 

室・部 
(室長、部長等) 

班、担当 
(班 長、リーダー) 

分  掌  事  務 

本部室 
室長 
危機管理部長 

総括調整担当 
(危機管理防災課長) 

① 災害対策本部の運営・調整に関すること。 
② 災害対策本部の設置及び廃止の検討に関すること。 
③ 災害応急対策の方針に係る企画及び立案に関すること。 
④ 災害応急対策に係る全体調整及び進行管理に関するこ

と。 
⑤ 市町村等からの応急対応要請の総合調整に関すること。 
⑥ 防災関係機関との合同会議の開催に関すること。 
⑦ 自衛隊、指定行政機関、指定地方行政機関、他都道府県

及び応援協定締結事業者等への応援要請（他部の所管に
属する事項を除く。）の要否の決定に関すること。 

⑧ 災害対策基本法第 60 条第 5 項の規定による避難勧告及び
避難指示に関すること。 

⑨ 災害警戒及び注意喚起の発信に関すること。 
⑩ 事務分掌外事案に係る対応の調整に関すること。 
⑪ 災害救助法の適用及び救助事務の取りまとめ等に関する

こと。 
⑫ 避難所に関するニーズその他の情報の収集、整理及び記

録に関すること。 
⑬ 避難者の受入れに関する市町村斡旋の連絡調整に関する

こと。 
⑭ 各種特例措置実施に係る住民への情報提供に関するこ

と。 
⑮ 各種支援策に係る住民への周知に関すること。 
⑯ 災害弔慰金、災害障害見舞金及び災害援護資金に関する

こと。 
⑰ 被災者生活再建支援法に関すること。 
⑱ 防災情報システムの運用に関すること。 
⑲ 災害対策本部各部及び各班が収集した情報の分類及び評

価に関すること。 
⑳ 重要な情報の確認及び災害対策本部長への伝達に関する

こと。 
㉑ 被害情報の総 合的 な取りまとめに関すること。 
㉒ 気象・地震情報等の収集及び市町村等関係機関への伝達

に関すること。 
㉓ 防災行政無線に関すること。 
㉔ 市町村への情報提供（一斉 FAX）に関すること。 
㉕ 県警との被害状況に関する情報の相互提供及び確認に関

すること。 
㉖ 緊急通行車両の確認手続及び車両証の交付に関するこ

と。 
㉗ 災害即報の消防庁への報告に関すること。 
㉘ 災害用通信・情報収集設備の機能確保に関すること。 
㉙ 災害対策本部室の映像機器等運用に関すること。 
㉚ 通信事業者等外部団体との通信に係る連携に関するこ

と。 
㉛ 被害状況等の関係省庁及び防災関係機関への提供に関す

ること。 
㉜ 報道機関からの照会に対する対応に関すること。 
㉝ 地図情報の総括に関すること。 
㉞ 次期フェーズの対応方針の検討に関すること。 

活動調整担当 
(危機管理防災課危機対
策幹) 

① 自衛隊、警察、緊急消防援助隊等との総合調整に係るこ
と。 

② 各機関のヘリコプターの運航調整に関すること。 
③ ヘリコプター運航調整会議に関すること。 

情報収集担当 
(危機管理防災課担当係
長) 

① 災害応急対策に必要な情報の収集に関する企画及び進行
管理に関すること。 

② 災害対策本部各部及び各班が収集した情報の整理に関す
ること。 

③ 避難状況の取りまとめに関すること。 
④ 防災情報システムの入力状況の確認に関すること。 
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⑤ 初動期における避難者数、避難所開設状況等の避難に関
する情報の収集、整理及び記録並びに災害対策本部関係
各部への伝達に関すること。 

⑥ ソーシャルメディアを活用した、被害情報の収集に関す
ること。 

広域応援・救助担当 
(消防課長） 

① 救助部隊（陸上・航空）の活動調整に関すること。 
② 消防防災ヘリコプターの運航に関すること。 
③ ヘリコプター等による偵察情報等の収集、整理及び記録

に関すること。 
④ 救助・捜索状況に関する情報の収集、整理及び記録に関

すること。 
⑤ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊へ

の応援要請の要否の決定に関すること。 
⑥ 緊急消防援助隊、被災地外消防本部、消防防災航空隊の

活動調整（他部の所管に属する事項を除く。）に関するこ
と。 

情報発信担当 
(広報県民課長) 

① 報道機関への被害状況等に関する公表資料の作成及びそ
の提供に関すること。 

② 知事による県民への呼びかけ及び対応方針説明に関する
こと。 

③ 県の災害対応に関する情報提供及び呼びかけに関するこ
と。 

④ 報道機関への緊急報道要請に関すること。 
⑤ 報道機関からの照会に対する対応に関すること。 
⑥ 県ホームページを活用した各種情報提供に関すること。 
⑦ ソーシャルメディアを活用した各種情報提供に関するこ

と。 
⑧ プレスリリースに関すること。 
⑨ 安否情報の提供に関すること。 
⑩ 食料、生活必需品等及び義援物資等に係るニーズの報道

提供に関すること。 
⑪ 被災者等からの相談、苦情、要望等の受付窓口に関する

こと。 
⑫ 写真等による情報の収集及び記録対応に関すること。 
⑬ 災害の記録及び資料の収集に関すること。 
⑭ ソーシャルメディアを活用した県民ニーズの把握に関す

ること。 
庶務担当 
(消防課課長補佐) 

① 災害対策本部員会議の開催に関すること。 
② 災害対策本部員会議 議事録作成 関すること。 
③ 関係機関連絡員室の設置に関すること。 
④ 災害対策本部、地方部等の人員調整に関すること。 
⑤ 地方部等の運営支援に関すること。 
⑥ 本部職員等の保健衛生、食料、寝具等の確保に関するこ

と。 
⑦ 本部業務に必要な場所及び会議室用備品の確保に関する

こと。 
⑧ 自衛隊派遣部隊の受入体制の確保に関すること。 
⑨ 災害対策本部の経理に関すること。 
⑩ 自衛隊活動経費に係る調整に関すること。 
⑪ 他都道府県等行政機関からの災害見舞金の受入れ及び管

理に関すること。 
⑫ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑬ 義援金の配分委員会の設置及び配分額の決定に関するこ

と。 
⑭ 義援物資の受付受入窓口の開設に関すること。 
⑮ 義援物資受付受入れの周知に関すること。 
⑯ 義援物資受領証の発行に関すること。 
⑰ 義援物資の公表に関すること。 
⑱ 被災地の視察、慰問、激励等に関すること。 
⑲ 国現地対策本部との連絡調整に関すること。 
⑳ 国への要望に関すること。 
㉑ 礼状の作成及び送付に関すること。 

 ＮＧＯ・ＮＰＯ代表等 ① 被災地のニーズや支援情報の集約に関すること。 
② 支援者間の連携促進と支援活動の調整に関すること。 

応援・受援本部 
本部リーダー 
火山防災幹 

広域防災拠点担当 
(危機管理防災課担当係
長) 

① 広域防災拠点の状況把握・とりまとめに関すること。 

② 広域防災拠点の開設・利用機関調整に関すること。 
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人的応援・受援担当 
(消防課企画幹) 

① 人的応援・受援に関する状況把握及びとりまとめに関す
ること。 

② 人的応援・受援に関する総合調整及び調整会議の実施 
に関すること。 

③ 県内市町村間、県内部の応援職員の調整及び状況把握に
関すること。 

物資調整担当 
(危機管理防災課危機管
理係長) 
※物資輸送関係機関を
含む 

① 物的応援・受援に関する状況把握及びとりまとめに関す
ること。 

② 食料品、生活必需品等の輸送に関すること。 

③ 食料品、生活必需品等の一次集積、保管、分類及び在庫
管理に関すること。 

④ 仮設トイレの設置に係る関係団体等との連携調整に関す
ること。 

⑤ 食料品、生活必需品等供給に係る被災地外市町村への供
給調整及び斡旋に関すること。 

⑥ 国、他都道府県への食料品、生活必需品等供給に係る応
援要請に関すること。 

⑦ 寒冷期対策としての生活必需品等の確保に関すること。 

⑧ 市町村からの食料、生活必需品等の供給応援要請受付及
び把握に関すること。 

⑨ 自衛隊、日本赤十字社に対する食料品、生活必需品等の
供給の要請に関すること。 

⑩ 緊急輸送車両に関すること。 

⑪ 県備蓄物資の供給の決定及び指示に関すること。 

⑫ 受入食料、物資の供給に係る決定及び指示に関すること。 
中央連絡部 
部長 
東京事務所長 

中央連絡班 
(東京事務所次長) 

① 政府中央官署、国会等との連絡調整に関すること。 

企画振興部 
部長 
企画振興部長 
部付 

情報化推進担当部長
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

総合政策班 
(総合政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

情報政策班 
(情報政策課長) 

① 行政情報ネットワークに関すること。 
② 総合行政情報ネットワーク（LGWAN）に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

広報県民班 
(広報県民課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

交通政策班 
(交通政策課長) 

① 松本空港利用者の安全対策に関すること。 
② 松本空港の応急対策に関すること。 
③ 交通機関に係る災害情報の収集に関すること。 

市町村班 
(市町村課長) 

① 被災市町村の行政及び財政の連絡調整に関すること。 
② 被災市町村に対する財政支援措置対応に関すること。 

地域振興班 
(地域振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務部 
部長 
総務部長 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

秘書班 
(秘書課長) 

① 幹部職員との連絡調整に関すること。 

人事班 
(人事課長) 

① 派遣職員の選定等の調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

コンプライアンス・行政
経営班 
(コンプライアンス・行
政経営課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

職員班 
(職員課長) 

① 本部職員の活動支援に関すること。 
② 職員住宅の応急対策等に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 
④ 職員の惨事ストレス対策に関すること。 
⑤ 本部長の命ずる応急対策に関する と。 

財政班 
(財政課長) 

① 災害経費の予算措置に関すること。 

財産活用班 
(財産活用課長) 

① 県庁舎の応急対策等に関すること。 
② 有線電話に関すること。 
③ 会議室の使用停止（災害対応への優先使用）に関するこ

と 
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④ 本部活動に必要な資機材及び車両等の確保に関するこ
と。 

税務班 
(税務課長) 

① 県税に係る期限延長、執行猶予、減免等の特例措置の実
施に関すること。 

② 被災者の県税の減免・徴収猶予に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

情報公開･法務班 
(情報公開･法務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

総務事務班 
(総務事務課長) 

① 部内等の応援に関すること。 
 

職員キャリア開発班 
（職員キャリア開発セ
ンター所長） 

① 部内等の応援に関すること。 
 

県民文化部 
部長 
県民文化部長 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

文化政策班 
(文化政策課長 ) 

① 部内の災害情報収集及び対策本部との調整に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 文化会館等の応急対策等に関すること。 

県民協働班 
(県民協働課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

くらし安全・消費生活班 
(くらし安全・消費生活 
課長) 

① 食料・生活物資の調達に関すること。 

② 物価の安定、物資の安定供給のための措置に関すること。 

人権･男女共同参画班 
(人権･男女共同参画課
長) 

① 所管施設の応急対策に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

国際班 
(国際課長) 

① 外国籍県民等への災害情報の広報に関すること。 
② 外国籍県民等支援団体との連絡調整に関すること。 

次世代サポート班 
(次世代サポート課長) 

① 部 内等の応援に関 すること。 

こども･家庭班 
(こども･家庭 課長) 

① 児童福祉司、児童心理司の派遣に関すること。 
② 要配慮者（乳幼児、妊産婦）に係る市町村等への助言に関

すること。 
③ 所管する現地機関及び保育所、児童福祉施設、婦人保護施

設の応急対策等に関すること。 

私学振興班 

（私学振興課長） 

① 私立学校の応急対策等に関すること。 
② 専修学校、各種学校の応急対策等に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提

供に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

高等教育振興班 
（高等教育振興課長） 

① 長野県立大学の災害情報収集・応急対策等に関すること。 

② 部内等の応援に関すること。 
健康福祉部 
 
部長 
健康福祉部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

健康福祉政策班 
(健康福祉政策課長) 

① 部内の全体調整及び進行管理に関すること。 
② 部に係る災害情報の収集及び被害状況の報告に関するこ

と。 
③ 所管する現地機関及び県立病院機構の応急対策等に関する

こと。 
④ 災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）の派遣に関するこ

と。 
医療推進班 
(医療推進課長) 

① 災害医療本部の設置及び運営に関すること。 
② 医療救護の広域応援の調整に関すること。 
③ 医療機関の被災状況調査に関すること。 
④ 受入れ可能医療機関の把握に関すること。 
⑤ 医療救護所の設置に関すること。 
⑥ 医療救護班・DMATの派遣に関すること。 
⑦ 保健師等の派遣に関すること。 
⑧ 人工透析患者等の医療の供給に関すること。 
⑨ 医療機関からの要請に対する傷病者の緊急搬送に関するこ

と。 
⑩ ドクターヘリの運航に関すること。 
⑪ 遺体の検案及びこれに係る必要な措置に関すること。 
⑫ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

地域福祉班 
(地域福祉課長) 

① 要配慮者の対応（災害時住民支え合いマップ）に関するこ
と。 

② ボランティアの受入等に関すること。 
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③ （ 福）長野県社会福祉 協議会との調整に関すること。 
④ 所管する現地機関及び社会福祉総合センター並びに所管す

る社会福祉施設(救護施設、授産施設)の応急対策に関する
こと。 

健康増進班 
(健康増進課長) 

① 管理栄養士の派遣に関すること。 
  

保健･疾病対策班 
(保健･疾病対策課長) 

① 感染症の発生防止及びまん延防止に関すること。 
② 歯科医師の派遣に関すること。 
③ 心のケア対策に関すること。 
④ 要配慮者（難病患者、精神障がい者）に係る市町村等への

助言に関すること。 
⑤ 所管する現地機関の応急対策に関すること。 

介護支援班 
(介護支援課長) 

① 介護職員等の派遣に関すること。 

② 所管する高齢者福祉施設の応急対応等に関すること。 

障がい者支援班 
(障がい者支援課長) 

① 手話通訳者の派遣に関すること。 
② 要配慮者（障がい者）に係る市町村等への助言に関するこ

と。 
③ 所管する現地機関及び障がい者福祉施設の応急対策等に関

すること。 
食品･生活衛生班 
(食品･生活衛生課長) 

① 食品衛生に関すること。 
② 被災食品営業施設に関すること。 
③ 広域火葬の応援・協力の要請に関すること。 
④ 遺体の搬送協力の調整に関すること。 
⑤ 棺、ドライアイス等の手配要請に係る支援に関すること。 
⑥ 特定動物の管理に関すること。 
⑦ 逃走動物の捕獲・収容に関すること。 
⑧ 被災動物の救援に関すること。 
⑨ 所管する現地機関の応急対策等に関すること。 

薬事管理班 
(薬事管理課長) 

① 備蓄医薬品・衛生材料の供給に関すること。 
② 医療ガスの供給に関 ること 
③ 毒物劇物の情報提供に関すること。 
④ 薬剤師班の派遣に関すること。 

災害医療班 
〔災害医療本部〕 
(健康福祉部長) 

① 本部組織の健康福祉部の分掌事務のうち、「第6(7)節、救
助救急・医療活動」及び「第16(17)節、保健衛生・感染症
予防活動」の実施に係ること。 

環境部 
部長 
環境部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

環境政策班 
(環境政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 

環境エネルギー班 
(環境エネルギー課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

水大気環境班 
(水大気環境課長) 

① 公共用水域等の水質汚濁に関すること。 
② 応急給水の要請に関すること。 
③ 水道応急復旧の要請に関すること。 
④ 大気汚染に関すること。 

生活排水班 
(生活排水課長) 

① 下水道、農業集落排水施設、浄化槽の応急対策等に関する
こと。 
 

自然保護班 
(自然保護課長) 

① 自然環境保全・利用施設の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

資源循環推進班 
(資源循環推進課長) 

① 廃棄物処理施設の被害状況調査に関すること。 
② 災害廃棄物の処理に係る調整に関すること。 
③ ごみ処理・し尿処理の広域調整に関すること。 

産業労働部 
部長 
産業労働部長 
部付 
雇用就業支援担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

産業政策班 
(産業政策課長) 

① 部内の連絡調整に関すること。 
② 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
③ 生活必需品等物資の供給に係る協定締結団体への要請に関

すること。 
④ 二次被害防止のための指示及び要請に関すること。 
⑤ 関係団体等への支援及び協力の要請に関すること。 

産業立地･経営支援班 
(産業立地･経営支援課
長) 

① 事業者（商業関係）に対する応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

ものづくり振興班 
(ものづくり振興課長) 

① 高圧ガス、火薬類の災害防止に関すること。 
② 事業者（保安関係）の応急対策等に関すること。 
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③ ＬＰガスに係る物資の調達に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

人材育成班 
(人材育成課長) 

① 工科短期大学校及び技術専門校の応急対策等に関するこ
と。 

② 部内等の応援に関すること。 
労働雇用班 
(労働雇用課長) 

① 勤労者福祉センターの応急対策等に関すること。 
② 被災者等からの労働相談に関すること。 
③ 雇用特別相談所の開設及び運営支援に係る関係団体等との

連携調整に関すること。 
④ 部内等の応援に関すること。 

観光部 
部長 
観光部長 
部付 
信州ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略担当部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

山岳高原観光班 
(山岳高原観光課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 避難所運営に係るホテル、旅館等との連携協力に関するこ

と。 
④ 観光客(外国人旅行者含む)の避難所受入に関すること。 
⑤ 観光業者に対する応急対策等に関すること。 

観光誘客班 
(観光誘客課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

農政部 
部長 
農政部長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

農業政策班 
(農業政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 
④ 国の機関に対する食料供給に係る応援要請に関すること。 
⑤ 農業共同利用施設等の応急対策等に関すること。 
⑥ 食料品等供給に係る協定締結団体への要請に関すること。 
⑦ 被災した農畜産業者に対する支援対応に関すること。 
⑧ 二次災害防止のための農業協同組合、農業者等への指導又

は指示に関すること。 
⑨ 応急対策の実施又は農業協同組合、農業者等による応急対

策の実施係る指導に関すること。 
⑩ 復旧用農業資機材、農薬、種苗等の供給確保に係る関係機

関への協力要請に関すること。 
⑪ 農作物及び農業用施設の被害状況の把握及び関係機関への

情報提供に関すること。 
農業技術班 
(農業技術課長) 

① 主要食料の調達に関すること。 
② 農作物の応急対策等に関すること。 

園芸畜産班 
(園芸畜産課長) 

① 園芸特産関係の応急対策等に関すること。 
② 畜産関係の応急対策等に関すること。 

農地整備班 
(農地整備課長) 

① 農地、農業用施設の応急対策等に関すること。 
 

農村振興班 
(農村振興課長) 

① 部内等の応援に関すること。 

林務部 
部長 
林務部長 

○連絡調整員 
 

① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

森林政策班 
(森林政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 公用令書による公用負担に関すること。 

信州の木活用班 
(信州の木活用課長) 

① 林道及び林業関連施設の応急対策等に関すること。 
② 木材の調達に関すること。 

森林づくり推進班 
(森林づくり推進課長) 

① 林地及び治山施設の応急対策等に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関するこ

と。 
 

建設部 
部長 
建設部長 
部付 
ﾘﾆｱ整備推進局長 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

建設政策班 
(建設政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 協定に基づく協会等機関への応援要請について。 
④ 土木資材の確保に関すること。 
⑤ 公用令書による公用負担に関すること。 
⑥ 障害物処理計画の策定及び策定に係る国等関係機関との協

議に関すること。 
⑦ 各施設の被害状況に関する情報の収集、整理及び記録並び

に関係機関への提供に関すること。 
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道路管理班 
(道路管理課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 道路の保全に関すること。 
③ 道路情報の収集及び提供に関すること。 
④ 通行の規制及び迂回路に関すること。 
⑤ 道路障害物の除去（啓開）に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

道路建設班 
(道路建設課長) 

① 道路の応急対策等に関すること。 
② 水防活動の応援に関すること。 

水防班 
(河川課長) 

① 部の災害情報等のとりまとめに関すること。 
② 水防活動に関すること。 
③ 河川管理施設の応急対策等に関すること。 
④ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関するこ

と。 
⑤ 危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理に関する

こと。 
砂防班 
(砂防課長) 

① 砂防、地すべり、崖崩れ、雪崩に係る災害情報に関するこ
と。 

② 土砂災害発生箇所の応急対策等に関すること。 
③ 砂防施設危険箇所に係る立入禁止区域の設定等の安全管理

に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

都市･まちづくり班 
(都市･まちづくり課長) 

① 都市施設の応急対策等に関すること。 
② 都市公園・駐車場に関すること。 
③ 各施設の点検及びパトロールの実施及び調整に関するこ

と。 
④ 被災宅地の危険度判定に関すること。 
⑤ 被災宅地危険度判定の実施に係る連携調整に関すること。 
⑥ 水防活動の応援に関すること。 

建築住宅班 
(建築住宅課長) 

① 県営住宅入居者の避難誘導に関すること。 
② 県営住宅の被害状況調査に関すること。 
③ 被災県営住宅の応急対策に関すること。 
④ 災害公営住宅の建設に関すること。 
⑤ 被災者の県営住宅優先入居に関すること。 
⑥ 公営住宅の被災者への提供に係る調整に関すること。 
⑦ 住宅相談の実施及びそれに係る関係団体との連絡調整に関

すること。 
⑧ 民間賃貸住宅紹介及び斡旋に係る関係団体等との連携調整

に関すること。 
⑨ 被災住宅に係る住宅復興融資に関すること。 
⑩ 被災建築物の情報収集に関すること。 
⑪ 被災建築物の応急危険度判定に関すること。 
⑫ 被災者用住宅の確保に関すること。 
⑬ 応急仮設住宅の建設に関すること。 
⑭ 応急復旧用の住宅建設資材の斡旋に係る関係団体等との連

携調整に関すること。 
⑮ 水防活動の応援に関すること。 

施設班 
(施設課長) 

① 建設中の県有施設に係る被害状況調査に関すること。 
② 各施設の点検及びパトロールの支援に関すること。 
③ 被災県有施設の応急対策に係る技術支援に関すること。 
④ 水防活動の応援に関すること。 

ﾘﾆｱ整備推進班 
 

① 部内等の応援に関すること 
② 水防活動の応援に関すること。 

会計部 
 
部長 
会計管理者 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

会計班 
(会計課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 応急対策経費の出納に関すること。 
④ 災害時の出納の処理方法に関すること。 
⑤ 災害救助基金の出納に関すること。 
⑥ 県内の災害に係る義援金の募集に関すること。 

契約･検査班 
(契約･検査課長) 

① 本部の応急対策に係る物品の購入に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

企業部 
 

 
 

○連絡調整員 
 

① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

経営推進班 
(経営推進課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 部の応急対策経費・物品の出納に関すること。 

部長 
公営企業管理者 
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電気班 
(電気事業課長) 

① 企業局発電施設の応急対策等に関すること。 

水道班 
(水道事業課長） 

① 県営水道施設の応急対策等に関すること。 
② 飲料水供給の応援に関すること。 

教育部 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
② 対策本部室からの指示事項の伝達、調整に関すること。 

教育政策班 
(教育政策課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 部内の連絡調整に関すること。 
③ 臨時休校、一斉下校等の状況把握及び報道機関への情報提

供に関すること。 
④ 教育施設における避難所開設の協力に関すること。 
⑤ 教育活動の再開に係る検討に関すること。 
⑥ 教職員の派遣に関すること。 
⑦ 児童及び生徒の被害状況の把握に関すること。 
⑧ 校舎待機児童及び生徒の状況把握に関すること。 
⑨ 児童及び生徒に対する心のケアに関すること。 
⑩ 文化財等の被害状況の把握に関すること。 

義務教育班 
(義務教育課長） 

① 公立幼稚園、小・中学校の災害情報収集・連絡活動に関す
ること。 

② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立幼稚園、小・中学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒等の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 

高校教育班 
(高校教育課長) 

① 公立高等学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 公立高等学校の応急対策に関すること。 
④ 生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 授業継続のための措置に関すること。 
⑥ 避難生徒の応急教育に関すること。 
⑦ 被災した生徒への授業料免除、就学援助に関すること。 
⑧ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

特別支援教育班 
(特別支援教育課長） 

① 特別支援学校の災害情報収集・連絡活動に関すること。 
② 児童生徒等に対する安全な避難誘導等に関すること。 
③ 特別支援学校の応急対策に関すること。 
④ 児童生徒の保護者への引渡しに関すること。 
⑤ 住民等の避難収容活動に関すること。 
⑥ 授業継続のための措置に関すること。 
⑦ 避難児童生徒等の応急教育に関すること。 
⑧ 被災した児童生徒への就学援助に関すること。 
⑨ 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 
⑩ 避難所の開設・管理運営への協力に関すること。 

教学指導班 
(教学指導課長) 

① 総合教育センターの応急対策等に関すること。 
② 被災した児童生徒の学用品の供給に関すること。 

心の支援班 
(心の支援課長) 

① 被災した児童生徒等の心のケアに関すること。 

文化財生涯学習班 
(文化財･生涯学習課長) 

① 社会教育施設等の応急対策等に関すること。 
② 文化財の応急対策に関すること。 
③ 部内等の応援に関すること。 

保健厚生班 
(保健厚生課長) 

① 学校保健及び学校安全対策に関すること。 
② 学校給食の確保に関すること。 
③ 職員住宅等の被害情報収集、応急対策に関すること。 

スポーツ班 
(スポーツ課長) 

① 体育施設の応急対策等に関すること。 
② 部内等の応援に関すること。 

警察部 
 

○連絡調整員 ① 部内の情報収集及び対策本部室との調整に関すること。 
実施班 
(警備第二課長) 

① 部内の災害情報収集及び被害状況の報告に関すること。 
② 災害警備の実施に関すること。 

犯罪予防班 
(生活安全企画課長) 
(生活環境課長) 

① 犯罪の予防に関すること。 
② 危険物の保安及び便乗悪質行為の防止、取締りに関するこ

と。 
交通規制班 
(交通規制課長) 

① 道路調査及び交通情報の収集、伝達に関すること。 
② 交通規制に関すること。 
③ 緊急通行車両等の確認事務に関すること。 

 

部長 
教育長 
部付 
教育次長 

部長 
警察本部長 
部付 
警務部長 
生活安全部長 
地域部長 
刑事部長 
交通部長 
警備部長 
 

 

- 217 -



資料４－11 

 
【備考】 

・本部室の各担当は、危機管理部、企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部職員によって

構成する。 

・上記企画振興部、総務部、県民文化部、産業労働部、農政部各班の分掌事務は、本部室以外のものである。 

・原子力災害対策に係る分掌事務は別に定める。 

 

（別表第３） 

（別表第４ 別表第５） 

 

 注）各班が分掌事務を推進する場合、他の班と関連する事項のあるときは、それぞれ協議して実施するもの

とする。 

議会事務局 
監査委員事務局 
人事委員会事務局 
労働委員会事務局 

① 各部の応援に関すること。 
(本部長または副本部長の要請により、上記各部の応援を行
う。) 

 地方部の名称 位置 管轄区域 
長野県災害対策本部佐久地方部 
    〃    上田地方部 
    〃    諏訪地方部 
    〃    上伊那地方部 
    〃    南信州地方部 
    〃    木曽地方部 
    〃    松本地方部 
    〃    北アルプス地方部 
    〃    長野地方部 
 
    〃    北信地方部 

佐久地域振興局 
上田地域振興局 
諏訪地域振興局 
上伊那地域振興局 
南信州地域振興局 
木曽地域振興局 
松本地域振興局 
北アルプス地域振興局 
長野地域振興局 
 
北信地域振興局 

南佐久郡、北佐久郡、小諸市、佐久市 
小県郡、上田市、東御市 
諏訪郡、岡谷市、諏訪市、茅野市 
上伊那郡、伊那市、駒ヶ根市 
下伊那郡、飯田市 
木曽郡 
東筑摩郡、松本市、塩尻市、安曇野市 
北安曇郡、大町市 
埴科郡、上高井郡、上水内郡、長野市、須坂市、
千曲市 
下高井郡、下水内郡、中野市、飯山市 

室・部 
(室長、部長等) 

班 
(班 長) 

分  掌  事  務 

地方部 
地方部長 
(地域振興局長) 
 
副地方部長 

総務班 ① 本部組織の本部室、企画振興部、総務部、県民文化部及び
会計部の分掌事務の例による。 

広域防災拠点運営・調
整班 

① 広域防災拠点の管理者や、防災関係機関と連携した広域防
災拠点の運営及び現地調整に関すること。(開設状況に応じ
て設置) 

環境班 ① 本部組織の環境部の分掌事務の例による。 
保健福祉班 ① 本部組織の健康福祉部の分掌事務の例による。 
農政班 ① 本部組織の農政部の分掌事務の例による。 
林務班 ① 本部組織の林務部の分掌事務の例による。 
商工班 ① 本部組織の産業労働部の分掌事務の例による。 
観光班 ① 本部組織の観光部の分掌事務の例による。 
建設班 ① 

 
本部組織の建設部の分掌事務の例による。 

教育班 ① 本部組織の教育部の分掌事務の例による。 
警察班 ① 本部組織の警察部の分掌事務の例による。 

現地本部 
（ 現 地 本 部 長 ） 

班 
（班 長） 

分  掌  事  務 

そのつど本部長が
定める。 

同  左 
（同  左） 

① そのつど本部長が定める。 

地域振興局副局長 

保健福祉事務所長 

建設事務所長 

その他地方部長が 

指名する者 

本部長が指名する

職員 
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様式第１ 

長野県災害対策本部職員腕章 

1.6 

1.4 

1.7 

0.6 

1.7 

1.4 

1.6 

長 野 県 

 

 
副 本 部 長 

災 

Cm（副本部長用） 

副 知 事 

 

4.5 

 

1.0 

 

4.5 

長 野 県 

 

○ ○ 地 方 部 班 長 

災 

Cm（地方部班長用） 

課 長 

係 長 

 

4.0 

 

2.0 

 

4.0 

長 野 県 

 

本 部 班 長 

災 

Cm（本部班長用） 

本課課長 

 

 

 

10.0 

長 野 県 

 

 

○ ○ 地 方 部 職 員 

災 

Cm（地方部班員用） 

 

（備考）１ 腕章の大きさは、長さ 38cm 幅 10cm とする。 

２ 文字及び円の記号の色彩は、黒色（班員（一般・

地方部）用のみ○災は赤色とする。）横線の色彩は、

赤色、地の色彩は白色とする。 

2.5 

1.5 

2.0 

1.5 

2.5 

長 野 県  

 

本 部 員 

災 

Cm（本部員用） 

部 長 

 

4.0 

 

2.0 

 

4.0 

長 野 県 

 

○ ○ 地 方 部 長 

○ ○ 副 地 方 部 長 

災 

Cm（地方部長、副地方部長） 

所 長 

 

4.5 

 

1.0 

 

4.5 

長 野 県 

 

本 部 職 員 

災 

Cm（本部班、担当員係長用） 

係 長 

知 事 

1.5 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.4 

1.5 

災 

Cm（本部長用） 

長 野 県 

 

 
本 部 長 

 

 

 

10.0 

長 野 県 

 

 

本 部 職 員 

 

災 

Cm（本部班、担当員（一般）用） 

一般職員 
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様式第２ 

長野県災害対策本部車両標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）○災の色彩は赤色、その他の文字の色彩は黒色、地の色彩は黄色とする。 

 

 

 

 

長野県災害対策本部標札 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １ 標札の大きさは適宜とする。 

    ２ 地方部の名称欄を除く「○○」欄は、異常気象名または災害名とする。 

 

 災 35cm 

50cm 

長野県 
 

 
災 35cm 

50cm 

長野県 

○○地方部 

(1)本部 (2)現地本部 (3)地方部 

長

野

県

○

○

災

害

対

策

本

部 
長

野

県

○

○

現

地

災

害

対

策

本

部

 

長

野

県

○

○

災

害

対

策

本

部

○

○

地

方

部
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資料 04-12 長野県地震災害警戒本部条例 

（昭和 54 年 10 月４日長野県条例第 27 号） 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、大規模地震対策特別措置法（昭和 53 年法律第 73 号）第 17 条第９項の規

定により、長野県地震災害警戒本部（以下「警戒本部」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （本部長等の職務） 

第２条 長野県地震災害警戒本部長は（以下「本部長」という。）は、警戒本部の事務を総括し、

所部の職員を指揮監督する。 

２ 長野県地震災害警戒本部員その他の職員は、本部長の命を受け、警戒本部の事務に従事す

る。 

 （部） 

第３条 本部長は、必要があると認めるときは、警戒本部に部を置くことができる。 

 （補則） 

第４条 この条例で定めるもののほか、警戒本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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資料 04-13 長野県地震災害警戒本部規程 

 

第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、長野県地震災害警戒本部条例（昭和 54 年長野県条例第 27 号）第４条の

規定に基づき、長野県地震災害警戒本部（以下「本部」という。）の組織及び運営に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

第２章 警戒本部 

 （位置及び所掌事務） 

第２条 本部は、県庁内に置き次の事務をつかさどる。 

 (1) 長野県地震防災強化計画の地震防災応急計画に係る措置に関する事項 

 (2) 長野県震災対策計画の応急対策に係る事項 

（組織） 

第３条 本部の組織は、次に掲げる者をもって充てる。 

 本部長  知 事 

 副本部長 副知事 

 本部員 (1) 関東管区警察局長、関東財務局長野財務事務所長、関東信越厚生局長、関東農

政局長野農政事務所長、中部森林管理局長、関東経済産業局総務企画部長、中部

経済産業局長、関東東北産業保安監督部長、北陸信越運輸局長、東京航空局東京

国際空港長、東京管区気象台長野地方気象台長、信越総合通信局長、長野労働局

長、関東地方整備局長 

     (2) 陸上自衛隊第 13 普通科連隊長 

     (3) 長野県教育長 

     (4) 長野県警察本部長 

     (5) 会計管理者、危機管理室長、企画振興部長、総務部長、県民生活部長、健康福

祉部長、環境部長、産業労働部長、観光部長、農政部長、林務部長、建設部長、

企画局長、公営企業管理者、地域振興局長（強化地域を所管する地域振興局長） 

     (6) 助役（長野県地震対策強化地域連絡協議会の会長及び副会長の所属する市町村）

消防長（諏訪広域消防本部、伊那消防組合消防本部、伊南行政組合消防本部、飯

田広域消防本部） 

       消防団長（諏訪消防協会長、上伊那消防協会長、飯伊消防協会長） 

     (7) 郵便局(株)、郵政事業(株)、東日本旅客鉄道(株)長野支社長、東海旅客鉄道(株)

飯田支店長、東日本電信電話(株)長野支店長、日本銀行松本支店長、日本赤十字

社長野県支部事務局長、日本放送協会長野放送局長、日本通運(株)長野支店長、

中部電力(株)長野支店長、長野県土地改良事業団体連合会副会長、長野電鉄(株)

社長、松本電気鉄道(株)社長、(社)長野県トラック協会長、信越放送(株)副社長、

(株)長野放送常務、(株)テレビ信州総務局長、長野朝日放送(株)専務、長野県情

報ネットワーク協会専務理事、日本道路公団松本管理事務所長、日本道路公団飯

田管理事務所長、(社)長野県医師会常務理事、(社)長野県歯科医師会長、(社)長

野県薬剤師会長、(一社)長野県エルピーガス協会長、東京瓦斯(株)長野支社長、

しなの鉄道(株)社長、(社)長野県建設業協会長 

 その他の職員 本部員である県職員を除く県職員 

 （部の設置） 

第４条 本部に次の室及び部を置く。 

    本部室、中央連絡部、企画振興部、総務部、県民生活部、健康福祉部、環境部、 

- 222 -



産業労働部、観光部、農政部、林務部、建設部、企画部、会計部、企業部、教育部、

警察部、地方部 

    （部の事務等に関する長野県災害対策本部規程の準用） 

第５条 長野県災害対策本部規程第３条から第 11条及び第 15条から第 18条の規定は警戒本部

が設置された場合に準用する。 

  この場合において「災害」とあるのは「地震災害」に、「災害対策本部」とあるのは「地震

災害警戒本部」と読み替えるものとする。 
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資料04-14

令和４年4月1日現在

第二次
第三次
非常

第四次
緊急 全体 第二次

第三次
非常

第四次
緊急 全体

9 34 34 41 産業政策課 1 3 12 30

総合政策課 1 1 6 31 経営・創業支援課 0 1 5 12

統計室 0 1 3 23 産業立地・IT支援課 0 1 4 9

DX推進課 0 1 2 18 産業技術課 0 1 6 17

デジタルインフラ整備室 0 1 2 14 産業人材育成課 0 1 5 13

広報県民課 0 1 3 12 労働雇用課 0 1 5 14

交通政策課 1 3 5 9 営業局 0 1 3 12

松本空港課 1 1 2 8 小　　計 1 9 40 107

地域振興課 0 1 2 12 山岳高原観光課 1 2 4 8

市町村課 0 1 2 24 観光誘客課 0 1 1 13

信州暮らし推進課 0 0 1 5 国際観光推進室 0 1 1 2

国際交流課 0 1 3 5 小　　計 1 4 6 23

小　　計 3 12 31 161
農業政策課
農産物マーケティング室 1 4 10 44

秘書課 0 1 3 10 農業技術課 0 3 7 24

人事課 1 2 5 22
園芸畜産課
家畜防疫対策室 0 3 7 33

コンプライアンス・行政経営課 0 0 0 13 農地整備課 0 3 7 30

職員キャリア課 0 0 0 6 農村振興課 0 2 4 18

職員課 0 1 2 24 小　　計 1 15 35 149

財政課 0 1 2 21 森林政策課 1 3 8 25

財産活用課 0 1 2 27
信州の木活用課
県産材利用推進室 0 3 7 23

税務課 0 1 2 35
森林づくり推進課
鳥獣対策・ジビエ振興室 0 3 8 28

情報公開・法務課 0 0 2 15 小　　計 1 9 23 76

総務事務課 0 0 0 22 建設政策課 0 0 7 35

小　　計 1 7 18 195 技術管理室 1 2 8 19

文化政策課 1 4 9 15 道路管理課 1 5 21

多文化共生・パスポート室 0 1 2 5 道路建設課 1 6 24

県民協働課 0 1 2 5 河川課 1 1 7 25

くらし安全・消費生活課 0 1 3 16 砂防課 1 5 18

人権・男女共同参画課 0 1 4 12 都市・まちづくり課 1 4 28

私学振興課 0 1 3 8 建築住宅課 0 1 3 18

高等教育振興課 0 1 3 6 公営住宅室 0 1 3 10

次世代サポート課 0 1 4 14 施設課 0 1 3 25

こども・家庭課 0 1 4 21 リニア整備推進局 0 1 2 5

小　　計 1 12 34 102 小　　計 2 11 53 228

健康福祉政策課 2 7 11 23 会計課 1 1 4 19

医療政策課 0 2 6 17 契約・検査課 0 1 2 16

医師・看護人材確保対策課 0 1 5 13 小　　計 1 2 6 35

地域福祉課 0 3 6 26 経営推進課 1 3 4 17
健康増進課
国民健康保険室 0 3 9 23 電気事業課 1 2 4 9

保健・疾病対策課 0 1 3 21 水道事業課 1 3 5 7
感染症対策課
ワクチン接種体制整備室 0 1 2 61 小　　計 3 8 13 33

介護支援課 0 2 4 25 総務課 0 1 1 14

障がい者支援課 0 2 8 32 議事課 0 0 1 10

食品・生活衛生課 0 1 5 13 調査課 0 0 1 14

薬事管理課 0 2 6 13 小　　計 0 1 3 38

小　　計 2 25 65 267 教育政策課 1 6 12 21

環境政策課 1 3 9 21 義務教育課 0 3 6 23

ｾﾞﾛｶｰﾎﾞﾝ推進室 0 2 4 10 高校教育課 0 3 6 37

水大気環境課 0 3 7 16 特別支援教育課 0 3 5 17

生活排水課 0 4 5 16 学びの改革支援課 0 1 4 22

自然保護課 0 2 4 11 心の支援課 0 1 2 14

資源循環推進課 0 4 10 29 文化財・生涯学習課 0 2 5 20

小　　計 1 18 39 103 保健厚生課 0 2 4 16

スポーツ課 0 2 4 30

小　　計 1 23 48 200

　非　常　参　集　人　員　数　一　覧　（令和４年度）

部局課名 部局課名

林
務
部

総
務
部

危機管理部

448 1,758合　　計 28 190

議
会
事
務
局

教
育
委
員
会

環
境
部

県
民
文
化
部

健
康
福
祉
部

観
光
部

農
政
部

産
業
労
働
部

企
画
振
興
部

企
業
局

建
設
部

会
計
局

災害事象
により該当
課から１名

- 224 -



資料 05-1 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第５条の２及び第８条第

２項第 12 号の規定に基づき、地震等による大規模災害が発生した場合において、各ブロ

ック知事会（以下「ブロック」という。）で締結する災害時の相互応援協定等では被災者

の救援等の対策が十分に実施できない場合に、応援を必要とする都道府県（以下「被災

県」という。）の要請に基づき、全国知事会の調整の下に行われる広域応援を、迅速かつ

円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。 

２ 前項の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成

16 年法律第 112 号）が適用される事態に準用する。 

 

（広域応援） 

第２条 全国知事会の調整の下、都道府県は被災県に対し、ブロックにおける支援体制の

枠組みを基礎とした複数ブロックにわたる全国的な広域応援を実施する。 

２ 都道府県は、相互扶助の精神に基づき、被災県の支援に最大限努めなくてはならない。 

３ 第１項による広域応援の内容は、被災地等における住民の避難、被災者等の救援・救

護及び災害応急・復旧対策に係る人的・物的支援、施設若しくは業務の提供又はそれら

の斡旋とする。 

４ 都道府県は、第１項における広域応援の実効性を高めるため、日頃より、都道府県間

及びブロック間における連携を強め、自律的な支援が可能となる体制を構築することに

努める。 

 

（カバー（支援）県の設置） 

第３条 都道府県は、各ブロック内で被災した都道府県ごとに支援を担当する都道府県（以

下「カバー（支援）県」という。）を協議のうえ、定めるものとする。 

２ カバー（支援）県は、被災県を直接人的・物的に支援するほか、国や全国知事会等 

 との連絡調整に関し、被災県を補完することを主な役割とする。 

３ カバー（支援）県について必要な事項は、各ブロックの相互応援協定等で定め、その

内容を全国知事会に報告するものとする。 

 

（幹事県等の設置等） 

第４条 被災県に対する応援を円滑に実施するため、各ブロックに幹事県等（ブロックに

おける支援本部等を含む。以下同じ。）を置く。 

２ 幹事県等は、原則として第７条第１項に掲げる各ブロックの会長都道府県又は常任世

話人県をもって充てる。ただし、ブロック内の協議により、会長都道府県又は常任世話

人県以外の都道府県を幹事県等とした場合は、この限りでない。 

３ 幹事県等は、被災県に対する応援を速やかに行うため、自らのブロック内の総合調整
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を行い、大規模かつ広域な災害等の場合には、自らが属するブロック内の被災県からの

要請に応じて全国知事会に対し、広域応援の要請を行うものとする。 

４ 幹事県等が被災等によりその事務を遂行できなくなったブロックは、当該ブロック内

で速やかに協議のうえ、幹事県等に代って職務を行う都道府県（以下「幹事代理県」と

いう。）を決定し、幹事代理県となった都道府県はその旨を全国知事会に報告するものと

する。 

５ 各ブロックの幹事県等は、幹事県等を定めたときはその都道府県名を毎年４月末日ま

でに全国知事会に報告するものとする。幹事県等を変更したときも同様とする。 

６ 各都道府県は、広域応援に関する連絡担当部局をあらかじめ定め、毎年４月末日まで

に全国知事会に報告するものとする。連絡担当部局を変更したときも同様とする。 

７ 全国知事会は、第５項又は前項による報告を受けた場合には、その状況をとりまとめ

のうえ、速やかに各都道府県に連絡するものとする。 

 

（災害対策都道府県連絡本部の設置） 

第５条 いずれかの都道府県において、震度６弱以上の地震が観測された場合又はそれに

相当する程度の災害が発生したと考えられる場合、全国知事会は、被災情報等の収集・

連絡事務を迅速かつ的確に進めるため、災害発生後速やかに、全国知事会事務総長を本

部長とする災害対策都道府県連絡本部（以下「連絡本部」という。）を設置する。 

２ 連絡本部は、被災県及び被災県のカバー（支援）県並びに被災県の所属するブロック

の幹事県等に対して被災情報等の報告を求める。 

３ 連絡本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。 

 

（緊急広域災害対策本部の設置） 

第６条 第２条第１項の広域応援に係る事務を迅速かつ的確に実施するため、全国知事会

は、全国知事会会長を本部長とする緊急広域災害対策本部（以下「対策本部」という。）

を設置する。 

２ 対策本部は、前条第１項の連絡本部が設置されている場合は、その事務を引き継ぎ情

報収集・連絡事務を行うとともに、広域応援に係る調整、広域応援実施に係る記録・デ

ータの整理事務を行う。 

３ 対策本部は、前項の事務を行うにあたり、別に定めるところにより、東京事務所長会

の代表世話人への連絡を通して、各都道府県東京事務所から職員の応援を得るものとす

る。 

４ 対策本部の組織等必要な事項は、別に定めるところによるものとする。 

 

（広域応援の要請） 

第７条 被災県は、次の表の自ら所属するブロック以外のブロックを構成する都道府県に

対し、全国知事会を通じて広域応援を要請する。 

 

ブロック知事会名 構成都道府県名 
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北 海 道 東 北 地 方 知 事 会 

 

関 東 地 方 知 事 会 

 

中 部 圏 知 事 会 

 

近 畿 ブ ロ ッ ク 知 事 会 

 

中 国 地 方 知 事 会 

四 国 知 事 会 

九 州 地 方 知 事 会 

北海道 青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 

福島県 新潟県 

東京都 群馬県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 

神奈川県 山梨県 静岡県 長野県 

富山県 石川県 岐阜県 愛知県 三重県 長野県 

静岡県 福井県 滋賀県 

福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 

和歌山県 兵庫県 鳥取県 徳島県 

鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県  

徳島県 香川県 愛媛県 高知県 

福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 

鹿児島県 沖縄県 山口県 

 

２ 複数のブロックに所属する都道府県の所属ブロックについては、別に定めるところに

よるものとする。 

３ 被災県は、広域応援を要請しようとするときは、速やかに全国知事会又は自らが所属

するブロックの幹事県等に対し、被害状況等を連絡するとともに、必要とする広域応援

の内容に関する次の事項を記載した文書を提出するものとする。ただし、いとまのない

場合は、電話又はファクシミリ等により広域応援要請の連絡を行い、後日文書を速やか

に提出するものとする。 

(1) 資機材及び物資等の品目並びにそれらの数量 

(2) 施設、提供業務の種類又は斡旋の内容 

(3) 職種及び人数 

(4) 応援区域又は場所及びそれに至る経路 

(5) 応援期間（見込みを含む。） 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

４ 前項の連絡を受けた幹事県等は、速やかに、被災県の被害状況及び広域応援の要請内

容等を全国知事会に連絡するものとする。 

５ 全国知事会は、第３項又は前項の連絡を受け、第２条第１項で規定する広域応援を実

施するときは、速やかに全都道府県へその旨を連絡するとともに、各ブロック幹事県等

と連携し、応援県を被災県ごとに個別に割り当てる対口支援方式を基本として被災県に

対する広域応援実施要領を作成し、全都道府県に広域応援の内容を連絡するものとする。 

６ 広域応援実施要領で被災県を応援することとされた都道府県は、最大限その責務を果

たすよう努めなくてはならない。 

７ 第３項又は第４項による連絡をもって、被災県から各都道府県に対して広域応援の要

請があったものとみなす。 

 

８ 通信の途絶等により第３項又は第４項の連絡がなされず、かつ、広域応援の必要があ
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ると全国知事会会長が認める場合は、第２条第１項に規定する広域応援を実施する。こ

の場合、被災県から各都道府県に対して広域応援の要請があったものとみなす。 

 

（経費の負担） 

第８条 広域応援を行った都道府県が当該広域応援に要した経費は、原則として広域応援

を受けた被災県の負担とする。 

ただし、被災県と広域応援を行った都道府県との間で協議した結果、合意が得られた

場合については、この限りではない。 

２ 被災県は、費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときは、広域

応援を行う都道府県に当該費用の一時繰替え（国民保護に関しては「立替え」と読み替

える。以下同じ。）支弁を求めることができるものとする。 

３ 被災県は、前項の繰替え支弁がなされたときは、原則として年度内に繰替え支弁をし

た都道府県に対し繰戻しをしなければならない。 

 

（ブロック間応援） 

第９条 幹事県等の調整の下、被災県からの要請に基づき、被災県が属するブロックに対

してその隣接ブロックは、応援を行う（以下「ブロック間応援」という。）。 

２ 前項の応援の要請は、被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県から応援を要

請するブロックの幹事県等へなされることを基本とする。 

３ 前項の応援については、第２条第３項及び第８条の規定を準用する。 

４ 被災県の所属するブロックの幹事県等又は被災県は、第１項の応援の要請をしたこと

を速やかに全国知事会へ連絡するものとし、連絡を受けた全国知事会は、被災県が応援

を要請したブロックに対し、協力を要請するものとする。 

５ 第１項及び前項の要請を受けたブロックは、最大限その責務を果たすよう努めなくて

はならない。 

 

（他の協定との関係） 

第 10 条 この協定は、都道府県がブロック及び個別に締結する災害時の相互応援協定等を

妨げるものではない。 

 

（訓練の実施） 

第 11 条 全国知事会及び都道府県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要

な訓練を適時実施するものとする。 

 

（その他） 

第 12 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、

全国知事会会長が別に定めるものとする。 

附則 この協定は、平成 18 年７月 12 日から適用する。 
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２ 平成８年７月 18 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

 附則 この協定は、平成 19 年７月 12 日から適用する。 

２ 平成 18 年７月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成 24 年５月 18 日から適用する。 

２ 平成 19 年７月 12 日に締結された協定は、これを廃止する。 
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 この協定の締結を証するため、協定書に全国知事会会長、全国知事会東日本大震災復興

協力本部本部長及び各ブロックの会長又は常任世話人が記名し、全国知事会においてこれ

を保有するとともに、各都道府県に対しその写しを交付するものとする。 

 

 平成 24 年５月 18 日 

  

全 国 知 事 会 会 長 

京 都 府 知 事    

 

全国知事会 

東日本大震災復興協力本部本部長 

埼 玉 県 知 事    

 

北海道東北地方知事会会長 

北 海 道 知 事    

 

関 東 地 方 知 事 会 会 長 

静 岡 県 知 事    

 

中 部 圏 知 事 会 会 長 

愛 知 県 知 事    

 

近畿ブロック知事会会長 

奈 良 県 知 事    

 

中 国 地 方 知 事 会 会 長 

岡 山 県 知 事    

 

四 国 知 事 会 常 任 世 話 人 

徳 島 県 知 事    

 

九 州 地 方 知 事 会 会 長 

大 分 県 知 事   
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全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定実施細目（災害関係） 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細目は、「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（以

下「協定」という。）のうち地震等による大規模災害への対応の実施に関し、必要な事項

を定める。 

 

（所属ブロック知事会の決定） 

第２条 協定第７条第２項により、所属するブロック知事会が複数ある都道府県の所属ブ

ロックを定める場合には、別表１を基本として、当該都道府県及び当該都道府県が所属

するブロック知事会幹事県等（ブロック知事会における支援本部等を含む。以下同じ。）

の間で協議のうえ、決定する。 

（別表１） 

都道府県名 広域応援の実施時の所属ブロック知事会 

静岡県 

中部圏知事会 長野県 

三重県 

福井県 
近畿ブロック知事会 

滋賀県 

鳥取県 
中国地方知事会 

山口県 

徳島県 四国知事会 
 

（情報収集要員の派遣） 

第３条 協定第５条第２項の情報収集に当たり、通信の途絶等により被災県との連絡が取

れず、かつ広域応援の要請が想定される場合等には、必要に応じ、全国知事会は、被災

県の災害対策本部に情報収集要員を派遣する。 

２ 被災県は、情報収集要員との連絡調整に十分配慮する。 

 

（都道府県東京事務所職員による応援） 

第４条 協定第６条第３項に定める緊急広域災害対策本部（以下「対策本部」という。）に

対する各都道府県東京事務所からの職員の応援については、別表２を基本として行うも

のとする。 
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（別表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※（ ）は都道府県数 

 

２ 協定第６条第３項に定める応援の連絡を受けた東京事務所長会の代表世話人（以下「代

表世話人」という。）は、前項に定める対策本部への職員応援ブロックの世話人所長（以

下「世話人所長」という。）に対策本部への職員応援を要請し、この要請を受けた世話人

所長は、ブロック内の各都道府県東京事務所長に対して、対策本部への職員応援を要請

する。 

３ 第１項、第２項における代表世話人、世話人所長とは東京事務所長会の機構における

ものをいう。 

 

（業務の代行） 

第５条 首都直下地震等により、全国知事会による広域応援に係る調整が困難な場合、か

つ被災県からの広域応援の要請が想定される場合には、関東地方知事会の幹事県等が、

広域応援に関する業務を代行する。 

２ 前項の場合において、関東地方知事会の幹事県等による広域応援に関する業務の代行

が困難なときは、近畿ブロック知事会の幹事県等が、広域応援に関する業務を代行する。 

 

（連絡調整要員の派遣） 

第６条 全国知事会及び広域応援を実施する都道府県（以下「応援県」という。）は、必要

があると認めるときは、被災県の災害対策本部に連絡調整要員を派遣する。 

２ 被災県は、連絡調整要員との連絡調整に十分配慮する。 

 

（情報収集要員等の携行品） 

第７条 被災県に派遣される情報収集要員等は、災害の状況に応じて、必要となる被服、

当座の食料・飲料水、携帯電話等を携行する。 

 

（広域応援の内容） 

第８条 協定第２条第３項に定める広域応援の内容は、次のとおりとする。 

(1)人的支援及び斡旋 
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   ア 救助及び応急復旧等に必要な要員 

  イ 避難所の運営支援に必要な要員 

  ウ 支援物資の管理等に必要な要員 

  エ 行政機能の補完に必要な要員 

   オ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアの斡旋 

 (2)物的支援及び斡旋 

 ア 食料、飲料水及びその他生活必需物資 

 イ 救救出出、、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

 ウ 救援及び救助活動に必要な車両・船艇等 

(3)施設又は業務の提供及び斡旋 

ア ヘリコプターによる情報収集等 

 イ 傷病者の受け入れのための医療機関 

 ウ 被災者を一時収容するための施設 

 エ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

 オ 仮設住宅用地 

 カ 輸送路の確保及び物資拠点施設など物資調達、輸送調整に関する支援 

(4)前各号に定めるもののほか、特に要請のあったもの 

 

（要員の派遣に要する経費の内容等） 

第９条 協定第８条に規定する経費のうち、要員の派遣に係るものについては、次のとお

り定める。 

(1) 要員の派遣に要する経費については、応援県が定める規定により算出した当該応

援要員の旅費、諸手当の額の範囲内とする。  

(2) 要員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要す

る経費は、応援県の負担とする。 

(3) 要員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中

に生じたものについては、被災県が、被災県への往復の途中において生じたものに

ついては、応援県が賠償の責めに任ずる。 

(4) 前３号の規定に定めるもののほか、要員の派遣に要する経費については、被災県

と応援県との間で協議して定める。 

 

（経費の請求） 

第 10 条 協定第８条第２項の規定により、応援県が応援に要した経費を繰替え支弁した場

合には、次の各号に定めるところにより算出した額を被災県に請求する。 

(1) 応援要員の派遣については、前条で規定する額 

(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費 

(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費 

(4) 資機材等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の

修理費 

(5) 施設の提供については、借上料 
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２ 前項に規定する請求は、応援県の知事名による請求書（関係書類添付）により、被災

県の知事に請求する。 

 

（カバー（支援）ブロック） 

第 11 条 協定第９条に規定するブロック間の応援に係るカバー（支援）ブロックは、別表

３を基本とする。 

（別表３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則 この実施細目は、平成 19 年７月 12 日から適用する。 

２ 平成 18 年７月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。 

 

附則 この実施細目は、平成 24 年５月 18 日から適用する。 

２ 平成 19 年７月 12 日から適用した実施細目は、これを廃止する。 
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資料05-2 災害応援に関する協定書（中部圏知事会） 

 

（趣旨）  
第１条 この協定は、富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県及び名古屋市（以下「県市」という。）で第１号に掲げる災害が発生し、又は発生する

おそれがある場合並びに第２号及び第３号に掲げる事態（以下「災害時等」という。）におい

て、被災県市又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある

県市（以下「被災県市等」という。）では被災者等（避難住民並びに大規模災害、武力攻撃災

害及び緊急対処事態における災害による被災者をいう。以下同じ。）の避難、救援等の対策が

十分に実施できない場合に、被災県市等の要請に基づき行われる広域応援を、迅速かつ円滑

に遂行するため、必要な事項について定めるものとする。 
（1）災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定める災害 
（2）武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する

法律（平成１５年法律第７９号。以下「武力攻撃事態対処法」という。）第１条に定める

武力攻撃事態等 
（3）武力攻撃事態対処法第２５条第１項に定める緊急対処事態 

 
（応援県市） 

第２条 大規模な災害時等においては、救援活動等を速やかに実施できる体制を執るため、応

援県市は、必要に応じ被災県市等に対する救援対策本部を設置することができる。 
２ 応援県市は、相互に連絡をとり、主たる応援県市を決定する。 

３ 主たる応援県市は、速やかに救援対策本部を設置するものとする。 

 

（応援の内容） 
第３条 応援県市が行う応援の内容は、次のとおりとする。 

（1）物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣 
ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材の提供及びあっせん 

イ 被災者等の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供及

びあっせん 

ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両、舟艇等の提供及びあっせん 

エ 避難、救援・救護、救助活動及び応急復旧に必要な医療系職、技術系職、技能系職

等職員の派遣 

（2）避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開等被災県市等の境界付近における必要

な措置 
（3）被災者等の一時収容のための施設の提供 
（4）医療機関による傷病者の受入 
（5）前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 各県市は、前項の応援が円滑に実施できるよう必要な物資、資機材等の確保に努めるもの

とする。 

 

（応援要請の手続） 

第４条 応援を受けようとする県市は、別に定める内容を明らかにして、他の県市に要請する

ものとする。 
２ 各県市は、前項の要請を円滑に行うため、通信手段の整備に努めるものとする。 
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（災害時等における自主的活動） 

第５条 災害時等であって別に定めるときに通信途絶等により被災県市等から前条の要請がな

い場合、他の県市は速やかにその被災状況について、自主的に情報収集を行うものとする。 
 

（経費の負担） 
第６条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた県市の負担とする。 
２ 応援職員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償に要する経

費は、応援県市の負担とする。 

３ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生

じたものについては、応援を受けた被災県市等が、被災県市等への往復の途中において生じ

たものについては、応援県市が賠償の責めに任ずる。 

４ 前３項に定めるもののほか、応援職員の派遣に要する経費については、被災県市等及び応

援県市が協議して定める。 

 
（情報交換） 

第７条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民保護計

画その他必要な情報を相互に交換するものとする。 
 

（訓練の参加） 
第８条 各県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、他の県市主催の防災訓練等

に相互に参加するよう努めるものとする。 
 

（連絡協議会の設置） 
第９条 この協定に関する事項、その他必要な事項を研究・協議するため中部９県１市広域災

害時等応援連絡協議会を設置するものとする。 
 

（その他） 
第１０条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 
２ この協定に定めのない事項は、その都度、関係県市が協議して定める。 
 

附 則  

１ この協定は、平成１９年７月２６日から施行する。 

２ 平成７年１１月１４日締結の協定は、平成１９年７月２５日限りで廃止する。 

 
 平成１９年７月２６日 
 
富山県知事 石川県知事 福井県知事 長野県知事 岐阜県知事 静岡県知事 愛知県知事 

三重県知事 滋賀県知事 名古屋市長 
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資料05-3 震災時等の相互応援に関する協定（関東地方知事会） 

 （趣 旨） 

第１条 この協定は、関東地方知事会を組織する知事の協議により、東京都、茨城県、栃木県、

群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県及び長野県（以下「都県」という。）

において、地震等による災害又は武力攻撃事態等若しくは緊急対処事態（以下「災害」とい

う。）において、被災した都県（避難住民（都県以外からの避難住民を含む。）を受入れてい

る都県を含む。以下「被災都県」という。）独自では十分な災害応急対策が実施できない場

合において、災害対策基本法第５条の２、同法第８条第２項第１２号及び同法第７４条第１

項の規定又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第３条第４項

及び同法第１７２条第４項の規定並びに同法第３２条第２項第６号及び同法第１８２条第

１項の規定による地方公共団体相互の広域的な連携協力に関する基本方針の内容並びに友

愛精神に基づき、都県が相互に救援協力し、被災都県の応急対策及び復旧対策を円滑に実施

するため、必要な応援その他の事項について定める。 
 

 （連絡窓口） 

第２条 都県は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、都県において激甚な災害

が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。 

２ 都県は、災害時の情報交換手段を確保するため、複数の通信連絡網整備に努めるものとす

る。 

 

 （応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次のとおりとする。 

 (1) 物資等の提供及びあっせん 

   ア 食料、飲料水及びその他の生活必需物資 

   イ 避難、救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

   ウ 避難、救援及び救助活動に必要な車両・舟艇等 

 (2) 応急対策に必要な職員の派遣等 

   ア 避難、救援、救助及び応急復旧等に必要な職員 

   イ ヘリコプターによる情報収集等 

   ウ 応急危険度判定士、ケースワーカー、ボランティアのあっせん 

 (3) 施設又は業務の提供若しくはあっせん 

   ア 傷病者の受入れのための医療機関 

   イ 被災者を一時収容するための施設 

   ウ 火葬場、ゴミ・し尿処理業務 

   工 仮設住宅用地 

   オ 輸送路の確保及び物資拠点施設 

 (4) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

２ 都県は、前項の応援が円滑に実施できるよう、物資、資機材等の確保、備蓄に努めるもの
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とする。 

 

（カバー都県・協力都県の設置） 

第４条 都県は、協議により、被災都県に対し直接応援をする都県（以下「カバー都県」とい

う。）をあらかじめ定めることができる。 

２ カバー都県は、被災都県を直接人的・物的に支援するほか、被災都県を応援する都県の選

定及び連絡調整並びに国や全国知事会等との連絡調整に関し、被災都県を補完することを主

な役割とする。 

３ カバー都県以外で被災しなかった都県（以下「協力都県」という。）は、被災都県又はカバ

ー都県からの要請に基づき、被災都県の応援に協力するものとする。 

 

（幹事都県の役割） 

第５条 全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定（以下「全国協定」という。）

第４条第１項に規定する関東地方知事会の幹事県（以下「幹事都県」という。）は、次の各

号に掲げる役割を担うものとする。 

 (1) 複数都県が被災した場合における、全国協定第４条第３項の規定によるブロック内の総

合調整及び全国知事会に対する広域応援の要請 

 (2) 全国協定第９条に基づくブロック間応援に係る隣接ブロックの幹事県等との連絡調整 

 

（幹事代理都県の設置） 

第６条 幹事都県が被災等によりその事務を遂行できなくなった場合、幹事都県に代わって職

務を代行する都県（以下「幹事代理都県」という。）を置く。 

２ 幹事代理都県は、別に定める順序に従い幹事都県が指名する。 

 

 （連絡員の派遣） 

第７条 災害が発生し、被災都県から連絡員の派遣の求めがあったとき、又はカバー都県が必

要があると認めたときは、カバー都県は、被災都県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報

収集を行うものとする。 

２ カバー都県は、連絡員を派遣する場合においては、派遣職員自らが消費又は使用する物資

を携行するなど自律的活動に努めるものとする。 

 

 （応援要請の方法） 

第８条 応援を受けようとする都県は、次の事項について、カバー都県に対し口頭又は文書で

要請を行い、応援する都県が決定した後に、応援することとなった都県に対し、文書を提出

するものとする。 

 (1) 被害の状況 

 (2) 第３条第１項各号に掲げる応援の要請内容 

 (3) 応援の場所及び応援場所への経路 

 (4) 車両、航空機、船舶の派遣場所 
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 (5) 応援の期間 

 (6) 要請担当責任者氏名及び連絡先 

 (7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

 

 （応援の自主出動） 

第９条 カバー都県及び協力都県は、前条の規定にかかわらず、緊急に応援出動をすることが

必要と認められるときは、第７条の規定による連絡員が収集した情報等により自主的に応援

活動に出動できるものとする。 

２ カバー都県及び協力都県は、前項による自主出動を実施した際には、被災都県及び他の都

県に対して、出動の連絡を行うものとする。 

３ カバー都県及び協力都県は、自主的な応援活動のために職員を派遣する場合においては、

第７条第２項に準じて、自律的活動に努めるものとする。 

 

 （応援受入れ体制） 

第 10 条 都県は、災害時における他の都県からの連絡員、応援要員及び応援物資等を受け入れ

るための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくものとする。 

 

 （応援経費の負担） 

第 11 条 応援に要した費用は、法令その他別に定めがある場合を除き、応援を受けた都県が負

担するものとする。 

２ 応援を受けた都県が、前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた

都県から要請があった場合には、応援した都県は、当該費用を一時繰替（国民保護に関して

は「立替え」と読み替える。）支弁するものとする。 

３ 第７条の規定による連絡員の派遣及び被災地における情報収集活動に要した経費は、カバ

ー都県が負担するものとする。 

４ 前３項の規定によりがたいときは、その都度、応援を受けた都県と応援した都県の間で協

議して定めるものとする。 

 

（ブロック間応援におけるカバー都県） 

第 12 条 複数都県が被災し、全国協定第９条に規定するブロック間応援を要請する場合、被災

都県を応援する道県については、幹事都県（幹事代理都県を含む。以下、同じ。）が、隣接ブ

ロックの幹事県等と協議の上決定するものとする。 

２ 隣接ブロックに対してブロック間応援を行おうとする場合も、前項と同様に、幹事都県の

調整により、被災県（全国協定第１条に規定する被災県をいう。）を応援する都県を決定する

ものとする。 

 

（他の協定との関係） 

第 13 条 この協定は、全国協定及び都県が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるも

のではない。 
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 （訓練の実施） 

第 14 条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な訓練を適時実施するも

のとする。 

 

 （資料の交換） 

第 15 条 都県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画、国民の保護に

関する計画その他参考資料を相互に交換するものとする。 

 

 （連絡会議の設置） 

第 16 条 都県は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、連絡会議を設置

するものとする。 

 

 （その他） 

第 17 条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、都県

が協議して別に定めるものとする。 

 

 

附則 この協定は、平成８年６月１３日から適用する。 

２ 昭和５２年６月１６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１４年３月３１日から適用する。 

２ 平成８年６月１３日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成１６年２月２４日から適用する。 

２ 平成１４年３月３１日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成２０年２月６日から適用する。 

２ 平成１６年２月２４日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

附則 この協定は、平成 25 年７月３１日から適用する。 

２ 平成２０年２月６日に締結された協定は、これを廃止する。 

 

  この協定の締結を証するため、本協定書１０通を作成し、各都県記名押印のうえ、各１通

を保有する。 

 

  平成２５年７月３１日 
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          東 京 都 知 事          猪 瀬  直 樹 

          茨 城 県 知 事          橋 本    昌 

          栃 木 県 知 事          福 田  富 一 

          群 馬 県 知 事          大 澤  正 明 

          埼 玉 県 知 事          上 田  清 司  

千 葉 県 知 事          森 田  健 作 

神奈川県知事    黒 岩  祐 治 

山 梨 県 知 事          横 内  正 明 

静 岡 県 知 事          川 勝  平 太 

長 野 県 知 事          阿 部  守 一 
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資料 05-4 中央日本四県(新潟・山梨・長野・静岡)の災害時の相互応援等に関する協定 

 
 （目的） 
第１条 この協定は、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県（以下「中央日本四県」という。）のいず

れかの県において災害が発生した場合における中央日本四県間の相互応援の実施により、迅速かつ円

滑な災害応急対策の実施を図るとともに、中央日本四県が平時から防災における協力及び連携の充実

を図り、もって中央日本四県の災害対応力を向上させることを目的とする。 
 
 （連絡担当部局） 
第２条 中央日本四県は、あらかじめ災害時の応援及び平時の防災協力に関する連絡担当部局を定め

るものとする。 
 
 （災害時の応援の種類） 
第３条 災害時の応援の種類は、中央日本四県のうち災害が発生した県（以下「被災県」という。）

において災害応急対策に必要な物資・資機材の提供、職員の派遣及び被災住民の受入れ等、被災県か

ら要請のあった事項とする。 
２ 応援の内容等は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。 
 
 （応援要請の手続き） 
第４条 被災県が応援の要請をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、応援を実施する

県（以下「応援県」という。）に対し、まず口頭、電話又はファクシミリにより要請を行い、後日速

やかに文書を提出するものとする。 
（１）被害の状況 
（２）物資・資機材等の提供を要請する場合にあっては、その品名及び数量等 
（３）職員の派遣を要請する場合にあっては、職種別人員 
（４）被災住民の受入れを要請する場合にあっては、市町村別人数等 
（５）応援場所及び応援場所への経路、駐車場所又はヘリ着陸場所 
（６）応援を必要とする期間 
（７）前各号に定めるもののほか必要な事項 
 
 （連絡員の派遣） 
第５条 中央日本四県のいずれかの県において災害が発生し、応援を行おうとする県が必要があると

認めたときは、当該県は、被災県に対して連絡員を派遣し、被災地の情報収集を行うものとする。 
 
 （応援の自主出動） 
第６条 応援県は、第３条及び第４条の規定にかかわらず、派遣した連絡員からの情報等を基に、必

要な応援を自主的に行うことができるものとする。この場合、応援に関する情報を被災県に提供する

等、円滑な応援実施に配慮するものとする。 
 
（応援受け入れ体制） 
第７条 中央日本四県は、災害時における他県からの連絡員、応援要員及び応援物資等を受け入れる

ための体制、施設及び場所等をあらかじめ定めておくものとする。 
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 （応援経費の負担） 
第８条 応援に要した経費は、原則として被災県の負担とする。ただし、被災県と応援県との間で協

議した結果、合意が得られた場合については、この限りではない。 
２ 被災県が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ被災県から要請があった場合は、応

援県は、当該費用を一時繰替支弁するものとする。 
３ 第５条に規定する連絡員の派遣及び被災地の情報収集活動に要した経費は、応援県の負担とする。 
 

（平時の連携） 
第９条 中央日本四県は、防災体制及び相互連携の充実強化を図るため、平時から連携して訓練の実

施や地域防災計画その他参考資料の情報共有など、必要な取組を推進するものとする。 
 
 （連絡会議の設置） 
第 10 条 中央日本四県は、前条の取組を推進するため、連絡会議を設置する。 
２ 連絡会議の具体的な運営については別に定める。 
 
 （他の協定との関係） 
第 11 条 この協定は、中央日本四県が既に締結している他の相互応援に関する協定等による応援及

び新たな相互応援に関する協定等を妨げるものではない。 
 
 （その他） 
第 12 条 この協定に定めのない事項で、特に必要が生じた場合は、その都度中央日本四県が協議し

て定めるものとする。 
２ この協定の実施に関し必要な事項は、連絡担当部局が別途協議して定めるものとする。 
 
 附 則 この協定は、平成２７年８月２７日から適用する。 
 
 この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、各県署名の上、各１通を保有する。 
 
 
 平成２７年８月２７日 
 
新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 
新潟県知事   泉田 裕彦 
 
山梨県甲府市丸の内一丁目６番１号 
山梨県知事   後藤 斎 
 
長野県長野市大字南長野字幅下６９２の２ 
長野県知事   阿部 守一 
 
静岡県静岡市葵区追手町９番地６ 
静岡県知事   川勝 平太 
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資料05-5 長野県市町村災害時相互応援協定書 

 

長野県内全市町村は、県内に災害が発生した場合において、地域並びに住民の生命、身体及び財産

を災害から保護するため、災害対策基本法及び互助友愛精神に基づき、被災市町村に対し、その総力

を挙げて応援活動を行うものとし、次のとおり協定する。 

 

(趣旨) 

第１条 この協定は、県内の市町村（以下「市町村」という｡）において災害対策基本法第２条第１号

に規定する災害が発生し、被災市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置が実施できないと

認められるとき、市町村相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項につい

て定めるものとする。 

なお、常備消防に関する相互の応援については、「長野県消防相互応援協定」に定めるところに

よるものとする。 

 

(代表市町村の設置等) 

第２条 市町村が行う救援活動等に関する調整及び県との連絡調整等を行うため、別記１に掲げるブ

ロックごとに代表市町村を置くものとする。 

２ 代表市町村が被災した場合に備え別記１に掲げるブロックごとに代表市町村の業務を代行す

る第２順位及び第３順位の市町村を定めるものとする。 

 

(応援の内容) 

第３条 市町村が行う応援の内容は、次のとおりとする。 

(1) 物資等の提供及びあっせん 

ア 食料、飲料水、生活必需品、医薬品その他供給に必要な資機材 

イ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資 

ウ 救援及び救助活動に必要な車両等 

エ ごみ、し尿処理のための車両及び施設 

オ 避難収容施設（避難所、応急仮設住宅等） 

カ 火葬場 

(2) 人員の派遣  

ア 救護及び応急措置に必要な職員 

イ 消防団員 

(3) その他 

ア 避難場所等の提供、緊急輸送路の確保等被災市町村との境界付近における必要な措置 

イ ボランティアのあっせん 

ウ 児童・生徒の受け入れ 
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エ 前２号に掲げるもののほか、災害救助法第２３条第１項に定める救助 

(4) 前３号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項 

 

(応援要請の手続) 

第４条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる事項を明確にして、無線又は電話等により他の

市町村に要請し、後に文書を速やかに送付するものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 応援を要請する内容 

ア 物資・資機材の搬入 

物資等の品目・数量、搬入場所、輸送手段、交通情報等 

イ 人員の派遣 

職種、人数、派遣場所、活動内容、派遣期間、輸送手段、交通情報等 

ウ その他、必要な事項 

 

(緊急時における自主的活動) 

第５条 代表市町村は､災害発生時において､通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場

合、速やかにその被災状況等について自主的に情報の収集・提供を行うものとする。 

２ 市町村は、前項の情報収集に基づき、被害が甚大で、かつ、事態が緊急を要すると認められる場

合、代表市町村と連絡調整のうえ自主的に応援活動を実施するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、代表市町村は、別記１に掲げる代表市町村の属するブロック内

の構成市町村において震度６強以上の地震が観測された場合においては、代表市町村が行う業

務に必要な被災状況等についての情報収集及び提供等の業務を行うため、先遣隊を当該市町村

に派遣するものとする。 

４ 代表市町村が被災した場合において前項の規定により先遣隊を派遣することができないとき

は、別記１に掲げる代表市町村の属するブロックの構成市町村（代表市町村を除く。）が別に定

めるところにより、当該派遣を行うものとする。 

５ 前項に規定する場合において、別記１に掲げるブロックの構成市町村の大半が被災し当該ブ

ロック内から前２項の規定による先遣隊の派遣を行うことができないときは、別記２に掲げる

応援するブロックから当該派遣を行うものとする。 

６ 別記２に掲げる応援するブロックから当該派遣することができない場合に備え、代表市町村

の会議において協議し、派遣する代表市町村をあらかじめ定めておくこととする。 

７ 前４項に規定する場合以外の場合は、通信の途絶等により被災状況等の情報が入手できない場合

等で、代表市町村が必要と認めた場合に派遣するものとする。 

 

(経費の負担) 

第６条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた市町村の負担とする。 
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２ 応援職員等が応援に伴い負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償等に要する経費は、

応援市町村の負担とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町村及び応援市

町村が協議して決める。 

４ 応援職員等が応援に伴い第三者に損害を与えた場合、応援を受けた市町村が、賠償の責めに任ず

る。 

ただし、応援職員等の重大な過失により発生した損害賠償に要する費用については、応援市町村

の負担とする。 

５ 前項に定める応援を受けた市町村の負担額は、応援市町村が加入する保険により支払われる金額

を控除した額とする。 

 

(情報交換) 

第７条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロックごと又は、

ブロックをまたいで、備蓄物資の状況、緊急連絡先等の必要な情報等を定期的に相互に交換するも

のとする。 

 

(訓練の参加) 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、別記１に掲げるブロックごと又は、

ブロックをまたいで、物資調達、人的支援等の訓練を実施するとともに、他の市町村主催の防災訓

練に相互に参加するよう努めるものとする。 

 

(防災体制の強化等) 

第９条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、地域防災計画等の整備等、防災体制

の強化を図るものとする。 

２ 市町村は、この協定を実効あるものとしていくため、必要に応じて県への協力を求める等、県と

の連携を強化することとする。 

 

(補 則) 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議において協議して定める。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この協定は、平成８年４月１日から施行する。 

 

(協定の成立) 
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２ この協定の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

 

附 則 

 この協定は、平成23年12月16日から施行する。 

 

（別記１） 

ブロック名 代表市町村 構 成 市 町 村 

佐 久 佐久市 
小諸市･佐久市･小海町･佐久穂町･川上村･南牧村･南相木村･ 

北相木村･軽井沢町･御代田町･立科町 

上 小 上田市 上田市･東御市･長和町･青木村 

諏 訪 岡谷市 岡谷市･諏訪市･茅野市･下諏訪町･富士見町･原村 

上伊那 伊那市 
伊那市･駒ヶ根市･辰野町･箕輪町･飯島町･南箕輪村･中川村･ 

宮田村 

飯 伊 飯田市 
飯田市･松川町･高森町･阿南町･阿智村･平谷村･根羽村･ 

下條村･売木村･天龍村･泰阜村･喬木村･豊丘村･大鹿村 

木 曽 木曽町 木曽町･上松町･南木曽町･木祖村･王滝村･大桑村 

松 本 松本市 
松本市･塩尻市･安曇野市･麻績村･生坂村･山形村･朝日村･ 

筑北村 

大 北 大町市 大町市･池田町･松川村･白馬村･小谷村 

長 野 長野市 
長野市･須坂市･千曲市･坂城町･小布施町･高山村･信濃町･ 

飯綱町･小川村 

北 信 中野市 中野市･飯山市･山ノ内町･木島平村･野沢温泉村･栄村 
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（別記２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）応援するブロックが複数の場合は、下線の代表市町村が派遣。 

 

被災ブロック 応援するブロック 

佐 久 上 小 

上 小 佐 久 

諏 訪 
上伊那 

木 曽 

上伊那 
諏 訪 

飯 伊 

飯 伊 
上伊那 

木 曽 

木 曽 
飯 伊 

諏 訪 

松 本 長 野 

大 北 北 信 

長 野 松 本 

北 信 大 北 
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資料05-6 長野県市町村災害時相互応援協定実施細則 

 

（趣旨） 

第１条 この実施細則は、「長野県市町村災害時相互応援協定」（以下「協定」という｡）の実施に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（代表市町村） 

第２条 代表市町村は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 被災市町村の情報収集と状況把握 

(2) 災害応急措置等に必要な物資、人員、その他要請内容の把握 

(3) 応接要請内容の所属ブロック構成市町村及び他の代表市町村への仕分け 

(4) 輸送ルート、応援物資集積場所等の応援に必要な情報の連絡 

(5) 応援活動等に関する県との連絡調整 

(6) 前各号に掲げるもののほか、災害応急活動を円滑に行うために必要な業務 

２ 代表市町村が被災等により前項の業務を遂行できない場合は、協定第２条第２項の規定により、

代表市町村の業務を代行する第２順位又は第３順位の市町村が代表市町村の業務を代行する。 

ただし、大半の構成市町村が同時被災し、代行することが困難と認められる場合は、協定別記

２の応援するブロックの代表市町村がこれを代行するものとする。 

 

（応援要請の手続） 

第３条 応援を受けようとする市町村は、次に掲げる順序により、応援を要請するものとする。 

(1) 要請は原則として所属ブロックの代表市町村に行うものとする。 

(2) 所属ブロックの代表市町村が同時被災しているおそれがある場合は、当該ブロックの第２順

位の市町村に要請するものとする。 

所属ブロックの代表市町村及び第２順位の市町村が同時被災しているおそれがある場合は、

第３順位の市町村に要請するものとし、第４順位以下を定めた場合も同様とする。 

(3) 所属ブロックの大半が同時被災しているおそれがある場合は、協定別記２の応援するブロッ

クの代表市町村に要請するものとする。 

２ 被災市町村所属ブロックの代表市町村は、被災市町村の要請内容に当該ブロックの構成市町村

のみでは対応できないと認められる場合は、他の代表市町村に要請するものとする。 

 

（応援実施の手続） 

第４条 被災市町村以外の市町村は、代表市町村から被災市町村への応援を要請された場合被災市

町村から直接要請があったものとして、速やかに応援を実施するものとする。 
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２ 被災市町村の属するブロックの代表市町村は、当該ブロック内の構成市町村及び他のブロック

の代表市町村と連絡調整し要請事項及び搬入、派遣等に要する時間などの応援計画を被災市町村

に伝達するとともに、後日、速やかに応援通知書を送付するものとする。 

 

（応援物資の受領の通知） 

第５条 被災市町村は、応援通知書に基づく応援物資を受領したときは、応援物資受領書を交付す

るものとする。 

 

（応援終了報告） 

第６条 被災市町村から要請を受けた代表市町村又はこれを代行する市町村は、応援が終了したと

きは、被災市町村に対して、応援終了報告書を送付するものとする。 

 

（緊急時における自主的活動） 

第７条 協定第５条により自主的に応援活動を実施する場合においては、被災市町村との連絡確保

に努め、連絡可能となった際は、応援の要否を含め、被災市町村の指示のもとに行動するものと

する。 

 

（経費の負担） 

第８条 応援職員等の派遣に要する経費については、応援市町村が定める規定により算定した当該

応援職員等の旅費及び諸手当の額の範囲内とする。 

 

（情報交換） 

第９条 協定第７条の規定に基づく情報は次のとおりとし、変更の都度、協定市町村に報告するも

のとする。 

(1) 連絡担当部局及び通信手段一覧表 

(2) 備蓄物資、資機材一覧表 

(3) その他応援に必要な情報 

 

（補則） 

第10条 この実施細則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この実施細則に定めのない事項は、その都度、代表市町村の会議で定めることとする。ただし、

当該定めのない事項のうちブロック内のみで決定する事項は、各ブロックの構成市町村の会議に

おいて協議して定める。 

３ 前項ただし書の場合において、ブロック内のみで決定する事項を定めた場合は、他のブロック
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の代表市町村に、その都度報告することとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この実施細則は、平成８年４月１日から施行する。 

（実施細則の改定） 

２ この実施細則の改正は、代表市町村の会議において決定するものとする。 

（実施細則の成立） 

３ この実施細則の成立は、県内全市町村長の同意書をもって証する。 

 

附 則 

 この実施細則は、平成 24 年１月 25 日から施行する。 
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資料05-7 長野県消防相互応援協定書 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和22年法律第226号。以下「法」という。）第39

条の規定に基づき、長野県内で災害が発生し、又は発生するおそれのある場合、市

町村等（消防事務を他の市に委託している町村にあってはその受託している市、消

防事務に関する一部事務組合を組織している市町村にあってはその一部事務組合、

広域連合を組織している市町村にあってはその広域連合をいう。以下同じ。）がそ

れぞれの消防力を活用して相互の応援を行うことにより、被害を最小限に防止する

ことを目的とする。 

 （対象とする災害） 

第２条 この協定の対象とする災害は、法第１条に規定する水火災又は地震等の災害

で、市町村等の応援を必要とするものとする。 

 （地域区分） 

第３条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、市町村等を別表に掲げる

地域（以下「ブロック」という。）に区分する。 

 （代表消防機関の指定） 

第４条 この協定による相互の応援を円滑に実施するため、ブロックごとに地域代表

消防機関を指定し、更に地域代表消防機関を統括するための代表消防機関を指定す

る。 

２ 地域代表消防機関は、原則として、長野県消防長会副会長が属する消防本部とす

る。ただし、長野県消防長会副会長を置かないブロックについては、当該ブロック

に属する市町村等の消防長の協議により決定するものとする。 

３ 代表消防機関は、長野県消防長会長が属する消防本部とする。 

 （応援要請） 

第５条 災害が発生し、又は発生するおそれのある市町村等（以下「要請側」という。）

の長は、災害の状況及び要請側の消防力を考慮して、市町村等の応援が必要と判断

した場合、次の各号に掲げる区分により応援する市町村等（以下「応援側」という。）

の長に対して、速やかに応援要請を行うものとする。 

 (1) 隣接応援要請 隣接する市町村等に対して行う応援要請 

 (2) 地域応援要請 隣接する市町村等が属するブロック内の市町村等に対して行う

応援要請 

 (3) 全県応援要請 全ての市町村等に対して行う応援要請 

 (4) 特殊応援要請 他の市町村等が保有する特殊災害に対応する隊等を指定して当

該市町村等に対して行う応援要請 

 （応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により応援要請を受けた応援側の長は、特別の事情がない限り応

援隊を派遣しなければならない。 

２ 市町村等は、地域代表消防機関又は代表消防機関が必要と判断した場合、災害が
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発生している市町村等に対して、自主的に応援出動することができるものとする。 

 （応援隊の指揮） 

第７条 応援隊は、要請側の長の指揮の下に活動するものとする。この場合において、

被災地で活動する他の関係機関と緊密に連携するものとする。 

 （応援経費等の負担） 

第８条 この協定に基づく経費等の負担については、次の各号に定めるところによる。 

 (1) 応援側の負担する経費等 

  ア 応援活動に従事する市町村等の職員の旅費及び諸手当 

  イ 応援活動に従事する市町村等の職員の公務災害補償費及び消防職員等賞じゅ

つ金 

  ウ 応援活動において破損した車両、機械器具等の修理費 

  エ 応援活動において使用した資機材等又はそれに係る経費 

  オ 燃料及び給食等に係る経費 

 (2) 要請側の負担する経費等 

  ア 応援隊による消防法（昭和23年法律第186号）第29条第３項の規定に基づく損

失補償費及び同法第36条の３第１項の規定に基づく損害補償費 

  イ 応援隊が応援活動において第三者に損害を与えた場合の損害賠償費 

  ウ 要請側から調達依頼のあった資機材等に係る経費 

  エ 大規模災害又は長期間にわたる災害への応援活動に係る経費のうち前号に定

めるもの以外の経費 

  オ 第５条第４号の規定による応援活動において使用した特殊災害用資機材等に

係る経費 

 (3) 前各号に定める経費等の負担について特に必要がある場合又は前各号に定めの

ない経費等については、その都度当事者間の協議により決定することができるも

のとする。 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が

生じたときは、市町村等の長が協議して定めるものとする。 

 （補則） 

第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町村等の消防長が協議して定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この協定は、平成８年２月14日から施行する。 

 （長野県広域消防相互応援協定の廃止） 

２ 法第21条の規定により、県内を10ブロックに編成して昭和41年に各ブロック毎に

締結した長野県広域消防相互応援協定は、廃止する。 

  この協定の締結を証するため、本書18通を作成し、市町村等の長が記名押印の上、

各自１通を保有する。 

   附 則（平成12年７月１日） 
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 この協定は、公布の日から施行し、平成12年７月１日から適用する。 

   附 則（平成13年７月１日） 

 この協定は、公布の日から施行し、平成13年７月１日から適用する。 

   附 則（平成15年11月１日） 

 この協定は、公布の日から施行し、平成15年11月１日から適用する。 

   附 則（平成18年９月１日） 

 この協定は、公布の日から施行し、平成18年９月１日から適用する。 

   附 則（平成27年４月８日） 

 この協定は、平成27年４月８日から効力を生ずる。 

 

別表（第３条関係） 

地 域 区 分 市 町 村 等  

北 信 
長野市 須坂市 千曲坂城消防組合 

岳北広域行政組合 岳南広域消防組合 

東 信 上田地域広域連合 佐久広域連合 

中 信 松本広域連合 北アルプス広域連合 木曽広域連合 

南 信 諏訪広域連合 上伊那広域連合 南信州広域連合 
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資料 05-8 長野県消防相互応援協定実施細則 

 

 （主旨） 

第１条 この実施細則は、長野県消防相互応援協定書（平成８年２月14日締結。以下

「協定」という。）第10条の規定に基づき、消防の相互の応援の実施について必要

な事項を定めるものとする。 

 （用語の定義） 

第２条 この実施細則において使用する用語は、協定において使用する用語の例によ

るほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 受援支援要員とは、要請側の消防本部の受援活動を支援する要員をいう。 

 (2) 支援隊とは、災害情報等の収集及び要請側の消防本部の指揮活動を支援するた

め、要請側の属するブロックの地域代表消防機関等から出動する隊をいう。 

 （応援隊の名称） 

第３条 協定に基づき活動する応援隊の総称は、県消防相互応援隊とする。 

 （地域代表消防機関の任務等） 

第４条 地域代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 当該ブロック内の被害情報の収集及び集約に関すること。 

 (2) 要請側の消防本部との応援要請に係る協議及び一括的な応援要請に関すること。 

 (3) 代表消防機関、当該ブロック内市町村等及び関係機関との連絡調整に関するこ

と。 

 (4) 当該ブロック内の県消防相互応援隊の編成、活動調整等に関すること。 

 (5) その他県消防相互応援隊の活動に必要な事項 

２ 地域代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合は、当該ブロック

内の他の消防本部がその任務を代行するものとする。 

３ 地域応援要請が複数ブロックにわたる場合は、当該地域代表消防機関の協議によ

り、県消防相互応援隊の活動調整等を統括する地域代表消防機関を決定するものと

する。 

 （代表消防機関の任務等） 

第５条 代表消防機関の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 長野県内の被害情報の収集及び集約に関すること。 

 (2) 要請側の消防本部との応援要請に係る協議及び一括的な応援要請に関すること。 

 (3) 長野県、地域代表消防機関及び関係機関との連絡調整に関すること。 

 (4) 県消防相互応援隊の編成、活動調整等に関すること。 

 (5) 緊急消防援助隊要請時の関係機関との連絡調整に関すること。 

 (6) その他県消防相互応援隊の活動に必要な事項 

２ 代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合は、地域代表消防機関

がその任務を代行するものとする。 

 （災害等発生時の連絡等） 

第６条 市町村等の消防長は、管轄区域内で大規模災害又は特殊災害（以下「大規模
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災害等」という。）が発生した場合又は発生するおそれのある場合には、長野県、

属するブロックの地域代表消防機関の消防長及び代表消防機関の消防長に対して、

速やかに連絡するものとする。 

 （応援要請） 

第７条 要請側の長は、有線電話その他の方法により、応援側の長に対して速やかに

応援要請を行うものとし、次に掲げる事項を把握した時点で、県消防相互応援隊の

応援要請書（様式第１号）を送付するものとする。 

 (1) 災害の状況、発生場所及び被害状況 

 (2) 必要な県消防相互応援隊の隊数、資機材等 

 (3) 県消防相互応援隊の活動場所及び任務 

 (4) 使用無線周波数 

 (5) 安全管理上の注意事項 

 (6) その他県消防相互応援隊の活動に必要な事項 

２ 地域応援要請は、応援側の属するブロックの地域代表消防機関を経由して行うも

のとする。 

３ 全県応援要請は、代表消防機関を経由して行うものとする。 

 （受援支援要員の派遣要請） 

第８条 要請側の消防長は、県消防相互応援隊の受入れ体制が整わないと判断した場

合には、属するブロックの地域代表消防機関の消防長に対して、速やかにその旨を

報告し、受援支援要員の派遣に係る調整を求めるものとする。 

 （県消防相互応援隊の編成） 

第９条 隣接応援要請時及び特殊応援要請時の県消防相互応援隊の編成は、要請側及

び応援側の消防本部の協議により決定するものとする。 

２ 地域応援要請時の県消防相互応援隊の編成は、地域代表消防機関が行うものとす

る。 

３ 全県応援要請時の県消防相互応援隊の編成は、代表消防機関が行うものとする。 

４ 県消防相互応援隊は、応援要請に迅速に対応するため、原則として当直隊をもっ

て編成するものとし、市町村等の消防長は事前に計画を策定しておくものとする。 

 （県消防相互応援隊の派遣） 

第10条 県消防相互応援隊を派遣する応援側の長は、次に掲げる事項について、有線

電話その他の方法により、要請側の長に対して速やかに連絡するとともに、県消防

相互応援隊の応援決定通知書（様式第２号）を送付するものとする。 

 (1) 派遣隊数及び隊員数 

 (2) 出発予定時刻及び進出拠点（進出拠点を設定しない場合は、災害現場。以下同

じ。）到着予定時刻 

 (3) その他県消防相互応援隊の活動に必要な事項 

２ 地域応援要請に基づき県消防相互応援隊を派遣する場合の連絡は、応援側の属す

るブロックの地域代表消防機関を経由して行うものとする。 

３ 全県応援要請に基づき県消防相互応援隊を派遣する場合の連絡は、代表消防機関

を経由して行うものとする。 
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 （支援隊の先遣出動） 

第11条 要請側の属するブロックの地域代表消防機関の消防長は、地域応援要請又は

全県応援要請が行われた場合には、支援隊を出動させるものとする。ただし、支援

隊の現場到着に時間を要する場合等は、当該ブロック内の他の消防本部がその任務

を代行するものとする。 

２ 支援隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 進出拠点までの道路状況等の情報の収集及び提供に関すること。 

 (2) 被害状況、活動場所、任務、必要な応援隊規模等の情報の収集及び提供に関す

ること。 

 (3) 宿営場所の確保又は確認に関すること。 

 (4) 要請側の消防本部の指揮活動の支援に関すること。 

 (5) その他県消防相互応援隊の活動に必要な事項 

 （県消防相互応援隊の指揮） 

第12条 複数の市町村等から県消防相互応援隊を派遣する場合の指揮は、緊急消防援

助隊長野県大隊応援等実施計画（平成29年６月12日施行）の規定を準用するものと

する。 

 （自主応援） 

第13条 市町村等の消防長は、他市町村等で発生した大規模災害等を覚知し、応援が

必要と判断した場合には、属するブロックの地域代表消防機関の消防長に対してそ

の旨を連絡し、自主応援の要否を確認するものとする。 

２ 地域代表消防機関の消防長は、当該ブロック内の他市町村等で発生した大規模災

害等を覚知した場合には、必要に応じて支援隊を出動させ、災害情報の収集及び被

災地消防本部の指揮活動の支援を行うよう努めるものとする。 

３ 地域代表消防機関の消防長は、情報収集又は被災地消防本部の応援のために必要

と判断した場合には、当該ブロック内の消防本部の消防長に対して、自主応援を求

めることができるものとする。 

４ 地域代表消防機関の消防長は、当該ブロック内から自主応援を行う場合には、被

災地消防本部の消防長、被災地消防本部の属するブロックの地域代表消防機関の消

防長及び代表消防機関の消防長に対してその旨を連絡するものとする。 

 （応援隊の誘導等） 

第14条 要請側の消防長は、県消防相互応援隊の進出拠点に誘導員を派遣して応援活

動上必要な情報の提供、資機材の貸与等を行うとともに、県消防相互応援隊の誘導

に努めるものとする。 

 （応援要請の解除） 

第15条 要請側の長は、県消防相互応援隊の要請解除を決定した場合には、有線電話

その他の方法により、応援側の長に対して速やかに連絡するとともに、県消防相互

応援隊の応援要請解除通知書（様式第３号）を送付するものとする。 

 （県消防相互応援隊の引揚げ） 

第16条 応援要請解除の連絡を受けた県消防相互応援隊の最上位指揮者は、被災地に

おける活動を終了するとともに、要請側の消防本部に対して次に掲げる事項を報告

- 257 -



し、引揚げるものとする。 

 (1) 県消防相互応援隊の活動概要（場所、時間、隊数等） 

 (2) 活動中の異常の有無 

 (3) 隊員の負傷の有無 

 (4) 車両、資機材等の損傷の有無 

 (5) その他必要な事項 

 （活動結果報告） 

第17条 応援側の長は、派遣している県消防相互応援隊の帰署（所）後、県消防相互

応援隊活動報告書（応援側）（様式第４号）により、要請側の長に対して速やかに

活動報告を行うものとする。 

２ 要請側の消防長は、応援活動終了後、県消防相互応援隊活動報告書（要請側）（様

式第５号）により、応援側の消防長、応援側の属するブロックの地域代表消防機関

の消防長及び代表消防機関の消防長に対して、速やかに災害等の概要を報告するも

のとする。 

 （応援経費等の負担） 

第18条 協定第８条第２号に定める要請側の負担する経費のうち、応援側の重大な過

失により発生した損害賠償に要する経費については、応援側の負担とする。 

２ 協定第８条第２号ア及びイに定める要請側の負担額は、応援側が加入する保険に

より支払われる金額を控除した額とする。 

３ 協定第８条第２号に定める応援に要した費用の請求は、県消防相互応援隊の活動

経費請求書（様式第６号）により行うものとする。 

 （連絡体制等） 

第19条 県消防相互応援隊の活動等に係る連絡は、有線電話、有線ＦＡＸ又は電子メ

ール等によるものとし、有線ＦＡＸ又は電子メールによる場合には、県消防相互応

援に係る連絡（様式第７号）により行うものとする。 

 （県消防相互応援隊の登録） 

第20条 県消防相互応援隊の登録隊は、緊急消防援助隊の登録をもって県消防相互応

援隊に登録したものとみなす。ただし、災害状況、地理的条件等に応じ、緊急消防

援助隊登録車両以外で出動することができるものとする。 

 （演習又は訓練の実施） 

第21条 市町村等の消防長は、県消防相互応援隊の連携活動能力の向上及び関係機関

との連携強化を図るため、市町村等合同の演習又は訓練を実施するよう努めるもの

とする。 

 （協議） 

第22条 この実施細則に定めない事項又はこの実施細則について変更の必要若しくは

疑義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この実施細則は、平成８年２月14日から施行する。 

２ この実施細則の成立は、市町村等の消防長の同意書をもって証する。 
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   附 則（平成18年９月１日） 

 この実施細則は、同意の日から施行し、平成18年９月１日から適用する。 

   附 則（平成27年４月８日） 

 この実施細則は、同意の日から施行し、平成27年４月８日から適用する。 

   附 則（平成30年９月１日） 

 この実施細則は、同意の日から施行し、平成30年９月１日から適用する。 
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同  意  書 
 
 

 長野県内の市町村における災害時の相互の応援を円滑に実施するた

め、「長野県消防相互応援協定実施細則」に同意します。 

 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
 

 印 
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様式第１号（第７条関係）

＜連絡責任者＞

※　応援等の要請は、電話により直ちに行うこと。

※　本様式による要請は、上記事項を把握した段階で速やかに行うこと。

救助小隊

災害発生市町村

第　　　　　　　　　　　　報

年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分　

（要請側の長） 

　協定第５条の規定に基づき行った県消防相互応援隊の応援要請について、災害状況等を報告します。

必要とする応援隊

必要隊に○
又は

隊数等を記入

災害・被害状況

年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分頃　　 

水難救助小隊

その他（　　　　　　　　）

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ

大型水槽小隊

はしご小隊

消防活動二輪小隊

通信支援小隊

ＢＣ災害対応小隊

ＮＴＴ回線電話

地域衛星電話

担当課

県消防相互応援隊の応援要請書

　 応援側の長　様

その他必要事項
(必要資機材等）

出動可能な全隊

指揮隊

消火小隊

後方支援小隊

受援支援要員（人）

救急小隊

災害発生日時

希望する活動内容

応援要請日時 年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分　　　　

応援要請区分
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様式第２号（第10条関係）

隊数 人員 隊数 人員

＜連絡責任者＞

はしご小隊

大型水槽小隊

隊数及び隊員数

種　別 種　別

その他（　　　　　　　　）

通信支援小隊 合　計

救急小隊

受援支援要員

指揮隊

ＢＣ災害対応小隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

後方支援小隊

消火小隊

消防活動二輪小隊

救助小隊

水難救助小隊

その他必要事項
(必要資機材等）

担当課 氏　　名

応援要請日時 年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分　　　　

出発予定時刻 年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分　　　　

連絡事項

出動責任者・階級氏名 連絡先

年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分　　　　進出拠点到着予定時刻

県消防相互応援隊の応援決定通知書

　実施細則第10条の規定に基づき、県消防相互応援隊の派遣隊数等を報告します。

第　　　　　　　　　　　　報

年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分　

（応援側の長） 

　 要請側の長　様
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様式第３号（第15条関係）

＜連絡責任者＞

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

要請解除する隊

連絡事項

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課 氏　　名

県消防相互応援隊の応援要請解除通知書

年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分　

（要請側の長） 

　県消防相互応援隊の応援要請解除を決定しましたので通知します。

要請解除日時 年　　　　　月　　　　　日（　　　）　　　　　　時　　　　　分　　　　

　 応援側の長　様
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様式第４号（第17条関係）

様

応援要請区分 応援先市町村

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

活動期間
　　　 年　 月　 日（　 ） ～ 　　　 年　 月　 日（　 ）　

最終帰署（所）日時

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

隊数及び隊員数

名 

通信支援小隊

 隊 名  隊 

名 

進出拠点到着日時

応援要請解除日時

応援先引揚げ日時

 隊 

 隊 名  隊 名 

 隊 

名  隊 

名  隊 

名 

 隊 

 隊 

消火小隊

 隊 

はしご小隊

大型水槽小隊

 隊 名  隊 名 

 隊 名  隊 名 

 隊  名  隊  名 合　計

 隊  隊 名 その他（　　　　　）

ＢＣ災害対応小隊

 隊 名  隊 名 

 隊 

県消防相互応援隊活動報告書（応援側）

種　別

活動日数 日間延べ

名  隊 名 

隊数 隊員数 延べ隊数 延べ隊員数

 名  隊 

名 

応援要請日時

出動日時

隊員の負傷及び
車両等の破損状況

年　　月　　日　

（要請側の長）

（応援側の長） 

年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

指揮隊

 隊  名 

名 

救助小隊

 隊 

消防活動二輪小隊

名 

 隊 

救急小隊

名 

水難救助小隊

名 

後方支援小隊

受援支援要員

名  隊 名 
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様式第４号（第17条関係）

協定第８条第２号
に定める資機材等

の使用状況

主な活動内容

活動場所
活動概要
活動隊数

その他特記事項
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様式第５号（第17条関係）

様

災害発生日時 年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分頃 

隊員の負傷及び
車両等の破損状況

その他（　　　　　）  隊 名  隊 名 

合　計  隊  名  隊  名 

はしご小隊  隊 名  隊 名 

大型水槽小隊  隊 名  隊 名 

消防活動二輪小隊  隊 名  隊 名 

水難救助小隊  隊 名  隊 名 

通信支援小隊  隊 名  隊 名 

ＢＣ災害対応小隊  隊 名  隊 名 

 隊 名 

救急小隊  隊 名  隊 名 

後方支援小隊  隊 名  隊 名 

 名 

指揮隊  隊 名  隊 名 

隊数及び隊員数

種　別 隊数 隊員数 延べ隊数 延べ隊員数

受援支援要員  隊  名  隊 

消火小隊  隊 名  隊 名 

救助小隊  隊 名 

年　　月　　日　

（要請側の消防長） 

県消防相互応援隊活動報告書（要請側）

応援要請区分 災害発生市町村

応援要請期間
　　　 年　 月　 日（　 ） ～ 　　　 年　 月　 日（　 ）　

活動日数 延べ 日間

応援要請解除日時 年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

応援要請日時 年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　分　 

応援側の消防長　又は
地域・代表消防機関の長
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様式第５号（第17条関係）

その他特記事項

主な活動内容

活動場所
活動概要
活動隊数
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様式第６号（第18条関係）

様

㊞

１　請求金額

金 円

２　振込先

３　請求内訳

№

年　　月　　日　

　　　○年○月○日（○）、長野県消防相互応援協定第５条に基づく応援要請により応援出動
した県消防相互応援隊の活動に要した経費について、長野県消防相互応援協定実施細則第18条
に基づき、下記のとおり請求します。

（応援側の住所）

（応援側の長（職・氏名）） 

記

（要請側の長）

県消防相互応援隊の活動経費請求書

項目 内訳 金額

合　計

金融機関名

預金種別

口座番号

口座名義
ふ り が な
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様式第７号（第19条関係）

様

＜連絡責任者＞

担当課

ＮＴＴ回線電話

無し有　（ 送付枚数　　　　枚 ）

県消防相互応援に係る連絡

第　　　　　　　　　　　　報

年　　　月　　　日（　　）　　　時　　　分　

内　容

地域衛星電話

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ

別添資料等
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資料05-9 長野県消防相互応援協定に基づく高速自動車国道における 

業務提携書 

 

 （趣旨） 

第１条 この提携書は、長野県消防相互応援協定書（平成８年２月14日施行。以下「協

定」という。）第10条の規定に基づき、長野県内の高速自動車国道（以下「高速道路」

という。）において発生した災害に対し、迅速かつ円滑な対応を図ることに関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （出動区域） 

第２条 この提携書における各消防本部の出動区域は、別表に掲げるとおりとする。 

（ポケット区間の出動） 

第３条 インターチェンジ付近にあるポケット区間（高速道路出口から入口合流点の

間）の出動は、当該インターチェンジまでの路線に出動する消防本部が対応するもの

とする（別図参照）。 

２ 前項の場合において、原則として次のインターチェンジ等から退出するものとする。

ただし、高速道路株式会社に確認し、交通規制が完全である場合は、後退又は逆走す

ることができる。 

３ 前２項の規定は、変形インターチェンジ及びジャンクションについても、これを準

用するものとする。 

 （災害の通報） 

第４条 高速道路株式会社以外からの通報（公衆電話、携帯電話等）により災害を覚知

した消防長は、通報内容等を、災害発生路線に応援出動する消防本部（以下「応援消

防本部」という。）の消防長に対して速やかに通報するものとする。 

（応援要請等） 

第５条 応援消防本部の消防長は、災害状況に応じ他の消防本部へ応援を要請すること

ができる。この場合において、災害発生地を管轄する消防本部（以下「管轄消防本部」

という。）の消防長から、協定第５条の応援要請が行われたものとみなす。 

２ 出動区域外の路線において高速道路における災害の発生を覚知した消防長は、応援

の必要があると認めた場合には、前項の応援要請が行われたものとみなし、応援隊を

派遣することができる。 

 （現場指揮） 

第６条 現場指揮は、応援消防本部の現場最高指揮者が指揮するものとする。ただし、

管轄消防本部が出動した場合は、その都度協議するものとする。 

 

 （災害の調査） 

第７条 高速道路において発生した災害の調査は、管轄消防本部の消防長が行うものと
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する。ただし、救急業務の処理は、当該救急業務を実施した消防長が行うものとする。 

 （無線通信） 

第８条 各応援隊及び各消防本部間の無線通信は、原則として主運用波２を使用するも

のとする。 

２ 無線通信の不感が生じた場合は、車載型移動局を使用し、各局相互に無線交信を行

い災害処理の円滑を図るため協力するものとする。 

 （医療機関の選定等） 

第９条 管轄消防本部の消防長及び応援消防本部の消防長は、応援隊が傷病者等を医療

機関へ搬送する場合、搬送先医療機関の選定、搬送先医療機関への誘導等について、

密接な連携を図るものとする。 

 （協議） 

第10条 この提携書に定めのない事項又はこの提携書について変更の必要若しくは疑

義等が生じたときは、その都度消防長が協議して定めるものとする。 

   附 則 

１ この提携書は、平成９年10月16日から施行する。 

２ この提携書の成立は、市町村等の消防長の同意をもって証する。 

 

   附 則（平成15年11月１日一部改正同意） 

  この提携書は、平成15年11月１日から施行する。 

   附 則（平成27年９月４日一部改正同意） 

  この提携書は、平成27年９月４日から効力を生ずる。
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別表（第２条関係） 
消 防 本 部 出    動    区    域 

飯田広域消防本部 
救急隊 

上り線 神坂トンネル西口から⑥までの区間 
下り線 ⑤から神坂トンネル西口相当位置までの区間 

消防隊 
上り線 県境から⑥までの区間 
下り線 ⑤から県境までの区間 

上伊那広域消防本部 
上り線 ⑥から⑨までの区間 
下り線 ⑧から⑤までの区間 

諏訪広域消防本部 
上り線 ⑬から⑫までの区間 
下り線 ⑪から⑭及び⑬から⑧までの区間 

松本広域消防局 
上り線 ⑱から⑬までの区間 
下り線 ⑭から⑲までの区間 

千曲坂城消防本部 
上り線 ⑲から⑱及び㉑から㉒までの区間 
下り線 ⑲から㉙及び㉑から⑳までの区間 

長野市消防局 
上り線 ㉙から⑲・㉙から㉑・㉝から㉜までの区間 
下り線 ㉙から㉚及び㉝から㉞までの区間 

佐久広域連合消防本部 
上り線 ㉔から㉘及び㉔から㊲までの区間 
下り線 ㉗から㉓及び㊲から㉕までの区間 

上田地域広域連合消防本部 
上り線 ㉒から㉔までの区間 
下り線 ㉓から㉑までの区間 

須坂市消防本部 
上り線 ㉚から㉙までの区間 
下り線 ㉚から㉛までの区間 

岳南広域消防本部 
上り線 ㉜から㉚までの区間 
下り線 ㉛から㉝までの区間 

 
① 中津川 ＩＣ ⑪ 諏訪南 ＩＣ ㉑ 坂 城 ＩＣ ㉛ 信州中野 ＩＣ 
② 園 原 ＩＣ ⑫ 小淵沢 ＩＣ ㉒ 上田菅平 ＩＣ ㉜ 豊田飯山 ＩＣ 
③ 飯田山本 ＩＣ ⑬ 岡 谷 ＩＣ ㉓ 東部湯の丸 ＩＣ ㉝ 信濃町 ＩＣ 
④ 飯 田 ＩＣ ⑭ 塩 尻 ＩＣ ㉔ 小 諸 ＩＣ ㉞ 妙高高原 ＩＣ 
⑤ 松 川 ＩＣ ⑮ 塩尻北 ＩＣ ㉕ 佐久小諸 ＪＣＴ ㉟ 佐久北 ＩＣ 
⑥ 駒ヶ根 ＩＣ ⑯ 松 本 ＩＣ ㉖ 佐 久 ＩＣ ㊱ 佐久中佐都 ＩＣ 
⑦ 伊 那 ＩＣ ⑰ 安曇野 ＩＣ ㉗ 佐久平 ＳＩＣ ㊲ 佐久南 ＩＣ 
⑧ 伊 北 ＩＣ ⑱ 麻 績 ＩＣ ㉘ 碓氷軽井沢 ＩＣ  
⑨ 岡 谷 ＪＣＴ ⑲ 更 埴 ＩＣ ㉙ 長 野 ＩＣ  
⑩ 諏 訪 ＩＣ ⑳ 更 埴 ＪＣＴ ㉚ 須坂長野東 ＩＣ  

- 272 -



 

 

 

                   ㉞妙高高原ＩＣ 

                     ｜       県境 

                   ㉝信濃町ＩＣ 

                     ｜ 

                   ㉜豊田飯山ＩＣ 

                     ｜ 

                   ㉛信州中野ＩＣ 

                     ｜ 

                   ㉚須坂長野東ＩＣ 

                     ｜ 

                   ㉙長野ＩＣ 

                     ｜ 

                   ⑳更埴ＪＣＴ 

 

            ⑲更埴ＩＣ            ㉑坂城ＩＣ 

             ｜                  ｜ 

           ⑱麻績ＩＣ              ㉒上田菅平ＩＣ 

            ｜                    ｜ 

          ⑰安曇野ＩＣ               ㉓東部湯の丸ＩＣ 

           ｜                      ｜ 

         ⑯松本ＩＣ                  ㉔小諸ＩＣ 

          ｜                        ｜ 

        ⑮塩尻北ＩＣ                   ㉕佐久小諸ＪＣＴ 

         ｜                          ｜ 

       ⑭塩尻ＩＣ             ㉟佐久北ＩＣ   ㉖佐久ＩＣ 

        ｜                   ｜        ｜ 

      ⑬岡谷ＩＣ              ㊱佐久中佐都ＩＣ  ㉗佐久平ＳＩＣ 

       ｜                    ｜       

     ⑨岡谷ＪＣＴ              ㊲佐久南ＩＣ          県境 

       ｜ 

    ⑧伊北ＩＣ     ⑩諏訪ＩＣ                 ㉘碓氷軽井沢ＩＣ 

      ｜         ｜ 

    ⑦伊那ＩＣ     ⑪諏訪南ＩＣ 

      ｜ 

    ⑥駒ヶ根ＩＣ         県境 

      ｜ 

    ⑤松川ＩＣ     ⑫小淵沢ＩＣ 

      ｜ 

    ④飯田ＩＣ 

      ｜ 

③飯田山本ＩＣ 

      ｜ 

    ②園原ＩＣ                    

 

        県境 （恵那山トンネル） 

           （神坂トンネル西口） 

    ①中津川ＩＣ 

長 野 県 内 高 速 道 路 図 
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別表第４（車両及び航空機等の整備規模） 

区分 整備規模 

車 両 

消防ポンプ自動車 630台  

救助工作車 109台  

救急自動車 567台  

その他の消防用自動車 217台  

小  計 1,523台

航空機等 

ヘリコプター 4機 

消防艇 2艇 

小  計   6 機（艇） 

備考 

１ この表において「消防ポンプ自動車」とは、災害対応のための特殊消防ポンプ自動

車、特殊水槽付消防ポンプ自動車及び特殊化学消防ポンプ自動車をいう。 

２ この表において「救急自動車」とは、災害対応のための特殊救急自動車をいう。 

３ この表において「その他の消防用自動車」とは、災害対応のための特殊はしご付消

防ポンプ自動車、特殊屈折はしご付消防ポンプ自動車、特殊高発泡車、大型高所放水

車、泡原液搬送車及び毒性物質の発散等の特殊災害対応自動車、支援車、海水利用型

消防水利システム並びに災害対応特殊小型動力ポンプ付水槽車及び消防活動二輪車

をいう。 

別表第５（その他の整備を推進する施設） 

区分 施設 

資機材 

救助用資機材、高度救助用資機材、高度探査装置、

高度救命処置用資機材、支援資機材、テロ対策用

特殊救助資機材、検知型遠隔探査装置、ヘリコプ

ター高度化資機材、ヘリコプター消火用タンク、

ヘリコプター用衛星電話

無線その他の情報通信を

行うための施設 

消防救急デジタル無線設備、ヘリコプターテレビ

電送システム 

33

  
 

 

緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱 

 

平成 27 年３月 31 日 消 防 広 第 74 号 

改正 平成 28 年３月 30 日 消 防 広 第 80 号 

改正 平成 29 年３月 28 日 消 防 広 第 93 号 

       改正 平成 31 年３月 ８日 消 防 広 第 35 号 

改正 令和 ２年７月 17 日  消防広第 190 号 

改正 令和 ３年３月 22 日  消 防 広 第 89 号 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 応援等の要請 

 第３章 出動の求め又は指示等 

 第４章 受援体制 

 第５章 部隊移動及び増隊要請 

 第６章 応援等の引揚げの決定 

 第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

 第８章 防災関係機関との連携 

 第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 第 10 章 応援に要した経費の負担区分 

 第 11 章 その他 

 

第１章 総則 

  

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号。以下「援助隊政令」という。）及び緊急消防援助隊

の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基

本計画」という。）に定めるもののほか、緊急消防援助隊の応援等の要請、出動の求め又は指示

その他の緊急消防援助隊に関する都道府県及び市町村の対応について、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）政令市等とは、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項に規定する指定

都市及び東京都の特別区をいう。 

（２）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

― 35 ―
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（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第 50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用し

ているヘリコプター（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）迅速出動とは、法第 44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）

と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要

求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行

い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄す

る消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事

務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県

をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当該都道府

県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 

 

 （都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び
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（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）受援市町村とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた市町村をいう。 

（９）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（10）応援市町村とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた市町村をいう。 

（11）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（12）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（13）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（14）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（15）消防庁ヘリコプターとは、法第 50 条の規定に基づき、都道府県又は市町村が無償使用し

ているヘリコプター（以下「消防庁ヘリ」という。）をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）迅速出動とは、法第 44 条の規定に基づき、あらかじめ消防庁長官（以下「長官」という。）

と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援助隊の出動等に関する措置要

求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合に当該措置要求等を行

い、これに応じて出動することをいう。 

（18）震央管轄都道府県とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する都道府県をいう。 

（19）震央管轄消防本部とは、地震が発生した場合の、当該地震の震央が存する市町村を管轄す

る消防本部をいう。 

（20）最大震度都道府県とは、地震が発生した場合の、最大震度を計測した都道府県をいう。 

（21）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地におい

て既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事

務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県

をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の３の規定に基づく都道府県知事の指

示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村をまたいで当該都道府

県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 応援等の要請 

 

 （都道府県知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第３条 被災地の属する都道府県の知事は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び

  
 

 

当該都道府県内の消防力を考慮して緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態であると判断し

た場合は、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、緊急消防援助隊の応援等の要請を

行うものとする。 

２ 被災地の属する都道府県の知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に把

握できない場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の応援等

が必要な非常事態であると判断したときは、法第 44 条第１項の規定に基づき、長官に対して、

緊急消防援助隊の応援等の要請を行うものとする。 

３ 前二項の要請は電話（災害時優先通信、消防防災無線、地域衛星通信ネットワーク、都道府

県防災行政無線、衛星携帯電話その他災害時に有効な通信を行える手段を含む。以下同じ。）に

より直ちに行うものとし、以下に掲げる事項が明らかになり次第電話により報告するものとす

る。詳細な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これ

らを把握した段階で、ファクシミリ（これと併せて電子メールによっても可能とする。以下同

じ。）により速やかに行うものとする（別記様式１－１）。 

 （１）災害の概況 

 （２）出動を希望する区域及び活動内容 

 （３）緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

４ 被災地の属する都道府県の知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基

づく自衛隊の災害派遣要請を行うに当たって、同時に緊急消防援助隊の応援等の必要性につい

て検討するものとする。 

５ 被災地の属する都道府県の知事は、被災地及びその周辺地域に原子力施設、石油コンビナー

トその他の緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、

当該施設における災害の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、

第１項及び第２項の要請と併せて報告するよう努めるものとする。この場合において、当該報

告を受けた長官は、当該都道府県に出動する指揮支援部隊長に対して情報提供するものとする。 

 

 （応援等の要請のための市町村長の連絡） 

第４条 被災地の市町村長は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況及び当該被災地の

市町村の消防力を考慮して、大規模な消防の応援等が必要であると判断した場合は、都道府県

知事に対して、当該応援等が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、前条第３項

各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況及び

応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファ

クシミリにより速やかに行うものとする（別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必要があると認める

ときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ちに電話により連絡することができる

ものとする。 

３ 被災地の市町村長は、都道府県知事に対して第１項の連絡ができない場合には、その旨を長

官に直ちに電話により連絡することができるものとし、前条第３項各号に掲げる事項が明らか

になり次第電話により連絡することができるものとする。詳細な災害の状況及び応援等に必要

な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把握した段階で、ファクシミリによ
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り速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 

第３章 出動の求め又は指示等 

  

 （出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県

及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報

告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別

記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消

防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行

うものとする（別記様式２－２）。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動

可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告する

ものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定め

る災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合に

おいて、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県

を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及

び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該

報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速

やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮

して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告す

るものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道

府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第２条及び第

３項の規定に基づき出動準備を行っている都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消

防本部に対して、書面等により出動準備の解除を連絡（消防本部にあっては、都道府県を経由

して行う。）するものとする（別記様式２－３）。 

 

 （長官による出動の求め、指示等） 

第６条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の

消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が

必要と判断した場合は、法第 44 条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指

示を行うものとする（別記様式３－１）。 
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り速やかに行うことができるものとする（別記様式１－２）。 

４ 前条第５項の規定は、前３項の連絡に準用する。 

 

第３章 出動の求め又は指示等 

  

 （出動可能隊数の報告及び出動準備） 

第５条 消防庁は、大規模災害若しくは特殊災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて災害等の状況を考慮して必要と認めるときは、出動の可能性があると考えられる都道府県

及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、緊急消防援助隊の出動可能隊数報

告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別

記様式２－１）。 

２ 消防庁から出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた消防本部は、都道府県及び代表消

防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するとともに、出動準備を行

うものとする（別記様式２－２）。この場合において、当該都道府県は、当該都道府県内の出動

可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告する

ものとする（別記様式２－２）。 

３ 登録都道府県の航空消防隊及び登録市町村の消防本部は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に定め

る災害が発生した場合は、同表に定めるところにより出動準備を行うものとする。この場合に

おいて、消防庁は、都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消防本部に対して、速や

かに緊急消防援助隊の出動可能隊数報告及び出動準備を依頼（消防本部にあっては、都道府県

を経由して行う。）するものとする（別記様式２－１）。 

４ 前項の出動可能隊数報告及び出動準備の依頼を受けた登録市町村の消防本部は、都道府県及

び代表消防機関に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとし、当該

報告を受けた都道府県は、当該都道府県内の出動可能隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速

やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

５ 都道府県は、消防庁から出動可能隊数報告の求めがない場合であっても、災害の状況を考慮

して必要と判断したときは、当該都道府県内の出動可能隊数を調査し、消防庁に対して報告す

るものとする（別記様式２－２）。 

６ 消防庁は、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の消防力並びに当該被災地の属する都道

府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が不要と判断した場合は、第２条及び第

３項の規定に基づき出動準備を行っている都道府県及び当該都道府県に属する登録市町村の消

防本部に対して、書面等により出動準備の解除を連絡（消防本部にあっては、都道府県を経由

して行う。）するものとする（別記様式２－３）。 

 

 （長官による出動の求め、指示等） 

第６条 長官は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況、被災地消防本部及び消防団の

消防力並びに当該被災地の属する都道府県内の消防応援を考慮して緊急消防援助隊の応援等が

必要と判断した場合は、法第 44 条及び基本計画に基づき、緊急消防援助隊の出動の求め又は指

示を行うものとする（別記様式３－１）。 

  
 

 

２ 前項の求め又は指示を行う場合において、長官は、原則として、応援先市町村を指定するも

のとする。ただし、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階では応援先市町村を

指定することが困難な場合は、応援先都道府県を指定するものとし、その後、第 14 条に規定す

る消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整の上、応援先市町村を指定するも

のとする。 

３ 長官は、前項の指定を行う場合、原則として、都道府県大隊又は部隊（指揮支援部隊及び航

空部隊を除く。）を単位とし、指揮支援隊の属する消防本部が含まれる都道府県大隊については、

当該指揮支援隊の応援先市町村と同一の市町村を指定するものとする。ただし、水上小隊、航

空小隊及び航空後方支援小隊については、調整本部と調整の上、応援先市町村を指定するもの

とする。 

４ 長官は、複数の都道府県において大規模災害又は特殊災害が発生した場合その他多くの緊急

消防援助隊の出動が必要と判断する災害が発生した場合は、災害発生都道府県に対応する全て

の指揮支援隊、第一次出動都道府県大隊、出動準備都道府県大隊、第 11 条に規定する第一次出

動航空小隊及び出動準備航空小隊を第一次出動の求め又は指示の対象とし、応援先都道府県を

指定して出動の求め又は指示を行うものとする。ただし、アクションプランが適用された場合

は、当該アクションプランに定めるところによるものとする。 

５ 長官は、第１項の緊急消防援助隊の出動の求めを行った場合において、時間経過とともに災

害の情勢が明らかになり、基本計画第４章１（１）の規定を踏まえ、必要と認めるときは、従

前の求めによる出動を指示によるものに変更する。この場合において、長官は、受援都道府県

の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長並びに応援都道府県の知事及び当該応援

都道府県に属する緊急消防援助隊を出動させた市町村長に対して、速やかに通知（市町村長に

あっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする。 

 

（応援等決定通知） 

第７条 長官は、法第 44 条の規定に基づき必要な措置をとることを求め又は指示した場合は、受 

援都道府県の知事及び当該受援都道府県に属する受援市町村の長に対してその旨を通知（市町

村長にあっては、都道府県知事を経由して行う。）するものとする（別記様式３－２）。 

 

 （都道府県知事による出動の求め又は指示） 

第８条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた応援都道府県の知事は、登録市

町村の長に対して、直ちに緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を行うものとする。 

 

 （緊急消防援助隊の出動） 

第９条 長官から緊急消防援助隊の出動の求め又は指示を受けた登録都道府県の知事及び登録市

町村の長は、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。 

２ 緊急消防援助隊を出動させた消防本部は、都道府県及び代表消防機関に対して、速やかに緊

急消防援助隊の出動隊数を報告するものとし（別記様式２－２）、当該報告を受けた都道府県は、

当該都道府県内の出動隊数を取りまとめ、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動隊

数を報告するものとする（別記様式２－２）。 
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３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本

部に対して通知（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式

３－３）。 

 

  （指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第 10 条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第

１位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない

場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動

する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、

原則として耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリ

ベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

 

  （航空小隊の基本的な出動計画） 

第 11 条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定してお

くものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める

災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準

備航空小隊とし、別表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこ

ととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支

援隊の輸送を任務とする。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又は

ヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動

又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第 15 条に規定する現地派遣職員の輸送 

 

  （航空小隊の出動に関する留意事項） 

第 12 条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害

の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものと

する。 
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３ 前項の報告を受けた消防庁は、受援都道府県及び当該受援都道府県内における被災地消防本

部に対して通知（消防本部にあっては、都道府県を経由して行う。）するものとする（別記様式

３－３）。 

 

  （指揮支援部隊の基本的な出動計画） 

第 10 条 指揮支援部隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた統括指揮支援隊指定順位第

１位の消防本部が出動することとする。ただし、被災等により当該消防本部が出動できない

場合は、統括指揮支援隊指定順位第２位の消防本部が出動する。 

（２）指揮支援隊は、別表Ｂに定める災害発生都道府県に応じた消防本部のうち必要な隊が出動

する。 

（３）航空指揮支援隊は、活動拠点ヘリベースにおいて多数の航空小隊の活動管理が必要な場合、

原則として耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から、活動拠点ヘリ

ベースに迅速に到着可能な隊が出動する。 

 

  （航空小隊の基本的な出動計画） 

第 11 条 航空小隊の基本的な出動計画は、次に掲げるとおりとし、あらかじめ任務を指定してお

くものとする。 

（１）原則として第一次的に応援出動する航空小隊を第一次出動航空小隊とし、別表Ｃに定める

災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動することとする。 

（２）原則として第一次出動航空小隊のほか、速やかに応援出動の準備を行う航空小隊を出動準

備航空小隊とし、別表Ｄに定める災害発生都道府県に応じて必要な隊が出動の準備を行うこ

ととする。 

２ 航空小隊の任務は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊輸送航空小隊及び指揮支援隊輸送航空小隊は、統括指揮支援隊及び指揮支

援隊の輸送を任務とする。 

（２）情報収集航空小隊は、ヘリコプター衛星通信システム（以下「ヘリサット」という。）又は

ヘリコプターテレビ電送システムを活用した情報収集及び映像配信を任務とする。 

（３）救助・救急・輸送航空小隊は、救助用資機材及び救急用資機材を活用した救助・救急活動

又は統括指揮支援隊及び指揮支援隊以外の人員、物資等の輸送を任務とする。 

（４）消火航空小隊は、ヘリコプター消火用タンク等を活用した空中消火を任務とする。 

３ 次に掲げる任務に対して、消防庁ヘリを優先的に使用するものとする。 

（１）ヘリサットを活用した情報収集及び映像配信 

（２）第 15 条に規定する現地派遣職員の輸送 

 

  （航空小隊の出動に関する留意事項） 

第 12 条 航空小隊は、原則として、前条により指定された任務を行うものとする。ただし、災害

の種別、規模、受援都道府県からの要請内容等により、消防庁は任務指定の変更を行うものと

する。 

  
 

 

２ 航空小隊の出動順位は、原則として、被災地又は航空小隊の進出拠点からの直近順とし、当

該航空小隊の装備品等を考慮し、出動の求め又は指示を行うものとする。 

３ 指揮支援隊輸送航空小隊及び情報収集航空小隊の両任務を指定されている航空小隊は、兼務

するものとする。 

４ 指揮支援隊輸送航空小隊及び救助・救急・輸送航空小隊又は消火航空小隊の両任務を指定さ

れている航空小隊は、指揮支援隊の輸送任務を優先するものとする。 

５ 航空小隊は、複数の任務が遂行可能な体制で出動するよう努めるものとする。 

６ 各地域ブロックに、原則として、残留する運航可能な航空隊を１隊以上確保するものとする。 

７ 航空指揮支援隊の輸送は、各任務の指定状況を踏まえ、消防庁が別に指定するものとする。 

８ 航空隊は、前各項により難い場合は、消防庁と調整するものとする。 

 

  （航空後方支援小隊の基本的な出動計画） 

第 13 条 航空後方支援小隊は、活動拠点ヘリベース等において輸送・補給活動等が必要な場合

に、原則として、耐空検査等により自隊のヘリコプターが運休中の航空隊の中から出動するこ

ととする。 
 
第４章 受援体制 

 

  （消防応援活動調整本部の設置） 

第 14 条 受援都道府県の知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資する

ため、被災地が２以上ある場合において緊急消防援助隊が出動したときは、直ちに法第 44 条の

２の規定に基づく調整本部を設置するものとする。 

  なお、被災地が１の場合であっても、受援都道府県の知事が必要と認めるときは、調整本部

と同様の組織を設置することができるものとする。 

２ 調整本部（調整本部と同様の組織を含む。以下同じ。）は、都道府県災害対策本部と緊密な連

携を図る必要があることから、原則として、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部（災

害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 25 条第６項若しくは第 28 条の３第８項の規定に基

づく非常災害現地対策本部又は緊急災害現地対策本部をいい、これらが設置された場合に限る。）

に近接した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部は、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と緊密な連携を図ることがで

きる場所に設置するものとする。 

４ 調整本部の本部員は、次の例を参考に、第 40 条に規定する都道府県緊急消防援助隊受援計画

（以下「受援計画」という。）に定めておくものとする。 

（１）法第 44 条の２第５項第１号の「部内の職員」については、当該都道府県の消防防災主管課

等の職員及び航空消防隊員 

（２）法第 44 条の２第５項第２号の「消防本部」については、当該都道府県内の代表消防機関又

は代表消防機関代行 

（３）法第 44 条の２第５項第３号の「災害発生市町村の長の指名する職員」については、被災地

消防本部の職員 
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（４）法第 44 条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する

者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲

げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関

すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第 16 条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第 44 条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議

に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡する

ものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡

先について、長官に対して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 15 条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 
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（４）法第 44 条の２第５項第４号の「緊急消防援助隊の隊員のうちから都道府県知事が任命する

者」については、当該都道府県に出動した指揮支援部隊長 

５ 調整本部は、都道府県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針の下で、次に掲

げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、都道府県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、当該都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の活動調整に関

すること。 

（３）緊急消防援助隊の都道府県内での部隊移動に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）当該都道府県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

（６）第 16 条に規定する航空運用調整班との連絡調整に関すること。 

（７）都道府県災害対策本部に設置された災害医療本部との連絡調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

６ 調整本部長は、法第 44 条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者を調整本部の会議

に出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、消防庁に対してその旨を連絡する

ものとする。 

７ 調整本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県消防応援活動調整本部」と呼称する。 

８ 受援都道府県の知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、構成員及び連絡

先について、長官に対して速やかに報告するものとする。 

９ 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 15 条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

  
 

 

 

  （航空運用調整班の設置） 

第 16 条 受援都道府県の知事は、航空小隊と関係機関の航空機との活動調整を図るため、都道府

県災害対策本部に、航空運用調整班を設置するものとする。 

 

  （進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 17 条 進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおりとする。 

（１）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、都道府県大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調

整本部（調整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道

府県（又は応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（２）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

 

  （情報共有等） 

第 18 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式７）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

 

第５章 部隊移動及び増隊要請 

  

  （部隊移動の基本） 

第 19 条 部隊移動は、緊急消防援助隊の隊員の負担軽減及び安全管理上の観点を考慮し、原則と

して、新たな緊急消防援助隊の投入によりがたい、次に掲げる場合に行うものとする。 

（１）地理的要因により、新たな緊急消防援助隊の投入には時間を要し、人命救助のためそのい

とまがない場合 

（２）市街地が連たんした複数市町村が被災するなど、市町村境界をまたぎ、多数の災害が発生

している場合 

（３）緊急消防援助隊が不足し、新たな緊急消防援助隊の投入が不可能な場合 

２ 前項の部隊移動については、都道府県大隊又は部隊単位を原則とする。ただし、被害状況、

部隊の規模、車両、資機材の特殊性等を踏まえ、中隊又は小隊単位で部隊移動を行うことが効

率的かつ効果的な場合は、この限りではない。 

― 43 ―

計
画
等

- 297 -



  
 

 

 

  （長官による部隊移動の求め又は指示） 

第 20 条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府

県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求

めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式

６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被

害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援

助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものと

する（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都

道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事

を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式

６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び

緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、そ

の旨を通知するものとする（別記様式６－４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該

都道府県知事を経由して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする

（別記様式６－５）。 

 

  （受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第 21 条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握する

よう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援

隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するもの

とする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊

及び部隊の長に対して、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長

及び移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－７）。 

（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を

通知するものとする（別記様式６－８）。 
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  （長官による部隊移動の求め又は指示） 

第 20 条 長官による部隊移動の求め又は指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）長官は、移動先、規模及び必要性を明示して、緊急消防援助隊行動市町村の属する都道府

県の知事（以下「緊急消防援助隊行動都道府県知事」という。）及び緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、部隊移動に関する意見を求

めるものとする（別記様式６－１）。 

（２）前号により意見を求められた緊急消防援助隊行動市町村の長は、緊急消防援助隊行動都道

府県知事を経由して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする（別記様式

６－２）。 

（３）第１号により意見を求められた緊急消防援助隊行動都道府県知事は、当該都道府県内の被

害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援隊の活動状況を考慮し、前号の緊急消防援

助隊行動市町村の長の意見を付して、長官に対して部隊移動に関する意見を回答するものと

する（別記様式６－２）。 

（４）長官は、前号の意見を踏まえ、緊急消防援助隊が都道府県に属する場合にあっては当該都

道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村が属する都道府県の知事

を経由して当該市町村の長に対して、部隊移動の求め又は指示を行うものとする（別記様式

６－３）。 

（５）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動都道府県知事及び

緊急消防援助隊行動都道府県知事を経由して、緊急消防援助隊行動市町村の長に対して、そ

の旨を通知するものとする（別記様式６－４）。 

（６）長官は、部隊移動の求め又は指示を行った場合は、部隊移動先の都道府県の知事及び当該

都道府県知事を経由して、部隊移動先の市町村の長に対して、その旨を通知するものとする

（別記様式６－５）。 

 

  （受援都道府県の知事による部隊移動の指示） 

第 21 条 受援都道府県の知事による部隊移動の指示の手続は、次のとおりとする。 

（１）受援都道府県の知事は、移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して部隊移動

に関する意見を求めるものとする。 

（２）前号により意見を求められた調整本部は、緊急消防援助隊行動市町村の意見等を把握する

よう努めるとともに、当該都道府県内の被害状況、緊急消防援助隊及び都道府県内消防応援

隊の活動状況を考慮し、受援都道府県の知事に対して部隊移動に関する意見を回答するもの

とする。 

（３）受援都道府県の知事は、前号の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して、都道府県大隊

及び部隊の長に対して、部隊移動の指示を行うものとする（別記様式６－６）。 

（４）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、緊急消防援助隊行動市町村の長

及び移動先の市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するものとする（別記様式６－７）。 

（５）受援都道府県の知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかにその旨を

通知するものとする（別記様式６－８）。 

  
 

 

（６）前号の通知を受けた長官は、部隊移動の指示を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属す

る場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

の属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、速やかにその旨を通知するも

のとする（別記様式６－９）。 

（７）調整本部は、部隊移動の指示の内容を適切に記録しておくものとする。 

（８）調整本部は、部隊移動を行う場合は、都道府県災害対策本部に対して、移動先、規模、経路

等を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

（受援都道府県の知事による増隊要請） 

第 22 条 受援都道府県の知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点

から緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の要請を行うもの

とする（別記様式１－１）。 
 

 （受援市町村の長による増隊要請のための連絡） 

第 23 条 受援市町村の長は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点から緊

急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、都道府県の知事に増隊が必要である

旨を連絡するものとする（別記様式１－２）。 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

 

  （活動終了に関する市町村長の連絡） 

第 24 条 受援市町村の長は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整所における調整結果

等を総合的に勘案し、当該市町村の区域内における緊急消防援助隊の活動終了を判断するもの

とし、当該市町村が属する都道府県の知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事による緊急消防援助隊の引揚げの決定） 

第 25 条 前条の連絡を受けた受援都道府県の知事は、政府現地対策本部等と調整の上、当該都道

府県内からの緊急消防援助隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、受援市町村の長

及び当該都道府県に出動した指揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するもの

とし、書面による通知をファクシミリにより速やかに行うものとする（別記様式４－１）。 

 

   （指揮支援部隊長による部隊への引揚げ決定連絡） 

第 26 条 前条の通知を受けた指揮支援部隊長は、指揮支援本部長及び航空指揮支援本部長に対し

て、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

２ 前項の連絡を受けた指揮支援本部長は、活動を管理している都道府県大隊長、統合機動部隊

長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援

部隊長に対して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

３ 前項の連絡を受けた都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊

長、ＮＢＣ災害即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地における活動を終了す
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るとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て

引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、

指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防

庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げに

ついて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対

して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空

指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げる

ものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対して

その旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支

援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空

指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 

８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及

び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるも

のとする。 

 

  （長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第 27 条 第 25 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属

する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリ

により速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

  

  （帰署（所）報告） 

第 28 条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）

後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）
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るとともに、指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、指揮支援本部長の了承を得て

引揚げるものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

４ 前項の報告を受けた指揮支援本部長は、指揮者及び指揮支援部隊長に対してその旨を報告し、

指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支援部隊長は、消防

庁及び調整本部長に対して、指揮支援本部長からの本項の報告及び指揮支援本部長の引揚げに

ついて報告するものとする。 

５ 第１項の連絡を受けた航空指揮支援本部長は、活動を管理している航空部隊の各小隊長に対

して、直ちに緊急消防援助隊の引揚げ決定を連絡する。 

６ 前項の連絡を受けた航空部隊の各小隊長は、被災地における活動を終了するとともに、航空

指揮支援本部長に対して次に掲げる事項を報告し、航空指揮支援本部長の了承を得て引揚げる

ものとする。 

（１）活動概要（場所、時間、隊員数等） 

（２）活動中の異常の有無 

（３）隊員の負傷の有無 

（４）航空機、車両、資機材等の損傷の有無 

（５）その他必要な事項 

７ 前項の報告を受けた航空指揮支援本部長は、ヘリベース指揮者及び指揮支援部隊長に対して

その旨を報告し、指揮支援部隊長の了承を得て引揚げるものとする。当該報告を受けた指揮支

援部隊長は、消防庁及び調整本部長に対して、航空指揮支援本部長からの本項の報告及び航空

指揮本部長の引揚げについて報告するものとする。 

８ 指揮支援部隊長は、活動を管理する全ての緊急消防援助隊の活動が終了した場合は、長官及

び受援都道府県の知事に対してその旨を報告し、受援都道府県の知事の了承を得て引揚げるも

のとする。 

 

  （長官による応援都道府県の知事への引揚げ決定通知） 

第 27 条 第 25 条の通知を受けた長官は、引揚げ決定を受けた緊急消防援助隊が、都道府県に属

する場合にあっては当該都道府県の知事に対して、市町村に属する場合にあっては当該市町村

が属する都道府県の知事を経由して当該市町村の長に対して、書面による通知をファクシミリ

により速やかに行うものとする（別記様式４－２）。 

  

  （帰署（所）報告） 

第 28 条 緊急消防援助隊として出動した小隊等の属する消防本部は、当該小隊等の最終帰署（所）

後、応援都道府県及び後方支援本部に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 応援都道府県は、当該都道府県及び当該都道府県内の消防本部に属する小隊等の最終帰署（所）

  
 

 

後、消防庁に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

  （活動結果報告） 

第 29 条 応援都道府県は、当該都道府県内の緊急消防援助隊として出動した小隊等の最終帰署

（所）後、速やかに都道府県内の消防本部の意見等を取りまとめるとともに、当該都道府県の

代表消防機関と連携して、緊急消防援助隊活動報告書（別記様式５）を作成し、消防庁及び受

援都道府県に対して、報告するものとする。 

 

第７章 大規模地震発生時における迅速出動基準 

  

  （迅速出動の適用条件） 

第 30 条 迅速出動の対象となる災害は地震とし、最大震度６弱（政令市等は５強）以上の地震が

発生した場合に適用するものとする。ただし、次に掲げる場合は適用しない。 

（１）基本計画第４章４に基づき定められたアクションプランを適用する場合 

（２）発生した地震の震央が海域の場合 

 

  （迅速出動に係る措置要求等の内容） 

第 31 条 迅速出動に係る措置要求等の内容は、別表Ａ－１及び別表Ａ－２のとおりとし、登録都

道府県の知事及び登録市町村の長は、地震発生と同時に行われる長官からの出動の求め又は指

示に基づき、第 34 条に規定する出動先へ、速やかに緊急消防援助隊を出動させるものとする。

この場合において、被災等により緊急消防援助隊の全部又は一部が出動することができない場

合、当該都道府県の知事は、長官に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

２ 前項の場合において、後方支援本部は、統括指揮支援隊、指揮支援隊、都道府県大隊及び統

合機動部隊が出動する前に消防庁に対して、電話により出動の要否を確認するものとする。 

３ 消防庁は、迅速出動の適用となる地震発生後、別表Ａ－１及び別表Ａ－２に基づき、登録都

道府県及び登録市町村に対して、速やかに迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとと

もに、その後、様式（別記様式３－１又は３－４）を送付するものとする。 

４ 長官は、災害の状況等により必要があると判断した場合、速やかに応援規模の増強等の措置

を講ずるものとする。 

 

  （迅速出動に係る応援等決定通知） 

第 32 条 長官は、迅速出動の適用となる地震発生後、震央管轄都道府県の知事に対して、速やか

に迅速出動の適用である旨を電話により連絡するとともに、その後、出動の求め又は指示を行

った旨を通知するものとする（別記様式３－２）。 

 

  （迅速出動の中止） 

第 33 条 長官は、災害の状況等により、明らかに人的、住家被害等がないと判断した場合は、速

やかに迅速出動の中止を連絡するものとする。 
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  （迅速出動適用時の出動先） 

第 34 条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次

に掲げるとおりとする。 

（１）指揮支援部隊 

  ア 統括指揮支援隊 

    震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

  イ 指揮支援隊 

    消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっ

ては、町村役場。以下同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

   震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

   震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

 

   （迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第 35 条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害

状況等を確認し、長官に報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、

出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本

部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都

道府県に対して連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第 36 条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う

場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別

記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、

消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 37 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 38 条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 
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  （迅速出動適用時の出動先） 

第 34 条 迅速出動適用時の緊急消防援助隊の出動先（進出拠点を兼ねる。）は、原則として、次

に掲げるとおりとする。 

（１）指揮支援部隊 

  ア 統括指揮支援隊 

    震央管轄都道府県の都道府県庁舎 

  イ 指揮支援隊 

    消防庁又は指揮支援部隊長が連絡する消防本部の庁舎（消防本部を置かない町村にあっ

ては、町村役場。以下同じ。） 

（２）統合機動部隊及び都道府県大隊 

   震央管轄消防本部の庁舎 

（３）航空小隊 

   震央管轄都道府県又は震央管轄消防本部の航空隊基地等 

 

   （迅速出動適用時の出動先の変更等） 

第 35 条 震央管轄都道府県の知事は、迅速出動の適用となる地震が発生した場合、速やかに被害

状況等を確認し、長官に報告するものとする。 

２ 長官は、迅速出動により出動した緊急消防援助隊の出動途上において、被害状況等により、

出動先の変更、応援規模の縮小等の必要があると判断した場合は、震央管轄都道府県の調整本

部と調整の上、指揮支援部隊長、指揮支援隊長、統合機動部隊長、都道府県大隊長及び応援都

道府県に対して連絡するものとする。 

 

  （迅速出動適用時の出動可能隊数等の報告） 

第 36 条 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内の緊急消防援助隊が出動準備を行う

場合は、消防庁に対して、速やかに緊急消防援助隊の出動可能隊数を報告するものとする（別

記様式２－２）。 

２ 応援都道府県は、迅速出動により、当該都道府県内から緊急消防援助隊が出動した場合は、

消防庁に対して、当該出動した緊急消防援助隊の隊数を報告するものとする（別記様式２－２）。 

 

第８章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 37 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 38 条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

  
 

 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

第９章 応援等実施計画及び受援計画 

 

  （応援等実施計画） 

第 39 条 都道府県知事は、当該都道府県内の緊急消防援助隊の登録状況等を踏まえて、緊急消防

援助隊が参集し、被災地に出動するための応援等実施計画を策定するものとする。 

２ 応援等実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）都道府県大隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（２）統合機動部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（４）ＮＢＣ災害即応部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（５）土砂・風水害機動支援部隊の編成、出動体制及び集結場所に関すること。 

（６）航空部隊の編成及び出動体制に関すること。 

（７）情報連絡体制に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県知事は、応援等実施計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を

行うものとし、当該代表消防機関の長は、登録市町村の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、応援等実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告

するとともに、当該都道府県が第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊に該当する

都道府県の知事に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （受援計画） 

第 40 条 都道府県知事は、当該都道府県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける

場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）調整本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）航空運用調整班、空港・基地施設管制との調整、無線運用、安全管理、ヘリコプターの離着

陸場、燃料補給等の航空機の受援に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 
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３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府

県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長

に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事の事務の委任等） 

第 41 条 地方自治法第 153 条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属す

る事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものと

する。 

 

第 10 章 応援に要した経費の負担 

 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第 42 条 法第 44 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動

した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各

号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）受援市町村において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条

各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費 緊

急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第 43 条 法第 44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条各号

に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費 緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償

に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 
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３ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を行うも

のとし、当該代表消防機関の長は、当該都道府県内の消防長の意見を集約するものとする。 

４ 都道府県知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合を図る

ものとする。 

５ 都道府県知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告すると

ともに、当該都道府県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県大隊の都道府

県の知事並びに当該都道府県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長

に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

  （都道府県知事の事務の委任等） 

第 41 条 地方自治法第 153 条に基づき、調整本部又は部隊移動に係る都道府県知事の権限に属す

る事務を、その補助機関である職員に委任等する場合は、受援計画にその旨を明記するものと

する。 

 

第 10 章 応援に要した経費の負担 

 

（長官の求めにより出動した場合における応援経費の負担） 

第 42 条 法第 44 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、長官の出動の求めを受けて出動

した緊急消防援助隊の活動により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各

号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）受援市町村において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条

各号に掲げる経費 

（２）応援都道府県又は応援市町村（以下「応援都道府県等」という。）において負担する経費 緊

急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

 

（長官の指示により出動した場合における応援経費の負担） 

第 43 条 法第 44 条第５項の規定に基づき、長官の指示を受けて出動した緊急消防援助隊の活動

により増加し、又は新たに必要となる消防に要する費用は、次の各号に掲げる経費の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 

（１）消防庁において負担する経費 法第 49 条第 1項に規定する経費及び援助隊政令第 5条各号

に掲げる経費 

（２）応援都道府県等において負担する経費 緊急消防援助隊の活動により生じた公務災害補償

に要する経費 

２ 前項各号に掲げる経費以外の経費は、原則として受援市町村及び応援都道府県等双方の協議

により当該経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原

則的な考え方については、消防庁が別に定める。 

  
 

 

 

第 11 章 その他 

 

  （都道府県の訓練） 

第 44 条 都道府県は、都道府県防災訓練、緊急消防援助隊地域ブロック合同訓練等において、関

係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図

るものとする。 

 

  （都道府県の即応体制等の強化） 

第 45 条 都道府県は、都道府県知事、危機管理担当幹部等に常時連絡可能な体制を確保するとと

もに、都道府県知事が不在時の職務の代理者を事前指定するなど、状況に応じた判断及び決定

を適切にできる体制を確保するものとする。 

２ 都道府県は、調整本部の運営にあたる責任者等については庁舎近傍に居住させるなど、緊急

参集できる体制を整備するものとする。 

  

  （その他） 

第 46 条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28 年３月 30 日消防広第 80 号） 

 この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 28 日消防広第 93 号） 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 31 年３月８日消防広第 35 号） 

 この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

      附 則（令和２年７月 17 日消防広第 190 号） 

 この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

   附 則（令和３年３月 22 日消防広第 89 号） 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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（
第

５
条

及
び
第

3
1
条

関
係

）

統
合
機
動
部
隊

都
道
府

県
大
隊

統
合
機
動
部
隊

都
道
府
県
大
隊

別
表
Ｂ
に
よ

り
対
応
す
る

指
定
順
位
第

１
位
の
隊

別
表

Ｂ
に
よ
り
対

応
す
る

全
隊

別
表
Ｃ

に
よ
り
対
応

す
る

全
隊

別
表
Ｄ
に
よ

り
対
応
す
る

全
隊

Ⅰ
震
央
が
海
域

最
大
震
度
７
の
地

震
の
震
央
管
轄

都
道
府
県

※
１
に
対
す
る
措
置

震
央
が
陸
域

Ⅱ
震
央
が
海
域

最
大
震
度
６
強
（

東
京
都
特
別
区

は
６
弱
）
の
地
震

の
震
央
管
轄
都

道
府
県

※
１
に
対
す
る
措
置

震
央
が
陸
域

迅
速

出
動

(
出
動
準

備
を
含
む
。

)
出

動
準

備
迅
速

出
動

(
出
動

準
備
を
含
む

。
)

出
動

準
備

Ⅲ
-
ア

震
央
が
海
域

出
動

準
備

出
動

準
備

出
動
準

備

最
大
震
度
６
弱
(
東
京
都
特
別
区

は
５
強
、
政
令
市

は
５
強
又
は
６

弱
)
の

地
震
の
震
央
管
轄
都
道
府

県
※

１
に
対
す
る
措
置

震
央
が
陸
域

出
動

準
備
及
び

長
官
の

要
請
に
基
づ

き
必
要
な

隊
が
迅
速
出

動
※
２

出
動
準
備
及
び

長
官

の
要
請
に
基
づ

き
必
要

な
隊
が
迅
速
出

動
※
２

出
動
準
備
及

び
長

官
の
要
請
に

基
づ
き

必
要
な
隊
が
迅

速
出
動

※
２

Ⅲ
-
イ

大
津
波
警
報
が

発
表

さ
れ
た
都
道

府
県

に
対
す
る
措

置
出

動
準

備
出
動

準
備

出
動
準

備

Ⅳ

噴
火
警
報
（
居

住
区

域
）
が
発
表

さ
れ

た
都
道
府
県

に
対

す
る
措
置

出
動

準
備

出
動

準
備

（
統
括
指
揮
支

援
隊
輸
送

航
空
小
隊
及
び

情
報
収
集

航
空
小
隊
に
限

る
。
）

迅
速

出
動

(
出
動
準
備

を
含
む
。
)

出
動

準
備

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

区
　

分

指
揮

支
援

部
隊

都
道
府

県
大

隊
及

び
統

合
機

動
部

隊
航

空
小

隊

基
本
計
画

別
表
第
２
に
よ

り
対
応
す
る

都
道
府
県

基
本
計

画
別
表
第
３
に

よ
り
対
応
す

る
都
道
府
県

統
括
指
揮
支

援
隊

指
揮
支
援
隊

第
１
次
出
動

都
道
府

県
大
隊

出
動
準
備

都
道
府
県
大
隊

出
動

準
備

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

※
１
　
地
震

の
震
央
が
海
域
の
場
合
は
、
「
震
央
管
轄
都
道
府

県
」

を
「

最
大

震
度

都
道

府
県

」
に

読
み

替
え

る
。

※
２
　
災
害

の
状
況
を
踏
ま
え
、
出
動
準
備
を
し
て
い
る
隊
の

中
か

ら
必

要
な

隊
を

出
動

さ
せ

る
。

　
下
表
の
区

分
に
応
じ
、
災
害
発
生
都
道
府
県
に
対
応
す
る
隊

が
、

出
動

準
備

（
第

５
条

関
係

）
及

び
迅

速
出

動
（

第
3
1
条

関
係

）
の

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
基

本
計

画
第

４
章

４
に

基
づ

き
定

め
ら

れ
た

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン
を
適
用
す

る
場
合
は
、
本
別
表
を
適
用
せ
ず
、
当
該
ア
ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
に

基
づ

き
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。 出
動

準
備

出
動
準

備

第
１
次
出
動

航
空
小
隊

出
動
準
備

航
空
小
隊

出
動
準

備
出

動
準
備

出
動

準
備

出
動

準
備

迅
速
出

動
(
出
動
準
備
を
含

む
。
)

別
表
Ａ
－
１
（
震
度
６
弱
（
政
令
市
等
に
つ
い
て
は
震
度
５
強
）
以
上
の
地
震
等
が
発
⽣
した
場
合
の
出
動
準
備
及
び
迅
速
出
動
）
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（第
５
条

及
び
第

31
条

関
係

）

統
合

機
動

部
隊

都
道
府

県
大

隊
統

合
機

動
部

隊
都

道
府

県
大
隊

別
表

Ｂ
に
よ

り
対

応
す

る
指

定
順

位
第

１
位

の
隊

別
表

Ｂ
に

よ
り

対
応
す

る
全

隊
別
表

Ｃ
に

よ
り

対
応

す
る

全
隊

別
表

Ｄ
に

よ
り

対
応

す
る

全
隊

Ⅰ
震
央

が
海
域

最
大
震

度
７

の
地

震
の

震
央

管
轄

都
道
府

県
※

１
に
対

す
る
措

置
震
央

が
陸
域

Ⅱ
震
央

が
海
域

最
大
震

度
６

強
（

東
京

都
特

別
区

は
６
弱

）
の

地
震

の
震

央
管

轄
都

道
府
県

※
１
に

対
す

る
措
置

震
央

が
陸
域

迅
速
出

動
(出

動
準

備
を

含
む

。
)

出
動
準

備
迅
速

出
動

(出
動

準
備

を
含

む
。

)
出
動

準
備

Ⅲ
-
ア

震
央

が
海
域

出
動
準

備
出
動

準
備

最
大
震

度
６

弱
(
東

京
都
特

別
区

は
５
強

、
政

令
市

は
５

強
又

は
６

弱
)
の
地

震
の

震
央

管
轄
都

道
府

県
※

１
に

対
す

る
措

置

震
央

が
陸
域

出
動

準
備

及
び

長
官
の

要
請

に
基

づ
き

必
要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

出
動
準

備
及

び
長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必
要

な
隊

が
迅

速
出

動
※

２

Ⅲ
-
イ

大
津

波
警
報

が
発

表
さ

れ
た
都

道
府

県
に

対
す
る

措
置

出
動
準

備
出
動

準
備

迅
速

出
動

(
出

動
準
備

を
含
む

。
)

迅
速

出
動

(
出

動
準

備
を

含
む

。
)

出
動
準

備
出
動

準
備

出
動

準
備

出
動

準
備

基
本
計

画
別

表
第

２
に

よ
り

対
応

す
る

都
道

府
県

基
本

計
画

別
表

第
３

に
よ

り
対

応
す

る
都

道
府

県

　
下
表

の
区

分
に

応
じ
、

災
害
発

生
都

道
府

県
に
対

応
す

る
隊

が
、
出

動
準
備

（
第

５
条

関
係
）

及
び

迅
速

出
動
（

第
31
条

関
係

）
の

措
置
を

講
ず

る
も

の
と
す

る
。

な
お

、
基
本

計
画
第

４
章

４
に

基
づ
き

定
め

ら
れ

た
ア
ク

シ
ョ
ン

プ
ラ

ン
を
適

用
す

る
場

合
は
、

本
別
表

を
適

用
せ

ず
、
当

該
ア

ク
シ

ョ
ン
プ

ラ
ン
に

基
づ

き
措

置
を
講

ず
る

も
の

と
す
る

。

区
　

分

指
揮

支
援

部
隊

都
道

府
県

大
隊
及

び
統
合

機
動

部
隊

航
空

小
隊

統
括

指
揮
支

援
隊

指
揮

支
援

隊

第
１

次
出

動
都

道
府

県
大

隊
出

動
準
備

都
道

府
県

大
隊

第
１

次
出
動

航
空

小
隊

出
動

準
備

航
空

小
隊

迅
速
出

動
(
出

動
準

備
を

含
む
。

)

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

出
動
準

備
出
動

準
備

出
動

準
備

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

※
１
　

地
震

の
震

央
が
海

域
の
場

合
は

、
「

震
央
管

轄
都

道
府

県
」
を

「
最
大

震
度

都
道

府
県
」

に
読

み
替

え
る
。

※
２
　

災
害

の
状

況
を
踏

ま
え
、

出
動

準
備

を
し
て

い
る

隊
の

中
か
ら

必
要
な

隊
を

出
動

さ
せ
る

。

出
動

準
備

出
動
準

備
出

動
準
備

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

出
動

準
備

及
び

長
官

の
要

請
に

基
づ

き
必

要
な

隊
が

迅
速

出
動

※
２

出
動
準

備
出

動
準
備

迅
速
出

動
(
出

動
準

備
を

含
む
。

)

別
表
Ａ
－
２
（
複
数
の
都
道
府
県
に
お
い
て
震
度
６
弱
（
政
令
市
等
に
つ
い
て
は
震
度
５
強
）
以
上
の
地
震
等
が
発
⽣
した
場
合
の
出
動
準
備
及
び
迅
速
出
動
）
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別表Ｂ　（統括指揮支援隊及び指揮支援隊） (第10条関係)

統括指揮支援隊
指定順位第１位

統括指揮支援隊
指定順位第２位

北海道 札幌市消防局 仙台市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

青森県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

岩手県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

宮城県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

秋田県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

山形県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

福島県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

茨城県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

栃木県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

群馬県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

埼玉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

千葉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

東京都 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

神奈川県 横浜市消防局 東京消防庁 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

新潟県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

富山県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

石川県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

福井県 京都市消防局 名古屋市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

山梨県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局

長野県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 新潟市消防局 静岡市消防局

岐阜県 名古屋市消防局 京都市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局

静岡県 横浜市消防局 名古屋市消防局 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局

愛知県 名古屋市消防局 京都市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

三重県 名古屋市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

滋賀県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

京都府 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

大阪府 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

兵庫県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

奈良県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

和歌山県 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

鳥取県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

島根県 広島市消防局 大阪市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 北九州市消防局

岡山県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

広島県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

山口県 広島市消防局 福岡市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

徳島県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

香川県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

愛媛県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

高知県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

福岡県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

佐賀県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

長崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

熊本県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

大分県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

宮崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

鹿児島県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

沖縄県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

※統括指揮支援隊指定順位第１位及び第２位の消防本部について、統括指揮支援隊として出動しない場合は、指揮支援隊として出動する。

災害発生
都道府県

統括指揮支援隊の属する消防本部

指揮支援隊の属する消防本部
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別表Ｂ　（統括指揮支援隊及び指揮支援隊） (第10条関係)

統括指揮支援隊
指定順位第１位

統括指揮支援隊
指定順位第２位

北海道 札幌市消防局 仙台市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

青森県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

岩手県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

宮城県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

秋田県 仙台市消防局 札幌市消防局 札幌市消防局 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 新潟市消防局

山形県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

福島県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

茨城県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

栃木県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

群馬県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

埼玉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

千葉県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

東京都 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 千葉市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局

神奈川県 横浜市消防局 東京消防庁 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 川崎市消防局 相模原市消防局

新潟県 仙台市消防局 東京消防庁 仙台市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 川崎市消防局 新潟市消防局

富山県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

石川県 名古屋市消防局 京都市消防局 新潟市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

福井県 京都市消防局 名古屋市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

山梨県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局

長野県 東京消防庁 横浜市消防局 さいたま市消防局 東京消防庁 横浜市消防局 新潟市消防局 静岡市消防局

岐阜県 名古屋市消防局 京都市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局

静岡県 横浜市消防局 名古屋市消防局 横浜市消防局 相模原市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局

愛知県 名古屋市消防局 京都市消防局 静岡市消防局 浜松市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局

三重県 名古屋市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

滋賀県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

京都府 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

大阪府 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

兵庫県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

奈良県 京都市消防局 大阪市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

和歌山県 大阪市消防局 京都市消防局 名古屋市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局

鳥取県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

島根県 広島市消防局 大阪市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 北九州市消防局

岡山県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

広島県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

山口県 広島市消防局 福岡市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

徳島県 大阪市消防局 京都市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 堺市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局

香川県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

愛媛県 広島市消防局 福岡市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局

高知県 広島市消防局 大阪市消防局 京都市消防局 大阪市消防局 神戸市消防局 岡山市消防局 広島市消防局

福岡県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

佐賀県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

長崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

熊本県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

大分県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

宮崎県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

鹿児島県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

沖縄県 福岡市消防局 広島市消防局 岡山市消防局 広島市消防局 福岡市消防局 北九州市消防局 熊本市消防局

※統括指揮支援隊指定順位第１位及び第２位の消防本部について、統括指揮支援隊として出動しない場合は、指揮支援隊として出動する。

災害発生
都道府県

統括指揮支援隊の属する消防本部

指揮支援隊の属する消防本部

 

 
 

 

別表C（第一次出動航空小隊）　 （第11条関係）

統括指揮支援隊
輸送航空小隊

北海道 青森県 宮城県 岩手県 仙台市 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 新潟県

青森県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

岩手県 仙台市 青森県 宮城県 北海道 札幌市 秋田県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

宮城県 岩手県 山形県 青森県 秋田県 福島県 茨城県 栃木県 埼玉県 千葉市 新潟県

秋田県 仙台市 岩手県 宮城県 北海道 札幌市 青森県 山形県 福島県 栃木県 新潟県

山形県 仙台市 岩手県 宮城県 青森県 秋田県 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 新潟県

福島県 仙台市 宮城県 栃木県 岩手県 山形県 茨城県 埼玉県 東京 川崎市 新潟県

茨城県 東京 栃木県 埼玉県 宮城県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県

栃木県 東京 茨城県 埼玉県 宮城県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県

群馬県 東京 栃木県 埼玉県 茨城県 千葉市 横浜市 川崎市 新潟県 山梨県 長野県

埼玉県 東京 茨城県 栃木県 福島県 千葉市 横浜市 川崎市 山梨県 長野県 静岡市

千葉県 東京 茨城県 埼玉県 栃木県 横浜市 川崎市 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

東京都 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 千葉市 横浜市 川崎市 長野県 静岡県 静岡市

神奈川県 埼玉県 山梨県 茨城県 栃木県 千葉市 東京 長野県 静岡県 静岡市 名古屋市

新潟県 仙台市 埼玉県 富山県 宮城県 山形県 福島県 栃木県 東京 横浜市 長野県

富山県 名古屋市 埼玉県 新潟県 東京 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 京都市

石川県 名古屋市 埼玉県 富山県 福井県 長野県 岐阜県 浜松市 愛知県 滋賀県 京都市

福井県 京都市 富山県 滋賀県 石川県 岐阜県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市

山梨県 東京 埼玉県 静岡県 栃木県 横浜市 川崎市 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市

長野県 東京 埼玉県 山梨県 横浜市 新潟県 富山県 岐阜県 静岡市 浜松市 名古屋市

岐阜県 名古屋市 愛知県 京都市 富山県 石川県 福井県 長野県 浜松市 三重県 滋賀県

静岡県 横浜市 埼玉県 山梨県 千葉市 東京 川崎市 長野県 岐阜県 愛知県 名古屋市

愛知県 滋賀県 京都市 富山県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 三重県

三重県 名古屋市 愛知県 京都市 滋賀県 福井県 岐阜県 大阪市 神戸市 奈良県 和歌山県

滋賀県 京都市 愛知県 兵庫県 福井県 岐阜県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県

京都府 滋賀県 兵庫県 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 神戸市 奈良県 鳥取県

大阪府 京都市 兵庫県 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県

兵庫県 大阪市 京都市 岡山市 三重県 滋賀県 奈良県 和歌山県 鳥取県 岡山県 徳島県

奈良県 京都市 滋賀県 和歌山県 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 徳島県

和歌山県 大阪市 徳島県 高知県 三重県 滋賀県 京都市 兵庫県 神戸市 奈良県 岡山市

鳥取県 大阪市 京都市 島根県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 広島市 香川県

島根県 広島市 京都市 鳥取県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 愛媛県

岡山県 広島市 京都市 広島県 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 徳島県 香川県 愛媛県

広島県 岡山県 高知県 鳥取県 島根県 岡山市 山口県 香川県 愛媛県 福岡市 北九州市

山口県 広島市 愛媛県 高知県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 福岡市 北九州市 大分県

徳島県 大阪市 愛媛県 高知県 兵庫県 神戸市 和歌山県 岡山県 岡山市 広島市 香川県

香川県 広島市 徳島県 高知県 大阪市 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 愛媛県

愛媛県 広島市 広島県 高知県 岡山県 岡山市 山口県 徳島県 香川県 北九州市 大分県

高知県 広島市 徳島県 愛媛県 兵庫県 神戸市 岡山県 岡山市 広島県 山口県 香川県

福岡県 高知県 大分県 岡山市 広島市 山口県 愛媛県 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

佐賀県 福岡市 高知県 長崎県 広島市 山口県 愛媛県 北九州市 熊本県 大分県 宮崎県

長崎県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

熊本県 福岡市 高知県 大分県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 宮崎県 鹿児島県

大分県 福岡市 愛媛県 高知県 広島市 山口県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 宮崎県

宮崎県 福岡市 高知県 鹿児島県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

鹿児島県 福岡市 高知県 宮崎県 広島市 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県

沖縄県 福岡市 高知県 鹿児島県 愛媛県 北九州市 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

災害発生
都道府県
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別表D（出動準備航空小隊）　 （第11条関係）

災害発生
都道府県

北海道 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

青森県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

岩手県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

宮城県 北海道 札幌市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

秋田県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

山形県 北海道 札幌市 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

福島県 札幌市 青森県 秋田県 千葉市 横浜市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

茨城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

栃木県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

群馬県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 富山県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

埼玉県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

千葉県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市

東京都 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 富山県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市

神奈川県 宮城県 仙台市 福島県 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市

新潟県 札幌市 秋田県 茨城県 千葉市 川崎市 石川県　 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市

富山県 千葉市 横浜市 川崎市 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

石川県 東京 新潟県 山梨県 静岡県 静岡市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県

福井県 埼玉県 東京 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 奈良県 鳥取県 岡山市

山梨県 福島県 茨城県 千葉市 新潟県 富山県 石川県 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 京都市 大阪市

長野県 茨城県 栃木県 千葉市 川崎市 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市

岐阜県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県 静岡市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静岡県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 神戸市 奈良県

愛知県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県 福井県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

三重県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 岡山市 徳島県

滋賀県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 鳥取県 徳島県

京都府 東京 石川県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 高知県

大阪府 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

兵庫県 東京 石川県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 島根県 広島県 広島市 香川県 高知県

奈良県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

和歌山県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 鳥取県 岡山県 香川県

鳥取県 東京 福井県 名古屋市 滋賀県 奈良県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県

島根県 東京 三重県 大阪市 奈良県 徳島県 香川県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県 熊本県 大分県

岡山県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 高知県 福岡市 北九州市 熊本県

広島県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県 長崎県 熊本県 大分県

山口県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 徳島県 香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

徳島県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 鳥取県 島根県 広島県 福岡市 北九州市 佐賀県

香川県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 佐賀県

愛媛県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 熊本県 宮崎県

高知県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 大分県 熊本県 宮崎県

福岡県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 徳島県 香川県 鹿児島県

佐賀県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 香川県 鹿児島県

長崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

熊本県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

大分県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 鹿児島県

宮崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

鹿児島県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

沖縄県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。
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別表D（出動準備航空小隊）　 （第11条関係）

災害発生
都道府県

北海道 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

青森県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

岩手県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

宮城県 北海道 札幌市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

秋田県 茨城県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

山形県 北海道 札幌市 千葉市 東京 横浜市 川崎市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市

福島県 札幌市 青森県 秋田県 千葉市 横浜市 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市

茨城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

栃木県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 長野県 岐阜県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

群馬県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 富山県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

埼玉県 宮城県 仙台市 山形県 新潟県 富山県 石川県 岐阜県 静岡県 浜松市 愛知県 名古屋市 大阪市

千葉県 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市

東京都 宮城県 仙台市 山形県 福島県 新潟県 富山県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 三重県 大阪市

神奈川県 宮城県 仙台市 福島県 新潟県 富山県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市

新潟県 札幌市 秋田県 茨城県 千葉市 川崎市 石川県　 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市

富山県 千葉市 横浜市 川崎市 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 三重県 滋賀県 大阪市 兵庫県 神戸市

石川県 東京 新潟県 山梨県 静岡県 静岡市 三重県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県

福井県 埼玉県 東京 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 奈良県 鳥取県 岡山市

山梨県 福島県 茨城県 千葉市 新潟県 富山県 石川県 福井県 愛知県 名古屋市 三重県 京都市 大阪市

長野県 茨城県 栃木県 千葉市 川崎市 石川県 福井県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市

岐阜県 埼玉県 東京 横浜市 川崎市 山梨県 静岡県 静岡市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

静岡県 茨城県 栃木県 新潟県 富山県 石川県 福井県 三重県 滋賀県 京都市 大阪市 神戸市 奈良県

愛知県 埼玉県 千葉市 東京 横浜市 川崎市 石川県 福井県 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県

三重県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 兵庫県 岡山市 徳島県

滋賀県 埼玉県 東京 富山県 石川県 山梨県 長野県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 鳥取県 徳島県

京都府 東京 石川県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 和歌山県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 高知県

大阪府 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

兵庫県 東京 石川県 福井県 岐阜県 浜松市 愛知県 名古屋市 島根県 広島県 広島市 香川県 高知県

奈良県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 鳥取県 岡山県 岡山市 香川県 高知県

和歌山県 東京 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 静岡市 浜松市 愛知県 名古屋市 鳥取県 岡山県 香川県

鳥取県 東京 福井県 名古屋市 滋賀県 奈良県 山口県 徳島県 愛媛県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県

島根県 東京 三重県 大阪市 奈良県 徳島県 香川県 高知県 福岡市 北九州市 佐賀県 熊本県 大分県

岡山県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 大阪市 奈良県 和歌山県 山口県 高知県 福岡市 北九州市 熊本県

広島県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 徳島県 長崎県 熊本県 大分県

山口県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 徳島県 香川県 長崎県 熊本県 宮崎県 鹿児島県

徳島県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 鳥取県 島根県 広島県 福岡市 北九州市 佐賀県

香川県 東京 名古屋市 三重県 滋賀県 京都市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 佐賀県

愛媛県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 熊本県 宮崎県

高知県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 和歌山県 鳥取県 島根県 福岡市 北九州市 大分県 熊本県 宮崎県

福岡県 東京 滋賀県 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 徳島県 香川県 鹿児島県

佐賀県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 香川県 鹿児島県

長崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

熊本県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 愛媛県

大分県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 鳥取県 島根県 岡山県 岡山市 徳島県 香川県 鹿児島県

宮崎県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

鹿児島県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 和歌山県 島根県 岡山県 岡山市 広島県 徳島県 香川県

沖縄県 東京 京都市 大阪市 兵庫県 神戸市 島根県 岡山県 岡山市 広島県 広島市 徳島県 香川県

※　東京：東京消防庁を示す。

※　消防庁ヘリを使用している航空隊：宮城県、東京、埼玉県、京都市、高知県

注１ 　網掛けについては、統括指揮支援隊輸送航空小隊又は指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

出動準備航空小隊
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目次 

 第１章 総則 

 第２章 編成及び装備等の基準 

 第３章 出動 

 第４章 指揮活動 

 第５章 防災関係機関との連携 

 第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 第７章 その他 

  

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるも

ののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ
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緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

       平成 16 年 ３月 26 日 消防震第 19 号 

改正 平成 17 年 ３月 30 日 消防震第 14 号 

改正 平成 18 年 ２月 14 日 消防応第 15 号 

改正 平成 18 年 ６月 22 日 消防応第 94 号 

改正 平成 20 年 ７月 ２日 消防応第 109 号 

改正 平成 20 年 ８月 27 日 消防応第 152 号 

改正 平成 24 年 11 月 28 日 消防広第 95 号 

改正 平成 26 年 ３月 26 日 消防広第 75 号 

改正 平成 27 年 ３月 31 日 消防広第 74 号 

改正 平成 28 年 ３月 30 日 消防広第 80 号 

改正 平成 29 年 ３月 28 日 消防広第 93 号 

改正 平成 31 年 ３月 ８日 消防広第 35 号 

改正 令和 ２年 ７月 17 日 消防広第 190 号 

改正 令和 ３年 ３月 22 日 消 防 広 第 89 号 

 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 編成及び装備等の基準 

 第３章 出動 

 第４章 指揮活動 

 第５章 防災関係機関との連携 

 第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 第７章 その他 

  

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号。以下「法」という。）、緊急消防援助

隊に関する政令（平成 15 年政令第 379 号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る

基本的な事項に関する計画（平成 16 年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるも

ののほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必

要な事項を定めることを目的とする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

 

  
 

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（３）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（４）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 
（５）応援等とは、法第 44 条第１項の消防の応援等をいう。 

（６）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（７）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（８）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（９）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（10）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（11）航空隊とは、法第 30 条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活

動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（12）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがあ

る事故により生ずる災害をいう。 

（13）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 

（14）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故に

より生ずる災害をいう。 

（15）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（16）部隊移動とは、法第 44 条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求

め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特

別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号

において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第 44 条の

３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援

助隊が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 

 

 （都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消

防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27 年消防広第 74 号。以下「要請要綱」という。）

第 38 条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）
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に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと

する。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38 条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するもの

とする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支

援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

 （統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、原則として、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助小隊３隊程

度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編成するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 
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に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと

する。 

（２）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（３）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（４）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（５）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（６）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第 38 条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）

第 252 条の 19 第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもって編成するもの

とする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、それぞれ「○○消防本部統括指揮支

援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空指揮支援隊」と呼

称する。 

 

 （統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、原則として、統合機動部隊指揮隊、消火小隊３隊程度、救助小隊３隊程

度、救急小隊３隊程度、後方支援小隊及び通信支援小隊をもって編成するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 

 

 

  
 

 （エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとお

りとし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属

する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊

災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水

車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心

として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって

編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成

するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、

応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指

揮隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 

 

 （特殊災害小隊の装備等の基準） 

第９条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 
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（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中

性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

 （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10 条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）水難救助小隊 

  ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものである

こと。 

  イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶

を備えること。 

  ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備え

ること。 
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（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 

  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中

性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

 （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第 10 条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）水難救助小隊 

  ア 水難救助小隊は、潜水業務を行うことのできる隊員等５人以上で編成されるものである

こと。 

  イ 水難救助小隊は、ウの資機材を安全に積載することができる構造を備えた車両又は船舶

を備えること。 

  ウ 水難救助小隊は、潜水器具一式、水中投光器その他水難救助活動に必要な資機材を備え

ること。 

 

  
 

（２）遠距離大量送水小隊 

  ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要

な隊員で構成されるものであること。 

  イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場

所に毎分 3,000 リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（３）消防活動二輪小隊 

  ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成される

ものであること。 

  イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材の

いずれかを備えること。 

（４）震災対応特殊車両小隊 

   震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資

機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（５）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

   その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機

材及び必要な隊員で構成されるものであること。 

  ア はしご車 

  イ 照明車 

  ウ 空気ボンベ充填車 

  エ 無人消火ロボット 

  オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 
第３章 出動 

 

 （指揮本部の設置） 

第 11 条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助

隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関すること。 

（３）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と

の活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 

策本部に職員を派遣するものとする。 

 

（航空指揮本部の設置） 
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第 12 条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

 （後方支援本部の設置） 

第 13 条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

  （都道府県大隊の出動） 

第 14 条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

  （指揮支援部隊の出動） 

第 15 条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸

送により出動するものとする。 
 

  （統合機動部隊の出動等） 

第 16 条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 
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第 12 条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

 

 （後方支援本部の設置） 

第 13 条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

  （都道府県大隊の出動） 

第 14 条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

  （指揮支援部隊の出動） 

第 15 条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸

送により出動するものとする。 
 

  （統合機動部隊の出動等） 

第 16 条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 

 

  
 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 

（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県

大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するも

のとする。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第 17 条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生

した場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 
 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第 18 条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生し

た場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動す

るものとする。 
 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第 19 条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単

独で出動するものとし、被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都道府県大

隊と連携して活動するものとする。 
 

（航空部隊の出動） 

第 20 条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動

するものとする。 
２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 
 

  （集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第 21 条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおり

とする。 

（１）集結場所 

   代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特

性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動
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部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集

結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ル

ートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

  （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やか

に当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無に

かかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害

機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長

又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊

又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとす

る。 

 

  （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25 条に規定する

緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに
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部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊及び土砂・風水害機動支援部隊の集結場所及び集

結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 

   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、応援先都道府県又は進出拠点に応じて出動ル

ートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

  （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 22 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、進出拠点到着後、調整本部に対して、速やか

に当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものとする。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、出動途上等における応援先市町村の指定の有無に

かかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長及び土砂・風水害

機動支援部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当該都道府県大隊長

又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により当該都道府県大隊

又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置を講ずるものとす

る。 

 

  （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第 23 条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、被災地到着後、指揮者及び第 25 条に規定する

緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援本部長」という。）に対して、速やかに

 

  
 

当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項

について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して

報告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

  （指揮体制） 

第 24 条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括

し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、

被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地に

おける陸上（水上を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航

空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

５ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

７ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の

管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以下

の指揮を行うものとする。 

 

  （緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第 25 条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」
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という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調

整に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に

設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必

要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称

する。 

 

  （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26 条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 
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という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る活動調

整に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に

設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必

要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 

６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼称

する。 

 

  （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第 26 条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

 

  
 

（５）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空

運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支援

本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な場

合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベース等

に派遣するよう要請するものとする。 
 

  （消防庁職員の現地派遣） 

第 27 条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）を派遣するも

のとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に現地派遣職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に現地派遣職

員を派遣するものとする。 

４ 現地派遣職員は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 

（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

  （都道府県大隊本部の設置） 

第 28 条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するも

のとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 
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（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

  （現地合同調整所の設置） 

第 29 条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、

代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議

に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

  （情報共有等） 

第 30 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

  

  （活動報告等） 

第 31 条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並び

に緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜

報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸

上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して

適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊
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（５）被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

  （現地合同調整所の設置） 

第 29 条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、

代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の中から必要な者を現地合同調整所の会議

に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

  （情報共有等） 

第 30 条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、

都道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により

情報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県大

隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊は、緊急消防援助隊動態情報システム、支援情報共

有ツール、ヘリコプター動態管理システム、情報収集活動用ドローン、映像伝送装置等を積極

的に活用し、緊急消防援助隊の活動等について必要な情報共有を図るとともに、被害状況や活

動状況について動画及び静止画による共有に努めるものとする。 

  

  （活動報告等） 

第 31 条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並び

に緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対して適宜

報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに陸

上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に対して

適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊

 

  
 

の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告する

ものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指

揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長及び土砂・風水害機動支援部隊長は、活動規模、活動結果、活動予定その他必要な事項

を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援本部長に対して報告するものとする。

ただし、第 16 条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を編成する小隊等が後続する都道府県大

隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を開始する翌日からは統合機動部隊長の

報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りま

とめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本

部長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取

りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動

日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 

 

  （通信連絡体制等） 

第 32 条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通

信ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を

使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、

統制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使

用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制

波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、

別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基

盤災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互及び同一土砂・風
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水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに

指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を

使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活

動用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （実動関係機関との連携） 

第 34 条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

  （医師等との連携） 

第 35 条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19 年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 
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水害機動支援部隊に属する隊相互の無線通信は、別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに

指定された主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を

使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活

動用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 

  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

  （防災関係機関等との連絡調整等） 

第 33 条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

  （実動関係機関との連携） 

第 34 条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

  （医師等との連携） 

第 35 条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成 19 年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 

 

 

  
 

  （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第 36 条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

  （消防機関との連携） 

第 37 条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受け

るなど、被災地消防本部、消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

  （指揮支援実施計画） 

第 38 条 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支援隊及び指揮支援

隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定するものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊及び指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊及び指揮支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計画を策定又は変更

した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告するとともに、当該

統括指揮支援隊及び指揮支援隊が出動対象となる都道府県の知事に対して情報提供するものと

する。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援
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隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

  （消防本部の受援計画） 

第 39 条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

  （消防本部等の訓練） 

第 40 条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

  （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41 条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第 42 条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

― 102 ―

計
画
等

- 356 -



 

  
 

隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

  （消防本部の受援計画） 

第 39 条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14 年法律第 92 号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告する。 

 

第７章 その他 

 

  （消防本部等の訓練） 

第 40 条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

  （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第 41 条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第 42 条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 

  
 

 この要綱は、平成 27 年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 28 年３月 30 日消防広第 80 号） 

 この要綱は、平成 28 年４月 1日から施行する。 

 ただし、第 22 条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28 年６月１日から施行する。 

   附 則（平成 29 年３月 28 日消防広第 93 号） 

 この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 31 年３月８日消防広第 35 号） 

この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月 17 日消防広第 190 号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月 22 日消防広第 89 号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表（主運用波の割当て）                  （第 32 条関係） 
周波数名 割当都道府県 

主運用波１ 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 

主運用波２ 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 

主運用波３ 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 

主運用波４ 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 

主運用波５ 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 

主運用波６ 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 

主運用波７ 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 
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（第31条関係）

殿

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

隊 人 隊 人

救助 救急

件 件 件

人 人 人

件 件 件

人 人 人

名称 所在地

時 分 ～ 時 分

人

氏　名

別記様式２（航空小隊を除く）

緊急消防援助隊活動報告（日報）

消防庁長官

（指揮支援部隊長、指揮支援本部長、航空指揮支援本部長、各部隊長又は大隊長等）

報告日時 ○○　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　）　　　　　時　　　　分　現在

災害名

活動場所 都道府県 市区町村

隊員の負傷 有　・　無 車両・資機材の損傷 有　・　無

活動内容

種別 時間 活動場所 活動概要（連携活動機関を含む）

上記負傷、損傷
の内容

出
動
隊
の
状
況

隊種別 隊数 隊員数 隊種別 隊数
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活動規模 隊数 隊
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資料05-15 消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、新潟県（以下「甲」という｡）、山梨県（以下「乙」という｡）、群馬県（以

下「丙」という｡）及び長野県（以下「丁」という｡）において、消防防災ヘリコプター（以

下「ヘリ」という｡）を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （耐空検査等の調整） 

第２条 甲、乙、丙及び丁は、耐空検査等について相互に連絡し点検スケジュールを調整する。 

 （応援要請） 

第３条 この協定に基づく応援要請は、甲、乙、丙及び丁が保有するヘリが耐空検査及び整備

等により運航不能又は他の用務のために出動できない場合で、「大規模特殊災害時における広

域航空消防応援実施要綱」（昭和61年５月30日付消防救第61号消防庁次長通知）の対象となる

場合を除くヘリの出動事案が発生した場合に行うものとする。 

 （応援） 

第４条 前条による応援要請を受けた自治体は、所掌事務、気象状況等により飛行に支障があ

る場合を除き応援するものとする。 

 （応援活動の位置付け） 

第５条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、甲、乙、丙及び丁の保有す

るヘリの出動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村等と応援を受けた市町

村等の間で、消防組織法第21条第１項による応援活動があったものとする。 

 （応援要請の手続き） 

第６条 応援要請にかかる手続きは次の各号に掲げるところによる。 

 (1) 要請側の県消防防災課長（以下「要請者」という｡）から応援側の県消防防災課長（以下

「応援者」という｡）に対し、応援要請を行うこととする。 

 (2) 応援要請は、電話にて速報後、応援側の定めている緊急運航要請書によりファクシミリ

を用いて行うものとする。 

 (3) 応援者は、出動の可否を決定し、当該消防防災航空隊長等に指示するとともに要請者に

回答するものとする。 

 (4) 消防防災航空隊長等は、応援要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢

を整えるものとする。 

 （応援の中断） 

第７条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長はヘリ

の応援を要請側と協議のうえ中断することができる。 

 （応援の始期及び終期） 

第８条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始

まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

  但し、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動す

べき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。 

  さらに、ヘリがこの協定に基づく出勤中に、前条の規定により応援出勤が中断され、復帰

すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

 (応援のため出動したヘリの指揮) 

第９条 応援出勤したヘリの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。

また応援活動の内容が第５条に該当する場合のヘリ指揮は、応援を受けた市町村等の長の定

める現場の最高指揮者が行うものとする。 
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２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊

密な連絡をとるものとする。 

 (経費の負担) 

第10条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)

及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担と

する。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担

とする。但し、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。 

 (1) 土地、建物、工作物等に対する補償費 

 (2) ヘリの損傷に対する諸経費 

 (3) 一般人の死傷に伴う損害賠償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額又はそ

れと同等の金額を控除した金額とする。 

４ 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議し定める

ものとする。 

 (情報交換) 

第11条 この協定に基づき甲、乙、丙及び丁は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換

を行い、出動時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。 

  (その他) 

第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議

して定めるものとする。 

   附 則 

 (実施期間) 

  この協定は、平成12年５月12日から実施する。 

  (消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定の廃止) 

２ 平成11年５月28日に締結した新潟県、山梨県及び長野県による消防防災ヘリコプターの運

航不能期間等における相互応援協定は、廃止する。 

  この協定の締結を証するため、本協定書４通を作成し、甲、乙、丙及び丁は記名押印の上、

各１通を保有する。 

   平成12年５月12日 

                          甲 新潟県知事  平 山 征 夫 

                          乙 山梨県知事  天 野   建 

                          丙 群馬県知事  小 寺 弘 之 

                          丁 長野県知事  吉 村 午 良 
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資料05-16 富山県・長野県・岐阜県航空消防防災相互応援協定 

 （目的） 

第１条 この協定は、富山県、長野県及び岐阜県（以下「三県」という｡）において、消防防災

ヘリコプター（以下「ヘリ」という｡）を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要

な事項を定めることを目的とする。 

 （応援要請） 

第２条 この協定に基づく応援要請は、自県の保有するヘリ及び自県の県警ヘリコプター（以

下「自県ヘリ」という｡）が出動できない事案及び自県ヘリだけでは対応が困難な事案が発生

した場合に行うものとする。ただし、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」

（昭和61年５月30日付消防救第61号消防庁次長通知）の対象となる事案及び海難救助のため

の事案を除く。 

 （応援） 

第３条 前条による応援要請を受けた県は、所掌業務、気象条件等により飛行に支障がある場

合を除き応援するものとする。 

 （応援活動の位置付け） 

第４条 応援活動の内容が救急搬送等消防業務である場合には、三県の保有するヘリの出動に

あっては、当該ヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村、一部事務組合及び広域連合（以下「市

町村等」という｡）と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法（昭和22年法律第226号）第

21条第１項による応援活動があったものとする。 

 （応援要請の手続き） 

第５条 応援要請は、要請側運航（管理）責任者（富山県は消防防災課長、長野県は危機管理・

消防防災課長、岐阜県は消防政策室長）から応援側運航（管理）責任者に対して行うものと

する。 

２ 応援要請に係る手続きは、電話又はファクシミリにより次の事項を明らかにして行うもの

とする。 

 （1）出動事案の概要 

 （2）必要な応援の内容 

 （3）事案発生の日時、場所及び状況 

 （4）現場の最高指揮者の職・氏名及び現場への連絡方法 

 （5）現場の気象状況 

 （6）ヘリが離着陸する場所及び地上の支援体制 

 （7）応援に要する品目及び数量 

 （8）ヘリの給油場所 

 （9）その他必要な事項 

３ 応援側運航（管理）責任者は、出動の可否を決定し、要請側運航（管理）責任者に回答す

るものとする。 

 (応援の中断) 

第６条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援者はヘリの応

援を要請者と協議のうえ中断することができる。 

 (応援の始期及び終期) 

第７条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始

まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。 

  ただし、ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動

すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援は始まるものとする。 

２ ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰すべき命
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令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

 (応援のために出動したヘリの指揮) 

第８条 応援出動したヘリの指揮は、要請者の定める現場の最高指揮者が行うものとする。 

 また、応援活動の内容が第４条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長

の定める現場の最高指揮者が行うものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊

密な連絡をとるものとする。 

 (経費の負担) 

第９条 応援に要する派遣職員の給与、旅費、ヘリの燃料費（応援先において給油する場合を

除く。）及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の

負担とする。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費は、要請側の負担とする。 

  ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除

した金額とする。 

４ 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して定め

るものとする。 

 (情報交換) 

第10条 三県はこの協定に基づき相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、出動

時に速やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。 

 (その他) 

第11条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、三県が協議して定めるも

のとする。 

  附 則 

 (施行期日) 

１ この協定は、平成15年１月１日から施行する。 

  (長野県・岐阜県航空消防防災相互応援協定の廃止) 

２ 平成14年２月８日に締結した長野県・岐阜県航空消防防災相互応援協定は、廃止する。 

  この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、三県知事記名押印の上、各１通を

保有する。 

   平成15年１月１日 

                           富山県知事  中 沖   豊 

                           長野県知事  田 中 康 夫 

                           岐阜県知事  梶 原   拓 
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資料05-17 長野県と静岡県の消防防災ヘリコプターの運航不能期間等における相互応援協定 

 （目的） 

第１条 この協定は、長野県（以下「甲」という｡）及び静岡県（以下「乙」という｡）におい

て、消防防災ヘリコプター（以下「ヘリ」という｡）を使用した消防防災業務に関する相互応

援について、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （耐空検査等の調整） 

第２条 甲及び乙は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整する。 

 （応援要請） 

第３条 この協定に基づく応援要請は、甲及び乙が保有するヘリが耐空検査及び整備等により

運航不能又は他の用務のため出動できない事案が発生した場合に行うものとする。ただし、

「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」（昭和61年５月30日付消防救第61

号消防庁次長通知）及び「緊急消防援助隊要綱」（平成12年12月25日付消防救第315号消防庁

長官通知）の対象となる事案並びに海難救助のための事案を除く。 

 （応援） 

第４条 前条による応援要請を受けた甲又は乙は、所掌業務、気象条件等により飛行に支障が

ある場合を除き応援するものとする。 

 （応援活動の位置付け） 

第５条 応援活動の内容が救急搬送等消防業務である場合には、甲及び乙の保有するヘリの出

動にあっては、当該ヘリの航空隊に隊員の派遣をした市町村、一部事務組合及び広域連合（以

下「市町村等」という｡）と応援を受けた市町村等の間で、消防組織法（昭和22年法律第226

号）第21条第１項による応援活動かあったものとする。 

 （応援要請の手続き） 

第６条 応援要請にかかる手続きは、次の各号に掲げるところによる。 

 (1) 要請側の県消防防災担当課長（長野県にあっては危機管理・消防防災課長をいい、静岡

県にあっては防災局消防室長をいう。以下「要請者」という｡）から応援側の県消防防災

担当課長（長野県にあっては危機管理・消防防災課長をいい、静岡県にあっては防災局消

防室長をいう。以下「応援者」という｡）に対し、応援要請を行うこととする。 

 (2) 応援要請は、電話にて速報後、応援側の定めている緊急運航要請書によりファクシミリ

を用いて行うものとする。 

 (3) 応援者は、出動の可否を決定し、当該消防防災航空隊長等に指示するとともに、要請者

に回答するものとする。 

 (4) 消防防災航空隊長等は、応援要請を受けた場合は、直ちに要請内容に対応する出動態勢

を整えるものとする。 

 (応援の中断) 

第７条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応後者はヘリの応

援を要請者と協議のうえ、中断することができる。 

 (応援の始期及び終期) 

第８条 この協定に基づく応援は、ヘリが応援要請を受けてヘリポートを出発したときから始

まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリがヘリポート以外の

場所にあるときに、飛行目的を変更して応援要請に出動すべき命令があったときは、そのと

きからこの協定に基づく応援は始まるものとする。 

  さらに、ヘリがこの協定に基づく出動中に、前条の規定により応援出動が中断され、復帰

すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援は終了するものとする。 

 (応援のために出動したヘリの指揮) 

第９条 応援出動したヘリの指揮は、要請者の定める現場の最高指揮者が行うものとする。ま
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た、応援活動の内容が第５条に該当する場合のヘリの指揮は、応援を受けた市町村等の長の

定める現場の最高指揮者が行うものとする。 

２ 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊

密な連絡をとるものとする。 

 (経費の負担) 

第10条 応援に要する派遣職員の給与、ヘリの燃料費(応援先において給油する場合を除く。)

及び消耗品費等の通常経費並びに応援職員の公務災害に係る災害補償費は、応援側の負担と

する。 

２ 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、要請側の負

担とする。 

  ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。 

 (1) 土地、建物、工作物等に対する補償費 

 (2) ヘリの損傷に対する諸経費 

 (3) 一般人の死傷に伴う損害補償に要する諸経費 

３ 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額又はそ

れと同等の金額を控除した金額とする。 

４ 前各号に定めるもの以外に要したその他諸経費の負担については、その都度協議して定め

るものとする。 

 (情報交換) 

第11条 この協定に基づき甲及び乙は相互に域内の臨時離着陸場等について情報交換を行い、

出動時に連やかに対応できるよう日頃から努めるものとする。 

 (その他) 

第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲及び乙が協議して定め

るものとする。 

   附 則 

 (施行期日) 

この協定は、平成15年３月１日から施行する。 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙は記名押印の上、各１通を

保有する。 

  平成15年３月１日 

                         甲 長野県知事  田 中 康 夫 

                         乙 静岡県知事  石 川 嘉 延 
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資料05-17 財団法人全国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、財団法人全国市町村振興協会（以下「協会」という｡）が市町村に交付す

る消防広域応援交付金（以下「交付金」という｡）について必要な事項を定めるものとする。 

 （交付金の目的） 

第２条 この交付金は、地震、風水害、林野火災等の大規模災害等に際し、都道府県の区域を

越えて消防機関の応援（以下「消防応援」という｡）を迅速かつ円滑に行うことを促進し、も

って被災市町村における人命の救助、被害の軽減に資することを目的とする。 

 （対象とする災害） 

第３条 交付金の交付の対象となる災害は、地震、風水害、林野火災等の大規模な災害又は高

層建築物火災、コンビナート火災等の特殊な災害であって、消防組織法（昭和 22 年法律第

226 号）第 24 条の３の規定により、消防庁長官が消防応援につき、必要な措置をとったもの

とする。 

 （申請） 

第４条 前条に規定する災害が発生した市町村は、都道府県の区域を越えて消防応援を受けた

場合において、協会に対し、当該応援を行った市町村（以下「応援市町村」という｡）に交付

金の交付を申請することができる。 

 （交付金の交付） 

第５条 理事長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、応援市町村に

交付金を交付するものとする。 

２ 交付金の額は、消防応援の規模、活動内容等に応じて、300 万円を超えない範囲内におい

て理事長が定める。 

 （都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合の特例） 

第６条 応援市町村が都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合に

ついては、第４条中「当該応援を行った市町村（以下「応援市町村」という｡）」とあるのは、

「当該応援を行った市町村の属する都道府県（以下「都道府県」という｡）」と、第５条中「応

援市町村」とあるのは「都道府県」と読み替えてこの規定を適用するものとする。 

 （その他） 

第７条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が定め

る。 

  附 則 

 この規程は、昭和 62 年４月１日から施行する。 

   附 則 〔平成６年８月 26 日〕 

 この規程は、平成６年９月１日から施行し、同年８月１日以降に発生した災害に係る交付金

について適用する。 

 

 

 

- 385 -

00044300
テキストボックス
18



   消防広域応援交付金交付細則 

  （趣旨） 

第１条 この細則は､財団法人 金国市町村振興協会消防広域応援交付金交付規程（昭和 62 年

規程第 26 号。次条において「規程」という｡）第５条の規定に基づき、財団法人 全国市町

村振興協会（以下「協会」という｡）が市町村に交付する消防広域応援交付金（以下「交付金］

という｡）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

 （交付申請） 

第２条 規程第４条に規定する消防広域応援を受けた市町村（消防の事務を処理する一部事務

組合を含む。以下「受援市町村」という｡）の申請は、様式第１号の消防広域応援交付金交付

申請書に様式第２号の消防広域応援実績報告書（受援市町村用）を添付して行うものとする。 

２ 前項の申請を行った受援市町村は、消防広域応援をした市町村（消防の事務を処理する一

部事務組合を含む。以下「応援市町村」という｡）に交付金の交付を申請した旨を通知するも

のとする。 

 （応援市町村の報告） 

第３条 前条第２項の通知を受けた応援市町村は､様式第３号の消防広域応援実績報告書（応援

市町村用）により消防広域応援の内容を協会に報告するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第４条 協会は、交付金の交付を決定したときは、応援市町村に対してその旨を通知するもの

とする。 

 （納入通知書の送付） 

第５条 応援市町村は、前条の通知を受けたときは、協会へ納入通知書を送付するものとする。 

 （交付金の交付） 

第６条 協会は、前条の納入通知書の送付があったときは、応援市町村に交付金を交付すると

ともに受援市町村に交付金の交付済通知を行うものとする。 

 （都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合の特例） 

第７条 応援市町村が都道府県が保有するヘリコプターを用いて消防広域応援を行った場合に

ついては、第２条第２項中「消防広域応援をした市町村（消防の事務を処理する一部事務組

合を含む以下「応援市町村」という｡）」とあるのは「消防広域応援をした市町村（消防の事

務を処理する一部事務組合を含む。以下「応援市町村」という｡）の属する都道府県（以下「都

道府県」という｡）」と、第３条から第６条までの規定中「応援市町村」とあるのは「都道府

県」と、様式第１号中「下記市（町村）」とあるのは「下記都道府県」と、「応援市町村名」

とあるのは「都道府県名」と、「○○市（町村）」とあるのは「○○県（都道府）」と、様式第

２号中「応援消防機関名」とあるのは「都道府県名」と、「市町村」とあるのは「都道府県」

と、様式第３号中「応援市町村用」とあるのは「都道府県用」と、「応援消防機関」とあるの

は「都道府県」と読み替え、様式第３号中「市町村名」を削ってこの細則を適用するものと

する。 

  附 則 

 この細則は、昭和 62 年４月１日から実施する。 

 この細則は平成６年９月１日から施行し、同年８月１日以降に発生した災害に係る交付金に

ついて適用する。 
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様式第１号 

 

号 

年  月  日 

 

 

  財団法人全国市町村振興協会 

  理事長             殿 

 

 

 

 

                                市 町 村 長   

印 

 

 

消防広域応援交付金交付申請書 

 

 

 別紙のとおり消防広域応援を受けたので、消防広域応援交付金交付規程第４条に基づき、下

記市（町村）に対し交付金を交付されるよう申請します。 

 

 

 

記 

 

 

応援市町村名                           ○○市（町村） 
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様式第２号 

消防広域応援実績報告書（受援市町村用） 

 

都道府県名       市町村名         

 

災 害 名  

災 害 発 生 場 所  

災 害 発 生 日 時 及 び 期 間  

災 害 の 状 況  

死 者  

行 方 不 明 者  

負 傷 者  

人 的 

被害状況 

計  

災

害

の

概

要 

物 的 被 害 状 況  

応 援 要 請 年 月 日  

応 援 消 防 機 関 名  

応 援 期 間

（受援開始日時から終了日時まで)
 

応 援 人 員

( 日 別 、 部 隊 別 )
 

応 援 車 両 等

( 種 別 、 数 量 )
 

応 援 資 機 材

( 種 別 、 数 量 )
 

※

消

防

広

域

応

援

の

概

要 

応 援 活 動 内 容  

特記事項 

(応援活動による人命救助、被害の軽減等

の状況等) 

 

（注）※印の欄については、複数の市町村から応援を受けた場合には、それぞれ記入すること。

報告書作成担当部局

作 成 者 職 ・ 氏 名

連 絡 先
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様式第３号 

消防広域応援実績報告書（応援市町村用） 

 

都道府県名       市町村名        

 

災 害 名  

災 害 発 生 場 所  

災 害 発 生 日 時 及 び 期 間  

応 援 要 請 受 理 年 月 日  

出 動 年 月 日 時  
出動期間 

帰 隊 年 月 日 時  

応 援 消 防 機 関  

応 援 人 員

( 日 別 、 部 隊 別 )
 

応 援 車 両 等

( 種 別 、 数 量 )
 

応 援 資 機 材

( 種 別 、 数 量 )
 

派 遣 方 法

(部隊、資機材の移動方法)
 

消

防

広

域

応

援

の

概

要 

応 援 活 勤 内 容  

備 考  

 

報告書作成担当部局

作 成 者 職 ・ 氏 名

連 絡 先
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（参考） 

 

消防広域応援交付金申請手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 交付金の交付申請 

（応援実績報告添付） 

② 交付申請をした旨の通知

③ 応援実績報告 

④ 意見聴取 

⑤ 交付決定通知 

⑥ 納入通知書の送付 

⑦ 交付金の交付 

⑧ 交付金交付済み通知 

協 会

受 援 市 町 村 応 援 市 町 村

消 防 庁 

①

②

④

③ ⑤ ⑥ ⑧ ⑦ 
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資料 05-19 

長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に関する協定 

 
 
 長野県（以下「甲」という。）、長野県市長会（以下「乙」という。）及び長野

県町村会（以下「丙」という。）は、大規模災害により被災した都道府県・市区

町村（以下「被災県等」という。）への支援について、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長野県外で大規模な災害が発生した場合に、被災県等に

対し、甲、乙及び丙が一体となって迅速かつ的確な支援を行うため必要な事

項について定めるものとする。 

 

（支援の実施） 

第２条 支援方法及び内容等については、別添「長野県合同災害支援チームに 

 よる被災県等への支援に係る基本方針」に基づき実施するものとする。 

 

（その他) 

第３条 この協定に関し必要な事項は、別に定める。 

２ この協定に定めのない事項は、甲、乙及び丙が協議して定める。 

 

  附 則 

 この協定は、平成２４年１２月１２日から適用する。 
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  平成２４年１２月１２日 
 
 
     甲 住所 長野市大字南長野字幅下６９２－２ 
 
 

 

       長野県知事 
 
 
 
 
     乙 住所 長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 
 
 
 

長野県市長会長 
 
 
 
 
     丙 住所 長野市大字西長野字加茂北１４３－８ 
 
 
 

長野県町村会長 
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資料 05-20 長野県合同災害支援チームによる被災県等への支援に係る基本方針 

 

第１ 総 則 

  １ 目 的 

この方針は、長野県外で大規模な災害が発生した場合、被災した都道府県・市区町村（以下

「被災県等」という。）に対し、長野県（以下「県」という。）と長野県内の市町村（以下「市町

村」という。）が一体となって、迅速かつ的確な支援を行うために設置する長野県合同災害支援チ

ームの活動に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

  ２ 用語の意義 

 (1) 代表市町村 

     長野県市町村災害時相互応援協定に定める代表市町村をいう。 

   (2) ブロック 

   長野県市町村災害時相互応援協定に定めるブロックをいう。 

(3) 先遣隊 

大規模災害が発生した際に、被災状況を把握するため、被災県等へ派遣する長野県職員 

と市町村職員（代表市町村職員もしくはブロックを代表する市町村職員をいう。以下同じ。）

による合同チームをいう。 

   (4) 現地支援本部 

     被災県等において支援ニーズの把握、支援に関する調整及び支援の実施を行う組織をいう。 

   (5) 後方支援本部 

支援に際し、長野県庁等において被災県、現地支援本部及び市町村との連絡、調整を行う 

組織をいう。 

   (6) 調整会議 

     支援方針、現地支援本部及び後方支援本部の体制等について調整を行う組織をいう。 

 

 

第２ 被災県等への支援 

 １ 支援を行う被災県等 

次に掲げる協定に基づき支援を行うこととなった被災県等とする。 

   (1) 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」（全国知事会） 

   (2) 「災害時等の応援に関する協定」（中部圏知事会） 

   (3) 「震災時等の相互応援に関する協定」（関東地方知事会） 

   (4) 「災害時の相互応援に関する協定」（新潟県） 

   (5) 県が新たに締結する災害時応援協定 
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２ 支援の内容 

  主に、次の支援を行う。 

(1) 被災県等への職員派遣及び物資の提供 

(2) 被災者の受入及び施設の提供 

① 県内医療機関での傷病者の受入 

  ② 県内での避難所、応急仮設住宅等の提供 

(3) その他被災県等との協議の中で必要と認めた支援 

 

３ 支援の実施又は終了の決定 

(1) 被災県等に対する支援を実施する場合又は支援を終了する場合は、県危機管理監が県知事、 

市長会長及び町村会長の事前の承認を得るものとする。ただし、支援の実施に当たり、緊急 

を要する場合にあっては、事後の承認をもって足りるものとする。 

(2) 前項の承認後、県は、市町村に対して、県知事、市長会長及び町村会長の連名により、支

援の決定又は終了を通知するものとする。 

  

  

第３ 支援体制の整備 

１ 先遣隊の派遣 

(1) 被災状況を把握するため、被災県等の災害対策本部に先遣隊を派遣する。 

(2) 先遣隊は、県職員 2名と市町村職員 2名を基本に構成し、隊長は県職員をもってあてる。 

 (3) 先遣隊を派遣するブロックの順番、先遣隊の装備品など、派遣を円滑に行うために必要な 

   事項については、あらかじめ県と代表市町村との協議で定める。 

  

２ 現地支援本部の設置 

(1) 先遣隊は、被災県等と調整の上、適切な場所に現地支援本部を設置し、運営にあたる。 

   なお、その場合は先遣隊長を現地支援本部の責任者とする。 

(2) 現地支援本部は、次の業務を行う。 

 ① 被災県等との連絡体制の確立 

 ② 被災県等の支援ニーズの把握 

 ③ 被災県等での職員、物資等の受入調整 

 ④ 広域避難を実施する場合の調整 

 ⑤ 被災県等に対する支援の実施 

 ⑥ その他、支援に必要な業務 

(3) 現地支援本部に派遣する県職員及び市町村職員の人数は、支援状況に応じて後方支援本部 

で決定する。 

  

 

 

 

 

- 394 -



 
 ３ 後方支援本部の設置 

 支援を決定した場合は、県及び市町村で構成する後方支援本部を原則として県庁内に設置す

る。ただし、県危機管理監が特に認めた場合は、県庁外に設置することができる。 

(1) 後方支援本部は、県危機管理監、関係する部局の県職員及び各ブロック１名ずつの市町村

職員を基本に構成し、設置後の被災県等への支援状況に応じて人数を定める。 

(2) 後方支援本部の責任者は県危機管理監をもってあてる。 

(3) 後方支援本部の業務 

 ① 現地支援本部との連絡体制の確立 

 ② 現地支援本部から送られる支援ニーズの把握と支援内容の検討 

 ③ 支援内容の県及び市町村への割り振り 

    ④ 支援に関する被災県等、現地支援本部及び市町村間の総合調整 

 ⑤ 費用精算業務 

    ⑥ その他支援に必要な業務 

   (4) 調整会議 

         県危機管理監、市長会事務局長、町村会事務局長及び後方支援本部の市町村職員で構成   

する調整会議を設置し、主に次の事項を協議する。 

  ① 支援方針 

     ② 現地支援本部及び後方支援本部の体制 

     ③ 支援の終了 

     ④ その他、支援を円滑に行うために調整が必要な事項 

 

第４ 県及び市町村において実施する事項 

  １ 県が実施する事項 

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) 県及び市町村の支援可能な職員、物資等の把握 

(3) 支援可能な職員、物資等の確保 

(4) その他支援に必要な事項 

 

 ２ 代表市町村が実施する事項 

  (1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) ブロック内市町村の支援可能な職員、物資等の把握 

  (3) 支援可能な職員、物資等の確保 

  (4) ブロック内の連絡体制の整備 

(5) その他支援に必要な事項 

 

 ３ 代表市町村以外の市町村が実施する事項 

(1) 本基本方針に係る事項の地域防災計画等への記載 

(2) 支援可能な職員、物資等の確保及び代表市町村への情報提供 

(3) その他支援に必要な事項 
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第５ その他 

 １ 訓練の実施 

   他県で実施する防災訓練に合わせ、先遣隊の派遣訓練、現地支援本部及び後方支援本部 

  の設置訓練、情報連絡に関する訓練を実施する。 

  

 ２ 姉妹市町村等の災害時応援協定との関係 

  この方針は、市町村が姉妹市町村等の災害時応援協定により被災市町村を支援することを妨げる 
 ものではない。 

 
  ３ 本方針を円滑に運用するために必要な事項は、県及び代表市町村で定める。 
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長野県緊急消防援助隊受援計画 

改正 令和２年 12月３日 ２消第 416号 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１ この計画は、緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成 27年 

消防広第 74号。以下「要請要綱」という。）第 39条の規定に基づき、緊急消 

防援助隊の応援を受ける場合の受援体制について必要な事項を定め、緊急消 

防援助隊が円滑に活動できる体制の確保を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２ 代表消防機関は、長野市消防局とする。 

２ 代表消防機関代行は、松本広域消防局とする。 

３ 前項までに定めるもののほか、用語については別表第１のとおりとする。 

 

（連絡体制） 

第３ 緊急消防援助隊の受援に係る関係機関の連絡先は、別表第３のとおりと 

する。 

２ 長野県内市町村の災害情報等連絡先は、別表第４のとおりとする。 

３ 連絡方法は、原則として有線電話又はファクシミリ（これと併せて電子メー 

ルによっても可能とする。）によるものとする。ただし、有線断絶時には主運 

用波、地域衛星通信ネットワーク等を活用するものとする。 

 

 

第２章 応援等の要請 

（応援等要請の手続） 

第４ 緊急消防援助隊の応援等要請及び当該要請に係る手続は、別図第１のと 

おり行うものとする。 

 

（知事による緊急消防援助隊の応援等の要請） 

第５ 長野県知事（以下「知事」という。）は、次に掲げるいずれかの状況が長 

野県内（以下「県内」という。）で確認等された場合は、代表消防機関の長（代 

表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）と協議し、緊急消 
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防援助隊の応援等要請の判断を行うものとする。 

(1) 県内で最大震度６強以上の揺れを観測した場合 

(2) 複数の消防本部（管轄内市町村）にわたり、気象庁から特別警報が発表さ 

れ、かつ災害等が発生しており、県内での十分な応援が見込めない場合 

(3) 長野県消防相互応援協定による【全県応援要請】があった場合 

(4) その他、協議が必要と判断した場合 

２ 知事は、前項の各号の場合において、緊急消防援助隊の応援等が必要な非常 

事態であると判断した場合は、消防庁長官（以下「長官」という。）に対して 

緊急消防援助隊の応援等の要請を電話により直ちに行うものとし、次に掲げ 

る事項が明らかになり次第電話により報告するものとする。詳細な災害の状 

況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による報告は、これらを 

把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする（要請要綱別記 

様式１－１）。 

(1) 災害の概況 

(2) 出動が必要な区域や活動内容 

(3) その他緊急消防援助隊の活動のために必要な事項 

３ 知事は、災害による死者数その他の詳細な災害の状況が迅速に判断できな 

い場合であっても、甚大な被害に拡大することが見込まれ、緊急消防援助隊の 

応援等が必要な非常事態であると判断したときは、長官に対して緊急消防援 

助隊の応援等の要請を行うものとする。 

４ 知事は、自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）第 83 条の規定に基づく自衛 

隊の災害派遣要請を行う場合又は緊急消防援助隊の応援等が必要な非常事態 

であるか否かの判断に迷う場合は、長官に対して、被害状況や消防活動の状況 

等を連絡し、対応について協議するものとする。 

５ 知事は、被災地の市町村長等から、定期に災害の状況やその他緊急消防援助 

隊の活動のために必要な事項について情報収集を行い、長官に対して報告す 

るものとする。特に、被災地及びその周辺地域に緊急消防援助隊の活動に重大 

な支障を生ずるおそれのある施設が存在するときは、当該施設における災害 

の状況及び緊急消防援助隊の活動上必要な事項について情報収集を行い、長 

官に対して報告するものとする。 

６ 知事は、緊急消防援助隊の応援等要請を行った場合は、その旨を代表消防機 

関の長（代表消防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）及び被 

災地の市町村長等に対して通知するものとする。 

 

（応援等要請のための市町村長等の連絡） 

第６ 被災地の市町村長等は、大規模災害又は特殊災害が発生し、災害の状況並 

- 401 -



3 

 

びに当該被災地の市町村及び長野県（以下「県」という。）の消防力を考慮し 

て、緊急消防援助隊の応援等が必要であると判断した場合は、知事に対して、 

当該応援が必要である旨を直ちに電話により連絡するものとし、第５第２項 

各号に掲げる事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細 

な災害の状況及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡 

は、これらを把握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする（要 

請要綱別記様式１－２）。 

２ 被災地の市町村長等は、前項に規定する連絡を行った場合において、特に必 

要があると認めるときは、その旨及び当該市町村の災害の状況を長官に直ち 

に電話により連絡するものとする。 

３ 被災地の市町村長等は、知事に対して第１項の連絡ができない場合には、そ 

の旨を長官に直ちに電話により連絡するものとし、第５第２項各号に掲げる 

事項が明らかになり次第電話により連絡するものとする。詳細な災害の状況 

及び応援等に必要な隊の種別・規模等に関する書面による連絡は、これらを把 

握した段階でファクシミリにより速やかに行うものとする（要請要綱別記様 

式１－２）。 

４ 被災地の市町村長等は緊急消防援助隊の活動に重大な支障を生ずるおそれ 

のある施設が存在するときは、第２項の連絡と併せて報告するものとする。 

 

（緊急消防援助隊の応援等決定通知等） 

第７ 知事は、長官から要請要綱別記様式３－２により応援等決定通知を受け 

た場合は、その旨を代表消防機関の長（代表消防機関が被災している場合は、 

代表消防機関代行の長）及び被災地の市町村長等に対して通知するものとす 

る。 

なお、被災地が複数に及び、出動の求め又は指示を行う段階において、応援 

先の市町村が指定されていない場合、知事は、その後判明した被害状況を踏ま 

え、長官と応援先市町村を調整するものとする。 

２ 県は、消防庁から要請要綱別記様式３－３により出動隊数通知を受けた場 

合は、その旨を被災地の市町村及び代表消防機関（代表消防機関が被災してい 

る場合は、代表消防機関代行）に対して通知するものとする。 

 

（県が応援を受ける部隊） 

第８ 緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計 

画（平成 16年消防震第９号）及び要請要綱に基づく応援部隊を別表第２に示 

す。 
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（迅速出動等適用時の対応） 

第９ 被災地の市町村長等は、要請要綱第５条に規定する出動準備又は要請要 

綱第 29条に規定する迅速出動が適用となる次に掲げる事象が県内で発生した 

場合は、直ちに被害状況の収集、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等の確認 

を行い、知事に対して報告するものとする。 

(1) 最大震度６弱以上の地震が発生した場合 

(2) 噴火警報（居住区域）が発表された場合 

２ 知事は、要請要綱第５条に規定する出動準備又は要請要綱第 29条に規定す 

る迅速出動が適用となる前項各号に掲げる事象が県内で発生した場合は、早 

期に県内の被害状況、緊急消防援助隊の応援が必要な地域等について取りま 

とめ、長官に対して報告するものとする。 

３ 知事は、被害状況等により、緊急消防援助隊の応援が必要ではないと判断し 

た場合は、速やかに長官に対して報告するものとする。 

 

 

第３章 受援体制 

（消防応援活動調整本部の設置） 

第 10 知事は、被災地での緊急消防援助隊等の迅速かつ的確な活動等に資する 

ため、法第 44条の規定に基づき緊急消防援助隊が出動し、かつ、被災地が複 

数の場合は、消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）を設置する 

ものとする。なお、被災地が一の場合であっても､警察、自衛隊、海上保安庁、 

ＤＭＡＴ等の関係機関との調整等の必要性を踏まえ、知事が必要と認める場 

合は、調整本部と同様の組織を設置するものとする。 

２ 調整本部は、長野県災害対策本部と密接な連携を図る必要があることから、 

県庁西庁舎３階長野県災害対策本部室に接近した場所に設置するものとする。 

３ 調整本部の本部長（以下「調整本部長」という。）は、知事（又は知事の委 

任を受けた者）をもって充てるものとする。 

４ 調整本部の副本部長は、長野県危機管理部消防課長及び県に出動した指揮 

支援部隊長をもって充てるものとする。 

５ 調整本部の本部員は、次に掲げるとおりとする。 

なお、被害状況により調整本部に参集することができない場合は、電話等に 

より調整本部と連絡をとり合うなど、適宜対応するものとする。 

(1) 危機管理部消防課の職員 

(2) 代表消防機関又は代表消防機関代行の職員 

(3) 被災地を管轄する消防本部の職員 
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(4) 長野県消防防災航空センターの職員 

(5) 長野県消防学校の職員 

６ 調整本部は、「長野県消防応援活動調整本部」と呼称するものとする。 

７ 知事は、調整本部を設置した場合は、設置日時、設置場所、本部員及び連絡 

先等について、長官及び被災地の市町村長等並びに代表消防機関の長（代表消 

防機関が被災している場合は、代表消防機関代行の長）に対して速やかに連絡 

するものとする。 

８ 調整本部は、長野県災害対策本部及び政府現地対策本部で決められた方針 

の下で、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) 被災状況、県が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

 (2) 被災地消防本部、消防団、長野県消防相互応援隊及び緊急消防援助隊の活 

動調整に関すること。 

(3) 緊急消防援助隊の部隊移動に関すること。 

(4) 自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関するこ 

と。 

(5) 県内で活動する緊急消防援助隊の安全管理体制に関すること。 

(6) 長野県災害対策本部に設置された活動調整担当（消防班）との連絡調整に 

関すること。 

(7) 長野県災害対策本部に設置された災害医療本部等との連絡調整に関する 

こと。 

(8) その他必要な事項に関すること。 

９ 調整本部は、様式１、様式２、様式３及び様式４を活用し、運用するものと 

する。 

10 調整本部長は、法第 44条の２第８項の規定に基づき、国の職員その他の者 

を調整本部の会議へ出席させる必要があると認め、その要請を行った場合は、 

消防庁に対して連絡するものとする。 

11 調整本部は、被害状況、活動状況その他必要な事項について、適宜、消防庁 

に対して連絡するものとする。 

12 調整本部は、消防庁と調整の上、指揮支援部隊長を受入れるヘリコプター離 

着陸場や当該離着陸場から調整本部までの移動手段の確保等を行うものとす 

る。 

13 調整本部は、指揮支援部隊長が調整本部に到着後、速やかに被害状況、被災 

地消防本部及び消防団の活動状況、長野県消防相互応援隊の編成状況及び活 

動状況等を報告するものとする。 

14 調整本部は、被災地消防本部が設置した指揮本部から、緊急消防援助隊の受 

入れ体制が整わないとの連絡があった場合は、代表消防機関とその任務に係 
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る調整を行うものとする。 

 

（指揮本部の設置） 

第 11 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地で 

の緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置す 

るものとする。 

２ 指揮本部は、次に掲げる事務を行うものとする。 

 (1) 被害状況（ライフラインの状況、道路の通行可否を含む。）の収集に関す 

ること。 

 (2) 被害状況並びに被災地消防本部及び消防団の活動に係る記録に関するこ 

と。 

(3) 緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

(4) その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、指揮支援部隊長より指揮支援本部を設置するとの連絡を受け 

た場合、指揮支援部隊長に指揮支援本部を設置する場所、受入れ担当者等を報 

告するとともに、調整本部と調整の上、指揮支援隊を受入れるヘリコプター離 

着陸場や当該離着陸場から指揮支援本部までの移動手段の確保等を行うもの 

とする。 

４ 指揮本部は、指揮支援本部長が指揮支援本部に到着後、速やかに被害状況、 

被災地消防本部及び消防団の活動状況、長野県消防相互応援隊の編成状況及 

び活動状況等を報告するものとする。 

５ 指揮本部は、緊急消防援助隊の受入れ体制が整わないと判断する場合は、県 

及び代表消防機関に遅滞なくその任務に係る調整を求めるものとする。 

６ 指揮本部は、被害が発生している構成市町村の災害対策本部に職員を派遣 

し、連絡体制の構築を図るものとする。 

 

（進出拠点） 

第 12 調整本部は、緊急消防援助隊の進出拠点について消防庁及び被災地消防 

本部と協議するものとする。                         

２ 陸上隊の進出拠点及び担当消防本部は、別表第６のとおりとする。 

３ 調整本部は、消防庁において決定された進出拠点について、被災地消防本部 

及び進出拠点担当消防本部に対して連絡するものとする。 

４ 被災地消防本部又は進出拠点担当消防本部は、進出拠点に連絡員等を派遣 

するものとする。 

５ 連絡員等は、到着した都道府県大隊、統合機動部隊、エネルギー・産業基盤 

災害即応部隊、ＮＢＣ災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊（以下、「応 
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援都道府県大隊等」という。）の隊名及び規模について確認し、応援都道府県 

大隊等の長に対して、応援先市町村、任務、道路の通行障害等について情報提 

供を行うとともに、活動場所及び宿営場所までの経路を示すものとする。 

 

（活動拠点ヘリベース及びフォワードベース） 

第 13 航空隊の活動拠点ヘリベース及びフォワードベースは、別表第７のとお 

りとする。 

 

（宿営場所） 

第 14 調整本部は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、別表第８ 

のうちから宿営場所を選定し、消防庁及び被災地消防本部と協議するものと 

する。協議に当たっては、状況に応じ、被災地の近隣市町村に設置することも 

考慮するものとする。 

２ 調整本部は、消防庁において決定された宿営場所について、被災地消防本部 

及び宿営場所担当消防本部に対して連絡するものとする。 

３ 被災地消防本部又は宿営場所担当消防本部は、宿営場所の施設管理者と調 

整するとともに、緊急消防援助隊の受入れのための人員を必要に応じて派遣 

するものとする。 

４ 被災地若しくは被災地の近隣市町村に適当な宿営地がない場合は、長野県 

広域受援計画（平成 31年３月）に記載の救助活動拠点を宿営場所とすること 

ができる。 

 

 

第４章 指揮体制及び通信運用体制 

（指揮体制等） 

第 15 調整本部長は、調整本部の事務を総括するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、県内で活動する指揮支援部隊を統括し、長野県災害対策 

本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、緊急消防援助隊の活動 

を管理するものとする。 

３ 指揮者は、指揮支援本部長の補佐を受け、被災地における陸上に係る緊急消 

防援助隊の活動を指揮するものとする。 

４ 指揮支援隊長は、指揮支援本部長として、指揮者を補佐し、及びその指揮の 

下で、被災地における陸上に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものと 

する。 

５ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被 
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災地における航空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

６ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支 

援本部長の管理の下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部 

隊長若しくは指揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即 

応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

８ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは 

指揮支援本部長の管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行う 

ものとする。 

９ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若し 

くは指揮支援本部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指 

揮を行うものとする。 

10 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支 

援本部長の管理の下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

11 緊急消防援助隊の連絡体制は、要請要綱別記様式７のとおりとする。 

 

（通信運用体制） 

第 16 県内の無線通信運用体制は、別表第９のとおりとする。 

２ 消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況は、別表第 10のとおりとす 

る。 

３ 都道府県大隊等の小隊内における隊員間の通信にあっては、署活動用無線 

機を使用できるものとし、長野県署活動用無線機周波数一覧表（別表第 11） 

を確認し使用する。 

 

 

第５章 消防応援活動の調整等 

（任務付与） 

第 17 指揮者は、次に掲げる事項について到着した応援都道府県大隊等の長に 

対して情報提供を行うとともに、任務付与するものとする。 

(1) 被害状況 

(2) 活動方針 

(3) 活動地域及び任務 

(4) 安全管理に関する体制 

(5) 使用無線系統 

(6) 地理及び水利の状況 
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(7) 燃料補給場所 

(8) その他活動上必要な事項 

 

（関係機関との活動調整） 

第 18 知事は、災害対策本部等において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡ 

Ｔ等関係機関間における情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて 

活動調整会議を開催するものとする。 

 

（資機材の貸出し及び地図の配付） 

第 19 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、スピンドルドライバー及び 

その他活動上必要な資機材を可能な範囲で貸し出すものとする。 

２ 指揮本部は、応援都道府県大隊等に対して、広域地図及び住宅地図等を配付 

するものとする。 

 

（ヘリコプター離着陸場） 

第 20 ヘリコプター離着陸場は、別表第 12のとおりとする。 

 

（燃料補給場所等） 

第 21 調整本部は、燃料の補給場所について統括指揮支援隊又は指揮支援隊を 

通じて、応援都道府県大隊等へ連絡するものとする。 

２ 陸上隊の燃料補給場所は、別表第 13のとおりとする。 

３ 航空小隊の燃料保管場所は、別表第 14のとおりとする。 

 

（燃料調達要請） 

第 22 調整本部長は、燃料の調達が必要と判断した場合は、燃料等の供給につ 

いて災害時の応援協定を締結している団体に、長野県災害対策本部を通じて 

要請するものとする。 

 

（重機派遣要請） 

第 23 調整本部長は、重機保有団体の協力が必要と判断した場合は、重機派遣 

について災害時の応援協定を締結している団体に、長野県災害対策本部を通 

じて要請するものとする。 

２ 調整本部長は、必要に応じ、重機等を保有する土砂・風水害機動支援部隊の 

応援要請又は増隊要請を行うものとする。 
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（物資等調達要請） 

第 24 調整本部長は、食糧及び仮設トイレ等の調達が必要と判断した場合は、 

物資調達について災害時の応援協定を締結している団体に、長野県災害対策 

本部を通じて要請するものとする。 

 

（増隊要請） 

第 25 知事は、緊急消防援助隊の活動状況を踏まえ、人員又は装備等の観点か 

ら緊急消防援助隊を増隊する必要があると判断した場合には、長官に増隊の 

要請を行うものとする。 

 

（部隊移動） 

第 26 緊急消防援助隊の部隊移動に関する手続は、別図第２又は別図第３のと 

おり行うものとする。 

 

（長官の求め又は指示による部隊移動） 

第 27 知事は、長官から要請要綱別記様式６－１により意見を求められた場合 

は、被災地の市町村長等に対して意見を求めるものとする。 

２ 被災地の市町村長等は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、知事 

に対して要請要綱別記様式６－２により回答するものとする。 

３ 知事は、被災地の市町村長等の意見を付して、長官に対して要請要綱別記様 

式６－２により回答するものとする。 

４ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－４により連絡を受けた場合は、被災 

地の市町村長等に対して連絡するものとする。 

５ 知事は、長官から要請要綱別記様式６－５により、県への部隊移動の求め又 

は指示を行った旨の連絡を受けた場合は、部隊移動先の市町村長等に対して 

連絡するものとする。 

 

（知事による部隊移動） 

第 28 知事は、部隊の移動先、規模及び必要性を明示して、調整本部に対して 

部隊移動に関する意見を求めるものとする。 

２ 調整本部は、前項の規定に基づく意見を求められた場合は、被災地の市町村 

長等の意見を把握するよう努めるとともに、県内の消防の応援等の状況を総 

合的に勘案して、知事に対して部隊移動に関する意見を回答するものとする。 

３ 知事は、調整本部の意見を踏まえ、指揮支援本部長を経由して応援都道府県 

大隊等の長に対し、要請要綱別記様式６－６により指示を行うものとする。 

４ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、部隊移動先の市町村長等に対して 
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要請要綱別記様式６－７により通知するものとする。 

５ 知事は、部隊移動の指示を行った場合は、長官に対して速やかに要請要綱別 

記様式６－８により通知するものとする。 

６ 調整本部は、部隊移動の指示内容について、適切に記録しておくものとする。 

 

（部隊移動に係る連絡） 

第 29 調整本部は、部隊移動を行う場合は、長野県災害対策本部に対して部隊 

規模を連絡し、道路啓開、先導等の所要の措置を要請するものとする。 

 

 

第６章 応援等の引揚げの決定 

（活動終了及び引揚げの決定） 

第 30 被災地の市町村長等は、指揮支援本部長からの活動報告、現地合同調整 

所における調整結果等を統合的に勘案し、緊急消防援助隊の活動終了を判断 

するものとし、知事へ直ちに電話によりその旨を連絡するものとする。 

２ 前項の連絡を受けた知事は、政府現地対策本部等と調整の上、緊急消防援助 

隊の引揚げを決定する。この場合において、長官、被災地の市町村長等及び指 

揮支援部隊長に対して直ちに電話によりその旨を通知するものとし、書面に 

よる通知をファクシミリにより速やかに行うものとする。（要請要綱別記様式 

４－１） 

３ 知事は、緊急消防援助隊の活動終了に伴い調整本部を廃止した場合は、長官 

に対して、速やかにその旨を報告するものとする。 

 

 

第７章 その他 

（情報共有） 

第 31 調整本部、指揮支援本部及び指揮本部は、緊急消防援助隊動態情報シス 

テム、支援情報共有ツール、ヘリコプター動態管理システム等を積極的に活用 

し、緊急消防援助隊等との情報共有に努めるものとする。 

 特に、緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを活用し、 

被害状況や活動状況を撮影した動画及び静止画の共有に努めるものとする。 

２ 被害状況は、地上からの情報収集のほか、消防防災ヘリコプター及びドロー 

ン等を有効に活用し、上空からも積極的に情報収集を行い、情報共有に努める 

のものとする。 
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（災害時の体制整備） 

第 32 知事、各市町村長及び各消防本部の消防長は、関係機関と連携し、災害 

時における重機派遣に関する協力体制、燃料等の供給体制及び物資等の調達 

体制を構築し、災害時の体制整備に努めるものとする。 

 

（県の受援計画の策定） 

第 33 知事は、県内の市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を受ける場合 

の受援計画を策定するものとする。 

２ 知事は、受援計画の策定及び変更に当たっては、代表消防機関の長と調整を 

行うとともに、各消防本部の消防長の意見を集約するものとする。 

３ 知事は、受援計画の策定又は変更に当たっては、地域防災計画の内容と整合 

を図るものとする。 

４ 知事は、受援計画を策定又は変更した場合は、長官に対して当該計画を報告 

するとともに、県に対応する第一次出動都道府県大隊及び出動準備都道府県 

大隊の都道府県の知事並びに県に対応する統括指揮支援隊及び指揮支援隊の 

属する消防本部の消防長に対して策定又は変更した旨を連絡するものとする。 

 

（消防本部の受援計画の策定） 

第 34 各消防本部の消防長は、緊急消防援助隊の受入れが円滑に行われるよう 

に、緊急消防援助隊受援計画を策定するものとする。 

２ 各消防本部の消防長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、県が策定す 

る受援計画及び地域防災計画の内容と整合を図るものとする。 

３ 各消防本部の消防長は、当該計画を策定又は変更した場合は、知事に対して 

報告するものとする。 

 

（航空隊の受援計画） 

第 35 航空隊の受援計画については、本計画に定める事項の他、長野県緊急消 

防援助隊航空隊受援計画に定めるものとする。 

 

（地理情報） 

第 36 各消防本部は、緊急消防援助隊の活動が円滑に行われるように、次に掲 

げる事項を記した地図を作成しておくものとする。 

(1) 広域地図 

(2) 住宅地図 

(3) ヘリコプターの離着陸場位置図 

(4) 燃料補給場所位置図 
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(5) 消防水利位置図 

(6) 物資等の調達可能場所位置図 

(7) 救急搬送医療機関位置図 

 

（県の訓練） 

第 37 県は、原則年１回、県総合防災訓練又は緊急消防援助隊関東ブロック合 

同訓練等において、関係機関と合同で調整本部の設置運営訓練を行うなど、緊 

急消防援助隊の受援体制の強化を図るものとする。 

 

 

附 則  

この計画は、平成 18年 12月１日から施行する。  

   附 則  

この計画は、平成 20年８月 27日から施行する。 

   附 則  

この計画は、平成 21年４月１日から施行する。 

   附 則  

この計画は、平成 24年６月１日から施行する。 

   附 則  

この計画は、平成 25年６月５日から施行する。 

   附 則  

この計画は、令和元年６月 27日から施行する。 

   附 則 

この計画は、令和２年 12月３日から施行する。 
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別表第１

№ 用語 内容 備考

1 法 「消防組織法（昭和22年12月23日法律第226号）」をいう。

2 基本計画
「緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本的な事項に関する計画（平成16年２月６日消防
震第９号）」をいう。

3 運用要綱 「緊急消防援助隊の運用に関する要綱（平成16年３月26日消防震第19号）」をいう。

4 代表消防機関
消防庁長官が、都道府県ごとに、消防機関の推薦に基づき定めた当該都道府県大隊の出動に関する
調整を行う消防機関をいう。

基本計画
第２章第２節２

5 代表消防機関代行 代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその任務を代行する消防機関をいう。

6 応援等 災害が発生した市町村の消防の応援又は支援をいう。 法第44条第１項

7 長官 消防庁長官をいう。

8 迅速出動
法第44条に基づき、あらかじめ長官と都道府県知事及び市町村長の間で一定条件付きの緊急消防援
助隊の出動等に関する措置要求等の準備行為を行っておき、災害等の規模が該当条件を満たした場合
に当該措置要求を行い、これに応じて出動することをいう。

要請要綱第２条（14）

9 調整本部
被災地の応援等のため当該都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村が実施する措置の総合調
整を円滑に実施するため、被災地の属する都道府県知事が設置する消防応援活動調整本部をいう。

法第44条の２

10 被災地消防本部 被災地を管轄する消防本部をいう。 運用要綱第２条(１)

11 活動拠点ヘリベース 被災地（被災地の周辺地域を含む）における航空機を用いた消防活動の拠点をいう。 運用要綱第２条(４)

12 フォワードベース
被災地近傍の飛行場外離着陸場等で、活動拠点ヘリベースに都度帰投することなく航空活動を安全か
つ効率的に継続することを目的として設置する離着陸、給油、人員の乗降機、装備・物資等の積み降ろ
しが可能な拠点をいう。

13 航空指揮本部 活動拠点ヘリベースの指揮本部をいう。 運用要綱第２条(４)

14 指揮本部 被災地消防本部の指揮本部をいう。 運用要綱第２条(２)

15 指揮者 被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。
基本計画
第２章第５節１(４)

16 指揮支援部隊
大規模災害又は特殊災害の発生に際し、ヘリコプター等で緊急に被災地に赴き、災害に関する情報を
収集し、長官及び関係のある都道府県知事等に伝達するとともに、被災地における緊急消防援助隊に
係る指揮が円滑に行われるように支援活動を行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節１（１）

17 指揮支援部隊長
指揮支援部隊を統括し、被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及び指揮を
受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(３)

18 指揮支援本部
被災地の消防本部及び消防団、都道府県内消防応援隊並びに緊急消防援助隊の活動調整、関係機関
との活動調整、調整本部に対する報告等を行うため、指揮支援隊長等を本部長として被災地に設置す
る本部をいう。

運用要綱第25条

19 指揮支援隊長
被災地の指揮者を補佐し、及び指揮者の指揮を受け被災地における緊急消防援助隊の活動を管理す
ることを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(４)

20 都道府県大隊長
都道府県大隊を統括して被災地へ赴くとともに、指揮支援隊長の管理を受け、被災地における都道府県
大隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第２節３

21 ヘリベース指揮者 航空機の活動拠点で航空機を用いた消防活動の指揮を行う者をいう。
基本計画
第２章第５節１(５)

22 航空指揮支援本部
受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整、航空に係る緊急消防援助隊の
安全管理、調整本部に対する報告等を行うため、航空指揮支援隊長を本部長として航空指揮本部と同
一の場所に設置する本部をいう。

運用要綱第26条

23 航空指揮支援隊長
ヘリベース指揮者を補佐し、及びヘリベース指揮者の指揮を受け被災地における航空に係る緊急消防
援助隊の活動を管理することを任務とする者をいう。

基本計画
第２章第５節１(５)

24 統合機動部隊
長官の出動の求め又は指示後、迅速に出動し、被災地において消防活動を緊急に行うとともに、都道府
県大隊が後続する場合に当該都道府県大隊の円滑な活動に資する情報の収集及び提供を行うことを
任務とする。

基本計画
第２章第５節２

25
エネルギー・産業基盤災害即応部隊
（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）

石油コンビナート、化学プラント等エネルギー・産業基盤の立地する地域における特殊災害に対し、高度
かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節３

26 NBC災害即応部隊
ＮＢＣ災害（緊急消防援助隊に関する政令（平成15年８月29日政令第379号）第１条に規定する原因によ
り生ずる特殊な災害をいう。）に対し、高度かつ専門的な消防活動を迅速かつ的確に行うことを任務とす
る部隊をいう。

基本計画
第２章第５節４

27 土砂・風水害機動支援部隊
土砂災害又は風水害に対し、他の都道府県大隊等と連携し、重機等を用いた消防活動を迅速かつ的確
に行うことを任務とする部隊をいう。

基本計画
第２章第５節５

28 進出拠点 緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一次的に集結する場所を含む。）をいう。 運用要綱第２条(15)

29 陸上隊 航空指揮支援隊、航空部隊及び水上小隊以外の隊をいう。

30 航空隊
法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航空機を用いた消防活動を行う消防本部の消
防隊をいう。

運用要綱第２条(11)

31 部隊移動

法第44条の規定に基づく長官の措置の求め又は指示により、被災地において既に行動している緊急消
防援助隊が市町村（東京都の特別区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町
村とみなす。以下この号において同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地へ出動すること、又は
法第44条の３の規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防
援助隊が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。

要請要綱第２条(21)

用語の定義

14
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別表第２

統括指揮支援隊

指揮支援隊

指揮支援隊
航空

指揮支援隊
都道府県大隊

指揮隊
統合機動部隊

指揮隊

エネルギー
産業基盤災害

即応部隊
指揮隊

NBC災害
即応部隊
指揮隊

土砂・風水害
機動支援部隊

指揮隊
消火小隊 救助小隊 救急小隊

後方支援
小隊

通信支援
小隊

特殊災害
小隊

特殊装備
小隊

水上小隊 航空小隊
航空

後方支援小隊
計

群馬県 0 1 4 1 0 1 1 40 8 23 16 1 4 4 0 0 1 105

新潟県 3 1 3 1 1 1 1 62 16 37 22 2 11 8 1 1 1 172

山梨県 0 1 3 1 0 1 1 21 5 14 14 1 2 4 0 1 1 70

岐阜県 0 1 4 3 0 1 1 55 14 38 16 1 2 6 0 2 1 145

計 3 4 14 6 1 4 4 178 43 112 68 5 19 22 1 4 4 492

栃木県 0 1 3 1 0 1 1 39 11 27 17 0 5 8 0 1 1 116

茨城県 0 1 3 3 0 1 1 61 14 49 30 1 10 18 1 1 1 195

埼玉県 3 1 5 1 0 1 1 108 26 59 44 0 14 23 0 3 1 290

千葉県 2 1 3 1 1 1 1 100 24 64 49 1 24 23 2 2 1 300

東京都 3 1 3 1 0 1 1 175 14 59 35 1 11 30 5 8 1 349

神奈川県 8 1 3 1 1 3 1 97 22 71 34 2 27 39 2 4 1 317

富山県 0 1 3 1 0 1 1 30 7 20 14 1 3 9 0 1 1 93

石川県 0 1 3 1 0 1 0 29 5 15 16 1 6 8 0 1 1 88

福井県 0 1 3 1 0 1 0 29 5 12 11 1 5 2 0 1 0 72

静岡県 5 3 2 1 1 2 1 55 18 39 24 0 9 22 0 3 3 188

愛知県 3 2 3 1 1 1 1 111 25 73 40 1 21 31 1 3 2 320

三重県 0 1 2 1 1 1 1 41 7 29 13 0 5 8 0 1 1 112

計 24 15 36 14 5 15 10 875 178 517 327 9 140 221 11 29 14 2,426

航空小隊

第一次出動航空小隊【10機】

統括指揮支援隊
輸送航空小隊

静岡県　　　愛知県　　　三重県　　　滋賀県　　　京都市　　　大阪市

出動準備航空小隊【12機】

栃木県　　　茨城県　　　千葉市　　　川崎市　　　石川県　　　福井県

長野県への応援部隊【基本計画・要請要綱】

東京消防庁（東京消防庁が被災等により任務を遂行できない場合は、横浜市消防局が代行。）

さいたま市消防局　　東京消防庁　　横浜市消防局　　新潟市消防局　　静岡市消防局

陸上隊

都道府県

登録隊数（令和２年４月１日現在）

第一次
出動県

出動準備
都道府県

〇：指揮支援隊輸送航空小隊を示す。

情報収集航空小隊 救助・救急・輸送航空小隊等

○横浜市　　○新潟県　　富山県　 岐阜県　　〇静岡市　　浜松市　　名古屋市〇埼玉県　山梨県東京消防庁

15
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別表第３

地域衛星通信ネットワーク
（平日）

地域衛星通信ネットワーク
（休日･夜間）

機関名 担当課（室） 電話番号 ＦＡＸ 担当課（室） 電話番号 ＦＡＸ 電話番号 ＦＡＸ 電話番号 ＦＡＸ 電話番号 電話番号

総務省消防庁 広域応援室 03-5253-7527 03-5253-7537 kinentai@soumu.go.jp 消防庁宿直室 03-5253-7777 03-5253-7553 120-90-49013 120-90-49033 120-90-49102 120-90-49036 048-500-90-49013 048-500-90-49102

長野県危機管理部 消防課 026-235-7182 026-233-4332 shobo@pref.nagano.lg.jp 消防課 026-235-7182 026-233-4332 20-212 20-241 20-212 20-241 020-231-5205 020-231-5205

長野市消防局 警防課 026-227-8002 026-228-6398 keibou@city.nagano.lg.jp 通信指令課 026-226-0119 026-228-6398 020-202-8-124 020-202-8-168

松本広域消防局 警防課 0263-25-1699 0263-25-3987 shobo@m-kouiki.or.jp 通信指令課 0263-25-0119 0263-25-6108 020-533-79 020-533-76 020-533-79 020-533-76 020-533-8-2300 020-533-8-3000

東京消防庁 警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 keibouka1@tfd.metro.tokyo.jp 警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 9506-71511 9506-71511 9503-013-601-9-501-3545 9503-013-601-9-501-3545

横浜市消防局 警防課 045-334-6713 045-334-6710
sy-keibo@city.yokohama.lg.jp
sy-keibosr@city.yokohama.lg.jp

司令課 045-332-1351 045-331-5221 TN-014-700-10-721 TN-014-700-10-721

さいたま市消防局 警防課 048-833-7944 048-833-7201 shobo-keibo@city.saitama.lg.jp 指令課 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5512 011-704-5898

新潟市消防局 警防課 025-288-3250 025-288-3255 keibo.fb@city.niigata.lg.jp 指令課 025-288-3270 025-288-3275 TN-015-492-2053 TN-015-492-2085

静岡市消防局 警防課 054-280-0162 054-280-0168 shobou-keibo@city.shizuoka.lg.jp 指令課 054-280-0120 054-280-0128 TN-022-176-6010 TN-022-176-6010

群馬県 総務部 消防保安課 027-897-2686 027-221-0158 hoanka@pref.gunma.lg.jp 消防保安課 027-897-2686 027-221-0158 10-351 10-310 10-351 10-310 010-3001-2250 010-3001-2250

新潟県 防災局 消防課 025-282-1664 025-282-1667 ngt130020@pref.niigata.lg.jp  消防課（宿日直経由) 025-285-5511 025-282-1667 15-11 15-11 15-11 15-11 TN-015-401-20-6442 TN-015-401-825

山梨県 防災局 消防保安課 055-223-1430 055-223-1429
shobo@pref.yamanashi.lg.jp
hosaka-hrjv@pref.yamanashi.lg.jp

消防保安課（宿日直経由） 055-223-1430 055-223-1858 19-2538 19-2529 19-2538 19-2529 019-200-2538 019-200-2538

岐阜県 危機管理部 消防課 058-272-1122 058-278-2549 c11193@pref.gifu.lg.jp 災害情報集約センター 058-272-1034 058-271-4119 21-670 21-679 21-671 21-679 021-400-730 021-418-719

群馬県 前橋市消防局 警防課 027-220-4511 027-220-4527 keibou@mfd.city.maebashi.gunma.jp 通信指令課 027-220-4500 027-220-4528 010-701-1351 010-701-1400

新潟県 新潟市消防局 警防課 025-288-3250 025-288-3255 keibo.fb@city.niigata.lg.jp 指令課 025-288-3270 025-288-3275 TN-015-492-2053 TN-015-492-2085

山梨県 甲府地区広域行政事務組合消防本部 警防課 055-222-1269 055-222-7583 keibou@kfd.or.jp 指令課 055-222-1190 055-235-2119 9-220-1-036 9-220-2-036 9-220-1-036 9-220-2-036 019-213 019-213

岐阜県 岐阜市消防本部 消防課 058-262-7162 058-266-8154 sh-syobo@city.gifu.lg.jp 指令課 058-262-8151 058-266-8155 021-418-2-2531 021-418-2-2531

栃木県 県民生活部 消防防災課 028-623-2132 028-623-2146
syoubou@pref.tochigi.lg.jp
kumakuram2001@pref.tochigi.lg.jp

消防防災課 028-623-2132 028-623-2146 09-7501 09-7506 09-7501 09-7506 009-500-2132 009-500-2132

茨城県 防災・危機管理部 消防安全課 029-301-2896 029-301-2887 shobo-shobo@pref.ibaraki.lg.jp 防災・危機管理課 029-301-2885 029-301-2898 08-2896 08-2885 08-2898 008-100-2896 008-100-2887

埼玉県 危機管理防災部 消防課 048-830-8171 048-830-8159 a3165-58@pref.saitama.lg.jp システム管理室 048-830-8111 048-830-8119 11-6-8171 11-6-8159 11-6-8111 11-6-8119 011-200-6-8171 011-200-6-8111

千葉県 防災危機管理部 危機管理課災害対策室 043-223-2175 043-222-1127 bousai6@mz.pref.chiba.lg.jp 危機管理課情報通信管理室 043-223-2178 043-222-5219 500-7320 500-7298 500-7225 500-7110 012-500-7320 012-500-7320

東京都 総合防災部 防災管理課 03-5388-2457 03-5388-1270 Syoubou_Tmg@ml.metro.tokyo.jp 夜間防災連絡室 03-5388-2459 03-5388-1958 13-70671 13-70023 13-70349 13-70023 013-100-70671 013-100-2-70349

神奈川県 くらし安全防災局防災部 消防保安課 045-210-3436 045-210-8829 fm0313.n9f@pref.kanagawa.lg.jp くらし安全防災局指令情報室 045-210-3456 045-201-6409 14-9722 14-9734 14-9722 14-9734 TN-014-400-9722 TN-014-400-9722

富山県 総合政策局 消防課 076-444-3188 076-432-0657
ashoboka@pref.toyama.lg.jp
hitoshi.omori@pref.toyama.lg.jp

宿直室 076-444-3187 076-432-0657 16-3364 16-2827 16-3363 16-2827 016-111-3364 016-111-3363

石川県 危機管理監室 消防保安課 076-225-1481 076-225-1484 e170700@pref.ishikawa.lg.jp 消防保安課 076-225-1481 076-225-1484 17-4288 17-6897 17-4288 17-6897 017-111-4288 017-111-4288

福井県 安全環境部 危機対策・防災課 0776-20-0309 0776-22-7617 y-okazaki-4y@pref.fukui.lg.jp 危機対策・防災課 0776-20-0742 0776-22-7617 18-111 18-113 18-113 018-111-610-2176 018-111-610-4447

静岡県 危機管理部 消防保安課 054-221-2073 054-221-3327 shoubo@pref.shizuoka.lg.jp 防災当直 054-221-2072 054-221-3252 22-32 22-26 22-21 22-26 022-100-2073 022-100-2072

愛知県 防災安全局防災部 消防保安課 052-954-6141 052-954-6994 shobohoan@pref.aichi.lg.jp 宿日直室 052-954-6844 052-954-6995 23-2539 23-4694 23-5250 23-4695 023-600-2539 023-600-5250

三重県 防災対策部 消防・保安課 059-224-2108 059-224-2199 shobo@pref.mie.lg.jp 消防・保安課 059-224-2108 059-224-2199 24-11 24-11(切替) 24-11 24-11(切替) 024-101-8-2108 024-101-8-2108

栃木県 宇都宮市消防局 警防課 028-625-3007 028-625-5509 u35030001@city.utsunomiya.lg.jp 通信指令課 028-625-5599 028-625-3001 009-651-02 009-651-02

茨城県 水戸市消防本部 消防救助課 029-221-0111 029-221-0147 direcyive@city.mito.lg.jp 消防救助課 029-221-0111 029-221-0147 008-510-8402 008-510-8402

埼玉県 さいたま市消防局 警防課 048-833-7944 048-833-7201 shobo-keibo@city.saitama.lg.jp 指令課 048-833-5000 048-833-1237 011-704-5512 011-704-5898

千葉県 千葉市消防局 警防課 043-202-1647 043-202-1654 keibo.FPD@city.chiba.lg.jp ちば消防共同指令センター 043-223-1831 043-202-1678 101-800-3111 101-800-3109 101-800-3690 101-800-3669 012-101-800-3111 012-101-800-3690

東京都 東京消防庁 警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 keibouka1@tfd.metro.tokyo.jp 警防課 03-3212-2258 03-3213-1476 9506-71511 9506-71511 9503-013-601-9-501-3545 9503-013-601-9-501-3545

神奈川県 横浜市消防局 警防課 045-334-6713 045-334-6710
sy-keibo@city.yokohama.lg.jp
sy-keibosr@city.yokohama.lg.jp

司令課 045-332-1351 045-331-5221 TN-014-700-10-721 TN-014-700-10-721

富山県 富山市消防局 警防課 076-493-4872 076-493-4018 syoboukeibou-01@city.toyama.lg.jp 通信指令課 076-493-4141 076-493-4011 016-116-80-91-9-251 016-116-80-91-9-268

石川県 金沢市消防局 警防課 076-280-3094 076-280-0020 m-keibouka@syoubou.city.kanazawa.lg.jp 情報指令課 076-280-0119 076-280-4999 017-451-10 017-451-10

福井県 福井市消防局 救急救助課 0776-20-3998 0776-20-3119 ffd-kyukyu@city.fukui.lg.jp 管制課 0776-20-3999 0776-20-6119 018-350-1-1241 018-350-1-1280

静岡県 静岡市消防局 警防課 054-280-0162 054-280-0168 shobou-keibo@city.shizuoka.lg.jp 指令課 054-280-0120 054-280-0128 TN-022-176-6010 TN-022-176-6010

愛知県 名古屋市消防局 消防課 052-972-3557 052-951-8463 00shobo@fd.city.nagoya.lg.jp 指令課 052-972-3534 052-953-0119 023-700-6300 023-700-6300

三重県 四日市市消防本部 消防救急課 059-356-2004 059-356-2016 syoboukyukyu@city.yokkaichi.lg.jp 消防救急課 059-356-2007 059-356-2016 024-202-21 024-202-21

休日・夜間 消防防災無線（平日） 消防防災無線（休日・夜間）
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別表第４

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ

長野市災害対策本部 長野市大字鶴賀緑町1613 026-226-4911 026-224-5100 020-201-79 020-201-76

信濃町災害対策本部 上水内郡信濃町大字柏原428-1 026-255-3111 026-255-6103 020-592-79 020-592-76

飯綱町災害対策本部 上水内郡飯綱町大字牟礼2795-1 026-253-2511 026-253-6887 020-593-79 020-593-76

小川村災害対策本部 上水内郡小川村大字高府8800-8 026-269-2323 026-269-3578 020-612-79 020-612-76

須坂市災害対策本部 須坂市大字須坂1528番地の1 026-248-9000 026-246-0750 020-641-79 020-641-76

小布施町災害対策本部 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111 026-247-3113 020-642-79 020-642-76

高山村災害対策本部 上高井郡高山村大字高井4972 026-245-1100 026-248-0066 020-643-79 020-643-76

千曲市災害対策本部 千曲市大字杭瀬下2丁目1番地 026-273-1111 026-273-1004 020-631-79 020-631-76

坂城町災害対策本部 坂城町大字坂城10050番地 0268-82-3111 0268-82-8307 020-632-79 020-632-76

飯山市災害対策本部 飯山市大字飯山1110－1 0269-62-3111 0269-62-5990 020-661-79 020-661-76

木島平村災害対策本部 下高井郡木島平村大字往郷914-6 0269-82-3111 0269-82-4121 020-662-79 020-662-76

野沢温泉村災害対策本部 下高井郡野沢温泉村大字豊郷9817 0269-85-3111 0269-85-3913 020-663-79 020-663-76

栄村災害対策本部 下水内郡栄村大字北信3433 0269-87-3111 0269-87-3083 020-664-79 020-664-76

中野市災害対策本部 中野市三好町1丁目3番19号 0269-22-2111 0269-26-0349 020-651-79 020-651-76

山ノ内町災害対策本部 下高井郡山ノ内町大字平穏3352-1 0269-33-3111 0269-33-4527 020-652-79 020-652-76

松本市災害対策本部 松本市丸の内3－7 0263-34-3001 0263-33-1877 020-531-79 020-531-76

塩尻市災害対策本部 塩尻市大門7－3－3 0263-52-0280 0263-54-5549 020-541-79 020-541-76

安曇野市災害対策本部 安曇野市豊科町4340 0263-72-6769 0263-72-6739 020-551-79 020-551-76

麻績村災害対策本部 東筑摩郡麻績村麻3837 0263-67-3001 0263-67-3094 020-523-79 020-513-76

生坂村災害対策本部 東筑摩郡生坂村5493-2 0263-69-3111 0263-69-3115 020-513-79 020-513-76

山形村災害対策本部 東筑摩郡山形村2030-1 0263-98-3111 0263-98-3078 020-542-79 020-542-76

朝日村災害対策本部 東筑摩郡朝日村小野沢296-5 0263-99-2001 0263-99-2745 020-543-79 020-543-76

筑北村災害対策本部 東筑摩郡筑北村坂北2187 0263-66-2211 0263-66-3656 020-521-79 020-521-76

大町市災害対策本部 大町市大町3887 0261-22-0420 0261-23-4304 020-571-79 020-571-76

池田町災害対策本部 池田町大字池田3203-6 0261-62-3131 0261-62-9404 020-572-79 020-572-76

松川村災害対策本部 松川村76-5 0261-62-3111 0261-62-9405 020-573-79 020-573-76

白馬村災害対策本部 白馬村大字北城7025 0261-72-5000 0261-72-7001 020-582-79 020-582-76

小谷村災害対策本部 小谷村大字中小谷丙131 0261-82-2001 0261-82-2232 020-583-79 020-583-76

木曽町災害対策本部 木曽町福島2326-6 0264-22-3000 0264-24-3600 020-481-79 020-481-76

上松町災害対策本部 上松町駅前通2－13 0264-52-2001 0264-52-2150 020-491-79 020-491-76

南木曽町災害対策本部 南木曽町読書3668－1 0264-57-2001 0264-57-2270 020-501-79 020-501-76

木祖村災害対策本部 木祖村薮原1191－1 0264-36-2001 0264-36-3344 020-483-79 020-483-76

王滝村災害対策本部 王滝村3623 0264-48-2001 0264-48-2172 020-494-79 020-494-76

大桑村災害対策本部 大桑村長野2778 0264-55-3080 0264-55-4134 020-502-75 020-502-76

上田市災害対策本部 上田市大手一丁目11番16号 0268-22-4100 0268-25-4100 020-361-79 020-361-76

東御市災害対策本部 東御市県281番地2 0268-62-1111 0268-63-5431 020-371-79 020-371-76

青木村災害対策本部 小県郡青木村大字田沢111 0268-49-0111 0268-49-3670 020-364-79 020-364-76

長和町災害対策本部 小県郡長和町長久保525番地１ 0268-68-3111 0268-68-4011 020-372-79 026-372-76

北アルプス広域消防本部

木曽広域消防本部

上田地域広域連合消防本部

松本広域消防局

長野県内市町村の災害情報等連絡先

管轄消防（局）本部 災害対策本部名 災害対策本部設置場所

ＮＴＴ回線 地域衛星通信ネットワーク

長野市消防局

須坂市消防本部

千曲坂城消防本部

岳北消防本部

岳南広域消防本部
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別表第４

小諸市災害対策本部 小諸市相生町三丁目3番3号 0267-22-1700 0267-23-8766 020-321-79 020-321-76

佐久市災害対策本部 佐久市中込3056番地 0267-62-2111 0267-63-1680 020-331-79 020-331-76

佐久穂町災害対策本部 南佐久郡佐久穂町大字高野町569番地 0267-86-2525 0267-86-4935 020-322-79 020-322-76

小海町災害対策本部 南佐久郡小海町大字豊里57番地1 0267-92-2525 0267-92-4335 020-311-79 020-311-76

川上村災害対策本部 南佐久郡川上村大字大深山525番地 0267-97-2121 0267-97-2125 020-312-79 020-312-76

南牧村災害対策本部 南佐久郡南牧村大字海ノ口1051番地 0267-96-2211 0267-96-2158 020-313-79 020-313-76

南相木村災害対策本部 南佐久郡南相木村3525番地1 0267-78-2121 0267-78-2139 020-342-79 020-342-76

北相木村災害対策本部 南佐久郡北相木村2744番地 0267-77-2111 0267-77-2879 020-343-79 020-343-76

軽井沢町災害対策本部 北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 0267-45-8111 0267-46-3165 020-341-79 020-341-76

御代田町災害対策本部 北佐久郡御代田町大字馬瀬口1794番地6 0267-32-3111 0267-32-3929 020-323-79 020-323-76

立科町災害対策本部 北佐久郡立科町大字芦田2532番地 0267-56-2311 0267-56-2310 020-352-79 020-352-76

岡谷市災害対策本部 岡谷市幸町8番1号 0266-23-4811 0266-24-0689 020-381-79 020-381-76

諏訪市災害対策本部 諏訪市高島一丁目22番30号 0266-52-4141 0266-57-0660 020-391-79 020-391-76

茅野市災害対策本部 茅野市塚原二丁目6番1号 0266-72-2101 0266-72-9040 020-392-79 020-392-76

下諏訪町災害対策本部 諏訪郡下諏訪町西鷹野町4613-8 0266-27-1111 0266-28-1070 020-382-79 020-382-76

富士見町災害対策本部 諏訪郡富士見町落合10777番地 0266-62-2250 0266-62-4481 020-393-79 020-393-76

原村災害対策本部 諏訪郡原村払沢 6549-1 0266-79-2111 0266-79-5504 020-394-79 020-394-76

飯田市災害対策本部 飯田市大久保町2534 0265-22-4511 0265-24-9316 020-441-79 020-441-76

松川町災害対策本部 松川町元大島3823 0265-36-3111 0265-36-5091 020-452-79 020-452-76

高森町災害対策本部 高森町下市田2183-1 0265-35-3111 0265-35-8294 020-451-79 020-451-76

阿智村災害対策本部 阿智村大字駒場483 0265-43-2220 0265-43-3940 020-432-79 020-432-76

喬木村災害対策本部 喬木村6664 0265-33-2001 0265-33-4511 020-444-79 020-444-76

豊丘村災害対策本部 豊丘村神稲3120 0265-35-3311 0265-35-9065 020-443-79 020-443-76

大鹿村災害対策本部 大鹿村大字大河原354 0265-39-2001 0265-39-2269 020-454-79 020-454-76

阿南町災害対策本部 阿南町東條58-1 0260-22-2141 0260-22-2576 020-471-79 020-471-76

平谷村災害対策本部 平谷村354 0265-48-2211 0265-48-2212 020-462-79 020-462-76

根羽村災害対策本部 根羽村2131-1 0265-49-2111 0265-49-2277 020-463-79 020-463-76

下條村災害対策本部 下條村睦沢8801-1 0260-27-2311 0260-27-3536 020-433-79 020-433-76

売木村災害対策本部 売木村968-1 0260-28-2311 0260-28-2135 020-464-79 020-464-76

天龍村災害対策本部 天龍村平岡878 0260-32-2001 0260-32-2525 020-472-79 020-472-76

泰阜村災害対策本部 泰阜村3236-1 0260-26-2111 0260-26-2553 020-434-79 020-434-76

伊那市災害対策本部 伊那市下新田3050 0265-78-4111 0265-74-1250 020-401-79 020-401-76

辰野町災害対策本部 上伊那郡辰野町中央１番地 0266-41-1111 0266-41-3976 020-421-79 020-421-76

箕輪町災害対策本部 上伊那郡箕輪町大字中箕輪10298 0265-79-3111 0265-79-0230 020-422-79 020-422-76

南箕輪村災害対策本部 上伊那郡南箕輪村4825-1 0265-72-2104 0265-73-9799 020-423-79 020-423-76

駒ヶ根市災害対策本部 駒ヶ根市赤須町20番1号 0265-83-2111 0265-83-4348 020-411-79 020-411-76

飯島町災害対策本部 上伊那郡飯島町飯島2537 0265-86-3111 0265-86-4395 020-412-78 020-412-76

中川村災害対策本部 上伊那郡中川村大草4045-1 0265-88-3001 0265-88-3890 020-413-71 020-413-76

宮田村災害対策本部 上伊那郡宮田村98 0265-85-3181 0265-85-4725 020-404-79 020-404-76

上伊那広域消防本部

佐久広域連合消防本部

諏訪広域消防本部

飯田広域消防本部
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別表第５

電話 ＦＡＸ 電話 ＦＡＸ

〒380-0901 昼　間 警防課 026-227-8002 020-202-8-124

長野市大字鶴賀1730-2 夜間・休日 通信指令課 026-226-0119 020-202-8-168

〒382-0094 昼　間 須坂市消防本部警防課 026-245-4900 026-248-4460 020-644-8401 s-keibou@city.suzaka.lg.jp

須坂市大字小山1306 夜　間 須坂市消防本部通信指令室 026-245-0119 026-248-1259 026-644-8101 s-shobo@city.suzaka.lg.jp

〒389-0806 昼　間 警防課

千曲市大字磯部1221番地 夜　間 通信指令室

〒383-0045 昼　間 岳南広域消防本部通信室

中野市大字江部1324番地2 夜　間 岳南広域消防本部通信室

〒389-2253 昼　間 岳北消防本部通信指令室

飯山市大字飯山3690番地1 夜　間 岳北消防本部通信指令室

〒385-0051 昼　間 佐久広域連合消防本部　警防課 0267-64-0119 0267-62-7745

佐久市中込2947 夜　間 通信指令課 0267-62-6571 0267-62-7746

〒386-0024 昼　間 上田地域広域連合消防本部 0268-23-6901

上田市大手二丁目7番16号 夜　間 通信指令室 0268-21-2003

〒390-0841 昼　間 松本広域消防局 0263-25-0119 0263-25-3987 020-533-8-2200

松本市渚1-7-12 夜　間 通信指令課 0263-25-6108 0263-25-6108 020-533-8-3000

〒398-0002 昼　間 総務課警防係

大町市大町4724番地1 夜　間 通信指令室

〒397-0001 昼　間 木曽広域消防本部 0264-24-3119 0264-24-2929

木曽郡木曽町福島3737 夜　間 木曽消防署 0264-22-0119 0264-22-2929

〒396-0025 昼　間 警防課

伊那市荒井4606番地1 夜　間 通信指令課

〒395-8533 昼　間 警防課

飯田市東栄町3345 夜　間 警防課

〒394-0003 昼　間 消防課

岡谷市加茂町一丁目2-6 夜　間 通信指令課

020-455-76

kinentai@fdcs.or.jp

020-395-76 shobohonbu@union.suwa.lg.jp

020-424-76 mail-119@union-kamiina.jp

shirei@119.iida.nagano.jp

020-645-76 gakunan-keibou@theia.ocn.ne.jp

gakuhoku@iiyama-catv.ne.jp

中
信

松本広域消防局
（代表消防機関代行）

020-533-76 shobo@m₋kouiki.or.jp

北アルプス広域消防本部 020-575-76 honbu@119kitaalps.jp

木曽広域消防本部 020-504-79 020-504-76 syoubou@kisoji.com

0261-22-0217 0261-23-4303 020-575-8-50

南
信

上伊那広域消防本部 0265-72-0119 0265-72-0712 020-424-78

諏訪広域消防本部 0266-21-1190 0266-21-2119 020-395-79

飯田広域消防本部 0265-23-0119 0265-22-0099 020-455-79

東
信

佐久広域連合消防本部 020-334-79 020-334-76 firehonbu@areasaku.or.jp

上田地域広域連合消防本部 0268-26-0119 020-365-79 020-365-76 shobo-keibo@city.ueda.nagano.jp

岳北消防本部 0269-62-0119 0269-62-3347 020-503-79 020-503-76

北
信

長野市消防局
（代表消防機関）

026-228-6398 020-202-76 keibou@city.nagano.lg.jp

須坂市消防本部 020-644-76

千曲坂城消防本部 026-276-0119 026-276-1112 020-634-79 020-634-76

岳南広域消防本部 0269-23-0119 0269-22-5991 020-654-79

長野県内消防本部連絡先

地区 　関　係　機　関　名 所　在　地
連絡・要請
窓　　　口

ＮＴＴ回線
地域衛星通信
ネットワーク Eメールアドレス
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別表第６

電話番号 Ｆ　Ａ　Ｘ
大型 18 昼間026-255-2900 昼間026-251-7101
小型 53 夜間026-255-6051 夜間026-251-7101
大型  8 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
小型 10 夜間048-758-4065 夜間048-756-3303
大型 20 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
小型106 夜間026-278-7729 夜間　　　

昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
夜間026-278-7729 夜間　　　
昼間026-262-2232 昼間026-262-2252
夜間026-264-7040 夜間026-264-7046

大型  4 昼間026-267-2188 昼間026-267-2307
小型 50 夜間026-268-3001 夜間　　　
大型 16 昼間026-278-7701 夜間026-278-7717
小型 25 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717

昼間026-274-2000 昼間026-274-3996
夜間026-232-0111 夜間026-233-4332

東日本高速道路（株）　　 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
長野管理事務所 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717

大型 32 東日本高速道路（株）　　 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
小型117 長野管理事務所 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717
大型 22 東日本高速道路（株）　　 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
小型 42 長野管理事務所 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717

昼間0263-52-0280 昼間0263-54-5549
夜間 夜間

国道158号 松本市安曇支所 昼間0263-94-2307 昼間 0263-94-2567
安房トンネル経由 山岳観光課 夜間0263-94-2301 夜間 0263-94-2567　

中日本高速道路 昼間0263-47-7515 昼間 0263-48-0713
松本管理事務所 夜間0263-48-0713 夜間 0263-48-0713

昼間0263-52-0280 昼間 0263-52-0280
夜間0262-52-0280 夜間 0262-52-0280
昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
夜間026-278-7701 夜間026-278-7717

中日本高速道路 昼間0263-47-7515 昼間 0263-48-0713
松本管理事務所 夜間0263-48-0713 夜間 0263-48-0713

昼間0263-73-8323 昼間 
夜間 夜間

中日本高速道路 昼間0263-47-7515 昼間 0263-48-0713
松本管理事務所 夜間0263-48-0713 夜間 0263-48-0713

昼間0263-52-0280 昼間0263-54-5549
夜間    〃 夜間
昼間0267-68-8861 昼間0267-68-8862
夜間0267-68-8861 夜間0267-68-8862
昼間0267-62-3404 昼間0267-63-7750
夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680
昼間0267-42-5580 昼間0267-42-8771
夜間0267-42-1111 夜間0267-42-8612
昼間0267-45-0119 昼間0267-45-2077
夜間　　　〃 夜間　　　〃
昼間0267-67-7451 昼間0267-67-7453
夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680
昼間0267-22-1700 昼間0267-23-8857
夜間　　　〃 夜間　　　〃
昼間0267-68-8861 昼間0267-68-8862
夜間0267-68-8861 夜間0267-68-8862
昼間0267-53-6060 昼間0267-53-0115
夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680
昼間0267-56-2311 昼間0267-56-2310
夜間　　　〃 夜間　　　〃
昼間0267-68-1399 昼間0267-68-1853
夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680
昼間0267-96-2211 昼間0267-96-2158
夜間　　　〃 夜間　　　〃
昼間0267-91-1101 昼間0267-91-1102
夜間　　－ 夜間　　－
昼間0267-91-1101 昼間0267-91-1102
夜間　　－ 夜間　　－
昼間0265-73-8855 昼間0265-73-8851
夜間 夜間
昼間0266-41-1111 昼間0266-41-3976
夜間　　〃 夜間　　〃
昼間0265-79-3111 昼間0265-79-0230
夜間　　〃 夜間　　〃

中央自動車道（上り） 昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
国道361号線伊那側から進入 夜間 夜間
中央自動車道（下り） 昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
国道362号線伊那側から進入 夜間 夜間

昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
夜間    〃 夜間
昼間0265-78-4111 昼間0265-74-1250
夜間0265-78-4111 夜間0265-74-1250
昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
夜間 夜間
昼間0265-86-3111 昼間0265-86-6781
夜間　  〃 夜間　  〃

有
中日本高速道路㈱ネクスコ
飯田保全サービスセンター

137.908714

42 道の駅　花の里いいじま 上伊那郡飯島町七久保2253
中央自動車道 駒ヶ根IC～
主要地方道飯島飯田線

35.662350

41 駒ヶ岳ＳＡ（下り）

137.909143 9,454
大型  7
普通108

上伊那広域消防本部

137.952916 6,000 200 有 伊那市長

14,990 196 有 ネクスコ中日本

30 有
中日本高速道路㈱ネクスコ
飯田保全サービスセンター

有 箕輪町長

11,688 70 有 辰野町長

無
中央道伊那スキー
リゾート

有 飯島町長

20,000

40 伊那市役所 伊那市下新田3050
国道153号線
伊那市役所入口

35.827641

30

駒ヶ根市赤穂15-205 中央自動車道（下り） 35.712256
大型 48
普通148

有
中日本高速道路㈱ネクスコ
飯田保全サービスセンター

39 駒ケ岳ＳＡ 駒ヶ根市赤穂15-160 中央自動車道（上り） 35.711400 137.906597

38
中央自動車道
辰野Ｐ・Ａ

辰野町平出2271-2 35.975669 138.003422 31,000

37
中央自動車道
小黒川Ｐ・Ａ

伊那市ますみが丘269 35.941249 137.932564 31,000

137.982115 16,000 20036 箕輪町役場一帯 箕輪町中箕輪松島10298
中央自動車道伊北IC～
国道153号線

35.914755

35 辰野町役場一帯 辰野町中央１ 国道153号線 35.982054 137.987463

137.918313 16,000 200

2,000 25 有 企画管理部長

34 伊那スキーリゾート駐車場 伊那市西春近3391 国道153号線～県道221号線～広域農道 35.815565

33 JA長野八ヶ岳野辺山集出荷場 南牧村大字野辺山106-1 国道141号 ＪＲ野辺山駅前 35.954660 138.472642

138.485545 2,000 25 有 企画管理部長

佐久広域連合消防本部

15,000 187 無 南牧村総務課長138.472824

138.485718 100,305 835 有 業務管理室長

10,349 200 有 立科町教育委員会　教育長138.310131

138.368052 25,600 250

32 JA長野八ヶ岳板橋集荷場 南牧村大字板橋48-3 国道141号沿　板橋地籍 35.984087

31 旧野辺山ｽｷｰ場駐車場 南牧村大字野辺山461-2 国道141号～野辺山駅前通り 35.930038

30 駒場公園 佐久市猿久保55
中部横断道佐久南ＩＣ～
国道142号・国道141号

36.254904

29
権現山運動公園
多目的グラウンド

立科町大字山部353-3 国道254号～国道142号(三才山峠） 36.277787

有 佐久市教育委員会　教育長

―
普通 45

　大型 17
有

東日本高速道路（株）
佐久管理事務所

28 望月総合グラウンド 佐久市望月1669-3 国道20号～国道142号（和田峠） 36.263469

27 佐久平ＰＡ 佐久市下平尾 上信越自動車道(下り） 36.276005 138.511326

138.457001 38,000 475 有 スポーツ課長

6,000 62 有
佐久平交流センター
管理室長

138.461723

26 小諸市総合運動場 小諸市己146−30
国道18号～
県道峰の茶屋･小諸線

36.349480

25 佐久平交流センター 佐久市佐久平駅南4-2
国道141号～
佐久平駅前通り

36.276220

138.589328
敷地4,193

(駐車2,000)
10 有 軽井沢消防署長

20,000 250 有 プリンスｽｷｰ場支配人138.643242

24 軽井沢消防署駐車場 軽井沢町大字長倉1706-8 国道18号（軽井沢バイパス） 36.338405

23 軽井沢ﾌﾟﾘﾝｽｽｷｰ場駐車場 軽井沢町軽井沢1016 国道18号～軽井沢駅南通り 36.341755

138.510125 15,800 198 有 都市計画課長

170 有
東日本高速道路（株）
佐久管理事務所

138.739648

22 佐久平ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ第２PA 佐久市下平尾 上信越自動車道（下り） 36.278018

21 横川SA 群馬県安中市松井田町横川字大林918 上信越自動車道（下り） 36.339647

塩尻市長

松本広域消防局

137.931547 12,900 200 有

9,000 180 有

100 有
東日本高速道路
長野管理事務所

有

有

塩尻市長

有

9,500 有

20
塩尻市
道の駅　小坂田公園

塩尻市塩尻町1090 国道20号線 塩尻峠 36.104691

14,000 640 有
スワンガーデン
安曇野管理事務所

19 梓川ＳＡ 安曇野市豊科高家 長野自動車道（上り） 36.270677

18 スワンガーデン安曇野 安曇野市豊科南穂高1115 県道310号線 36.302027 137.922621

137.987745 6,000 300 有

17 梓川ＳＡ駐車場 松本市島内西河原6931-6 長野自動車道（下り） 36.260435 137.934380

有 塩尻市長

16 筑北ＰＡ駐車場 麻績村砂原 長野自動車道（上り） 36.435043 138.025918 11,670

15 
中央スポーツ公園駐車場 塩尻市広丘高出1486-194
国道19号
塩尻消防署南側駐車場

36.122606 137.951374 9,000 75

14 みどり湖ＰＡ駐車場 塩尻市柿沢921-2 長野自動車道（下り） 36.096963 137.997240 9,317 53

有

13 沢渡駐車場 松本市安曇沢渡4159-14 36.164527 137.655344 42,846 200

12 小坂田公園駐車場 塩尻市塩尻町1229-5 長野自動車道塩尻IC経由 36.104604 137.984440 20,632 200

11 筑北ＰＡ 筑北村3237 長野自動車道（下り） 36.436251 138.016820 11,000

6,900
普通 26
大型 40

10 姨捨ＳＡ 千曲市大字八幡7608－2 長野自動車道（下り） 36.496786 138.095784

9 千曲川さかきＰＡ 坂城町大字坂城上戌久保8570-2 上信越自動車道(上り) 36.456430 138.201030

長野市消防局

138.295289 4,000 有
東日本高速道路
長野管理事務所

1,600 40 有
長野国道工事事務所
信州新町出張所

536 有
東日本高速道路
長野管理事務所

有
東日本高速道路
長野管理事務所

有
代表取締役
石川俊明

有

8 県立歴史館一帯 千曲市大字屋代261-2 国道18号～更埴白石線 36.534476

138.016491 3,500 有
指定管理者
アクティオ株式会社

7 小布施パーキングエリア 小布施町大字飯田997-37 上信越自動車道(上り) 36.693447

6
長野市中条地域振興施設
道の駅中条

長野市中条住良木1704
主要地方道長野大町線
（白馬五輪道路）

36.603913

138.135273 25,200 200 有 長野県知事

5
安庭チェーン着脱所情報
ステーション

長野市信更町古藤 国道19号 36.604211 138.060278

有
東日本高速道路
長野管理事務所

4 長野インターチェンジ 長野市松代町東寺尾1195－3 上信越自動車道　　 36.576319 138.198974 24,223

3 松代パーキングエリア 長野市篠ノ井東福寺3466 上信越自動車道(下り) 36.807052 138.219092 16,878

陸上隊進出拠点及び担当消防本部

№ 進　出　拠　点 所 　在 　地 ルート
座標（北緯）

世界測地10進法
座標（東経）

世界測地10進法
面積
（㎡）

車両
駐車台数

トイレの
有無

進出拠点
担当消防本部

2
信濃町富濃杉の木
黒姫野尻湖パーキングエリア

上水内郡信濃町富濃4063-1 上信越自動車道(上り) 36.807576 138.218576 1,560

責任者
連　　絡　　先（昼間・夜間）

1 道の駅しなの駐車場 上水内郡信濃町柏原1260-4
高速可能　信濃町IC～県道杉野沢
高速不能　国道18号線

36.817830 138.190297 2,760

20
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別表第６
昼間0265-94-2551 昼間0265-94-3697
夜間0265-78-4111 夜間0265-74-1250
昼間0265-86-3111 昼間0265-86-4395
夜間0265-86-3111 夜間0265-86-4395
昼間0265-88-3001 昼間0265-88-3890

昼間0265-78-2356 昼間
夜間 夜間
昼間0265-76-0048 昼間0265-76-9655
夜間0265-76-0048 夜間0265-76-9655
昼間0265-94-2551 昼間0265-94-3697
夜間0265-78-4111 夜間0265-74-1250
昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
夜間 夜間
昼間0263-47-7515 昼間0263-48-0713
夜間 夜間

中日本高速道路 昼間0263-47-7515 昼間0263-48-0713
松本管理事務所 夜間 夜間　　

昼間0266-52-4141 昼間0266-57-0660
夜間0266-52-4141 夜間0266-57-0660
昼間0266-52-4141 昼間0266-57-0660
夜間0266-52-4141 夜間0266-57-0660
昼間055-275-5121 昼間
夜間    〃 夜間
昼間0551-20-4711 昼間
夜間    〃 夜間
昼間0266-23-4811 昼間0266-24-0689
夜間0266-23-4811 夜間0266-24-0689

昼間0265-36-3111 昼間0265-36-5091
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0265-36-3111 昼間0265-36-5091
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0265-22-4511 昼間0265-24-4511
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0572-23-3281 昼間0572-23-8410
夜間0572-23-3281 夜間0572-23-8410
昼間0573-66-1111 昼間0573-66-0634
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0265-48-2211 昼間0265-48-2212
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間052-853-7327 昼間052-853-7334
夜間 夜間
昼間0260-22-2141 昼間0260-22-2576
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0260-22-2141 昼間0260-22-2576
夜間　  〃 夜間　  〃
昼間0265-25-7288 昼間0265-25-7873
夜間0265-25-1800 夜間0265-25-7873

大型 52 昼間0267-68-8861 昼間0267-68-8862
小型 80 夜間0267-68-8861 夜間0267-68-8862
大型 49 昼間0267-68-8861 昼間0267-68-8862
小型 80 夜間0267-68-8861 夜間0267-68-8862

昼間0268-63-0963 昼間0268-63-0966
夜間　　－ 夜間　　－
昼間0268-72-2204 昼間0268-72-2204
夜間0268-72-2204 夜間0268-72-2204

大型 21 昼間0268-75-0587 昼間0268-75-0586
普通 64 夜間　　－ 夜間　　－

昼間0268-68-3111 昼間0268-68-4011
夜間0268-68-3111 夜間0268-68-4011

大型 15 昼間0268-68-2000 昼間　　－
普通 41 夜間    〃 夜間　　－

昼間0269-33-1107 昼間0269-33-4527
夜間0269-33-3111　　 夜間0269-33-4527
昼間0269-22-3138 昼間0269-22-3048
夜間090-4052-1658 夜間
昼間026-274-2000
　　026-274-3400

昼間026-274-3996
　　026-274-3403

夜間026-232-0111
　　026-274-3400

夜間026-233-4332
　　026-274-3403

東日本高速道路 昼間026-278-7701 昼間026-278-7717
長野管理事務所 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717
東日本道路（株）　　 昼間0267-68-8861 昼間0267-68-8862
佐久管理事務所 夜間0267-68-8863 夜間0267-68-8862

大型 30 昼間026-278-7701 夜間026-278-7717
小型 50 夜間026-278-7701 夜間026-278-7717

昼間026-278-7701 夜間026-278-7717
夜間026-278-7701 夜間026-278-7717
昼間026-246-4111 昼間026-246-4431
夜間 夜間

上田地域広域連合消防本部

岳南広域消防本部

87
ラ・ムー
須坂長野東インター店

須坂市井上1700-14 県道58号長野須坂インター線 36.639320 138.276485

須坂市消防本部138.293580 4,000
大型 30
小型 50

有
東日本高速道路
長野管理事務所

138.295250 4,000 有
東日本高速道路
長野管理事務所

9,450 100 無 株式会社　西源

86
小布施ＰＡ
（ハイウェイオアシス含む）

小布施町大字大島660-3 上信越自動車道（下り） 36.691609

138.199932 6,900 65 有

85
小布施ＰＡ
（ハイウェイオアシス含む）

小布施町大字飯田997-38 上信越自動車道(上り) 36.693306

千曲坂城消防本部
138.097364 9,500 146 有

84 千曲川さかきＰＡ 坂城町大字中之条 上信越自動車道（下り）　 36.455401

25,200 200 有
長野県知事
千曲市長

83 姨捨ＳＡ 千曲市大字八幡7608－3 長野自動車道（上り） 36.497184

82
長野県立歴史館
千曲市森将軍塚古墳館　一帯

千曲市大字屋代260-6
千曲市大字屋代29-1

国道18号～更埴白石線
36.534315
36.534426

138.135071
138.137511

138.405330 7,000 140 有
中野建設事務所
※夜間は管理係長公用携帯

14,000 200 有 山ノ内町長

81 道の駅北信州やまのうち 山ノ内町大字佐野393-3 Ｒ292 36.740951

12,000 有 国土交通省

80
志賀高原総合会館98
（志賀高原分遣所）

山ノ内町大字平穏7148 Ｒ292 36.719167 138.489722

79 道の駅　マルメロの駅ながと 長和町古町2424-19 国道152号線 36.273281 138.257896

138.213366 3,900
大型  9
普通 63

有 長和町長

9,258 有 上田市長

78 和田宿ステーション 長和町和田2884-1 国道142号線 36.205766

上信越自動車道（上り）

63 有 上田市長

77 上田道と川の駅 上田市小泉2575-2 国道18号 36.406875 138.205356

ゆきむら夢工房 上田市真田町長6090-1 国道144号真田バイパス 36.440368 138.307667 2,520

ネクスコ東日本
佐久管理事務所

75 道の駅雷電くるみの里 東御市滋野乙4524-1

東部湯の丸ＳＡ 東御市祢津1853-1 上信越自動車道（下り）　 36.370764 138.347178 10,625 有

長野県知事

76

73

主要地方道79号小諸上田線
(浅間サンライン）

36.355666 138.374727 17,515
大型 20
普通100

36.372054 138.348271 有

有

東日本高速道路
長野管理事務所

74 東部湯の丸SA 東御市祢津字下宿2075-5

137.908738 20,000 200 有
中日本高速道路
飯田保全サービスセンター

2,190
大型  5
普通100

有 阿南町長137.745568

72 駒ヶ岳ＳＡ　下り線 駒ヶ根市赤穂15-161 中央自動車道 35.712288

71 道の駅　信州千石平 下伊那郡阿南町新野2701 Ｒ151 35.257532

飯田広域消防本部

137.813187 17,800 222 有 阿南町長

6,000
大型 12
普通108

有
国土交通省中部地方整備局
名古屋国道事務所

137.502244

137.626580 12,000 150 有 平谷村長

320,000 普通1,000 有 中津川市長137.467825

137.427979 14,300
大型 28
普通183

70 コミュニティーの森 阿南町西條早稲田2333-2 Ｒ151 35.316095

69 道の駅どんぐりの里いなぶ 愛知県豊田市武節町針原22-1 Ｒ153 35.213605

68 平谷村総合グランド 平谷村赤坂1512 Ｒ153 35.309864

67 東美濃ふれあいセンター 岐阜県中津川市茄子川1683-797 中央自動車道　中津川IC～Ｒ19 35.458031

有
中日本高速道路
多治見保全ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

22,000 350 有 飯田市長

66 恵那峡ＳＡ(上り） 岐阜県恵那市船山1120 中央自動車道（上り） 35.455193

65 飯田運動公園 飯田市三日市場1986
中央自動車道 飯田IC～R153～
運動公園通り

35.485995 137.799737

137.892554 1,900 普通60 有 松川町長

10,500 普通100 有 松川町長137.912299

64 松川町交流センターみらい 松川町大島2065-2
中央自動車道 松川IC～
松川インター大鹿線

35.604708

63 松川総合運動公園 松川町元大島2891-4 中央自動車道　松川IC～R153 35.605383

62
R20号線～県道八ヶ岳公園線～
県道八ヶ岳鉢巻線

夜間0266-66-2121 夜間
18,000 225 有 富士見高原保健地管理㈱社長

昼間0266-66-2121 昼間0266-66-267761
富士見高原ﾘｿ-ﾞﾄ駐車場
(第2集結場所、第1が不可の場合)

諏訪郡富士見町境
12068番地

小渕沢IC～県道八ヶ岳高原線～
県道八ヶ岳鉢巻線

35.923129 138.308169

諏訪広域消防本部

60
Ｒ２０号線～町道六道入笠線～
町道水神ﾊﾟﾉﾗﾏ線

夜間0266-62-5666 夜間
22,100 276 有 富士見町開発公社　理事長

昼間0266-62-5666 昼間0266-62-6600

茅野市長 昼間0266-72-8399 昼間0266-71-1646

59
富士見ﾊﾟﾉﾗﾏﾘｿﾞ-ﾄ駐車場
（第１集結場所）

諏訪郡富士見町富士見
6666－718番地

諏訪南IC～Ｒ20号線～
町道西山環状線～町道水神ﾊﾟﾉﾗﾏ線

35.910956 138.207039

58 茅野市運動公園第一駐車場 茅野市玉川501 国道20号～県道長峰線 35.993311 138.163729 5,890 73 有

6,870 85 有 茅野市長 昼間0266-72-8399 昼間0266-71-164657 茅野市運動公園第二駐車場 茅野市玉川501
国道152号～塚原北信号～
仲町東信号～八束張公園線

35.991690 138.170129

138.028067 18,300 228 有 岡谷市長

138.107900

5,500 75 有 国土交通省

56
岡谷市鳥居平やまびこ公園
一帯（路上含む）

岡谷市鳥居平
やまびこ公園一帯（路上含む）

国道20号線 塩尻峠 36.069798

55 道の駅　はくしゅう 山梨県北杜市白州町白須1309 国道20号線 35.810556 138.331316

諏訪市長

137.997028 9,317 100 有

54 八ヶ岳ＰＡ 山梨県北杜市長坂町大八田 中央自動車道（下り） 35.844590

53 旧東洋バルヴ跡地 諏訪市湖岸通り
中央自動車道諏訪IC～
諏訪湖へ～湖周線

36.044389

138.364660 8,800 89 有 ネクスコ中日本

18,000 150 無 諏訪市長

52
諏訪市豊田中央公園一帯
(すわっこランド含)

諏訪市豊田中央公園一帯
(すわっこランド含)

中央自動車道諏訪IC～
諏訪湖へ～湖周線

36.034330

11,500 184 有
中日本高速道路㈱
八王子支社

51 みどり湖ＰＡ駐車場 塩尻市柿沢921-2 長野自動車道（下り） 36.096720

50
中央自動車道
諏訪湖Ｓ・Ａ （下り）

中央自動車道
諏訪湖Ｓ・Ａ （下り）

中央自動車道 36.026656 138.076116

138.091180 32,000 280 有

138.003829 2,370 20 有 中日本高速道路㈱

6,000 75 有 伊那市長138.061911

49
中央自動車道
辰野Ｐ・Ａ （下り）

中央自動車道
辰野Ｐ・Ａ （下り）

中央自動車道伊北IC～
国道153号線

35.975743

48
伊那市高遠町東高遠
高遠城址公園グランド

伊那市高遠町東高遠
高遠城址公園グランド

国道152号線杖突峠 35.834074

上伊那広域消防本部

137.944728 40,000 100 有 南箕輪村長

11,000 200 有 伊那市長

137.916084 11,000 90 有 飯島町長

2,500 31 無 伊那市長138.065473

中川村長

47 信州大芝公園一帯 南箕輪村 中央自動車道伊那IC 35.887786

13,000 100 有

46
ウエストスポーツパーク一帯
（富士塚スポーツ公園含む）

伊那市 中央自動車道小黒川SIC 35.842419 137.939210

45
中川村片桐4580
中川中グランド

中川村片桐4581
中川中グランド

中央自動車道駒ヶ岳SIC 35.629359 137.934838

44 柏木運動場 飯島町七久保2589-15 中央自動車道駒ヶ根IC 35.664473

43
伊那市高遠町東高遠
ループ橋下　駐車場

伊那市高遠町 国道152号 35.835635
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別表第６
松川村ふれあい交流センター 昼間0261-61-1200 昼間0261-62-9405
寄って亭まつかわ（道の駅） 夜間0261-62-3111 夜間0261-62-9405

池田町長 昼間0261-62-3131 昼間0261-62-9404
総務課消防防災係 夜間 夜間
小谷村長 昼間0261-82-2001 昼間0261-82-2232
総務課 夜間0261-82-2001 夜間
ヤナバスキー場 昼間090-9669-3337 昼間

夜間 夜間
大町建設事務所 昼間0261-23-6533 昼間0261-23-6532
維持管理課 夜間0261-22-5111 夜間

昼間0269-62-1887 昼間0269-62-1889
夜間0269-62-3111 夜間0269-62-5990
昼間0269-62-0055 昼間0269-62-0645
夜間 夜間

国交省飯田国道事務所 昼間0264-22-3011 昼間0264-22-3656
木曽維持出張所長 夜間0264-22-3011 夜間0264-22-3656
国交省飯田国道事務所 昼間0264-22-3011 昼間0264-22-3656
木曽維持出張所長 夜間0264-22-3011 夜間0264-22-3656

昼間0264-22-3000 昼間0264-22-3600
昼間0264-22-3000 昼間0264-22-3600

国道256号 昼間0573-66-1111 昼間0573-655273　
国道19号南木曽町経由 昼間0573-66-1111 昼間0573-655273　

中央自動車道 中央自動車道（下り） 昼間0572-23-3281
恵那峡SA駐車場 岐阜県恵那市

97 レクスポセンター及び路上駐車 木曽郡木曽町開田高原西野 国道361号 35.938078

道の駅「日義木曽駒高原」 木曽郡木曽町日義4731 国道19号 35.866290 137.740042 3,770
普通 80
大型  7

有

95 道の駅「大桑」 木曽郡大桑村野尻121 国道19号

138.387286

137.652780 2,540
普通 65
大型  5

有

96

137.570986 12,000 100 有

200 有 岐阜県中津川市長

35.681700

木曽町長

岐阜県恵那市大井町 35.454130 137.438040 14,660
普通191
大型 43

98 道の駅きりら坂下 岐阜県中津川市坂下450-3 35.570558 137.534446 5,500

94
ＪＡながの
あぐりタウン駐車場

飯山市大字常盤7,420 国道117号 36.882279

木曽広域消防本部

岳北消防本部
138.387822 2,500 40 有

信州いいやま観光局
理事長

5,692 80 有
ＪＡながの
みゆき支所長

93
道の駅花の駅・千曲川
駐車場

飯山市大字常盤7,426 国道117号 36.881614

有 ネクスコ中日本99

137.865005 5,700 110 有

北アルプス広域消防本部137.900294 3,000 60 有

137.885839 6,000 120 無

137.853630 8,800 176 無

92 サンサンパーク白馬 北安曇郡白馬村大字神城 主要地方道白馬美麻線 36.647526

91 ヤナバスキー場駐車場 大町市平簗場 国道148号 36.604183

90 道の駅おたり 小谷村北小谷1861-1 国道148号 36.845025

3,000 60 有 松川村長

89 ザ・ビック信州池田店駐車場 池田町大字会染2908 主要地方道大町明科線 36.399450

88 松川村5375-1
県道　有明大町線
(パノラマロード)

36.396126 137.867506
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別表第７

責任者・管理者等 管轄消防本部等
電話番号 電話番号

北緯:36度10分00秒 松本空港管理事務所長 松本広域消防局

東経:137度55分22秒 0263-58-2517 0263-25-0119

北緯:36度38分05秒 県消防学校 長野市長 長野市消防局

東経:138度15分31秒 14km(約25分) 026-224-5083 026-227-8002

北緯:36度38分28秒 県消防学校 須坂市長 須坂市消防本部

東経:138度18分54秒 20km(約35分) 026-248-9000 026-245-0119

北緯:36度28分58秒 県消防学校 千曲市長 千曲坂城消防本部

東経:138度08分40秒 17km(約35分) 026-273-1111 026-276-0119

北緯:36度14分55秒 佐久(北部消防署) 佐久市長 佐久広域連合消防本部

東経:138度25分55秒 12km(約20分) 0267-62-2020 0267-64-0119

北緯:36度20分59秒 上田東北消防署 小諸市長 佐久広域連合消防本部

東経:138度27分21秒 17km(約25分) 0267-22-1700(代表) 0267-64-0119

北緯:36度29分55秒 北ｱﾙﾌﾟｽ広域消防本部
(北部消防署)

大町市長 北アルプス広域消防本部

東経:137度50分10秒 27km(約35分) 0261-22-0420 0261-22-0735

北緯:35度47分56秒 木曽消防署 王滝村長 木曽広域消防本部

東経:137度32分34秒 39km(約50分) 0264-48-2001 0264-24-3119

北緯:35度51分18秒 長野県消防防災
航空センター

伊那市長 上伊那広域消防本部

東経:138度00分24秒 47km(約48分) 0265-78-5010 0265-72-0119

備考
１　被災地がヘリベースから遠隔地である場合は、長野県消防応援活動調整本部が被災地市町村及びヘリベース指揮者と協議し、代替ヘリベースを本表より決定する。
２　フォワードベースの決定は、災害規模や状況により「ヘリコプター離着陸場」（別表第12）から選定することが出来るものとする。
３　燃料備蓄等の欄には、直近備蓄庫からの距離及び車両による搬送時間目安を記載。

4

4

8 ＦＢ 伊那市
美すず
スポーツ公園運動場

伊那市美篶7310-123

7 ＦＢ 王滝村 松原スポーツ公園 木曽郡王滝村4713-2

 陸　上 …4
サッカー…2

5 ＦＢ 小諸市 小諸市総合運動場 小諸市己146-30 6

6 ＦＢ 大町市 大町運動公園
(陸上競技場、サッカー場)

大町市常盤5638-44

須坂市 県民須坂運動広場 須坂市臥竜３－５－１

8

3 ＦＢ 千曲市
萬葉の里
スポーツエリア

千曲市上山田 8

4 ＦＢ 佐久市
千曲川
スポーツ交流広場

佐久市鳴瀬

6

長野市若穂錦内芦ノ町 8

1 ＨＢ 松本市 松本空港 松本市大字空港東9030 15

2 ＦＢ

航空隊活動拠点ヘリベース及びフォワードベース

番号 分類 市町村 名　　称 所　在　地
座標(緯度・経度)

(WGS84)
最　大
駐機数

燃料備蓄等
(直近含)

移動タンク
給油車

1 ＦＢ 長野市 長野滑空場

23
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別表第８

水道 トイレ

設置数 設置数 電話番号 Ｆ　Ａ　Ｘ

昼間 026-244-7555 昼間 026-244-7156

夜間 夜間

昼間 026-293-4062 昼間 026-299-9567

夜間 夜間

昼間 026-292-2580 昼間026-292-6654

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間 026-224-5054 昼間 026-224-5111

夜間 夜間

昼間 026-224-7284 昼間 026-224-5111

夜間 夜間

昼間 026-283-4170 昼間 026-283-4175

夜間 夜間

昼間026-245-0119 昼間026-248-1259

夜間026-245-0119 夜間026-248-1259

昼間026-248-5600 昼間026-248-5600

夜間 夜間

昼間0269-22-2111 昼間0269-26-0349

夜間0269-22-2118 夜間

昼間0269-23-1021 昼間0269-23-1021

夜間0269-22-2111 夜間

昼間0269-33-3111 昼間0269-33-4524

夜間 夜間

岳
北
消
防
本
部

200 800 山ノ内町23 夜間瀬川緑地公園 土・芝
志賀高原総合会館98から
17.0km

36.753706 138.397961 19,000 無 無

常設４ 常設４ 100 400
創造館
館長

138.418871

中野市長 指定

22
中野市片塩1221
北信濃ふるさとの森文化公園

ｱｽﾌｧﾙﾄ
芝・土

志賀高原総合会館98から
25km

36.754308 138.341030 10,000

138.382504 9,545 常設５ 常設２ 79 318

24,000 常設２ 常設２

昼間0269-85-3111
夜間0269-85-3111

昼間0269-85-3995
夜間0269-85-3995
(電話連絡要す。)

岳
南
広
域
消
防
本
部

21
中野市大字一本木552-1
中野市営運動場

土
志賀高原総合会館98から
17.7km

36.757478

昼間0269-82-3111
夜間0269-82-3111

昼間0269-82-4121
夜間0269-82-4121

20
木島平村大字往郷3182-4
ケヤキの森公園駐車場

アスファルト 2,600 無 常設７

8,500 常設７ 常設５

32 850 木島平村長

19
木島平村大字往郷3182-4
ケヤキの森公園

芝
あぐりタウン
集結場所から
8.9㎞

36.851127

芝 14,470

13,840

常設３
大 ３
小 ２
障 １

173 1,447 野沢温泉村長

5,000 常設１ 常設１

13
飯山市大字旭4691
飯山市長峰ｽﾎﾟｰﾂ公園　多目的広場駐車場

アスファルト

あぐりタウン
集結場所から
3.5㎞

36.88361815
飯山市大字旭4691
飯山市長峰ｽﾎﾟｰﾂ公園　多目的運動広場

グランド土
（転圧）

土（転圧）

18
野沢温泉村大字豊郷5016-4
野沢温泉村ちびっこスポーツ広場

アスファルト
あぐりタウン
集結場所から
7.9㎞

36.912739 138.439398

夜間0269-62-3111 夜間0269-62-5990
16

飯山市大字旭4722
飯山市長峰ｽﾎﾟｰﾂ公園　針湖池周辺芝生広場

昼間0269-62-3111 昼間0269-62-5990
14

飯山市大字旭4722
飯山市長峰ｽﾎﾟｰﾂ公園　飯山市民プール駐車場

アスファルト 6,000 常設１

138.365627

24,000

無10,785

138.193694

138.148946

36.450873

36.484210

坂城PA集結場所
から3.3㎞

12,517 常設１

草地 8,000 常設１ 常設１

17
飯山市大字旭4722
飯山市長峰ｽﾎﾟｰﾂ公園　テニスコート

飯山市長

無 無

375 3,700

常設１

16,550

840
長野県知事
千曲市長

昼間026-274-2000
　　026-274-3400

昼間026-274-3996
　　026-274-3403

36.534315
36.534426

138.135071
138.137511

25.200 常設16 常設２ 210

昼間026-276-1739

指定
坂城PA集結場所
から8.5㎞

夜間026-273-1111 夜間 　　 〃

常設10 常設５ 138 552 千曲市長

昼間026-276-1731

夜間026-233-4332
　　026-274-3403

姨捨SA集結場所
から15.1km

8
須坂市高畑町1055-3
須坂市北部体育館（グラウンド）

土（転圧）
ｺﾝｸﾘｰﾄ

小布施ＰＡ集結場所から2.5km 36.671101 138.315936 15,400 常設２ 常設１

常設５ 常設５ 175 700 須坂市長

指定

須
坂
市

消
防
本
部

7 県民須坂運動場
土（転圧）

ｺﾝｸﾘｰﾄ
ラ・ムー須坂長野東インター店集結場所
から4.8km

36.671101 138.310391 21,000

140,000 常設６ 常設11 200 900 長野県6
長野市真島町真島1060-1
アクアパル千曲

ｱｽﾌｧﾙﾄ
土・芝

松代PA集結場所
から6.5㎞

36.610616 138.221078

長
野
市
消
防
局

128 513 須坂市長 指定

常設３ 95 2,000 長野市

指定

2
長野市篠ノ井東福寺320
南長野運動公園一帯

ｱｽﾌｧﾙﾄ
芝

松代PA集結場所
から2.5㎞

36.579988 138.166052

36.659863 138.232191 222,900 常設15 常設３ 2001
長野市吉田5丁目
東和田長野運動公園一帯

アスファルト・芝
コンクリート等

松代PA集結場所
から15.0㎞

43,556 常設14 常設15 822 18,130 長野市

常設３

指定

指定

5
長野市篠ノ井会716
篠ノ井中央公園

土・芝
松代PA集結場所
から5.3㎞

36.574082 138.152013 60,000 常設３

87,300 常設４ 常設２ 156 2,910 長野市4
長野市小島田町1384-1
川中島古戦場史跡公園

土・芝
松代PA集結場所
から2.0㎞

36.590571 138.187783

宿営可能場所

消防本部

（局）名 No.
所在地

宿営場所名称
土地の状況

集結場所からの
距離(km)

座標（北緯）
世界測地10進法

座標（東経）
世界測地10進法

面積(㎡)
駐車可能
台数

宿営可能
人数

責任者
連　絡　先  （昼間・夜間） 屋内

宿営
避難場所

指定

松代PA集結場所
から1.1㎞

36.571222 138.174678 常設３ 200 3,300 長野県 指定

指定

3
長野市篠ノ井東福寺2375-1
長野県消防学校

ｱｽﾌｧﾙﾄ
土・芝

8,000

32,900 長野市

指定

昼間026-275-0407

夜間026-233-4332

昼間0268-82-8307

夜間　　　〃夜間　　　〃

昼間0268-82-3111

夜間026-273-1111

昼間026-275-0400

千曲市長

坂城町長462

392大型41

大型48

10
千曲市大字磯部1406-1
千曲市総合体育館（グラウンド）

土

姨捨SA集結場所
から21km

36.478112 138.153380

姨捨SA集結場所
から28.2km

坂城PA集結場所
から9.2㎞

姨捨SA集結場所
から24.7km

芝・砂利

土
埴科郡坂城町大字中之条2468
坂城町文化センター(グラウンド)

千曲市大字戸倉2254
湯のさとちくま　白鳥園　南側敷地

常設１

千
曲
坂
城
消
防
本
部

12

11 無

坂城PA集結場所
から16.7㎞

夜間026-232-0111
　　026-274-3400

9

千曲市大字屋代260-6
長野県立歴史館
千曲市大字屋代29-1
千曲市森将軍塚古墳館　一帯

アスファルト

24
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別表第８
小坂田集結場所から 昼間0263-26-2766 昼間0263-26-2766

16km 夜間0263-26-2766 夜間0263-26-2766

アスファルト 筑北ＰＡ集結場所から 昼間0263-34-7100 昼間0263-34-7101

屋内 35km 夜間 夜間

筑北ＰＡ集結場所から 昼間0263-46-5555 昼間

35㎞ 夜間 夜間

沢渡駐車場集結場所から 昼間0263-57-2211 昼間0263-57-0444

40km 夜間 夜間

小坂田集結場所から 昼間0263-52-0280 昼間0263-52-0280

4.2km 夜間 夜間

信州スカイパーク 筑北PA集結場所から 昼間0263-57-2211 昼間0263-57-0444

大芝生公園 50km 夜間 夜間

筑北PA集結場所から 昼間0263-57-2211 昼間0263-57-0444

50km 夜間 夜間

信州スカイパーク　 筑北PA集結場所から 昼間0263-57-2211 昼間0263-57-0444

やまびこドーム 51km 夜間 夜間

筑北PA集結場所から 昼間0263-57-2211 昼間0263-57-0444

51km 夜間 夜間

昼間0263-52-6414 昼間

夜間 夜間

小坂田集結場所から 昼間0263-52-0280 昼間0263-52-6113

5km 夜間 夜間

小坂田集結場所から 昼間0263-66-2111 昼間0263-66-3370

60km 夜間 夜間

小坂田集結場所から 昼間0263-67-2002 昼間0263-67-3687

55km 夜間 夜間

筑北ＰＡ集結場所から 昼間0263-73-5638 昼間0263-73-6320

22.5km 夜間 夜間

筑北集結場所から 昼間0263-82-2940 昼間0263-82-9621

30km 夜間 夜間

アスファルト 筑北集結場所から 昼間0263-82-5970 昼間

屋内 28km 夜間 夜間

アスファルト 筑北集結場所から 昼間0263-84-0111 昼間0263-84-0116

屋内 26km 夜間 夜間

アスファルト 筑北集結場所から 昼間0263-82-5970 昼間

土 28km 夜間 夜間

アスファルト 沢渡駐車場集結場所から 昼間0263-77-7521 昼間0263-77-6060

土 33km 夜間 夜間

筑北ＰＡ集結場所から 昼間0263-71-2000 昼間0263-71-5000

31.0km 夜間0263-72-3106 夜間      -

安曇野スイス村 アスファルト 筑北ＰＡ集結場所から 昼間0263-72-7878 昼間0263-72-8515

（ｽｲｽ村ｻﾝﾓﾘｯツ） 22.0km 夜間0263-35-7718 夜間      -

アスファルト 沢渡駐車場集結場所から 昼間0263-34-3254 昼間0263-34-3202

土及び芝 30.5km 夜間 夜間

建1,300 昼間0261-22-9988 昼間0261-22-9849

駐7,400 夜間 夜間

建2,185 昼間0261-22-8855 昼間0261-22-8108

駐18,000 夜間 夜間

建1,000 昼間0261-22-0694 昼間0261-22-0694

駐17,000 夜間 夜間

建1,500 昼間0261-72-8770 昼間0261-72-8770

駐4,300 夜間 夜間

昼間0261-72-2474 昼間0261-72-3541

夜間 夜間

昼間0261-75-3934 昼間

夜間 夜間

昼間0573-66-1111 昼間0573-65-5273

夜間0573-66-1111 夜間0573-66-5273

昼間0573-66-1111 昼間0573-65-5273

夜間0573-66-1111 夜間0573-66-5273

昼間0264-23-1050 昼間0264-23-1052

夜間0264-23-1050 夜間0264-23-1052

昼間0264-36-2001 昼間0264-36-3344

夜間0264-36-2001 夜間0264-36-3344

木
曽
広
域
消
防
本
部

松
本
広
域
消
防
局

約25,000 常設 常設40 約60 約500 木祖村長55
木曽郡木祖村菅3584-1番地
やぶはら高原こだまの森

アスファルト
草地・転圧

集結場所
「日義道の駅」から14km

35.968271 137.746882

北
ア
ル
プ
ス
広
域
消
防
本
部

常設20 約170 700 木曽広域連合長54
木曽郡木曽町日義4898
木曽文化公園一帯

アスファルト
草地・転圧

集結場所
「日義道の駅」から1,2km

35.858968 137.747338 約44,000 常設10

約12,000 5 7 100 400 中津川市長53
岐阜県中津川市山口
馬籠総合グランド

芝
集結場所中央道
「恵那峡SA」(上り)から約1７km

35.526667 137.559724

10 58 233 中津川市長52
岐阜県中津川市上野
椛の湖キャンプ場

芝
集結場所道の駅
「きりら坂下」から約６km

35.585834 137.499168 約7,000 10

常設 常設 50 200 白馬村長

白馬観光開発(株)
岩岳営業本部

指定

51
白馬ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技場駐車場
（スノーハープ）

砂利・土 サンサンパーク白馬集結場所から3㎞ 36.633186 137.857223 6,000

137.859471 14,000 常設1 常設２ 116 466

35 143 白馬村長 可 指定

50 白馬村岩岳スキー場駐車場 アスファルト サンサンパーク白馬集結場所から10.0Km 36.716134

可 指定

49 白馬村ウィング２１
屋内

アスファルト
サンサンパーク白馬集結場所から6.0Km 36.692502 137.862503 常設 常設

137.841394 常設 常設 141 566 大町市長

150 600 大町市長 可 指定

48 大町市平公民館及び周辺施設
屋内

土（転圧）
上緑町工業団地集結場所から14.0Km 36.539467

可 指定

47 大町市総合体育館及び周辺施設
屋内

アスファルト
上緑町工業団地集結場所から8.0Km 36.497789 137.839166 常設 常設

137.855856 常設 常設 72 290 大町市長

566 松本市

46 大町市文化会館及び周辺施設
屋内

アスファルト
上緑町工業団地集結場所から11.0Km 36.518896

45 梓川ふるさと公園 36.238666 137.832949 17,000 常設１ 常設１ 141

指定

44 36.322235 137.916656 63,876 常設 常設 800 2,129
㈱ｲﾝﾀｰﾉｰｽ
あずみ野

常設8 常設18 708 2,833 安曇野市43 豊科南部公園 芝生 36.274838 137.919713 85,000

常設５ 46 1,878 安曇野市 可42 安曇野市三郷文化公園体育館 36.259107 137.893288 56,364 常設５

常設１ 112 450 安曇野市 指定41
安曇野市市営
西穂高運動場

36.319071 137.872308 13,500 常設1

常設２ 45 293 安曇野市 可40 穂高交流学習センター 36.332603 137.888278 5,450 常設7

常設９ 36 236 安曇野市 可 指定

866 安曇野市 指定

39 安曇野市穂高会館 36.346280 137.882742 4,400 常設5

38
安曇野市穂高地域
福祉センター

ｱｽﾌｧﾙﾄ
土（転圧）

36.337919 137.871101 25,980 常設５ 常設５ 216

常設10 常設10 349 1,397 安曇野市37
安曇野市豊科
近代美術館

アスファルト 36.304980 137.906855 41,935

常設２ 127 508 筑北村 可 指定

筑北村 指定

36 筑北村坂井農村運動広場 土（転圧） 36.437550 138.072926 15,263 常設２

138.006038 19,653 常設３ 常設３ 163 655

318 1,273 塩尻市 指定

35
筑北村本城
防災公園

土（転圧） 36.413757

指定

34 塩尻市総合運動場 土（転圧） 36.117287 137.938929 38,192 常設２ 常設２

338,351 常設20 常設20 2,819 11,278 塩尻市33 塩尻市小坂田公園 芝生 野営場所と同一 36.105224 137.985760

常設10 常設20 50 866 長野県32 アルウイン駐車場・他 芝生 36.179657 137.916709 26,000

常設５ 常設10 50 541 長野県 可

常設10 100 358 長野県 可

31 屋内 36.169156 137.927470 10,081

2,333 長野県

30 信州スカイパーク体育館 屋内 36.165532 137.918147 6,662 常設５

指定

29 芝生 36.160798 137.921033 70,000 無 無 200

9,000 無 無 75 300 塩尻市

2,791 11,167 長野県

28 中央スポーツ公園消防署南側駐車場 砂利 36.122533 137.951374

可

27 信州スカイパーク
ｱｽﾌｧﾙﾄ

芝
36.167208 137.918973 335,020 常設30 常設30

73,611 常設10 常設10 613 2,453 松本市

648 4,182 松本市 可

26 松本市野球場
ｱｽﾌｧﾙﾄ
人工芝

36.258229 137.988560

25
県民文化会館
松本市営体育館

36.257225 137.981200 77,797 常設20 常設20

137.951267 319,126 常設30 常設30 2,659 1,06324 陸上自衛隊　松本駐屯地
土（転圧）

ｺﾝｸﾘｰﾄ
36.207594 陸上自衛隊

25
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別表第８
昼間0268-38-7195

夜間　－　　

昼間0268-38-7195

夜間　－　

昼間0268-22-0695

夜間　－　　

昼間0268-23-0363

夜間　－　

昼間0268-23-0363

夜間　－

昼間0268-23-0363

夜間　－　

昼間0268-62-2200

夜間　－　

昼間0268-62-2200

夜間　－　

昼間0268-62-2200

夜間　－　

昼間0268-72-2655

夜間0268-72-2200

昼間0268-72-2655

夜間0268-72-2200

昼間0268-43-2250

夜間0268-42-3100

昼間0268-43-2250

夜間0268-42-3100

昼間0268-68-3111 昼間0268-68-4011

夜間0268-68-3111　　 夜間0268-68-4011　　

昼間0267-45-1502 昼間0267-46-2501

夜間0267-42-7572 夜間0267-42-7572

昼間0267-46-4141 昼間0267-46-4145

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-78-5370 昼間0267-78-5392

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-68-1399 昼間0267-68-1853

夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680

昼間0267-62-3404 昼間0267-63-7750

夜間0267-62-2111 夜間0267-63-1680

昼間0267-22-1700 昼間0267-24-3570

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-96-2211 昼間0267-96-2158

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-88-8416 昼間0267-56-2310

夜間0267-56-2311 夜間　　　〃

昼間0267-88-8416 昼間0267-56-2310

夜間0267-56-2311 夜間　　　〃

昼間0267-96-2104 昼間0267-96-2105

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-86-2525 昼間0267-86-4935

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0267-86-2525 昼間0267-86-4935

夜間　　　〃 夜間　　　〃

昼間0266-58-2955 昼間0266-58-2958

夜間0266-58-2955 夜間0266-58-2958

諏訪市豊田中央公園一帯
(すわっこランド含)
集結場所周辺

14,000 50 1,000

77
立科町大字芦田
権現山運動公園体育センター

アスファルト
権現山運動公園多目的グラウンド
集結場所周辺

36.279728 138.311931 1940 常設３ 常設１ 99 150

83 中央公園・球場及び周辺 土（転圧） 36.033670 138.093261

40082 中央公園・スポーツ広場 土（転圧）

280

可 指定

1,225 常設１ 常設２ 25 200 南牧村　教育長 可 指定

78
立科町大字芦田
権現山運動公園運動場、グランド、屋内運動場

アスファルト
土(転圧)

集結場所兼 36.277841 138.310064 21,020 常設４ 常設３ 92 2,000 立科町　教育長

1,120 都市計画課長

76
南牧村大字野辺山461-1
旧野辺山スキー場

アスファルト
草地

無 130 50085 すわっこランド周辺
アスファルト
土（転圧）

36.035694 138.091711 16,000 無

12,000 常設１ 常設３ 100 400 長野県知事84
豊田終末処理場
ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ-諏訪

土（転圧） 36.033488 138.089345

諏訪市長

昼間0266-52-4141 昼間0266-52-4141 指定

夜間0266-52-4141 夜間0266-52-4141 指定

36.034330 138.091180 12,000

常設８ 常設２

100

112 505 佐久穂町長 可

指定

81
佐久穂町大字穂積1403
佐久穂町しらかば社会体育館

アスファルト
佐久平ｵｱｼｽ
集結場所から13.8㎞

36.137072 138.477036 3,132 常設１ 常設１

常設２ 常設２ 139 523 佐久穂町長 可

南牧村　総務課長

80
佐久穂町大字海瀬2570
花の郷「茂来館」

アスファルト
草地

佐久平ｵｱｼｽ
集結場所から15.7㎞

36.153326 138.489112 1,571

138.472824 15,000 使用不可 使用不可 125 500集結場所兼 35.930038

79
南牧村大字野辺山
南牧村社会体育館

アスファルト JA長野八ヶ岳野辺山集出荷場周辺 35.955306 138.470869

75
小諸市甲1984
南城公園

アスファルト
土(転圧)

芝生

小諸市総合運動場
集結場所から6.0km

36.315759 138.423333 33,550 常設６ 常設３

常設２ 常設２ 198 526 都市計画課長

立科町　教育長

74
佐久市下平尾
（上信越道）佐久平ﾊｲｳｪｲｵｱｼｽ第２PA

アスファルト
草地

集結場所兼 36.278018 138.510125 15,800

138.213225

108 433

73
佐久市猿久保55
駒場公園

アスファルト
土(転圧)

芝生

佐久平ｵｱｼｽ
集結場所から7.0km

36.254904

71
アスファルト

土(転圧)
芝生

軽井沢消防署
集結場所から4.0km

36.352452 138.549109 13,000 常設２ 常設２

常設10 常設10 166 666 ｾﾐﾅｰ管理人

72
佐久市猿久保165-1
県立武道館

可

業務管理室長

68
上田市御嶽堂1-1
上田市丸子総合体育館

屋内
和田宿ステーション
集結場所から
16.4㎞

36.325842 138.266626

460 長野県知事 可 指定

指定

自然の家　所長

138.485718 100,305 常設４ 常設５ 835 3,343

アスファルト 集結場所兼 36.205453

146 586

上田市長

昼間0268-43-0616

佐
久
広
域
連
合
消
防
本
部

70
軽井沢町大字追分1448-4
早稲田大学軽井沢ｾﾐﾅｰﾊｳｽ

アスファルト
土(転圧)

芝生

軽井沢消防署
集結場所から4.0km

36.347322 138.547968 20,000

3,900 常設１ 常設１
大型 9
普通63

130 長和町長69
長和町和田2834-1
和田宿ステーション

軽井沢町大字追分1341-1
練馬区軽井沢自然の家

佐久平オアシス
集結場所から7.0km

36.255570 138.483483 12,380 常設８ 常設７ 185

67
上田市御嶽堂1-1
上田市丸子総合グラウンド

アスファルト
土（転圧）

和田宿ステーション
集結場所から
16.4㎞

36.326757 138.265928 17,600

常設34 常設15

66
上田市真田町長7220-1
上田市真田運動公園　総合体育館

屋内
ゆきむら夢工房
集結場所から
0.7㎞

36.441620 138.304950 2,277 140 326

常設90

103 413

上田市長

昼間0268-72-8133

夜間0268-72-4140 可

3,420 100 238 夜間0268-43-3666

可

可

65
上田市真田町長7220-1
上田市真田運動公園　グラウンド

アスファルト
草地・転圧

ゆきむら夢工房
集結場所から
0.5㎞

36.442135 138.307549 12,400

常設80

可 指定

64
東御市常田
東御中央公園　第２体育館

屋内
東御湯の丸SA
集結場所から
1.7㎞

36.361756 138.349474 994 160

昼間0268-62-341763
東御市常田
東御中央公園　第１体育館

屋内
東御湯の丸SA
集結場所から
1.7㎞

36.362306 138.347559 2,194

13,081

36.404553

60
上田市芳田3780-85
上田市市民の森多目的グラウンド

アスファルト
土（転圧）

東御湯の丸SA
集結場所から
5.6㎞

36.403891 138.333319

常設110

普通425 432

東御市長
大型5

普通720

353

62
東御市鞍掛177-2
東御中央公園駐車場

アスファルト
土(転圧）

東御湯の丸SA
集結場所から
1.7㎞

36.361971 138.346574

138.332294 1,367 220

常設199

90 140

上田市長 昼間0268-23-0363

可59
上田市芳田3780-1
上田市わしば山荘

宿泊施設
東御湯の丸SA
集結場所から
5.6㎞

36.404241 138.331620 1,020

常設162 常設78

常設35 100 403 長野県知事 昼間0268-22-0695

12,000 100 400

61
上田市芳田3780-65
上田市市民の森体育館

屋内
東御湯の丸SA
集結場所から
5.6㎞

57
上田市下之郷乙９３５
上田市自然運動公園　体育館

屋内
道と川の駅
集結場所から
6.7㎞

36.369185 138.229435 5,392 213

常設157 常設265

88 355 上田市長 昼間0268-38-8956

371 上田市長 昼間0268-38-8956

上
田
地
域
広
域
連
合
消
防
本
部

56
上田市下之郷乙９３５
上田市自然運動公園　グラウンド

アスファルト
土（転圧）

道と川の駅
集結場所から
6.7㎞

36.369262 138.228386 10,670

可

58
上田市下之条354
長野県営上田野球場　駐車場

アスファルト
道と川の駅
集結場所から
1.2㎞

36.400548 138.209598 12,102 常設17

諏
訪
広
域
消
防
本
部

諏訪市長 昼間0266-52-4141 昼間0266-57-0660

アスファルト

26
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別表第８

昼間0266-23-4811 昼間0266-24-0689

夜間0266-23-4811 夜間0266-24-0689

昼間0266-72-5815 昼間0266-72-7161

夜間 夜間

昼間0266-72-2101 昼間0266-72-9040

夜間0266-72-2101 夜間

昼間0266-62-5666 昼間0266-62-6600

夜間0266-62-5666 夜間0266-62-6600

昼間0266-66-2121 昼間0266-66-2121

夜間0266-66-2121 夜間 

昼間0265-25-5588 昼間0265-25-5588

夜間0265-22-4511 夜間0265-24-4511

昼間0265-23-0002 昼間0265-23-0002

夜間　  〃 夜間　  〃

昼間0265-22-3654 昼間0265-53-0359

夜間0265-22-4511 夜間　

昼間0265-22-3654 昼間0265-53-0359

夜間0265-22-4511 夜間　

昼間0265-22-3654 昼間0265-53-0359

夜間0265-22-4511 夜間　

昼間0265-36-2000 昼間0265-36-5544

夜間0265-36-2000　連絡不可 夜間0265-36-5544　

昼間0265-39-2100 昼間0265-39-1023

夜間0265-39-2100　 夜間0265-39-1023

昼間0260-22-2270 昼間0260-22-2287

夜間0260-22-2270　 夜間0260-22-2287

昼間0260-22-3344 昼間0260-22-3308

夜間0260-22-3344　 夜間0260-22-3308

昼間0265-48-2011 昼間0265-48-2021

夜間0265-48-2011　 夜間0265-48-2021　

昼間0260-34-2047 昼間0260-34-2715

夜間0260-34-2047　 夜間0260-34-2715　

昼間0265-74-1807 昼間0265-74-1808

夜間 夜間

昼間0265-78-2356 昼間

夜間 夜間

昼間0265-76-0048

夜間0265-76-0048

昼間0266-43-1000 昼間0266-43-3701

夜間 夜間

昼間0265-94-2551 昼間0265-94-3697

夜間     〃 夜間　　 〃

昼間0265-78-4111 昼間0265-74-1250

夜間　　　〃 夜間

昼間0265-79-0119 昼間0265-79-4770

夜間0265-79-0119 夜間0265-79-4770

昼間0265-79-0119 昼間0265-79-4770

夜間0265-79-0119 夜間0265-79-4770

昼間0265-81-7533 昼間0265-83-4348

夜間0265-83-2111 夜間0265-83-4348

昼間0265-83-5425 昼間

夜間0265-83-5425 夜間

昼間0265-86-3111 昼間0265-86-4395

夜間0265-86-3111 夜間0265-86-4395

昼間0265-88-3001 夜間0265-88-3890

夜間0265-88-3001 夜間0265-88-3890

諏
訪
広
域
消
防
本
部

旧東洋バルヴ跡地
集結場所周辺

276 周辺一帯野営可能

228 周辺一帯野営可能

上
伊
那
広
域
消
防
本
部

4,500 常設２ 常設３ 150

中川村長 指定137.934766 13.000 無 常設１ 100 430

90 360 飯島町長 指定

無 無 200 830 管理人

駒ヶ根市長

115
中川村片桐4580
中川中学校グランド

土 集結場所兼 35.628801

114
飯島町七久保2589-14
柏木運動場

土 集結場所兼 35.664744 137.915633 11.000 無 無

25.000

137.906474

111
箕輪町中箕輪6947-1
町営上古田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ周辺

土（転圧）
箕輪町役場
集結場所から
4.6㎞

35.919061 137.938537 10,000 常設１ 常設１

113
駒ヶ根市赤穂北割二区
早稲田実業学校グラウンド

芝 集結場所兼 35.733084 137.905204

35

110
箕輪町中箕輪527－2
番場球場周辺

土（転圧）
箕輪町役場
集結場所から
3.5㎞

35.909913 137.999589 16,000

25,000 常設２ 常設４ 212 800 伊那市長109
伊那市美篶
美篶スポーツ公園

アスファルト
土

高遠城址公園
集結場所から
5.0㎞

35.854534 138.006062

80 300 箕輪町長

112
駒ヶ根市赤穂7722-65
南割公園アルプス球場　駐車場

砂利～
アスファルト

集結場所兼 35.718280

常設10 50 200 伊那市長 指定

常設２ 常設２ 133 500 箕輪町長

105
伊那市ウエストスポーツパーク
一帯(富士塚スポーツ公園含む)

アスファルト
土

伊那ｽｷｰﾘｿﾞｰﾄ
集結場所から
5.0km

35.842256 137.939445

常設４ 300 1,800 南箕輪村長

指定

108
伊那市高遠町東高遠
高遠城址公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ

土 集結場所兼 35.834038 138.061927 6,000 常設８

2,500 常設６ 常設４ 21 83 辰野町長107
辰野町樋口
辰野町荒神山球場　駐車場

アスファルト
土

辰野町役場
集結場所から
2.3㎞

35.968772 137.994226

小黒Ｐ・Ａ
集結場所から
5.5km

35.881693 137.921028 12.000 常設６

常設１ 63 253 飯田市長

アスファルト
土

小黒Ｐ・Ａ
集結場所から
７km

35.887548 137.943474 40.000 常設５

27.000 常設２ 常設５ 110 1,800 伊那市長

指定

可 指定

106 南箕輪大芝公園一帯

平谷村長

103
飯田市南信濃和田950
遠山中学校校庭

土 飯田運動公園集結場所から４５ｋｍ 35.326851 137.937636 7,600

137.626580 12,000 常設２ 常設７ 100 400

常設９ 100 400 伊那市長104
伊那市西箕輪
みはらし公園一帯（駐車場含む）

アスファルト
土

常設３

79 316 阿南町長

102
平谷村赤坂
平谷村総合グランド

土 集結場所兼 35.309864

101
阿南町富草
阿南町富草グランド

土
飯田運動公園
集結場所から
１９ｋｍ

35.354167 137.802500 9,500 常設１ 常設７

常設31 常設７ 148 593 阿南町長100
阿南町西條早稲田
コミュニティーの森

土
飯田運動公園
集結場所から
２５ｋｍ

35.316095 137.813187

15,400 常設12 常設１ 128 513

44 179 松川町長

99
大鹿村大河原4337
大西総合グランド

アスファルト
土

リフレッシュタウンまつかわ
集結場所から２１ｋｍ

35.564095

97
飯田市龍江2585
今田平農村広場

土・草
飯田運動公園
集結場所から
６ｋｍ

35.453002 137.823015 21,406

137.816608 64,222 常設31 常設５ 535 2,140

大鹿村長

飯田市川路2500
飯田市川路多目的広場

土・草
飯田運動公園
集結場所から
５ｋｍ

35.452482

38,125 常設６ 常設２

常設11 常設２ 338 1,352 飯田市長

98
松川町元大島2784-1
リフレッシュタウンまつかわ

アスファルト 集結場所兼 35.614671 137.882282 5,398 常設14 常設２

常設５ 常設１ 178 713
国土交通省
飯田市長

飯
田
広
域
消
防
本
部

93
飯田市三日市場1986
飯田運動公園

アスファルト
土・芝

集結場所兼 35.485995

35.923129 138.308169 18,000 常設３ 常設３ 225

国土交通省
飯田市長

飯田市松尾7444-1
飯田市総合運動場

アスファルト
土

飯田運動公園
集結場所から
９ｋｍ

35.493056 137.853611 40,571

137.799737 22,000 常設10 常設５ 350 733

周辺一帯野営可能 社　長

17,800

138.035029

96

理事長

92
富士見高原リゾ－ト
駐車場

アスファルト
富士見第1
集結場所から15km

95
飯田市時又～嶋
天竜川水辺の楽校（竜丘ゾーン）

土・草
飯田運動公園
集結場所から
５ｋｍ

35.459085 137.821988

飯田市長

94

317 1,270
国土交通省
飯田市長

91
富士見パノラマリゾ－ト
駐車場

アスファルト 富士見第1集結場所 35.910956 138.207039 22,100 常設２ 常設２

常設２ 常設２ 77 320 茅野市長

茅野市長

90 茅野市弓振公園 土（転圧）
茅野集結場所
から3.9km

35.979489 138.187776 9,400

138.167599 8,000 常設３ 常設４ 100 400

岡谷市長

89
茅野市運動公園
ゴルフ練習場

土（転圧）
茅野集結場所
から0.5km

35.995523

88
岡谷市鳥居平やまびこ公園一帯
（路上含む）

土（転圧）
岡谷市鳥居平やまびこ公園一帯
集結場所周辺

36.069798 138.028067 18,300 常設 常設

18,000 無 無 60087 旧東洋バルヴ跡地 土（転圧） 36.044389 138.107900

86 旧東洋バルヴ建屋 屋内 36.043539 138.109681 8,400 常設１ 常設１ 840

夜間0266-57-0660夜間0266-52-4141諏訪市長150
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別表第９

※原則として、この図のとおり運用するが、災害状況及び活動状況等により、指揮支援部隊長が使用波を指定した場合は、それに準ずる。

・
・
・
・

統制波１

航空部隊

統制波１ 航空波

・
・
・
・

主運用波
(Ａ県指定波）

主運用波
(Ｂ県指定波）

主運用波２

活動波

主運用波２

統制波１ 緊急消防援助隊

統制波１ 活動波 県消防相互応援隊

長野県内の無線通信運用体制

長野県庁
被災地消防本部活動隊

被災地消防本部

長野県

災害対策本部

指揮本部

指揮支援本部

被災地消防本部

指揮隊

長野県大隊長

Ａ県大隊本部

（Ａ県大隊長）

被災地消防本部

各隊

長野県大隊各隊

Ａ県大隊各隊

市町村

災害対策本部

Ｂ県大隊本部

（Ｂ県大隊長）
Ｂ県大隊各隊

長野県消防

防災航空隊
各航空小隊

調整本部

被災地

消防本部職員

指揮支援部隊長

代表消防機関

職員

28
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別表第１０

指令センター名称及び連絡先

【長野市消防局】
長野市大字鶴賀
N　 36度38分54.54秒
E　138度11分54.08秒

20W

【坂中峠無線中継局】
長野県上水内郡飯綱町大字坂口
N　36度42分46.67秒
E 138度12分09.94秒

20W

【陣場平無線中継局】
長野市大字七二会
N　36度38分51.07秒
E 138度04分29.61秒

20W

【松本広域消防局基地局】
松本市渚1-7-12
N  36度13分56秒08
E 137度57分16秒03

【芥子坊主基地局】
松本市大字島内9020-2
N  36度16分45秒36
E 137度57分36秒55

【麻績消防署基地局】
麻績村麻10389-3
N  36度27分04秒18
E 138度02分23秒45

【上田基地局】
上田市下之郷816-5
N　138度13分51秒
E　  36度22分38秒

5W
受信：切替方式
送信：切替方式

【上田消防本部】
上田市下之郷816-5
N　138度14分54秒
E　  36度24分16秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

【真田基地局】
上田市下之郷816-5
N　138度19分50秒
E　  36度26分05秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

【平井基地局】
上田市下之郷816-5
N　138度11分05秒
E　  36度18分00秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

【長久保基地局】
上田市下之郷816-5
N　138度16分24秒
E　  36度15分26秒

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

【大室基地局】
上田市下之郷816-5
N　138度21分54秒
E　  36度23分57秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

山間部等で一部不感地域あり
長野市消防局　通信指令課

026-226-0119
〇

受信：　　３波
送信：　　同時

通信後、３秒間起動

常時起動上田地域広域連合消防本部

長野市消防局 ×
長野市消防局　通信指令課

026-226-0119

当該基地局を
直接遠隔操作できる

場所・連絡先

調整本部接続機能

10W 山間部等で一部不感地域あり
松本広域消防局

通信指令課
0263-25-6108

〇×
松本広域消防局

通信指令課
0263-25-6108

常時起動
受信：３波同時
送信：切替方式

松本広域消防局

消防救急デジタル無線の共通波の設備整備状況

指令センター経由での接続消防本部名 基地局名称・住所・座標
送信
出力

統制波の
切替方式

基地局折り返し機能
の起動方法

備考直接接続の
可否

〇×
上田地域広域連合消防本部

通信指令室
0268-26-0119

上田地域広域連合消防本部
通信指令室

0268-26-0119

29
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別表第１０

飯田広域消防本部

【いいだしょうぼう基地局】
飯田市東栄町
N  35度30分49秒
E 137度50分16秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動
飯田広域消防指令室

0265-23-0119
× ○

飯田広域消防指令室
0265-23-0119

山間部等で一部不感地域あり

【消防佐久広域基地局】
佐久市中込2947
N  36度14分52秒
E 138度28分37度

20W
受信：3波同時
送信：切替方式

【軽井沢中継局】
北佐久郡軽井沢町長倉1706-8
N  36度20分18秒
E 138度35分21秒

20W

【川上中継局】
南佐久郡川上村御所平字畑場平3-1
N  35度58分49秒
E 138度32分20秒

5W

【佐久穂中継局】
南佐久郡佐久穂町海瀬2570
N  36度09分12秒
E 138度29分22秒

20W

【小海中継局】
南佐久郡小海町大字十二の軽井沢304-4
N  36度02分31秒
E 138度28分54秒

5W

【杖突峠基地局】
茅野市大字宮川安国寺3372-60
 N  35度58分30秒
 E 138度07分48秒

20W
受信：３波同時
送信：３波同時

【岡谷基地局】
岡谷市加茂町1町目2-6
 N  36度04分16秒
 E 138度03分04秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

【富士見基地局】
諏訪郡富士見町落合10777
 N  35度54分53秒
 E 138度14分26秒

5Ｗ
受信：切替方式
送信：切替方式

【消防指令センター基地局】
伊那市荒井4606-1
N　35度50分32秒
E137度56分25秒

【小野基地局】
辰野町小野5983-1
N  36度03分10.1秒
E 137度59分53.3秒

【伊南北消防署基地局】
駒ヶ根市飯坂一丁目12-7
N  35度44分23秒
E 137度56分30秒

【伊南南消防署基地局】
飯島町本郷263-1
N  35度39分36.3秒
E 137度56分24秒

諏訪広域消防本部
消防指令センター

0266-21-5120

上伊那広域消防本部
消防指令センター

0265-72-0119
上伊那広域消防本部

受信：切替方式
送信：切替方式

×
佐久消防指令センター

0267-62-6571
〇

諏訪広域消防本部

10W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動
上伊那広域消防本部

消防指令センター
0265-72-0119

移動局からの通信に
１０秒以内に応答後、
１０秒間起動

諏訪広域消防本部
消防指令センター

0266-21-5120
○×

山間部等で一部不感地域あり

常時起動
佐久消防指令センター

0267-62-6571

× ○

佐久広域連合消防本部

30
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別表第１０

【がくなんしょうぼう】
中野市大字江部1324-2
N  36度44分32秒
E 138度20分45秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動
岳南広域消防本部

通信指令室
0269-23-0119

× ○
岳南広域消防本部

通信指令室
0269-23-0119

【しがしょうぼう】
下高井郡山ノ内町
大字平穏7148
N  36度43分11秒
E 138度29分28秒

20W
受信：切替方式
送信：切替方式

常時起動
岳南広域消防本部

通信指令室
0269-23-0119

× ○
岳南広域消防本部

通信指令室
0269-23-0119

千曲坂城消防本部

【ちくましょうぼう基地局】
長野県千曲市磯部1221
N 36度28分 5秒
E138度 9分 5秒

20W
受信：３波同時
送信：切替方式

手動起動
千曲坂城消防本部

通信指令室
026-276-0119

× ○
千曲坂城消防本部

通信指令室
026-276-0119

【鷹狩山基地局】
大町市八坂
N 36度30分25秒
E 137度53分11秒

10W

【立山基地局】
小谷村大字
N 36度48分30秒
E 137度55分05秒

５W 主に小谷村及び白馬村をカバー

須坂市消防本部

【しょうぼうすざかさかなか】
上水内郡飯綱町大字坂口
N　36度42分46.67秒
E 138度12分09.94秒

20W
受信：　　３波切替
送信：

通信後、３秒間起動
長野市消防局　通信指令課

026-226-0119
× 〇

長野市消防局　通信指令課
026-226-0119

・山間部等で一部不感地域あり
・切替、接続等は設備を共用している長
野市消防局に依存

【岳北消防】
飯山市大字飯山3690-1
N  36度51分33秒
E 138度22分38秒

20W

【新野沢中継局】
野沢温泉村大字虫生字橋上1271
N  36度35分08秒
E 138度27分22秒

5W

【貝立山中継局】
栄村大字北信3041
N  37度00分03秒
E 138度33分29秒

20W

木曽広域消防本部

【木曽消防本部】
木曽郡木曽町福島3737番地
N  35度49分21.16秒
E 137度68分14.14秒

5W
受信：切替方式
送信：切替方式

回線制御装置の操作により
強制起動可能

木曽消防署通信指令室
0264-22-0119

× 〇
木曽消防署通信指令室
０２６４－２２－０１１９

山間部等で一部不感地域あり

岳北消防本部

・移動局からの通信に応答後、
6秒間起動
・回線制御装置の操作により
強制起動可能

受信：切替方式
送信：切替方式

北アルプス広域消防本部
消防指令センター

0261-22-0217
◯×

北アルプス広域消防本部
消防指令センター

0261-22-0217

・基地局応答後、５秒間起動
・起動中に移動局からの
通信があれば更に５秒間起動

受信：切替方式
送信：切替方式

北アルプス広域消防本部

岳北消防本部
通信指令室

0269-62-2481
○×

岳北消防本部
0269-62-0119

岳南広域消防本部
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別表第１１

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14 G15 G16 G17

消防本部 上田地域広域連合消防本部 無

消防本部 松本広域消防局 有 176 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
消防本部 飯田広域消防本部 無

消防本部 諏訪広域消防本部 有 139 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
消防本部 長野市消防局 有 160 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
消防本部 上伊那広域消防本部 無

消防本部 須坂市消防本部 無

消防本部 佐久広域連合消防本部 無

消防本部 北アルプス広域消防本部 無

消防本部 千曲坂城消防本部 無

消防本部 岳南広域消防本部 無

消防本部 岳北消防本部 無

消防本部 木曽広域消防本部 無

消防団 長野市消防団 有 372 ○
消防団 松本市消防団 有 408 ○ ○ ○
消防団 上田市消防団 無

消防団 岡谷市消防団 有 27 ○
消防団 飯田市消防団 無

消防団 諏訪市消防団 有 88 ○
消防団 須坂市消防団 無

消防団 小諸市消防団 無

消防団 伊那市消防団 無

消防団 駒ヶ根市消防団 無

消防団 中野市消防団 無

消防団 大町市消防団 無

消防団 飯山市消防団 無

消防団 茅野市消防団 無

消防団 塩尻市消防団 無

消防団 佐久市消防団 無

消防団 千曲市消防団 無

消防団 東御市消防団 無

消防団 安曇野市消防団 無

消防団 小海町消防団 無

消防団 川上村消防団 無

消防団 南牧村消防団 無

消防団 南相木村消防団 無

消防団 北相木村消防団 無

消防団 佐久穂町消防団 無

消防団 軽井沢町消防団 無

消防団 御代田町消防団 無

消防団 立科町消防団 無

消防団 青木村消防団 無

消防団 長和町消防団 無

消防団 下諏訪町消防団 有 56 ○
消防団 富士見町消防団 有 30 ○
消防団 原村消防団 無

消防団 辰野町消防団 無

消防団 箕輪町消防団 無

消防団 飯島町消防団 無

消防団 南箕輪村消防団 無

消防団 中川村消防団 無

消防団 宮田村消防団 無

消防団 松川町消防団 無

消防団 高森町消防団 無

消防団 阿南町消防団 無

消防団 阿智村消防団 無

消防団 平谷村消防団 無

消防団 根羽村消防団 無

消防団 下條村消防団 無

消防団 売木村消防団 無

消防団 天龍村消防団 無

消防団 泰阜村消防団 無

消防団 喬木村消防団 無

消防団 豊丘村消防団 無

消防団 大鹿村消防団 無

消防団 上松町消防団 無

消防団 南木曽町消防団 無

消防団 木祖村消防団 無

消防団 王滝村消防団 無

消防団 大桑村消防団 無

消防団 木曽町消防団 無

消防団 麻績村消防団 無

消防団 生坂村消防団 無

消防団 山形村消防団 無

消防団 朝日村消防団 無

消防団 筑北村消防団 無

消防団 池田町消防団 無

消防団 松川村消防団 無

消防団 白馬村消防団 無

消防団 小谷村消防団 無

消防団 坂城町消防団 無

消防団 小布施町消防団 無

消防団 高山村消防団 無

消防団 山ノ内町消防団 無

消防団 木島平村消防団 無

消防団 野沢温泉村消防団 無

消防団 信濃町消防団 無

消防団 小川村消防団 無

消防団 飯綱町消防団 無

消防団 栄村消防団 無

長野県署活動用無線機周波数一覧表

長野県 署活系無線
の保有状況

署活系無線機
の保有数

周波数名称
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別表第１２

(ｍ) (ft)

1 長野犀川第2緑地公園 長野市川合新田（河川敷） 長野市長 026-226-4911 N36.624391 E138.186432 転圧(草) 352 1,158 E/W

2 長野臨時ヘリポート 長野市若穂牛島1298-1 長野市長 026-226-4911 N36.617625 E138.233167 ｺﾝｸﾘｰﾄ 324 1,132 NE/S 

3 長野滑空場 長野市若穂綿内芦ノ町 千曲川河川事務所長 026-221-4882 N36.633354 E138.256081 ｱｽﾌｧﾙﾄ 338 1,109 NE/SW

4 長野県消防学校訓練場 長野市篠ノ井東福寺2375-1 消防学校長 026-292-2580 N36.571574 E138.173381 ｱｽﾌｧﾙﾄ 352 1,158 S/N

5 戸隠スキー場 長野市戸隠越水ヶ原3682 長野市長 026-226-4911 N36.755297 E138.094099 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,280 4,300 N/W

6 新町 長野市信州新町神田沖983番1先 長野建設事務所長 026-233-5151 N36.565298 E138.007593 転圧 430 1,401 NE/SW

7 松代病院 長野市松代町松代183 松代病院長 026-278-2031 N36.564031 E138.199624 ｺﾝｸﾘｰﾄ 384 1,260 NE/SW

8 長野市民病院 長野市富竹1333番地 長野市民病院長 026-295-1199 N36.668937 E138.254107 ｺﾝｸﾘｰﾄ 334 1,102 E/W

9 長野日赤 長野市若里6丁目3767番107･109 長野赤十字病院長 026-226-4131 N36.626531 E138.191299 アルミ 368 1,207 N/S

10 篠ノ井病院 長野市篠ノ井会666-1 篠ノ井総合病院長 026-292-2261 N36.575385 E138.149412 ｺﾝｸﾘｰﾄ 386 1,266 S/W

11 北信合同庁舎駐車場 中野市大字壁田字河原955 北信地方事務所長 0269-22-3111 N36.788889 E138.352222 ｱｽﾌｧﾙﾄ 332 1,095 SW/NE

12 夜間瀬川河川敷 山ノ内町大字夜間瀬夜間瀬橋上流右岸 山ノ内町長 0269-33-3111 N36.754722 E138.397778 ｱｽﾌｧﾙﾄ 500 1,650 N/S

13 志賀高原総合会館98 下高井郡山ノ内町大字平穏7148 山ノ内町長 0269-33-3111 N36.719167 E138.489722 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,482 4,864 E/W

14 奥志賀 下高井郡山ノ内町大字平穏7149
志賀高原プリンスホテル
共益会

0269-34-2485
0269-33-2400

N36.762222 E138.535556 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,522 4,995 S

15 北信総合病院 中野市西1-5-63 北信総合病院長 0263-22-2151 N36.746667 E138.366111 アルミ 386 1,266 N/S

16 萬葉の里 千曲市上山田千曲川左岸河川敷内 千曲市長 026-273-1111 N36.473056 E138.151389 芝 380 1,250 N/S 千曲坂城消防本部

17 高甫 須坂市墨坂南5丁目 須坂市長 026-245-1400 N36.641667 E138.305556 芝 395 1,286 W/SE

18 福島 須坂市福島町1098-2 須坂市長 026-245-1400 N36.646389 E138.265278 芝 335 1,105 NE/SW

19 木島防災拠点へリポート 飯山市大字飯山字向河原3651-1 千曲川河川事務所長 0269-22-2729 N36.864444 E138.381111 ｺﾝｸﾘｰﾄ 314 1,046 NE/SW

20 斑尾 飯山市飯山八坊塚11492-475 斑尾スキー場次長 0269-64-3214 N36.846111 E138.288333 ｱｽﾌｧﾙﾄ 961 3,165 SE/N

21 秋山小 下水内郡栄村大字堺18029-2 栄村長 0269-87-3111 N36.855833 E138.623611 転圧 695 2,273 NE/SW

22 さかえクラブ 下水内郡栄村大字北信2904 栄村長 0269-87-3111 N36.994166 E138.564166 ｱｽﾌｧﾙﾄ 402 1,296 W/NE

23 栃川 下水内郡栄村大字堺17930-47 栄村長 0269-87-3111 N36.832500 E138.631666 転圧 977 3,247 N/S

24 臼田総合運動公園多目的広場 佐久市臼田3110-1 佐久市長 0267-62-2111 N36.194167 E138.437222 芝 900 2,972 E/W

25 千曲川スポーツ交流広場 佐久市大字鳴瀬505-1 佐久市長 0267-62-2111 N36.250000 E138.430556 転圧 620 2,083 SE/W

26 小諸市総合運動場 小諸市己２番地173 小諸市長 0267-22-1700 N36.349722 E138.455833 芝 1,000 3,273 SE/NW

27 農林航空技術センター 小諸市大字山浦4857-1 航空技術ｾﾝﾀｰ所長 0267-23-0162 N36.300278 E138.391111 ｺﾝｸﾘｰﾄ 826 2,713 NE/SW

28 小海町総合グラウンド 南佐久郡小海町大字豊里5093-1 小海町長 0267-92-2525 N36.055000 E138.446944 芝 1,000 3,844 NE/SW

29 龍神公園 北佐久郡御代田町大字御代田2505-2 御代田町長 0267-32-3111 N36.316389 E138.508889 芝 802 2,696 NE/SW

30 早稲田大学軽井沢セミナーハウス 北佐久郡軽井沢町大字追分1448-4 早稲田大学総務課長 03-3203-4141 N36.348611 E138.546389 芝 1,040 3,437 W/SE

31 女神湖 北佐久郡立科町大字芦田八ヶ野女神湖 立科町長 0267-56-2311 N36.134167 E138.267222 芝 1,542 5,045 N/S

32 アサマ2000 群馬県吾妻郡嬬恋村大字鎌原字横笹1053 支配人 0267-23-1714 N36.407800  E138.470000 ｱｽﾌｧﾙﾄ 2,000 6,560 NW

33 諏訪形 上田市諏訪形81 上田市長 0268-22-4100 N36.389467 E138.250755 転圧 440 1,463 NW/SE

34 半過ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 上田市小泉字塩田川原2575-2 上田市長 0268-22-4100 N36.407342 E138.205994 ｺﾝｸﾘｰﾄ 429 1,397 NW/E

35 ベルパーク 上田市中丸子1821-2 上田市長 0268-22-4100 N36.339906 E138.270260 芝 513 1,673 NW/SE

36 青木 小県郡青木村村松61-1 青木村長 0268-49-0111 N36.371769 E138.142289 芝 528 1,725 SW/E

37 梓川ふるさと公園 松本市梓川梓7102 松本市長 0263-34-3000 N36.238688 E137.832037 芝 780 2,601 N/E

38 文化センター夢の森 松本市奈川3301 松本市長 0263-34-3000 N36.088345 E137.681501 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,100 3,506 N/SW

39 松本ヘリポート 松本市宮渕本村1-10 松本市長 0263-34-3000 N36.238515 E137.954957 芝 583 1,905 S/W

40 湯川渡 松本市安曇4171-2湯川渡敷地内 松本市長 0263-34-3000 N36.173093 E137.642137 ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,050 3,483 NW/E

41 高ボッチ 塩尻市大字片丘南内田高ボッチ高原 塩尻市長 0263-52-0280 N36.135054 E138.037721 転圧 1,580 5,389 NE/W

42 こども病院 安曇野市豊科3100 こども病院長 0263-73-6700 N36.285074 E137.921516 ｱｽﾌｧﾙﾄ 560 1,840 N/S

43 明科 安曇野市明科東川手14540番地先 安曇野市長 0263-71-2000 N36.381436 E137.929734 草地 525 1,663 NE/SW

44 生坂 東筑摩郡生坂村東広津14270-1 生坂村長 0263-69-3111 N36.464380 E137.946042 ｺﾝｸﾘｰﾄ 480 1,574 NE/SW

45 生坂スカイパーク 東筑摩郡生坂村北陸郷12215-1 生坂村長 0263-69-3111 N36.416667 E137.925000 芝 688 2,257 NW/E

46 麻績ヘリポート 東築摩郡麻績村麻地籍2789 麻績村長 0263-67-3001 N36.449189 E138.030381 ｺﾝｸﾘｰﾄ 660 2,099 E/SW

47 徳沢 松本市安曇上高地国有林109イ林小班 中信森林管理署長 050-3160-6050 N36.270499 E137.689978 砂利 1,555 5,150 NE/SW

48 明神 松本市安曇上高地国有林86い林小班 中信森林管理署長 050-3160-6050 N36.250278 E137.669722 砂利 1,553 5,031 NW

49 奥又白 松本市安曇上高地国有林109ろ林小班 中信森林管理署長 050-3160-6050 N36.296389 E137.691111 砂利 1,598 5,202 E/S

50 玄文沢 松本市安曇上高地玄文沢 松本自然環境事務所長 0263-94-2024 N36.244722 E137.620556 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,535 5,041 S/E

51 相澤病院 松本市本庄2-5-1 相沢病院理事長 0263-33-8600 N36.226970 E137.973433 ｺﾝｸﾘｰﾄ 614 2,015 W/S

52 信州大学医学部附属病院 松本市旭3-1-1 信州大学長 0263-35-4600 N36.248889 E137.979419 アルミ 642 2,109 N/S/W

管轄消防本部着陸帯地面
座標(経度)

世界測地10進法
座標(緯度)

世界測地10進法
地域

標高

中
　
　
　
　
　
信

連絡先　管理者名場　　　　　　　所場外離着陸場№

ヘリコプター離着陸場

北
　
　
　
　
　
　
信

東
　
　
　
　
　
信

長野市消防局

須坂市消防本部

岳北消防本部

佐久広域連合消防本部

上田地域広域連合消防本部

松本広域消防局

岳南広域消防本部
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53 観音橋 大町市常盤5640-4 大町市長 0261-22-0420 N36.497778 E137.840278 芝 730 2,404 SE/NW

54 池田町防災ﾍﾘﾎﾟｰﾄ 北安曇郡池田町大字会染40-1 池田町長 0261-62-3131 N36.418056 E137.887778 ｺﾝｸﾘｰﾄ 595 1,951 E/W

55 北部消防署前 北安曇郡白馬村大字北城9715-16 白馬村長 0261-72-5000 N36.705647 E137.864079 ｱｽﾌｧﾙﾄ 699 2,315 SE/SW

56 小谷村村営ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 北安曇郡小谷村大字千国乙3694 小谷村長 0261-82-2001 N36.763056 E137.901667 転圧 600 1,758 N/S

57 来馬河原 北安曇郡小谷村大字北小谷905 小谷村長 0261-82-2001 N36.837574 E137.900256 ｺﾝｸﾘｰﾄ 450 1,345 NE/SW

58 木曽病院 木曽郡木曽町福島6613-4 木曽病院長 0264-22-2703 N35.835277 E137.684722 ｱｽﾌｧﾙﾄ 753 2,434 NW/SW

59 開田ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 木曽郡木曽町開田高原西野5227-65 木曽町長 0264-22-3000 N35.938055 E137.570555 転圧 1,200 3,943 NE/SW

60 牧尾ダムヘリポート 木曽郡木曽町三岳7696-1 牧尾管理署長 0264-46-2033 N35.825277 E137.606944 ｺﾝｸﾘｰﾄ 885 2,837 NE/NW

61 滑川 木曽郡上松町 国交省中部整備局　上松出張所長 0264-52-4863 N35.783333 E137.737500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,110 3,641 S/W

62 大桑スポーツ公園 木曽郡大桑村大字殿1-58 大桑村長 0264-55-3080 N35.699444 E137.690000 転圧 590 1,745 E/W

63 おんたけ2240 木曽郡王滝村おんたけ2240スキー場A4駐車場 王滝村長 0264-48-2240 N35.860000 E137.528889 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,663 5,455 NE/SW

64 松原スポーツ公園 木曽郡王滝村4713-2 王滝村長 0264-48-2001 N35.798888 E137.542777 転圧 918 2,988 N/SW

65 みすず 伊那市美篶7310-123 伊那市長 0265-78-5010 N35.855381 E138.006574 芝 720 2,375 NW/E

66 美和 伊那市長谷黒河内119～253 伊那市長 0265-78-4111 N35.780348 E138.082802 芝 816 2,679 NE/SW

67 早実ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 駒ヶ根市赤穂24-275 早稲田実業学校長 03-3203-7821 N35.733839 E137.904151 芝 785 2,575 NE/SE

68 柏木町民運動場 上伊那郡飯島町七久保2589-14 飯島町長 0265-86-3111 N35.664668 E137.916124 転圧 610 2,273 N/S

69 みのわ 上伊那郡箕輪町東箕輪1909-1 箕輪町長 0265-79-3111 N35.928030 E138.020827 芝 771 2,529 W/N

70 小渋ダム 上伊那郡中川村大草6884-19 天竜川ダム統合管理事務所長 0265-88-3743 N35.605754 E137.979151 ｱｽﾌｧﾙﾄ 601 2,073 NE

71 伊那中央病院 伊那市小四郎久保1313-1 伊那中央行政組合長 0265-72-3121 N35.857468 E137.953016 ｺﾝｸﾘｰﾄ 720 2,358 NE/SW

72 昭和伊南総合病院 駒ヶ根市赤穂3230 昭和伊南病院長 0265-82-2118 N35.738460 E137.920274 アルミ 736 2,414 E/W

73 赤砂崎公園防災ヘリポート 諏訪郡下諏訪町赤砂崎10944 下諏訪町長 0266-27-1111 N36.060040 E138.079400 ｺﾝｸﾘｰﾄ 760 2,499 E/W

74 諏訪湖ヨットハーバー 諏訪市高島3丁目 諏訪市長 0266-52-4141 N36.040650 E138.101730 転圧 760 2,493 NE/SW

75 茅野（運動公園陸上競技場） 茅野市玉川253 茅野市長 0266-72-2101 N35.993880 E138.165580 芝 806 2,647 E/NW

76
ファナックパートロニクス（株）
ヘリポート

茅野市玉川字原山11400-260 ㈱ファナックパートロニクス社長 0266-79-5650 N35.987050 E138.246210 ｱｽﾌｧﾙﾄ 1,150 3,748 NW/SW

77 飯田運動公園 飯田市三日市場1986 飯田市長 0265-22-4511 N35.483610 E137.801110 ｺﾝｸﾘｰﾄ 534 1,761 N/SE

78 遠山防災ヘリポート 飯田市南信濃木沢292-20 飯田市長 0265-22-4511 N35.355270 E137.955550 ｱｽｺﾝ 510 1,653 N/E

79 南信濃ヘリポート 飯田市南信濃八重河内204-1横 飯田建設事務所長 0265-23-1111 N35.316380 E137.923610 ｱｽﾌｧﾙﾄ 408 1,276 NE/SW

80 新野ヘリポート 下伊那郡阿南町新野3728-173、3724-174 阿南町長 0260-22-2141 N35.271660 E137.741660 ｺﾝｸﾘｰﾄ 914 3,011 N/SW

81 大鹿ヘリポート 下伊那郡大鹿村大河原354-1 大鹿村長 0265-39-2001 N35.578330 E137.033330 ｱｽﾌｧﾙﾄ 674 2,201 NW/S

82 上の平ヘリポート 下伊那郡平谷村472-1、474 平谷村長 0265-48-2211 N35.322500 E137.631380 ｱｽﾌｧﾙﾄ 938 3,077 N/S

83 根羽村民ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 下伊那郡根羽村田島 根羽村長 0265-49-2111 N35.247500 E137.588330 転圧 632 2,073 N/SW

84 売木村ヘリポート 下伊那郡売木村1988－1 売木村長 0260-28-2311 N35.260000 E137.708610 ｺﾝｸﾘｰﾄ 831 2,729 N/W

85 飯田市立病院 飯田市八幡町438 飯田市立病院長 0265-21-1255 N35.499160 E137.837500 ｱｽﾌｧﾙﾄ 470 1,568 NE/SW

86 阿南病院 下伊那郡阿南町北條2009-1 阿南病院長 0260-22-2121 N35.333880 E137.835000 ｺﾝｸﾘｰﾄ 363 1,191 E/W

87 松島ヘリポート 下伊那郡天龍村平岡878 天龍村長 0260-32-2001 N35.276667 E137.850556 ｺﾝｸﾘｰﾄ 268 880 NE/S

中
　
　
　
　
　
信

飯田広域消防本部

諏訪広域消防本部

上伊那広域消防本部

木曽広域消防本部

北アルプス広域消防本部

南
　
　
　
　
　
　
信
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№ 事業所名 所　在　地 燃料の種類 貯蔵量(㍑) 連　　絡　　先 停電時の対応 営業時間 フルサービス・セルフ 管轄消防本部

昼間026-243-6100

夜間

昼間026-234-2050

夜間

昼間026-234-2418

夜間

昼間026-226-2454

夜間

昼間026-234-1315

夜間

昼間026-234-4576

夜間

50,000 昼間026-227-3327

20,000 夜間

昼間026-227-5557

夜間

昼間026-226-2384

夜間

昼間026-291-6363

夜間026-291-6363

60,000 昼間026-221-8811

20,000 夜間026-221-8811

30,000 昼間026-224-4048

20,000 夜間

昼間026-239-7266

夜間

昼間026-243-5932

夜間

昼間026-215-1171

夜間

昼間026-244-9363

夜間

昼間026-223-5828

夜間

昼間026-243-5301

夜間026-244-1790

昼間026-221-7466

夜間

昼間026-259-8614

夜間

昼間026-284-5515

夜間

昼間026-228-8335

夜間

昼間026-241-0043

夜間

50,000 昼間026-228-2431 

10,000 夜間026-228-2431 

昼間026-235-5670

夜間026-235-5670

昼間026-241-4381

夜間

昼間026-243-4873

夜間

昼間026-259-5220

夜間

昼間026-295-6500

夜間026-295-6500

昼間026-243-8700

夜間

昼間026-244-1722

夜間

昼間026-243-9343

夜間

昼間026-219-2426

夜間

昼間026-251-3181

夜間

40,000
5,000

40,000
20,000

29,100
9,700

28,000
10,000

58,000
10,000

45,000
20,000

34
サンリン(株)
新若槻ＳＳ

長野市田中1283番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00 フルサービス

フルサービス

33
株式会社ジェイ・クエスト
長野稲田店

長野市稲田二丁目56番31号
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 6:00～23:00 セルフ

32
株式会社高見澤
若槻給油所

長野市稲田一丁目13番25号
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:30～22:00

給油不可

30
株式会社花岡ライトパーク
浅川セルフ給油所

長野市浅川東条286番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～22:00 セルフ

セルフ

29
相馬商事(株)
Dr.Driveセルフ若槻店

長野市大字若槻東条1142番地2
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間 セルフ

7:00～19:00 フルサービス31
ながの農業協同組合
若槻給油所

長野市稲田一丁目31番13号
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

フルサービス

28
(株)本久
本久セルフ運動公園ＳＳ

長野市吉田4丁目4番24号
ガソリン
軽　　油

29,400
 9,800

不可 給油不可 7:00～22:00

セルフ

27
北信米油(株)
西和田給油所

長野市中越1丁目3番37号
ガソリン
軽　　油

50,000
 10,000

不可 給油不可 7:00～21:00

セルフ

26
㈱渡辺商事
長野北ＳＳ

長野市三輪二丁目1－17
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 非常電源 7:30～22:00

セルフ

25
北信米油株式会社
長野大通りサービスステーション

長野市大字三輪1303番地3
ガソリン
軽　　油

58,000
10,000

不可 給油不可 24時間

セルフ

24
(株)武重商会 セルフ
長野バイパスＳＳ

長野市大字稲葉南俣2678番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間

セルフ

23
(株)高見澤
長野高田ＳＳ

長野市西和田一丁目6－6
ガソリン
軽　　油

48,000
10,000

不可 給油不可 7:00～22:00

セルフ

22
タカサワ
東和田給油所

長野市東和田804-3
ガソリン
軽　　油

50,000
 20,000

不可 給油不可 6:00～23:00

セルフ

21
(株)本久
本久セルフ平林ＳＳ

長野市平林二丁目15－15
ガソリン
軽　　油

64,000
16,000

不可 非常電源 6:00～23:00

フルサービス

20 サンリン㈱長野給油所 長野市大字南長池542-3
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 給油不可 7:00～22:00

フルサービス

19
高社石油(株)
ウェイブ南長池ＳＳ

長野市大字南長池343-1
ガソリン
軽　　油

50,000
30,000

不可 給油不可 8:00～22:00

フルサービス

18
㈱本藤
屋島ＳＳ

長野市北長池111
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可 給油不可 7:00～20:00

フルサービス

17
株式会社高見澤石油事業部
長野中央給油所

長野市大字高田365番地1
ガソリン
軽　　油

39,600
10,000

不可 給油不可 7:30～20:00

フルサービス

16
株式会社タカサワ
長野高田サービスステーション

長野市高田452番地1
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可 非常電源 7:00～21:00

フルサービス

15
貝印石油(株)
ながの尾張部ＳＳ

長野市西尾張部1060番地15
ガソリン
軽　　油

40,000
30,000

不可 給油不可 7:30～20:00

セルフ

14
ながの農協
朝陽給油所

長野市北尾張部262番地
ガソリン
軽　　油

29,674
 19,400

可：移動タンク 給油不可 7:30～20:00

フルサービス

13
㈱エネオスウイング
セルフ北尾張部ＳＳ

長野市大字北尾張部416-1
ガソリン
軽　　油

50,000
 10,000

不可 給油不可 6:00～22:00

セルフ

12
吉田興産（株）
卸センター給油所

長野市アークス1－48
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 8:00～19:30

セルフ

11
(株)相馬商事　Drive セルフ
長野大橋ＳＳ

長野市川合新田998
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 24時間

フルサービス

10
株式会社ペトロソ－マ
中御所サービスステーション

長野市中御所四丁目9番7号
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

不可 非常電源 24時間

フルサービス

9
北信米油株式会社
長野サービスステーション

長野市中御所四丁目10番5号
ガソリン
軽　　油

50,000
17,600

不可 非常電源 9:00～17:00

フルサービス

8
株式会社宇都宮商会
長野国道給油所

長野市中御所258番地3
ガソリン
軽　　油

29,400
9,800

不可 給油不可 7:30～21:00

フルサービス

7
吉田興産株式会社
アポロＪステーションサービスステーション

長野市中御所５丁目1－18
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～22:00

フルサービス

6
JAながの
エントランス裾花サービスステーション

長野市新諏訪一丁目25番34号
ガソリン
軽　　油

22,150
6,650

不可 給油不可 7:30～19:30

ガソリン
軽　　油

27,000
9,500

不可 給油不可 7:30～19:00

セルフ

5
広木屋石油株式会社
柳町サービスステーション

長野市柳町2028番地2
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

不可 非常電源 7:30～20:00

フルサービス

4
エネオスフロンティア
Dr.Driveｾﾙﾌ栗田店

長野市大字栗田327番地1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 給油不可 7:00～20:00

陸上隊燃料補給場所

貯蔵場所以外への
調達の可否・方法

1
株式会社武重商会
長野居町サービスステーション

長野市居町50番地5
ガソリン
軽　　油

30,000
8,000

不可 非常電源 7:30～20:00

フルサービス

3
吉田興産株式会社
県庁通り給油所

長野市大字南長野422番地5
ガソリン
軽　　油

29,100
9,700

不可 非常電源 7:30～20:00

フルサービス

2
相馬商事株式会社
Dr.Driveﾞ長野中央店

長野市鶴賀緑町1629番地

長野市消防局
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昼間026-255-7117

夜間

昼間026-296-9731

夜間

昼間026-295-4411

夜間026-295-4411

昼間026-296-9925

夜間026-296-9925

昼間026-221-4080

夜間

昼間026-222-2266

夜間

昼間026-267-0260

夜間

昼間026-285-9890

夜間026-285-9890

昼間026-226-8877

夜間

昼間026-228-3773

夜間

昼間026-229-2159

夜間

14,000 昼間026-285-2076

6,000 夜間026-286-4478

40,000 昼間026-284-4419

10,000 夜間

48,000 昼間026-254-6170

8,000 夜間026-254-6170

昼間026-286-3119

夜間

50,000 昼間026-286-7122

20,000 夜間026-286-7122

昼間026-285-3567

夜間

昼間026-284-2142

夜間

昼間026-284-3533

夜間026-284-3533

55,000 昼間026-284-3586

10,000 夜間026-284-3586

48,000 昼間026-283-1131 

32,000 夜間026-283-1131 

昼間026-284-9366

夜間

昼間026-284-4142

夜間

昼間026-292-0611

夜間

昼間026-292-0943

夜間

昼間026-217-4345

夜間026-217-4345

昼間026-285-7770

夜間

昼間026-293-4831

夜間

40,000 昼間026-283-8118

10,000 夜間

昼間026-291-1380

夜間

25,200 昼間026-284-5695

13,600 夜間

40,000 昼間026-214-7155

20,000 夜間026-214-7155

昼間026-283-3883

夜間

昼間026-214-7713

夜間026-214-7713

19,000 昼間026-284-5515

28,700 夜間

50,000 昼間026-286-5567

20,000 夜間

40,000 昼間026-293-7829

60,000 夜間026-293-7829

40,000
20,000

20,000
9,700

給油不可 24時間 セルフ

給油不可 7:00～21:00 セルフ

71
太陽鉱油(株)
篠ノ井バイパスＳＳ

長野市篠ノ井小森183-1
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～19:00 フルサービス

70
㈱タカサワ
神明ＳＳ

長野市広田28
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 24時間 セルフ

69
㈱本久
長野市場SS

長野市場4-3
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

68
株式会社ペトロソーマ
ペトロ小島田店

長野市小島田町297番地1
ガソリン
軽　　油

96,000
14,000

不可

給油不可 24時間 セルフ

67
吉田興産株式会社
長野インター古戦場サービスステーション

長野市小島田町1103番地1
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

不可

給油不可 8:00～22:00 フルサービス

66
タカサワ
長野小島田SS

長野市小島田町461-1
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

65
JAｸﾞﾘｰﾝ長野
小島田給油所

長野市小島田町1022
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

非常電源 7:30～22:00 セルフ

64
サンリン㈱
真島給油所

長野市真島町真島1589
ガソリン
軽　　油

50,000
15,000

不可

給油不可 7:00～21:00 セルフ

63
渡辺商事㈱
長野南ＳＳ給油所

長野市川中島町上氷鉋543-5
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～20:00 セルフ

62
JAグリーン長野
南長野公園前セルフ給油所

長野市川中島町御厨2237番地1
ガソリン
軽　　油

38,400
9,600

不可

非常電源 24時間 セルフ

61
ＪＡグリーン長野
川中島ｾﾙﾌ今井給油所

長野市川中島町今井717番地2
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可

非常電源 7:30～20:00 フルサービス

60
コスモ石油株式会社
セルフ川中島サービスステーション

長野市川中島町今井1801番地1
ガソリン
軽　　油

52,000
10,000

不可

給油不可 7:00～19:30 フルサービス

59
株式会社タカサワ
川中島サ－ビスステ－ション

長野市川中島町原５599番地
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

不可

給油不可 7:30～20:00 フルサービス

58
川中島石油販売株式会社
川中島サービスステーション

長野市川中島町原516番地6
ガソリン
軽　　油

13,000
7,000

不可

給油不可 8:00～19:30 フルサービス

57
株式会社パルニシザワ
川中島サービスステーション

長野市川中島町原1294番地
ガソリン
軽　　油

35,000
10,000

不可

非常電源 24時間 フルサービス

56
株式会社若林
川中島サービスステーション

長野市川中島町1517番地1
ガソリン
軽　　油

24,000
16,000

不可

55
㈱東日本宇佐美
１８号篠ノ井バイパス給油所

長野市青木島町大塚393-1
ガソリン
軽　　油

不可

54
(株)カワネン
長野大橋ＳＳ

長野市青木島町綱島592
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 セルフ

45,000
15,000

セルフ

53
株式会社ペトロソーマ
Dr.Drive青木島店

長野市青木島四丁目4番4号
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間 セルフ

9:00～17:00 フルサービス

52
貝印石油株式会社
セルフ青木島サービスステーション

長野市青木島四丁目3番2号
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:30～19:30

51
有限会社横田商店
ギグナス石油

長野市稲里一丁目5番地22
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源
26,500
9,500

38,000
10,000

50
㈱ペトロソーマ
南パイパス店

長野市稲里町中央2丁目2-67
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間 セルフ

セルフ

49
長野日本無線生活協同組合
稲里サービスステーション

長野市稲里町下氷鉋1255番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:30～19:00 フルサービス
29,400
9,800

30,000
10,000

7:30～20:00 フルサービス

48
上燃㈱
ｾﾙﾌ長野南ﾊﾞｲﾊﾟｽSS

長野市稲里町下氷鉋447-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間

47
南長野石油㈱
更北ＳＳ

長野市稲里町中央3丁目39-20
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

46
㈱若林
田牧ＳＳ

長野市稲里町田牧194-3
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 8:00～20:00 フルサービス

(株)高見澤
大豆島ＳＳ

長野市大豆島3229
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:00～22:00

25,000
15,000

フルサービス

45
JAながの
七二会給油所

長野市七二会己510
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

7:30～21:00 フルサービス

44
株式会社高見澤石油事業部
伊勢宮給油所

長野市大字安茂里2167番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00

43
渡辺商事株式会社
安茂里給油所

長野市大字安茂里1346番地7
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
28,500
9,500

30,000
25,000

40,000
30,000

フルサービス

37
(株)東日本宇佐美
１８号長野アップルラインＳＳ

長野市大字村山583-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 セルフ

42
コスモ石油販売
セルフピュア里島

長野市里島63番地
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 セルフ

フルサービス

41
(株)エネオスウイング
セルフ大豆島ＳＳ

長野市大豆島4006－1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 6:00～23:00 セルフ

40,000
20,000

68,000
10,000

50,000
15,000

40

6:00～23:00 セルフ

36
ながの農協
豊野給油所

長野市赤沼1881-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:30～19:00

35
㈱東日本宇佐美
18号線アップルロード給油所

長野市赤沼2253-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

7:30～19:00 フルサービス

フルサービス

39
JAながの
ハロープラザ大豆島SS

長野市大豆島1053-１
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

38 ㈱エネオスウイング長野ＴＳ 長野市大字村山582-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間

43,200
48,000

長野市消防局
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38,000 昼間026-292-0208

9,500 夜間

21,850 昼間026-292-4271

6,650 夜間

24,000 昼間026-292-0635

14,400 夜間

60,000 昼間026-292-2821

40,000 夜間026-292-2821

40,000 昼間026-292-0929

20,000 夜間

40,000 昼間026-293-6116

10,000 夜間090-8006-7388

40,000 昼間026-278-8155

20,000 夜間026-278-8155

40,000 昼間026-278-3833

20,000 夜間026-278-8788

40,000 昼間026-293-5660

10,000 夜間

昼間026-292-8866

夜間

昼間026-278-2246

夜間

昼間026-290-6122

夜間

昼間026-278-1789

夜間

昼間026-278-7400

夜間

昼間026-282-4766

夜間

昼間026-282-3006

夜間

昼間026-282-2038

夜間

昼間026-239-2311

夜間

昼間026-253-2030

夜間026-253-2030

昼間026-257-2211

夜間

昼間026-257-2306

夜間

昼間026-262-2175

夜間

昼間026-262-2220

夜間

昼間026-262-2221

夜間

昼間026-268-3335

夜間

昼間026-267-2533

夜間

昼間026-266-2231

夜間

昼間026-299-2221

夜間

昼間026-299-2211

夜間

昼間026-256-2021

夜間

昼間026-254-2128

夜間

昼間026-254-2530

夜間

昼間026-252-2211

夜間

昼間026-255-3191

夜間026-255-3191

昼間026-258-2849

夜間026-258-2849

昼間026-255-2347

夜間0263-97-3030

昼間026-255-2522

夜間

30,000
15,000

15,000
9,700

17,500
5,500

6,000
4,000

8:30～18:00

108 JAながのエナジーハウス冨士里 信濃町穂波157
ガソリン
軽　　油

28,800
19,200

可：移動タンク 給油不可 7:00～19:00 フルサービス

107
サンリン
黒姫ＳＳ

信濃町古間878-2
ガソリン
軽　　油

45,000
35,000

可：移動タンク 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

106 ㈲佐藤石油 信濃町野尻536-2
ガソリン
軽　　油

33,000
17,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～19:00 フルサービス

105 ㈲信濃自動車工場 信濃町柏原2390
ガソリン
軽　　油

29,100
10,000

不可 給油不可 7:00～19:00 フルサービス

フルサービス

104
JAながの
柵サービスステーション

長野市戸隠栃原3204番地
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 フルサービス

103 山一屋シェル戸隠給油所 長野市戸隠3404番地の1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

102
有限会社あたらしや
戸隠サービスステーション

長野市戸隠1511番地2
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:30～18:30 フルサービス

8:30～18:00

フルサービス

101
ＪＡながの
鬼無里サービスステーション

長野市鬼無里2307番地1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:00～19:00 フルサービス

8:30～19:00 フルサービス

100
JAグリーン長野
信田給油所

長野市信更町田野口800番地
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 8:30～17:00

20,099
14,000

23,000
7,000

フルサービス

99
JAグリーン長野
更府給油所

長野市信更町安庭1010
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

給油不可 7:30～19:00 フルサービス

98
JAグリーン長野
大岡給油所

長野市大岡乙367番地
ガソリン
軽　　油

8,000
6,000

不可 給油不可 8:30～17:00

フルサービス

97
(有)窪田商店
中条給油所

長野市中条住良木395-1
ガソリン
軽　　油

13,500
6,000

不可

96
ながの農業協同組合さいがわ経済センター
しなのサービスステーション

長野市中条住良木9026
ガソリン
軽　　油

13,000
7,000

不可

95
大和商事株式会社
エネオス信州新町サービスステーション

長野市信州新町水内1686番地
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:30～19:00 フルサービス

15,000
5,000

10,000
10,000

給油不可 7:30～19:00

フルサービス

94
美濃屋精米所
昭和シェル新町サービスステーション

長野市信州新町新町935番地
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:00～20:00 フルサービス

8:00～20:00 フルサービス

93
ＪＡながの
上条サービスステーション

長野市信州新町上条85番地1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:30～19:00

20,000
10,000

29,100
9,700

セルフ

92
有限会社サイトウ
豊野サービスステーション

長野市豊野町豊野963番地8
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

給油不可 24時間 セルフ

91
株式会社高見澤石油事業部
セルフカーケアステーション豊野サービスステーション

長野市豊野町浅野1517番地1
ガソリン
軽　　油

46,000
16,000

不可 非常電源 6:00～23:00

フルサービス

90
エネクスフリート株式会社
信州中野インターサービスステーション

長野市豊野町蟹沢1308番地1
ガソリン
軽　　油

40,000
60,000

不可

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

89
株式会社デベロッパーしなの
エネオスナカイ飯綱高原ＳＳ

長野市上ケ屋2471番地1254
ガソリン
軽　　油

34,600
9,600

可：移動タンク 非常電源 8:00～18:00

フルサービス

88
有限会社清庫石油
エネオス綿内ＳＳ

長野市若穂綿内8554番地
ガソリン
軽　　油

14,000
6,000

不可

給油不可 8:30～18:00 フルサービス

87
有限会社保科シェル石油
保科サービスステーション

長野市若穂保科2676番地
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

不可 給油不可 9:00～17:00

フルサービス

86
JAグリーン長野
若穂給油所

長野市若穂川田3510番地2
ガソリン
軽　　油

10,000
5,000

不可

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

85
松代石油販売㈱
松代サービスステーション

長野市松代町東寺尾2714
ガソリン
軽　　油

18,060
9,700

不可 給油不可 7:00～20:00

7:00～22:00 セルフ

84
㈱ショウシン
東寺尾給油所

長野市松代町東寺尾2913-1
ガソリン
軽　　油

30,000
20,000

不可

給油不可 8:00～19:00 フルサービス

83
ＪＡグリーン長野
長野インター松代給油所

長野市松代町西寺尾1505-1
ガソリン
軽　　油

30,000
15,000

不可 非常電源

給油不可 8:00～20:00 フルサービス

82
㈲松代貝印石油
長野松代サービスステーション

長野市松代町松代468
ガソリン
軽　　油

16,000
4,000

不可

非常電源 7:00～22:00 セルフ

81
JAグリーン長野
西部給油所

長野市篠ノ井塩崎462番地1
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク

給油不可 24時間 フルサービス

80
JAグリーン長野
アグリしののいセルフ給油所

長野市篠ノ井布施五明3236
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 24時間 フルサービス

79
吉田興産(株)
松代PA上り線給油所

長野市篠ノ井東福寺3390
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～23:00 セルフ

78
(株)エネオスウイング
松代ＰＡ下り線給油所

長野市篠ノ井東福寺3482-2
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～20:30 セルフ

77
(株)エネオスフロンテイア
セルフ長野インターＳＳ

長野市篠ノ井西寺尾2450-5
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 24時間 セルフ

76
(有)伊堀石油
コンフォート篠ノ井サービスステーション

長野市篠ノ井布施高田1241
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 8:00～20:00 フルサービス

75
㈱エネオスウイング
Ｒ１８篠ノ井バイパスＳＳ

長野市篠ノ井会869-1
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:30～20:30 フルサービス

74
ＪＡグリーン長野
中央ＳＳ

長野市篠ノ井御幣川1099-1
ガソリン
軽　　油

不可

73
渡辺商事㈱
篠ノ井ＳＳ

長野市篠ノ井御幣川1128-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

72
山岸石油篠ノ井給油所(有)
アリエス篠ノ井ＳＳ

長野市篠ノ井御幣川1143-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:30～21:00 フルサービス

長野市消防局

37

- 436 -



別表第１３

昼間026-253-2300

夜間

昼間026-295-2317

夜間

昼間026-269-2232

夜間

昼間026-248-3244

夜間

昼間026-245-1040

夜間

昼間026-245-2345

夜間

昼間026-246-5121

夜間026-246-5121

昼間026-247-0080

夜間

昼間026-245-3142

夜間

昼間026-242-5108

夜間

昼間026-245-1893

夜間

昼間026-245-0375

夜間

昼間026-245-0655

夜間

昼間026-248-5557

夜間

昼間026-246-2450

夜間

昼間026-246-2364

夜間

昼間026-248-0002

夜間

昼間026-245-9315

夜間

昼間026-245-0004

昼間026-245-1618

夜間

昼間026-248-9320

夜間

昼間026-247-2136

夜間

昼間026-247-6007

夜間

昼間026-274-0721

夜間026-274-0721

昼間026-272-3323

夜間026-272-3323

昼間026-273-5399

夜間

昼間026-272-2259

夜間0268-82-8703

48,000 昼間026-272-6220

16,000 夜間

40,000 昼間026-261-3426

10,000 夜間

28,500 昼間026-275-3201

9,500 夜間

40,000 昼間026-275-0538

10,000 夜間

昼間026-275-6810

夜間

昼間026-275-2879

夜間

昼間026-275-2292

50,000 昼間026-275-2335

10,000

38,000 昼間026-273-1717

10,000

29,200 昼間0268-82-7171

6,680

24,000
 11,500

非常電源 07:30～20:00 フルサービス145 (有）ヤマギシ　坂城SS 埴科郡坂城町大字坂城6828
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 06:00～24:00 セルフ

144
JAながの
ちくま西部セルフSS

千曲市八幡3177-3
ガソリン
軽　　油

不可

手動ポンプ 07:30～19:30 フルサービス

143 ㈱SKYエナジー戸倉セルフSS 千曲市大字内川91-92
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 07:00～21:00 セルフ

非常電源 07:30～20:00 フルサービス

142 ㈲さらしな石油　戸倉さらしな給油所 千曲市大字若宮557
ガソリン
軽　　油

14,000
6,000

不可

手動ポンプ 08:00～19:00 フルサービス

141
(有）ヤマギシ
内川給油所　ミルキーウエイ戸倉ステーション

千曲市大字内川1288
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可

非常電源 07:30～20:00 フルサービス

140
JAながのパリオ
サービスステーション

千曲市大字内川802ー1
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク

非常電源 8:00～20:00 フルサービス

139
(有）ヤマギシ
プラネッツ戸倉

千曲市大字磯部745-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

非常電源 24時間 セルフ

138
渡辺商事
戸倉上山田ＳＳ

千曲市大字磯部559
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 23h（01～02休憩） セルフ

137
㈱ENEOSフロンティア北関東カンパニー
Dr.Driveセルフ千曲店

千曲市大字寂蒔1039-1
ガソリン
軽　　油

不可

136
吉田興産㈱
セルフ更埴インター店

千曲市大字屋代2321-10
ガソリン
軽　　油

不可

135 （有）更埴石油 千曲市大字寂蒔871
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～20:00 フルサービス

134
JAながの
アンズロードSS

千曲市大字雨宮336ー1
ガソリン
軽　　油

28,800
9,600

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～19:00 両方

129
青木石油
ツインズ北須坂給油所

須坂市松川町3058-4
ガソリン
軽　　油

49,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 7:30～20:00 フルサービス

128 ㈲外村石油 須坂市相森町2178
ガソリン
軽　　油

133 （有）西村石油 千曲市大字森804-3
ガソリン
軽　　油

21,275
15,575

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00 フルサービス

132
㈱東日本宇佐美　上信越支店
18号更埴インター給油所

千曲市大字屋代2781ー１
ガソリン
軽　　油

45,000
60,000

不可 非常電源 24時間 フルサービス

131 ㈲やまろく 小布施町大字小布施2255-13
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～20:00 フルサービス

130 青木石油小布施給油所 小布施町上町874
ガソリン
軽　　油

13,440
5,760

不可 手動ポンプ 7:30～20:00 フルサービス

6,000
20,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～21:00 両方

127
ＪＡながの
高山給油所

高山村大字高井43-19
ガソリン
軽　　油

30,000
20,000

不可 手動ポンプ 7:30～19:00 フルサービス

126 酒井石油㈱ 須坂市明徳町7-6
ガソリン
軽　　油

22,000
8,000

不可 手動ポンプ 7:30～20:00 フルサービス

125
㈱佐藤商店
ワインロード

須坂市下八町2213-2
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～19:30 フルサービス

124
青木石油
南原給油所

須坂市臥竜6-8-2
ガソリン
軽　　油

19,200
9,600

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～20:00 フルサービス

123
㈱高見澤
須坂給油所

須坂市墨坂南1-16-15
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

不可 非常電源 7:30～20:30 フルサービス

122
青木石油
ニュー須坂

須坂市墨坂3-3-5
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 非常電源 7:30～20:00 フルサービス

121
長野堀川販売
㈱須坂給油所

須坂市南横町1635
ガソリン
軽　　油

50,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～21:30 両方

120 北森石油㈱ 須坂市東横町1416
ガソリン
軽　　油

14,700
5,000

可：移動タンク 手動ポンプ 8:00～20:00 フルサービス

ながの農業協同組合
相之島給油所

須坂市村山町578-1
ガソリン
軽　　油

119
玉井
セルフ塩川給油所

須坂市大字塩川508-1
ガソリン
軽　　油

58,000
12,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～21:00 セルフ

118
玉井
セルフ村山給油所

須坂市大字高梨358-5
ガソリン
軽　　油

106,000
18,000

不可 手動ポンプ 6:30～21:00 セルフ

不可 手動ポンプ 6:00～22:00 フルサービス

117
中島石油
須坂給油所

須坂市大字小山2497-3
ガソリン
軽　　油

40,000
28,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～21:00 フルサービス

116
宇佐美上信越支店セルフ
須坂インター第二給油所

須坂市福島町483-1
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～22:00 フルサービス

115
宇佐美鉱油
403号須坂インター給油所

須坂市福島町378-1
ガソリン
軽　　油

45,000
60,000

不可 非常電源 24時間 両方

114

109
ＪＡながの
カーサロン飯綱サービスステーション

上水内郡飯綱町大字普光寺1081番地4
ガソリン
軽　　油

29,600
20,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～19:00 フルサービス

40,000
10,000

不可 手動ポンプ 7:00～21:00 両方

113
ながの農業協同組合
井上セルフ給油所

須坂市幸高町188-1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～21:00 両方

112
中島石油
シュプール須坂SS

須坂市福島町388-1
ガソリン
軽　　油

38,800
19,400

111
(有)高府貝印石油
夏和給油所

上水内郡小川村大字高府2848-1
ガソリン
軽　　油

12,610
6,790

可：移動タンク 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

110
北信米油株式会社
牟礼サービスステーション

上水内郡飯綱町普光寺951番地
ガソリン
軽　　油

29,000
9,500

不可 給油不可 7:30～20:00 フルサービス 長野市消防局

須坂市消防本部

千曲坂城消防本部
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29,400 昼間0268-82-2373

9,800

40,000 昼間0268-81-2355

10,000

25,500 昼間0268-82-2891 平日　7:00～20:00

23,500 休日　8:00～18:00

昼間0269-67-0350

夜間

昼間0269-67-2414

夜間

昼間0269-65-3888

夜間

昼間0269-81-2380

夜間

昼間0269-81-1105

夜間

昼間0269-62-3479

夜間

昼間0269-62-2716

夜間

昼間0269-62-3639

夜間

昼間0269-62-2345

夜間

昼間0269-62-3108

夜間

昼間0269-81-3615

夜間0269-81-3615

昼間0269-65-4755

夜間

昼間0269-65-2040

夜間

昼間0269-81-2300

夜間0269-81-2300

昼間0269-85-4200

夜間

昼間0269-85-2074

夜間

昼間0269-62-4646

夜間

昼間0269-82-2246

夜間

昼間0269-85-4144

夜間

昼間0269-87-3400

夜間

昼間0269-87-2400

夜間

昼間025-767-2577

夜間

昼間0269-33-8712

夜間

昼間0269-33-8585

時間外0269-33-2565

昼間0269-33-2121

夜間

昼間0269-33-4568

夜間

昼間0269-33-2887

時間外0269-33-2565

昼間0269-33-7890

夜間

昼間0269-33-2928

時間外0269-33-2565

昼間0269-23-5656

夜間0269-23-5656

19,200 昼間0269-23-2180

9,600 夜間

昼間0269-24-6682

夜間0269-22-4300

昼間0269-23-1117　

夜間0269-22-5298

小野澤商店
19,800
9,900

14,550
14,550

ＪＡながの
柳原給油所

19,400
9,700

ＪＡながの
太田給油所

20,000
10,000

ＪＡながの
あぐりタウンセルフ給油所

38,000
10,000

北信生コン㈱SUN秋山給油所
4,850
4,850

昭和シェル㈱志賀高原給油所
30.000
30.000

ＪＡながの
みゆき農業機械センター

移動タンク
のみ常駐

ＪＡながの
木島平農業機械センター

移動タンク
のみ常駐

30,000
30,000

大栄開発㈱SUN平滝給油所
19,400
9,700

戸狩興産
13,750
6,000

コスモ石油
セルフピュア飯山給油所

80,000
20,000

ＪＡながの
野沢温泉給油所

10,276
10,000

柏尾精米
22,000
15,000

平日7:30～19:30
日祝8:00～19:00

フルサービス181
中野アポロ㈱
中野駅南給油所

中野市大字岩船425-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
30,000
10,000

180
JAアップル㈱
北部セルフ給油所

中野市大字田麦284-4
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～21:00 セルフ

セルフ

179
JAアップル㈱
平岡給油所

中野市大字金井139-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～19:00

日曜9:00～12:30
祝日8:30～18:00

フルサービス

50.000
50.000

40,000
10,000

178
㈱高見澤志賀
高原入口給油所

中野市大字一本木306-1 
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間

ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

176 JAながの北志賀給油所
下高井郡山ノ内町大字
夜間瀬12709-6

ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
7:00～19:00
7:30～18:30

（季節により）

30.000
20.000

14.900
20.000

30.000
20.000

フルサービス

175
㈱友野商店志賀
高原入口給油所

下高井郡山ノ内町大字
平穏4106-20

ガソリン
軽　　油

軽油のみ可：
移動タンク

非常電源
平日・土7:00～20:00
日祝　7:00～19:00

フルサービス

174
下高井郡山ノ内町大字
平穏2926-36

ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
平日・土7:00～20:00
日祝　8:00～18:00

㈲佐藤商店
湯田中給油所

14,300
8,700

平日・土7:00～19:30
日・祝　7:30～19:00

フルサービス

給油不可
平日・土7:00～20:00
日祝　8:00～19:00

両方

フルサービス

172
㈱友野商店
志賀高原上林給油所

下高井郡山ノ内町大字
平穏1454-2

ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:00 フルサービス

171
下高井郡山ノ内町大字
平穏1389-5

ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:30

30,000
20.000

ＪＡながの
志賀高原給油所

38,400
19,200

165 飯山市大字常盤2147
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 8:00～17:00 フルサービス

164

177
㈱友野商店
山ノ内西給油所

下高井郡山ノ内町大字
夜間瀬2686-1

フルサービス

170 栄村大字堺18030-57
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 8:00～18:30 フルサービス

169 栄村大字北信3426-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
11～3月7:00～18:00
4～10月7:00～18:30

大栄開発㈱SUN森宮野原給油所
14,000
6,000

フルサービス

173
下高井郡山ノ内町大字
平穏4127-13

ガソリン
軽　　油

不可

168 栄村大字豊栄3323-17
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源
1～3月7:00～18:30
4～12月7:00～19:00

フルサービス

フルサービス

167 大栄開発㈱SUN市川給油所 野沢温泉村大字虫生2356-9
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
平日7:30～18:00
日曜　定休日

フルサービス

166 木島平村大字往郷3613-ロ
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 8:00～17:00

野沢温泉村大字前坂8520-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ
平日7:00～19:00
日曜8:00～18:00

宮崎商店
31,780
26,220

セルフ

163 野沢温泉村大字豊郷4460
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:30～18:30 フルサービス

162 飯山市大字蓮9
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間

フルサービス

フルサービス

161 飯山市大字照里1188-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
平日7:30～18:30
日曜　定休日

フルサービス

160 飯山市大字瑞穂豊1045-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:00～19:00

フルサービス

159 飯山市大字静間1978-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 6:00～23:00 セルフ

158 飯山市南町30-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ
平日7:00～19:00
日曜7:00～17:00

畑宗
27,200
10,800

ジェイ・クエスト
セルフ飯山ステーション

70,000
30,000

フルサービス

157 飯山市大字静間396-3
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ
平日7:00～19:00

日・祝7:00～18:30
フルサービス

156 飯山市大字飯山1166-3
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
平日7:00～19:00
日曜　定休日

杉山石油
本町給油所

23,750
4,750

杉山石油ニュー
飯山給油所

24,800
10,000

フルサービス

155 飯山市南町18-13
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

154 飯山市大字飯山4808
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:30～18:30

両方

153 木島平村大字上木島5696-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30 両方

152 飯山市大字常盤6218-9
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ 7:00～19:30

ＪＡながの
木島平給油所

32,000
20,000

飯山石油
20,000
10,000

不可 給油不可
7:30～18:30
日曜　定休日

フルサービス

平日7:00～18:30
日曜8:00～18:00

フルサービス

150 飯山市大字旭246-1
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
7:30～19:00

日・祝　7:30～18:30
フルサービス

非常電源 フルサービス

149
大栄開発㈱
SUN飯山SS

飯山市大字静間2175
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

151 飯山市大字常郷28-1
ガソリン
軽　　油

給油不可 07:00～21:00 セルフ

148 (有)田島石油　村上SS 埴科郡坂城町大字網掛164-2
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 07:00～20:00 フルサービス

147 JAながの　中之条セルフSS 埴科郡坂城町大字中之条1336-1
ガソリン
軽　　油

不可

146 柳屋商事(株)　坂城SS 埴科郡坂城町大字南条6746
ガソリン
軽　　油

不可

千曲坂城消防本部

岳北消防本部

岳南広域消防本部
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別表第１３

昼間0269-22-5298

夜間0269-22-5298

昼間0269-24-1888

夜間0269-23-5656

昼間0269-22-5001

夜間0269-22-4300

昼間0269-22-3948

夜間0269-26-6125

昼間0269-26-1122

夜間

昼間0269-26-8611

夜間

昼間0269-22-2885

夜間

昼間0269-22-6915

夜間

昼間0269-38-1117

夜間

昼間0269-38-3722

夜間

昼間0269-24-3003

夜間

48,000 昼間0263-25-2825

16,000 夜間0263-25-2825

松本シェル石油 29,400 昼間0263-26-5196

大久保原給油所 9,800 夜間

信州石油販売 30,000 昼間0263-32-9271

中原ＳＳ 10,000 夜間

中央石油 28,800 昼間0263-35-7287

追分給油所 9,600 夜間

松本シェル石油 30,000 昼間0263-46-1537

浅間給油所 10,000 夜間

㈱ENEOSウィング 30,000 昼間0263-32-9259

深志ヶ丘SS 10,000 夜間

豊島屋(株） 39,200 昼間0263-34-4011

元町給油所 9,800 夜間

ＪＡ松本 23,050 昼間0263-57-4770

笹賀給油所 15,350 夜間

カドヤ石油 19,400 昼間0263-86-1001

神林西給油所 20,000 夜間

有限会社　丸代石油 15,000 昼間0263-78-2440

（キタミ商事） 5,000 夜間

西日本宇佐美 45,000 昼間0263-54-7821

塩尻インターSS 60,000 夜間

信光石油㈱ 40,000 昼間0263-52-1212

塩尻給油所 20,000 夜間

立石コーポレーション 40,000 昼間0263-52-2980

ルネッサ塩尻店 15,000 夜間

エネクスフリート 48,000 昼間0263-53-1179

塩尻給油所 112,000 夜間

㈱ENEOSウィング 40,000 昼間0263-51-0260

ルート19塩尻TS 40,000 夜間

中央石油㈱ 38,000 昼間0263-52-1282

ビックコスモ塩尻SS 9,500 夜間

関川組 25,000 昼間0263-66-2930

西条給油所 13,000 夜間

ＪＡ松本 28,800 昼間0263-66-3939

聖南給油所 9,600 夜間

15,000 昼間0263-66-2321

6,000 夜間

ＪＡ松本 20,000 昼間0263-67-2300

麻績給油所 10,000 夜間

丸市石油 36,000 昼間0263-72-2003

豊科中央ＳＳ 14,000 夜間

ジェイクエスト 60,000 昼間0263-71-3671

豊科店 10,000 夜間

㈱ENEOSウィング 28,500 昼間0263-82-0315

穂高中央給油所 9,500 夜間

40,000 昼間0263-31-5241

10,000 夜間

アイダエナジー 30,000 昼間0263-82-7007

穂高南給油所 10,000 夜間

フルサービス

217 安曇野市穂高7570-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00 フルサービス

216 安曇野市穂高有明10525-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 8:00～20:00
中央石油株式会社
ＮＥＷあづみ野給油所

215 安曇野市穂高8167-4
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:00～20:00 フルサービス

7:00～20:00 フルサービス

214 安曇野市豊科南穂高754-3
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 10:00～19:30 セルフ

7:00～19:00 フルサービス

213 安曇野市豊科新田4778
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

6:00～21:00 フルサービス

212 東筑摩郡麻績村麻4115-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

8:00～18:00 フルサービス

211 久保村石油㈱ 東筑摩郡筑北村坂北4848
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

給油不可 8:00～18:00 フルサービス

210 東筑摩郡筑北村西条3404-3
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

給油不可 7:00～21:00 セルフ

209 東筑摩郡筑北村本城西条4056-1
ガソリン
軽　　油

不可

208 塩尻市大門並木町7-16
ガソリン
軽　　油

不可

207 塩尻市大字宗賀1816
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 セルフ

セルフ

206 塩尻市大字宗賀床尾1155-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 セルフ

7:00～20:00 フルサービス

205 塩尻市大門七区1079-66
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 6:00～23:00

204 塩尻市大門五番町13-17
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

203 塩尻市大字桟敷493-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間 フルサービス

フルサービス

202 松本市梓川梓6745-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

8:00～18:30 フルサービス

201 松本市大字神林6094-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00

200 松本市大字笹賀2537-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

199 松本市元町1-2-16
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:30～21:00 フルサービス

フルサービス

198 松本市蟻ヶ崎4-3-44
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～21:00 フルサービス

8:00～21:00 フルサービス

197 松本市浅間温泉1-18-5
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30

196 松本市桐2-2-34
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

195 松本市桐2-6-16
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:30 フルサービス

セルフ

194 松本市笹部4-26-36
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:00 フルサービス

平日　7:00～19:00
日祝　8:00～18:00

フルサービス

193
出光興産㈱
南松本ＳＳセルフ

松本市双葉２５９０－３
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間

192 豊田石油 中野市大字永江2057-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
40,000
30,000

191 JA北信州みゆき豊田スタンド　（※休業中) 中野市大字豊津338-1
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
平日・土日・祝祭日

7:30～18:00
フルサービス

フルサービス

190 ㈱タカサワ中野市一本木給油所 中野市大字一本木314-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 24時間 セルフ

14.000
6.000

48.000
20.000

7,576
3,000

189 ㈲西山輸業 中野市大字中野354-2
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
平日　7:15～19:45
日祝　8:30～18:45
（第1第3日曜休）

中野市三好町2丁目219-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

187 JAアップル㈱倭給油所 中野市大字田上310-2
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
平日8:00～17:00
（土日祝　休）

フルサービス
5.700
3.800

30.000
10.000

40.000
20.000

フルサービス

186 JAアップル㈱南部セルフ給油所 中野市大字中野278-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
平日7:00～19:30

日祝　8:00～18:00
セルフ

平日　7:30～20:00
日曜　8:30～12:00
（第2第4日曜休）
祝日　8:00～19:00

セルフ188 中野石油㈱中野東給油所

平日・土7:00～17:00
日祝　8:30～18:00

フルサービス

185
有限会社
丸代石油

中野市大字草間1749-1 
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
平日・土8:00～19:00
日祝　8:30～18:00

184
JAアップル㈱
高丘給油所

中野市大字草間1535-1 
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
30.000
30.000

30,000
10,000

セルフ

183 中野市大字草間1372-1 
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源
平日・土　7:00～20:00

日祝　7:00～19:00
フルサービス

182
中野アポロ㈱
セルフ中野西給油所

中野市大字江部1331-6
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:00～23:00
48,000
24,000

㈱高見澤
栗林給油所

28.500
9.500

岳南広域消防本部

松本広域消防局
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40,000 昼間0263-82-2324

10,000 夜間

30,000 昼間0263-84-0881

150,00 夜間

30,000 昼間0263-82-2321

10,000 夜間

19,400 昼間0263-83-3998

9,700 夜間

29,600 昼間0263-82-2408

20,000 夜間

38,800 昼間0263-82-8811

9,700 夜間

14,000 昼間0263-82-2545

6,000 夜間

20,000 昼間0263-82-3305

6,000 夜間

19,200 昼間0263-83-3534

9,200 夜間

ＪＡあずみ 29,100 昼間0263-77-2066

温給油所 9,700 夜間

38,000 昼間0261-22-2553

19,000 夜間

38,000 昼間0261-22-0885

9,500 夜間

28,800 昼間0261-22-0941

9,600 夜間

20,000 昼間0261-22-2119

10,000 夜間

39,700 昼間0261-22-5502

24,700 夜間

50,000 昼間0261-22-2042

10,000 夜間

30,000 昼間0261-22-1886

10,000 夜間

44,000 昼間0261-22-1846

8,000 夜間

62,000 昼間0261-21-3701

14,000 夜間

14,400 昼間0261-22-1726

14,400 夜間

19,600 昼間0261-26-2220

19,600 夜間

50,000 昼間0261-72-2355

20,000 夜間

40,000 昼間0261-72-2260

20,000 夜間

50,000 昼間0261-72-8288

30,000 夜間

29,400 昼間0261-72-4784

19,600 夜間

40,095 昼間0261-75-2785

20,000 夜間

20,000 昼間0261-75-2730

10,000 夜間

20,000 昼間0261-82-2833

10,000 夜間

20,000 昼間0261-82-2239

9,500 夜間

29,800 昼間0261-62-4049

10,000 夜間

40,000 昼間0261-62-8884

30,000 夜間

39,000 昼間0261-62-3955

19,500 夜間

昼間0573-75-4181

夜間0573-75-3011

昼間0573-75-3011

夜間　　

10,000 昼間0573-75-3127

10,000 夜間0573-75-3127

昼間0573-66-7785

夜間0573-66-7785

昼間0573-69-5250

夜間0573-75-3079

24時間 両方

254 アジアサポート 中津川市落合305-1
ガソリン
軽　　油

20,000
20,000

可：移動タンク 給油不可

9:00～17:00 フルサービス

253 中部宇佐見 中津川市中津913
ガソリン
軽　　油

9,000
55,000

可：移動タンク 非常電源

7:30～18:30 フルサービス

7:30～19:00 フルサービス

252 宮内石油 中津川市坂下926
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

7:00～20:00 フルサービス

251 末松商事 中津川市坂下1608
ガソリン
軽　　油

15,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～20:00 フルサービス

給油不可

7:30～18:00 フルサービス

246 中田石油(株) 小谷村大字中小谷丙45-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:00 フルサービス

245

250 末松商事 中津川市山口491
ガソリン
軽　　油

24,590
35,000

可：移動タンク 手動ポンプ

249 (株)アイダエナジー 松川村5744-9
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:30～20:00 セルフ

7:30～18:30 フルサービス

248
コスモ石油
コスモハーブの里給油所

池田町大字会染6335-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:30 フルサービス

247
JA大北
池田給油所

池田町大字会染2537-4
ガソリン
軽　　油

不可

JA大北
小谷給油所

小谷村大字中小谷丙2149-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

7:30～18:30 セルフ

244
信光石油(株)
神城給油所

白馬村大字神城21561-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

7:00～19:00 フルサービス

243
JA大北
アルペンロード神城給油所

白馬村大字神城20215
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

8:30～18:00 フルサービス

242
JA大北
アルプス給油所

白馬村大字北城10648-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:00～20:00 フルサービス

241
信光石油㈱
シュプール給油所　　（※休業中）

白馬村大字北城3125-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

7:30～19:00 フルサービス

240
白馬シェル㈱
深空給油所

白馬村大字北城265-18
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:00 フルサービス

239
信光石油㈱
白馬給油所

白馬村大字北城1940-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:30 フルサービス

238 松井石油店 大町市八坂15059
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

6:00～23:00 セルフ

237 大北石油(株) 大町市社5023-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

7:30～21:00 セルフ

236 ENEOSジェイクエスト大町店 大町市常盤4831-6
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

非常電源 7:00～19:30 フルサービス

235
JA大北
パノラマロードときわ給油所

大町市常盤5868
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源

手動ポンプ 7:00～22:00 セルフ

234
大町シェル㈱
常盤営業所

大町市常盤5897-10
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～20:00 フルサービス

233 (有)フジマキ 大町市常盤3558
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～19:00 フルサービス

232
信光石油㈱
南大町給油所

大町市大町6842-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

231 黒部石油㈱ 大町市大町3099-7
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

非常電源 7:00～19:00 フルサービス

230
大町シェル㈱
不二塚営業所

大町市大町4545
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～19:00 フルサービス

229
大町シェル㈱
俵町給油所

大町市大町1865
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

非常電源 7:00～20:00 両方

給油不可 7:30～20:00 フルサービス

228 ㈱三栄商会 大町市平6471-3
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

給油不可 7:00～19:00 フルサービス

227 安曇野市三郷温2267-2
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

226 アイダエナジー有明給油所 安曇野市穂高有明10000-3
ガソリン
軽　　油

不可

225 高山商工有限会社 安曇野市穂高北穂高953-2
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～21:00 フルサービス

224 大一石油株式会社 安曇野市穂高北穂高2170
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 6:30～19:00 フルサービス

223
サンリン
あずみ野給油所

安曇野市穂高971-4
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:30～19:30 フルサービス

222
㈱アイダエナジー
穂高給油所

安曇野市穂高5684-3
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～19:00 セルフ

給油不可 7:00～18:00 フルサービス

221
あづみ農協共同組合
有明給油所

安曇野市穂高有明1766-7
ガソリン
軽　　油

不可

給油不可 7:00～21:00 フルサービス

220 穂高シェルクリエート㈱ 安曇野市穂高4632
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～20:00 フルサービス

219 高瀬石油㈱穂高パノラマロード 安曇野市穂高北穂高2850-1
ガソリン
軽　　油

不可

218 (有)吉原 安曇野市穂高4308-5
ガソリン
軽　　油

不可

松本広域消防局

北アルプス広域消防本部

木曽広域消防本部
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昼間0573-69-4440

夜間0573-69-3071

ＪＡ木曽 13,000 昼間0264-55-2403

大桑燃料センター 7,000 夜間

ＪＡ木曽 30,000 昼間0264-22-3150

おんたけ給油所 10,000 夜間

ＪＡ木曽 15,000 昼間0264-36-2017

薮原燃料センター 10,000 夜間

ＪＡ木曽 19,200 昼間0264-42-3636

開田高原燃料Ｃ 9,600 夜間

昼間0268-26-5660

夜間　　　

昼間0268-38-7560

夜間　　　

昼間0268-23-7601

夜間　　　

昼間0268-25-3556

夜間　　　

昼間0268-25-7541

夜間　　　

昼間0268-49-2012

夜間　　　

昼間0268-43-3015

夜間　　　

昼間0268-43-1282

夜間　　　

昼間0268-45-3722

夜間　　　

昼間0268-72-2000

夜間　　　

昼間0268-74-3426

夜間　　　

昼間0268-61-0271

夜間0268-61-0271　　　

昼間0268-61-0500

夜間

昼間0268-64-8658

夜間0268-64-8658　　　

昼間0268-62-4461

　

昼間0268-88-2533

夜間　　　

昼間0268-85-0117

夜間　　　

昼間0268-88-2157

夜間　　　

昼間0268-60-2938

夜間　　　

昼間0267-45-1315

夜間　　　

昼間0267-45-8311

夜間　　　

昼間0267-45-0414

夜間　　　

昼間0267-45-6971

夜間

昼間0267-67-6155

夜間

昼間0267-68-5073

夜間

昼間0267-67-3588

夜間

昼間0267-23-7710 非常電源

夜間　　　〃 手動ポンプ

昼間0267-22-2172

夜間

昼間0267-22-0818

夜間

昼間0267-98-2440

夜間

昼間0267-42-8182

夜間
夏季4/1～　8:00～18:30
冬季3/31迄　8:00～18:00

フルサービス

8:00～18:00 フルサービス

290
軽井沢72ゴルフ
軽井沢給油所

軽井沢町大字軽井沢1019-155
ガソリン
軽　　油

29,295
19,200

可：移動タンク 給油不可

7:30～20:00(平日）
7:30～19:30(土)

8:00～18:00(日・祝)
フルサービス

289
菊池商事（有）
西部野辺山SS

南牧村大字野辺山77
ガソリン
軽　　油

38,000
16,200

不可 給油不可

7:00～20:00(平日）
7:00～19:00(土・日・祝）

フルサービス

288
中澤商事㈱
南町給油所

小諸市与良町3-9-11
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

不可 非常電源

6:00～22:00 フルサービス

287
㈱大進
小諸給油所

小諸市与良町3-10-1
ガソリン
軽　　油

39,800
9,950

不可 非常電源

7:30～20:00(平日・土)
8:00～20:00(日・祝)

フルサービス

286
㈱ENEOSウイング
小諸バイパスTS

小諸市大字加増3-11-1
ガソリン
軽　　油

40,000
90,000

不可

7:30～20:00 フルサービス

285
㈱武重商会
佐久SS

佐久市岩村田2135-3
ガソリン
軽　　油

48,700
9,000

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:00 フルサービス

284
相馬商事㈱
佐久中央SS

佐久市猿久保894-2
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 非常電源

7:00～21:00(平日・土)
8:00～20:00(日・祝)

フルサービス

283
JA佐久浅間
スマイルポート駒場SS

佐久市猿久保882
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

可：移動タンク 給油不可

24時間 フルサービス

282
サンリン㈱
軽井沢SS

軽井沢町大字長倉4626-1
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク 給油不可

24時間 フルサービス

281
エネクスフリート㈱
ルート18軽井沢SS

軽井沢町大字追分1433-1
ガソリン
軽　　油

50,000
100,000

可：移動タンク 給油不可

7:00～21:00 フルサービス

280
㈱東日本宇佐美
軽井沢雄追分SS

軽井沢町大字追分876-1
ガソリン
軽　　油

28,500
76,000

可：移動タンク 非常電源

279
㈱武重商会
追分給油所

軽井沢町大字追分1131-1
ガソリン
軽　　油

38,400
18,800

可：移動タンク 非常電源

40,000
20,000

271 出光昭和シェル　東部湯の丸SA下り線SS　（株）東洋 東御市祢津1272-3
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可
電気技師到着後
非常電源使用可

7:00～22:00
（金・土 24ｈ）

フルサービス

272 ENEOS　東部湯の丸SA上り線SS　（株）武重商会 東御市祢津2081
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 フルサービス

8:30～17:30 フルサービス

269
JAサービス
本原給油所

上田市真田町本原541-1
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可 給油不可

6:00～23:00 セルフ

268 ENEOS西内SS　（株）JAサービス 上田市平井1749
ガソリン
軽　　油

13,000
7,000

不可 給油不可

7:00～21:30 セルフ

6:00～22:00 セルフ

267
上燃㈱
中丸子ｾﾙﾌｽﾃｰｼｮﾝ

上田市中丸子1744-1
ガソリン
軽　　油

48,000
16,000

不可 非常電源

6:30～20:00 フルサービス

266
伊藤商会㈱
中丸子給油所

上田市中丸子1419-1
ガソリン
軽　　油

41,500
10,000

不可 非常電源

265 出光　青木SS　小林油店 青木村大字村松242-1
ガソリン
軽　　油

9,600
9,600

不可 非常電源

上田市住吉島田224-1
ガソリン
軽　　油

50,000
50,000

不可 非常電源

7:00～23:00 セルフ

263
アミコステーション
染谷台SS

上田市住吉67-8
ガソリン
軽　　油

61,000
10,000

不可 非常電源

7:00～21:00 両方

262
伊藤商会
川西SS

上田市福田18-14
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 給油不可

24時間 フルサービス

平日7:00～20:00
土日祝7:45～19:30

セルフ

264 出光18号上田バイパスSS　（株）東日本宇佐美

7:00～20:00 フルサービス

261
JAサービス
サンロード東塩田SS

上田市古安曽2057-8
ガソリン
軽　　油

9,600
19,200

不可 手動ポンプ

7:30～18:00 フルサービス

260 ENEOS　上田山口給油所　（株）伊藤商会 上田市上田2005-1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 給油不可

8:00～17:30 フルサービス

259 木曽郡木曽町開田高原末川2697-15
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

7:30～18:00 フルサービス

258 木曽郡木祖村薮原189-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ

7:30～18:00 フルサービス

257 木曽郡木曽町福島3804-2
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

256 木曽郡大桑村野尻160-46
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

落合アポロ 中津川市落合714
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00 フルサービス255

270 ENEOS菅平SS　（株）JAサービス 上田市菅平高原1223-2092
ガソリン
軽　　油

33,600
9,600

不可 給油不可 8:30～17:30 フルサービス

JAサービス
和田給油所

長和町和田1353-2
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 手動ポンプ 8:00～18:00 フルサービス

278 ENEOS姫木平SS五味レジャー産業 長和町大門追分3518
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 9:00～17:00 フルサービス

47,500
95,000

40,000
10,000

30,000
30,000

29,900
10,000

276 ENEOSパピアセルフSS（株）JAサービス 上田市武石沖186-8
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00 セルフ

277 出光　和田峠SS　（株）ビーナス石油 長和町和田241-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～20:00 フルサービス

非常電源 24時間 フルサービス273
出光18号バイパス東部インターSS　㈱東日本宇佐美
18号バイパス東部インター給油所

東御市祢津1131-1
ガソリン
軽　　油

45,000
60,000

不可

274 ENEOS18号線小諸SS　（株）塩沢産業 東御市滋野牧家2299-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 24時間 フルサービス

275

木曽広域消防本部

上田地域広域連合消防本部

佐久広域連合消防本部
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別表第１３

昼間0267-42-2814

夜間

昼間0267-42-0268

夜間

昼間0267-45-4018

夜間

昼間0267-45-4100

夜間　　　

昼間0267-67-7911

夜間　　　

昼間0267-68-9377

夜間

昼間0267-66-3551

夜間　　　

昼間0267-65-7250

夜間0267-65-7251

昼間0267-54-8102

夜間

昼間0267-66-0250

夜間

昼間0267-67-4324

夜間

昼間0267-22-0008

夜間

昼間0267-22-2117

夜間

昼間0267-24-1200

夜間

昼間0267-98-2526

夜間

昼間0267-98-3362

夜間

昼間0267-41-6320

夜間

昼間0267-86-5323

夜間

昼間0267-86-4330

夜間

昼間0267-86-2471

夜間

昼間0267-86-2261

夜間

昼間0267-86-4798

夜間

昼間0266-53-6320

夜間0266-53-6320

昼間0266-57-5555

夜間0266-57-5555

昼間0266-57-3930

夜間0266-57-3930

昼間0266-52-6631

夜間0266-52-6631

昼間0266-53-3346

夜間0266-53-3346

昼間0266-52-0408

夜間0266-52-0408

昼間0266-54-0808

夜間0266-54-0808

昼間0266-53-4526

夜間0266-53-4526

昼間0266-24-4567

夜間0266-24-4567

昼間0266-22-5550

夜間0266-22-5550

昼間0266-24-0070

夜間0266-24-0070

昼間0266-23-3515

夜間0266-23-3515

昼間0266-22-5679

夜間0266-22-5679

昼間0266-23-2255

夜間0266-23-2255

昼間0266-72-2400

夜間
24時間 セルフ

8:00～20:00 フルサービス

327
㈱岐阜屋
諏訪インタ－給油所

茅野市中沖2158-1
ガソリン
軽　　油

66,500
19,000

可：移動タンク 非常電源

8:00～19:00 フルサービス

326
㈱信和商会
岡谷給油所

岡谷市郷田1-4-45
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 非常電源

7:30～21:00 フルサービス

325
㈱丸三商会
岡谷駅前給油所

岡谷市中央町1-5-1
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～19:30 フルサービス

324
㈱豊島屋
岡谷給油所

岡谷市本町3-9-1
ガソリン
軽　　油

46,000
24,000

可：移動タンク 非常電源

7:30～19:30 フルサービス

323
玉木商店
岡谷北給油所

岡谷市赤羽2-8-18
ガソリン
軽　　油

19,400
9,700

可：移動タンク 手動ポンプ

24時間 フルサービス

322
中田商店
岡谷インタ－給油所

岡谷市神明町3-14-14
ガソリン
軽　　油

15,000
5,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～20:00 セルフ

321
中部宇佐美
岡谷インタ－給油所

岡谷市字山ノ田1525-3
ガソリン
軽　　油

40,000
60,000

不可 非常電源

7:30～21:00 フルサービス

320
岐阜屋
諏訪南給油所

諏訪市四賀赤沼1637
ガソリン
軽　　油

38,000
19,000

可：移動タンク 非常電源

319
豊島屋エナジ－
プラザ諏訪IC

諏訪市四賀赤沼1545
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源
39,200
14,700

318 豊田石油商会 諏訪市豊田有賀2463
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00 フルサービス

フルサービス

317 古畑産業給油所 諏訪市杉菜池1758-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00 フルサービス
37,000
10,000

34,300
14,700

フルサービス

316
井口エネルギ－
流通給油所

諏訪市中洲5320-7
ガソリン
軽　　油

50,000
30,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00

7:00～20:00 フルサービス

315
JA信州諏訪
城南給油所

諏訪市上川2-2563-1
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ 7:00～19:00

50,000
40,000

40,000
10,000

手動ポンプ 7:00～18:00 フルサービス

314
シブサキ
コスモ諏訪湖SS

諏訪市渋崎1792
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ

給油不可 7:00～18:30 フルサービス

313
井口エネルギ－
諏訪湖給油所

諏訪市高島3-1201-80
ガソリン
軽　　油

24,090
6,000

可：移動タンク

給油不可 7:00～20:00 セルフ

312 ＪＡスマイルポート佐久町給油所 佐久穂町高野町533
ガソリン
軽　　油

13,700
5,700

可：移動タンク

給油不可 7:00～20:00 フルサービス

311 ㈲大豊商店 佐久穂町高野町522
ガソリン
軽　　油

48,000
16,000

可：移動タンク

310 共和商会 佐久穂町高野町519-1
ガソリン
軽　　油

28,000
10,000

可：移動タンク

309
㈱塩沢産業
オートライフ塩沢佐久穂給油所

佐久穂町宿岩390-4
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
7:00～19:30(平日・土）
8:00～18:30(日・祝)

フルサービス

フルサービス

308
小林商事(有)
宿岩給油所

佐久穂町宿岩405-3
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源
7:00～20:00(平日・土）
7:30～18:00(日・祝)

フルサービス
20,000
10,000

28,500
9,500

38,800
9,700

307
㈱塩沢産業
オートライフ塩沢小諸店

小諸市大字平原1137-1
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ
7:00～18:30(平日）

8:00～18:00(土日祝）

南牧村大字野辺山106-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

305
JA長野八ヶ岳
八ヶ岳SS

南牧村大字板橋51-7
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 8:30～17:30 フルサービス

50,000
20,000

29,100
80,000

20,000
10,000

フルサービス

304
上燃㈱
セルフ小諸坂の上SS

小諸市紺屋町3-1-15
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
7:00～22:00(平日・土）
7:00～21:00(日・祝）

セルフ

8:30～17:30 フルサービス306
JA長野八ヶ岳
野辺山SS

7:30～20:00(平日・土)
8:00～19:00(日・祝)

フルサービス

303
北信米油㈱
ニュー小諸SS

小諸市八幡町3-1-8
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源
7:00～21:00(平日）

7:00～20:00(土日祝）
40,000
10,000

24時間 セルフ

302
相馬商事㈱
小諸給油所

小諸市八幡町2-4-1
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

可：移動タンク 非常電源

24時間 セルフ

301
浜田㈱
セルフ若宮SS

佐久市岩村田1969-1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 非常電源

6:30～22:00 セルフ

300
㈱ペトロ相馬
ペトロ佐久平SS

佐久市岩村田1735-1
ガソリン
軽　　油

80,000
20,000

不可 非常電源

24時間 フルサービス

299 上燃（株）セルフ佐久塚原給油所 佐久市塚原487-7
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可 給油不可

24時間 セルフ

298
(株)東日本宇佐美141号バイパス
㈱佐久インターSS

佐久市佐久平駅東6-2
ガソリン
軽　　油

44,000
46,000

不可 給油不可

7:00～20:00(平日・土）
8:00～20:00(日・祝）

フルサービス

297
ジェイ・クエスト
佐久平店

佐久市佐久平駅南18-1
ガソリン
軽　　油

70,000
20,000

不可 給油不可

24時間 セルフ

296
サンリン㈱
佐久インターSS

佐久市岩村田3628-2
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

不可 給油不可

4/21～10/20 7:30～19:00
10/21～4/20 8:00～18:30

フルサービス

295
相馬商事㈱セルフ
佐久ｲﾝﾀｰ給油所

佐久市岩村田北1-9-7
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

不可 給油不可

7:30～19:00(平日・土）
8:00～18:00(日・祝）

フルサービス

294
㈱松屋
軽井沢バイパスSS

軽井沢町大字長倉746-1
ガソリン
軽　　油

29,250
9,750

可：移動タンク 非常電源

8:00～19:00
1月中旬～3月中旬8:00～18:30

フルサービス

293
JA佐久浅間
スマイルポート軽井沢SS

軽井沢町大字長倉2680
ガソリン
軽　　油

29,974
9,800

可：移動タンク 非常電源

8:00～19:00 フルサービス

292
㈲安東商店
軽井沢給油所

軽井沢町軽井沢東7-12
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 非常電源

291
㈱大進
軽井沢給油所

軽井沢町軽井沢東140-2
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 非常電源

佐久広域連合消防本部

諏訪広域消防本部
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別表第１３

昼間0266-71-1328

夜間

昼間0266-71-1400

夜間

昼間0266-73-9778

夜間

昼間0266-72-7138

夜間

昼間0266-72-0677

夜間

昼間0266-82-0789

夜間

昼間0266-73-6155

夜間

昼間0266-72-8015

夜間

昼間0266-72-4788

夜間0266-72-4788

昼間0266-73-9778

夜間

昼間0266-72-4814

夜間

昼間0266-82-6440

夜間

昼間0266-82-1025

夜間

昼間0266-62-2365

夜間0266-62-4144

昼間0266-62-8228

夜間0266-62-5689

昼間0266-62-5760

夜間0266-62-7779

昼間0266-28-1656

夜間0266-64-2231

昼間0266-27-0805

夜間0266-72-5276

昼間0266-28-5426

夜間0266-27-2309

34,650 昼間0265-25-7242

13,650 夜間

39,174 昼間0265-25-7377

19,200 夜間　連絡不可

50,000 昼間0265-25-8963

90,000 夜間

38,000 昼間0265-25-1055

19,400 夜間　連絡不可

28,600 昼間0265-25-7222

9,600 夜間　連絡不可

30,000 昼間0265-25-7211

10,000 夜間　連絡不可

50,000 昼間0265-28-1277

30,000 夜間　連絡不可

昼間0265-22-6310

夜間0265-29-8203

昼間0265-22-1414

夜間0265-22-1414

昼間0265-22-7342

夜間090-8742-4417

昼間0265-23-7200

夜間0265-27-4032

30,000 昼間0265-22-2310

10,000 夜間

40,000 昼間0265-22-7156

10,000 夜間

昼間0265-23-4659

夜間0265-53-9492

40,000 昼間0265-26-6555

20,000 夜間

39,000 昼間0265-26-9053

9,500 夜間

48,000 昼間0265-27-2244

24000 夜間0265-27-3090

昼間0265-27-2736

夜間　自宅（同じ）
給油不可 9:00～18:00 フルサービス

非常電源 7:30～21:00 セルフ

364 龍江自動車商会給油所 飯田市龍江3107
ガソリン
軽　　油

13,370
5,730

不可

給油不可 7:00～23:00 両方

363
丸西石油
（セルフ川路給油）

飯田市川路7515(災害対応型給油所)
ガソリン
軽　　油

不可

手動ポンプ 7:00～21:00 セルフ

362 三笠石油 飯田市駄科595-1
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～20:00 フルサービス

361 ＪＡグリンパーク桐林 飯田市桐林956-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク

360
綿治硝子店㈲
城東給油所

別府3307-1
ガソリン
軽　　油

38,000
19,000

可：移動タンク

359 東洋（株）ホープ城東店 別府1688-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～22:00 セルフ

フルサービス

358 輸入石油飯田橋給油所 飯田市鼎西鼎573
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:30～19:00 フルサービス

フルサービス

357 長豊建設松尾給油所 松尾　明7580-2
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

不可 給油不可 7:30～19:30

フルサービス

356 綿治硝子店弁天給油所 松尾新井6659-1
ガソリン
軽　　油

19,500
 9,750

不可 非常電源 7:00～19:00

両方

355
豊島屋（株）
飯田営業所飯田SS

松尾上溝2695
ガソリン
軽　　油

25,000
 9,000

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:30

両方

354
東洋（株）
ホープ水神店

松尾清水4770
ガソリン
軽　　油

28,600
19,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～20:00

両方

353 サンリン運動公園通り店 飯田市三日市場339-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:00～21:00

フルサービス

352 沢村屋給油所 飯田市中村35
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:30

セルフ

351 ミズホ(株)石油 飯田市上殿岡653-1
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 7:00～19:00

セルフ

350 飯田石油飯田インター店 飯田市上殿岡538
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 0:00～24:00

セルフ

349 エネクスフリート飯田インター 飯田市上殿岡508-5
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可 0:00～24:00

フルサービス

348 ㈲綿治硝子店インター給油所 飯田市育良町1-1-6
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源 7:00～23:00

フルサービス

347 グリンパーク伊賀良 飯田市北方3853
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 手動ポンプ 8:00～19:00

フルサービス

346
㈱豊島屋
湖浜給油所

諏訪郡下諏訪町4691-9
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 非常電源 7:30～20:00

345
JA信州諏訪
下諏訪給油所

諏訪郡下諏訪町4862-3
ガソリン
軽　　油

38,700
9,600

可：移動タンク 手動ポンプ 8:00～19:00

44,100
9,800

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～20:00

フルサービス

343
㈲窪田モ－タ－ス
諏訪南IC給油所

諏訪郡富士見町富士見251-12
ガソリン
軽　　油

29,000
9,500

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:00

フルサービス

342
㈱シモクラ
栂沢給油所

諏訪郡富士見町富士見3669-31
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 6:30～20:00

フルサービス

フルサービス

344
井口エネルギ－㈱
湖浜給油所

諏訪郡下諏訪町6171-5
ガソリン
軽　　油

フルサービス

341
㈱エンドウ
本社給油所

諏訪郡富士見町富士見3302
ガソリン
軽　　油

30,000
20,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00

セルフ

340 朝倉石油タウンズ 茅野市豊平1550-1
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00

フルサービス

339
ニュー蓼科セルフ
ちのサービスステーション

茅野市宮川4074-1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～21:00

フルサービス

338
JA信州諏訪
ちの給油所

茅野市ちの864
ガソリン
軽　　油

20,000
5,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～19:00

セルフ

337
㈱山長
仲町給油所

茅野市仲町16-18
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ 7:00～22:00

フルサービス

336
㈱山長エネジェット
茅野宮川店

茅野市宮川5788-1
ガソリン
軽　　油

50,000
15,000

可：移動タンク 手動ポンプ 24時間

セルフ

335
JA信州諏訪
玉川給油所

茅野市玉川3040-1
ガソリン
軽　　油

36,850
11,750

可：移動タンク 手動ポンプ 7:30～19:30

フルサービス

334
（株）山長エネジェット
茅野城山SS

茅野市本町東8-13
ガソリン
軽　　油

50,000
15,000

可：移動タンク 手動ポンプ 24時間

フルサービス

333
㈱井口
茅野ピラタス給油所

茅野市本町西18-6
ガソリン
軽　　油

50,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～19:00

フルサービス

332
㈱豊島屋
茅野本町給油所

茅野市本町西5-17
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 非常電源 7:30～20:00

7:00～22:00 フルサービス

331
㈱山長
茅野給油所

茅野市塚原2-13-33
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:00
29,500
10,000

7:30～21:00 フルサービス

330
㈱山長
仲町給油所

茅野市仲町16-18
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～22:00 フルサービス

329
㈱豊島屋エナジー
やすらぎ

茅野市ちの2616-2
ガソリン
軽　　油

39,200
19,600

可：移動タンク 非常電源

328
㈱山長
諏訪90給油所

茅野市中沖2007-1
ガソリン
軽　　油

57,600
19,200

可：移動タンク 手動ポンプ

諏訪広域消防本部

飯田広域消防本部
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別表第１３

昼間0265-27-3070

夜間　連絡不可

昼間0265-59-2300

夜間0265-59-2556

昼間0265-28-8105

夜間

昼間0260-27-2232

夜間

昼間0260-27-3000

夜間

昼間0265-36-3411

夜間　連絡不可

昼間0265-36-3327

夜間　連絡不可

昼間0265-36-3640

夜間　連絡不可

昼間0265-36-3456

夜間　連絡不可

昼間0265-36-2223

夜間　連絡不可

50,000 昼間0265-34-3155

40,000 夜間080-5143-2582(前沢)

昼間0265-39-2201

夜間　連絡不可

昼間0265-39-2145

夜間　連絡不可

昼間0260-36-2221

夜間

昼間0260-32-2018

夜間

昼間0260-34-2004

夜間

昼間0260-22-3336

夜間

昼間0260-22-2002

夜間

昼間0260-24-2127

夜間

昼間0260-24-2263

夜間

昼間0265-47-2358

夜間

昼間0265-48-2302

夜間

昼間0265-49-2104

夜間

昼間0265-73-2521

夜間　　〃

昼間0265-73-6136

夜間　　

昼間0265-72-8815

夜間　　

昼間0265-73-3900

夜間

昼間0265-72-8572

夜間

昼間0265-74-1551

夜間

昼間0265-72-7123

夜間

昼間0265-78-0200

夜間

昼間0265-74-6770

夜間

昼間0265-74-1881

夜間

昼間0265-78-2580

夜間

昼間0265-73-6132

夜間

昼間0265-78-6402

夜間

昼間0265-72-4131

夜間
7:00～20:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

フルサービス

手動ポンプ
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

401
伊那燃料
伊那店

伊那市中央5014-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

400
JA上伊那
グリーンロード伊那SS

伊那市荒井 3679-6
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク

18,000
20,000

399
扇屋石油
春日町給油所

伊那市西町4932
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源
7:30～19:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

両方

398
伊那燃料(株)
伊那南店

伊那市西町5093-27
ガソリン
軽　　油

15,000
5,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～20:00 フルサービス

24,000
10,000

397
伊那中央石油
ナイスロード店

伊那市上新田2118
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 給油不可 7:00～22:00 セルフ

396
伊那石油(株)
ナイスロードSS

伊那市上新田2401-4
ガソリン
軽　　油

50,000
20,000

可：移動タンク 非常電源
7:00～20:00(月～土)
9:00～18:00(日・祝)

フルサービス

45,000
15,000

フルサービス

395
イタクニ(株)
伊那店

伊那市荒井錦町4819
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源
ﾌﾙ 7:30～20:00(日祝19:30)

ｾﾙﾌ 7:00～22:30(日祝7:30～21:00)
両方

7:00～21:00 セルフ

394
伊那石油(株)
伊那給油所

伊那市山寺前橋町1995
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:00～20:00

40,000
20,000

20,000
10,000

7:00～22:00 セルフ

393
(株)伊那中央石油
ハイランズ伊那SS

上伊那郡南箕輪村9590-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

給油不可
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

セルフ

392
伊那燃料
セルフ伊那インターSS

伊那市御園1244-1
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

可：移動タンク 給油不可

7:00～20:00 フルサービス

391 JA上伊那グリーンロード西箕輪SS 伊那市西箕輪8002-2
ガソリン
軽　　油

14,700
5,000

可：移動タンク

非常電源
7:30～19:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

フルサービス

390
(株)伊那中央石油
伊那インターSS

伊那市西箕輪7200-54
ガソリン
軽　　油

28,600
19,000

不可 給油不可

389
扇屋石油
伊那インター店

上伊那郡南箕輪村神子柴8304-310
ガソリン
軽　　油

29,400
29,800

可：移動タンク

非常電源 7:00～19:00 フルサービス

388
エネクスフリート
伊那インター店

上伊那郡南箕輪村神子柴8303-3
ガソリン
軽　　油

38,000
66,700

不可 手動ポンプ

8:00～18:00 フルサービス

387 シェル根羽給油所 根羽村1647
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク

386 JA平谷給油所 平谷村296-1
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ

24時間 セルフ

㈱浪合石油 阿智村浪合437-15
ガソリン
軽　　油

12,350
 6,650

可：移動タンク

非常電源 7:05～19:00 フルサービス

384 信愛㈱ 阿南町新野2530-1
ガソリン
軽　　油

19,100
 9,500

可：移動タンク 非常電源

7:00～19:00 フルサービス

383 (有)古松屋商店 阿南町新野1495-2
ガソリン
軽　　油

10,190
19,000

可：移動タンク

給油不可 7:45～19:00 フルサービス

7:00～18:00 フルサービス

385

手動ポンプ 7:00～20:00 セルフ

382 丸中石油 阿南町東条124
ガソリン
軽　　油

10,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～18:00 フルサービス

381 ＪＡアイロードあなん 阿南町西條750-1
ガソリン
軽　　油

30,000
20,000

可：移動タンク

非常電源 7:00～18:00 フルサービス

380 綿治和田給油所 飯田市南信濃和田1247-1
ガソリン
軽　　油

14,000
10,000

可：移動タンク 非常電源

7:00～18:30 フルサービス

379 綿治平岡給油所 天龍村平岡1432-1
ガソリン
軽　　油

10,000
10,000

可：移動タンク

給油不可 7:30～18:30 フルサービス

378 信濃石油㈲上村給油所 飯田市上村616
ガソリン
軽　　油

19,000
 9,500

可：移動タンク 手動ポンプ

8:00～18:00 フルサービス

377 ㈲松山油店 大鹿村大河原382
ガソリン
軽　　油

9,600
19,400

可：移動タンク

給油不可 6:30～22:00 セルフ

376 ＪＡ鹿塩給油所 大鹿村鹿塩404-2
ガソリン
軽　　油

13,000
7,000

可：移動タンク 手動ポンプ

8:00～19:30 フルサービス

375 コーナンフリート高森給油所 高森町山吹4112
ガソリン
軽　　油

不可

非常電源 7:00～20:00 フルサービス

374 糀屋石油松川インター給油所 松川町大島1667-2
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

不可 手動ポンプ

7:30～19:30 セルフ

373
北原産業㈱
エッソ松川給油所

松川町上片桐4631
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク

手動ポンプ 7:00～18:00 フルサービス

372 JA松川給油所 松川町元大島3826-6
ガソリン
軽　　油

24,000
16,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:30～19:00 フルサービス

371 シブキヤ石油 松川町元大島2715-47
ガソリン
軽　　油

19,250
9,750

可：移動タンク

給油不可 7:30～19:30 フルサービス

370 輸入石油松川給油所 松川町元大島1531
ガソリン
軽　　油

26,000
10,000

不可 給油不可

7:00～20:00 フルサービス

369 イタクニ（株）下条店 下條村陽皐762-1
ガソリン
軽　　油

13,200
 5,800

可：移動タンク

手動ポンプ 9:00～17:00 フルサービス

368 木綿屋 下條村睦沢9297-4
ガソリン
軽　　油

15,000
10,000

可：移動タンク 手動ポンプ

7:00～19:00 フルサービス

367 ＪＡ上久堅給油所 飯田市上久堅7586-1
ガソリン
軽　　油

7,000
3,000

不可

給油不可 7:30～19:00 フルサービス

366 丸五自動車 飯田市千栄3196-1
ガソリン
軽　　油

25,000
5,000

不可 給油不可

365
丸西石油
（天竜峡給油所）

飯田市龍江7044-1
ガソリン
軽　　油

38,000
10,000

可：移動タンク

飯田広域消防本部

上伊那広域消防本部
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別表第１３

50.000 昼間0265-73-6133

20.000 夜間

30.000 昼間0265-72-4708

10.000 夜間

昼間0265-78-2585

夜間

昼間0265-76-3388

夜間

昼間0265-76-1417

夜間

昼間0265-76-7777

夜間

昼間0265-70-5515

夜間

昼間0265-94-2580

夜間

昼間0265-94-2915

夜間

昼間0265-94-2125

夜間

昼間0265-78-7354

夜間

昼間0265-76-2691

夜間

昼間0265-74-6633

夜間

昼間0266-41-1230

夜間

昼間0266-41-0041

夜間

昼間0266-43-3068

夜間

昼間0266-41-2507

夜間

昼間0266-41-1235

夜間

昼間0266-41-2150

夜間

昼間0265-79-1711

夜間

昼間0265-79-4265

夜間0265-79-2204

昼間0265-70-6611

夜間

昼間0265-70-6711

夜間

昼間0265-70-1201

夜間0265-70-1201

昼間0265-70-1201

夜間0265-70-1201

昼間0265-83-5500

夜間

昼間0265-82-2478

夜間

昼間0265-83-9900

夜間0265-83-9900

昼間0265-81-1180

夜間

昼間0265-81-1326

夜間

昼間0265-83-3434

夜間

昼間0265-83-1040

夜間

昼間0265-82-6232

夜間

昼間0265-83-9611

夜間

昼間0265-83-2762

夜間

58,000 昼間0265-82-6688

10,000 夜間

13,000 昼間0265-83-4025

7,000 夜間
7:00～19:30 フルサービス

給油不可 7:00～00:00 セルフ

438 今井自転車店 駒ヶ根市東伊那2325
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

可：移動タンク 非常電源 7:30～19:00 フルサービス

437
㈱立石コーポレーション
スーパーセルフ ルネッサ赤穂店

駒ヶ根市下市場37-1
ガソリン
軽　　油

不可

可：移動タンク 給油不可
7:00～20:00(月～土)
7:30～19:00(日・祝)

フルサービス

436
駒ヶ根自動車産業(株)
JX日鉱日石エネルギー駒ヶ根南町SS

駒ヶ根市赤穂10770
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 非常電源 7:00～22:00 両方

435
北原産業(株)
エスパル駒ヶ根SS

駒ヶ根市赤穂4479-2
ガソリン
軽　　油

40,000
10,000

不可 給油不可 7:30～20:00 セルフ

434
イタクニ(株)
駒ヶ根バイパス店

駒ヶ根市飯坂1-1-6
ガソリン
軽　　油

 30,000
10,000

可：移動タンク 非常電源
7:00～19:00(月～土)
7:30～19:00(日・祝)

フルサービス

433
東洋㈱ホープ
駒ヶ根店

駒ヶ根市北町14-13
ガソリン
軽　　油

 38,000
9,600

可：移動タンク 給油不可
7:00～19:00(月～土)

8:00～19:00(日)・8:00～18:00(祝)
フルサービス

432
駒ヶ根自動車産業(株)
JX日鉱日石ｴﾈﾙｷﾞｰ駒ヶ根北町SS

駒ヶ根市北町31-15
ガソリン
軽　　油

28,590
19,000

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～20:00(月～土)
7:00～19:00(日・祝)

両方

431 輸入石油㈱駒ヶ根SS 駒ヶ根市赤穂北割4000-3
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

430
JA上伊那フラワーロード
駒ヶ岳給油所

駒ヶ根市赤穂北割942-1
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

429
(株)エネオスウイング
駒ヶ根インターTS

駒ヶ根市赤穂北割3448
ガソリン
軽　　油

50,000
110,000

不可 給油不可
7:00～20:00(月～土)
7:30～19:00(日・祝)

フルサービス

428
イタクニ(株)
セルフ西駒店

駒ヶ根市赤穂1106-1
ガソリン
軽　　油

40,000
20,000

不可 非常電源 24時間 セルフ

427
駒ヶ根自動車産業(株)JX日鉱日石エネルギー
中央アルプス花の道SS

駒ヶ根市赤穂南割8172-3
ガソリン
軽　　油

30,000
20,000

不可 手動ポンプ 24時間 フルサービス

不可 給油不可 7:00～22:00 セルフ

不可 非常電源 24時間 フルサービス

426
吉田石油(株)
伊北セルフSS

箕輪町大字中箕輪1542
ガソリン
軽　　油

40,000
60,000

可：移動タンク 給油不可
7:30～20:30(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

フルサービス

425
吉田石油(株)
伊北インターSS

箕輪町大字中箕輪1500
ガソリン
軽　　油

40,000
60,000

可：移動タンク 非常電源
7:00～20:00(月～土)
7:30～19:30(日・祝)

フルサービス

424
㈱ENEOSフロンティアDr.Drive
箕輪店

箕輪町大字中箕輪8780-1
ガソリン
軽　　油

42,000
42,000

可：移動タンク 給油不可
7:00～19:00(月～土)
8:00～18:00(日・祝)

フルサービス

423
(株)コトブキ石油
スマイルスクエア箕輪SS

箕輪町大字中箕輪11558-1
ガソリン
軽　　油

40,000
40,000

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～20:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

セルフ

422 伊勢良㈱おごち給油所 箕輪町大字中箕輪5297-1
ガソリン
軽　　油

20,000
20,000

可：移動タンク 給油不可
7:30～20:00(月～土)

7:30～19:30(日)・8:00～19:00(祝)
フルサービス

421
JA上伊那サザンポート
みのわ給油所

箕輪町大字中箕輪11383-1
ガソリン
軽　　油

40,000
30,000

可：移動タンク 給油不可 7:30～19:00 フルサービス

420
（株）豊島屋
伊北インターSS

辰野町大字伊那富7505-1
ガソリン
軽　　油

28,500
9,500

可：移動タンク 給油不可 7:00～22:00 両方

419
中央石油(株)
辰野給油所

辰野町大字平出1198-9
ガソリン
軽　　油

10,000
10,000

可：移動タンク 給油不可 7:30～19:00 フルサービス

418
(株)根橋商店
城前給油所

辰野町大字平出2113-1
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク 給油不可
7:30～19:00(月～土)
8:00～18:00(日・祝)

フルサービス

417
(株)根橋商店
日ﾉ出町本店

辰野町大字辰野1734-7
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 給油不可
7:30～20:30(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

フルサービス

416 (株)ノザワ 辰野町中央221-1
ガソリン
軽　　油

12,500
7,000

不可 給油不可 7:00～23:00 セルフ

415
㈱ENEOSフロンティア
Ｄｒ.Drive辰野店

辰野町大字伊那富2845
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

不可 給油不可 7:00～23:00 セルフ

414
アルプス石油㈱
アルポート伊那SS

伊那市上牧6556
ガソリン
軽　　油

30.000
10.000

不可 手動ポンプ
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

413
アルプス石油㈱
サンパーク伊那SS

伊那市日影104-1
ガソリン
軽　　油

20.000
10.000

10,600
10,000

412
JA上伊那グリーンロード
美篶給油所

伊那市美篶4239-1
ガソリン
軽　　油

29,100
9,700

20,000
10,000

40,000
20,000

39,400
10,000

40,000
10,000

30,000
30,000

19,000
9,500

411 (有)チヨダ　千代田石油 伊那市高遠町東高遠1648
ガソリン
軽　　油

410
JA上伊那
長藤給油所

伊那市高遠町長藤1756-1
ガソリン
軽　　油

409
JA上伊那
東部中央GS

伊那市高遠町小原313-1
ガソリン
軽　　油

408
村上石油（株）
ウエストヒル箕輪SS

箕輪町大字中箕輪14016
ガソリン
軽　　油

405
JA上伊那グリーンロード
春富店

伊那市東春近206-1
ガソリン
軽　　油

フルサービス

火・木・土
7:00～19:00

フルサービス

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～19:30(月～土)
8:00～17:00(日・祝)

可：移動タンク 手動ポンプ
19,400
9,700

7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

セルフ

7:30～19:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

両方

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

セルフ

セルフ

可：移動タンク 給油不可
7:30～19:30(月～金)

8:00～19:00(土)
フルサービス

407
アルプス石油㈱
アルプス南SS

上伊那郡南箕輪村295
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
7:00～23:00(月～土)
8:00～19:30(日・祝)

406
JA上伊那グリーンロード
西春近SS店

伊那市西春近2924-1
ガソリン
軽　　油

不可 手動ポンプ

可：移動タンク 手動ポンプ
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

フルサービス

404 (有)城南石油 伊那市西春近8521-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
7:00～19:00(月～土)
7:00～18:00(日・祝)

フルサービス

403
伊那燃料(株)
伊那北給油所

伊那市山寺264
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
7:00～20:00(月～土)
8:00～19:00(日・祝)

402
扇屋石油
水神町給油所

伊那市山寺257－2
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源

上伊那広域消防本部
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別表第１３

30,000 昼間0265-82-6408

20,000 夜間

昼間0265-83-4165

夜間

昼間0265-85-2225

夜間

昼間0265-85-3010

夜間

40,000 昼間0265-85-6050

30,000 夜間

昼間0265-86-3208

夜間

30,000 昼間0265-86-8081

8,000 夜間

昼間0265-88-2525

夜間

10,600 昼間0265-88-2995

5,000 夜間

27,600 昼間0265-88-2116

9,500 夜間

60,000 昼間0265-76-7022

10,000 夜間　　

58,000 昼間0265-71-1114

10,000 夜間　　

50,000 昼間0265-96-7216

15,000 夜間　　

10,000 昼間0265-72-2477

4,800 夜間　　

23,300 昼間0265-83-7032

15,500 夜間　　

10,000 昼間0265-72-2750

10,000 夜間　　

40,000 昼間0266-43-3481

20,000 夜間　　
7:00～19:00(月～土)
8:00～17:00(日・祝)

フルサービス455 (株)オートパル上伊那北部SS 辰野町大字伊那富9281-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可

454
JA上伊那
グリーンロード手良SS

伊那市手良野口215
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
9:00～11:00

（月・水・土のみ）
フルサービス

フルサービス

453 JA上伊那　中沢SS 駒ヶ根市下平2425
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

452 (有)入口蔦屋　坂下SS 伊那市坂下3364
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可
7:00～20:00(月～土)

8:00～19:00(祝)

451
(株)アルプス石油
伊那沢渡SS

伊那市西春近5514
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

450
(株)立石コーポレーション
ルネッサ箕輪バイパス店

箕輪町三日町918-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 非常電源 6:00～23:00 セルフ

24時間 セルフ

フルサービス

449
(株)立石コーポレーション
ルネッサ伊那福島SS

伊那市福島150-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 6:00～22:00 セルフ

7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

448 天竜石油(株) 中川村片桐7115
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:30～19:00

非常電源
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

フルサービス

447 南向給油所 中川村大草4074
ガソリン
軽　　油

不可 給油不可

446 JA　片桐SS 中川村片桐3932-1
ガソリン
軽　　油

20,000
10,000

可：移動タンク

445 JA　飯島SS 飯島町飯島1793-1
ガソリン
軽　　油

不可 非常電源
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

セルフ

444 JA上伊那　七久保給油所 飯島町七久保781-1
ガソリン
軽　　油

25,200
9,750

可：移動タンク 非常電源
7:00～19:30(月～土)
8:30～17:30(日・祝)

セルフ

セルフ

443
(株)西日本宇佐美中部支店
153号上伊那給油所

宮田村6681-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 6:00～00:00 両方

フルサービス

442 寺平(株)セルフ宮田 宮田村88-3
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 給油不可
7:30～20:00(月～土)
9:00～19:00(日・祝)

フルサービス

441
昭和シェル石油
(有)伊南石油　宮田村SS

宮田村7437-1
ガソリン
軽　　油

30,000
10,000

可：移動タンク 給油不可 7:00～19:00(月～土)

セルフ

440 （有）田中燃料店 駒ヶ根市中央12-14
ガソリン
軽　　油

13,400
5,700

可：移動タンク 給油不可 7:00～18:30

439 ㈲ヨコヤ　新川岸給油所 駒ヶ根市中沢12160-1
ガソリン
軽　　油

可：移動タンク 給油不可 7:00～19:00

上伊那広域消防本部
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別表第１４

電話番号 Ｆ　Ａ　Ｘ

 調達可能

 ただし、岳北消防本部と調整を要する。

 調達可能 昼間 0269-22-3111 昼間 0269-23-0256

 ただし、岳南広域消防本部と調整を要する。 夜間 同上（警備員） 夜間 同上（警備員）

昼間 026-292-2580 昼間 026-292-6654

北部消防署前

北アルプス広域消防本部・北部消防署　※１

木曽広域消防本部  調達可能

木曽消防署  ただし、木曽広域消防本部と調整を要する。

上田地域広域連合消防本部  調達可能

上田東北消防署  ただし、上田地域広域連合消防本部と調整を要する。

佐久広域連合消防本部  調達可能

北部消防署  ただし、佐久広域連合消防本部と調整を要する。

 調達可能 昼間 0265-21-1255

 ただし、飯田広域消防本部と調整を要する。 夜間 同上：内線2226

赤砂崎ヘリポート  調達可能 昼間 0266-27-1111 昼間 0266-28-8783

下諏訪町役場建設課  ただし、諏訪広域消防本部と調整を要する。 夜間 同上（警備員） 夜間 同上（警備員）

※１　備蓄保管場所のキーは北アルプス広域消防本部・北部消防署で管理しています。

飯山市大字飯山3690-1

◆連絡先については燃料保管管理者とし、昼間・夜間を記載。

0268-36-0341

昼夜 0267-82-0119

昼夜 0268-36-0119

36.47.22 138.21.08

138.28.49

138.18.07

137.50.15

36.42.22 137.51.55

昼夜 0264-22-0119 0264-22-2929

8

貯蔵場所以外への
調達の可・否又は方法

 航空隊２㌧トラック

 航空隊２㌧トラック

木曽町福島3737 36.49.20

36.34.18 138.10.25

※２　飯田市立病院の担当は庶務課施設係（大規模災害時の対応は、飯田広域消防本部の支援が必要）

航空小隊燃料保管場所

10
ドラム３本
６００Ｌ

下諏訪町赤砂崎 36.03.36 138.04.47

0267-82-3870

9 飯田市立病院　※２
ドラム４本
８００Ｌ

飯田市八幡町438 36.29.57 0265-21-1266

備蓄保管
場所

1

ドラム３本
６００Ｌ

36.11.18

上田市芳田1515－1 36.23.31

佐久市下小田切544－1

7
ドラム３本
６００Ｌ

0261-72-55765
ドラム３本
６００Ｌ

昼夜 0261-72-0119

137.40.51

白馬村大字北城9715-16

6
ドラム４本
８００Ｌ

名称 貯蔵量

昼夜 0269-62-0119 0269-62-3347

ドラム５～１０本
１，０００～２，０００Ｌ

松本市空港東9030 36.09.58 137.55.38

座標(世界測地)
所在地

昼夜 0263-85-5511 0263-85-5513長野県消防防災航空センター

岳北消防本部
ドラム３本
６００Ｌ

連　　絡　　先（昼間・夜間）

北緯 東経

 航空隊２㌧トラック又は、 県消防学校職員と調整する。4
ドラム４本
８００Ｌ 夜間 同上

　※連絡不能時（県消防課 026-235-7182）

3 中野市大字壁田955

2 36.51.34 138.22.35

北信合同庁舎(地域政策課)
ドラム４本
８００Ｌ

長野市篠ノ井東福寺2375-1長野県消防学校
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別図第１

⇔ ⇔ ⇔

※図中「１－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

ブロック幹事
消防本部

代表
消防機関

消　防　庁
応援都道府県・消防本部

受援市町村・消防 都道
府県

受援都道府県 消防
本部

出動隊数通知
３－３

出動隊数報告
２－２

出動隊数通知
３－３

出動の求め・指示
３－１

応援等決定通知
３－２

応援要請
のための連絡

１－２

出動準備依頼
出動可能隊数報告依頼

２－１

出動可能隊数報告
２－２

応援等の要請
１－１

応援等決定通知
３－２

緊急消防援助隊　応援要請系統図

緊急消防援助隊出動

時
間

①①

①'

②

③

⑤

④

⑥⑦⑦

⑤
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別図第２

⇔ ⇔ ⇔

応援都道府県・消防本部
都道
府県

代表
消防機関

ブロック幹事
消防本部

消防
本部

※図中「６－１」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（長官による部隊移動の求め又は指示）※都道府県を越える部隊移動

部隊移動意見照会
６－１

部隊移動通知
６－５

部隊移動通知
６－５

部隊移動意見照会
６－１

意見回答
６－２

意見回答
６－２

部隊移動の求め・指示
６－３

移動先都道府県移動先市町村・消防

消　防　庁受援市町村・消防 受援都道府県

部隊移動通知
６－４

部隊移動通知
６－４

部 隊 移 動

①①

② ②

③

④④

⑤⑤

時
間
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別図第３

指揮支援本部長調整本部

部隊移動意見照会部隊移動意見照会

緊急消防援助隊　部隊移動系統図（受援都道府県知事による部隊移動の指示）※都道府県内の部隊移動

知事
(受援都道府県)

受援
市町村・消防本部

都道府県大隊等の長

※図中「６－６」等の番号：要請要綱の別記様式番号　　

部隊移動の指示
６－６

長　官 応援
都道府県・消防本部

部隊移動通知
６－８

部隊移動通知
６－９

部隊移動意見回答部隊移動意見回答

部隊移動の指示
６－６

部隊移動通知
６－７

移動先
市町村・消防本部

部 隊 移 動

① ①

② ②

③ ③

④

⑤ ⑥

時
間
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Ⅰ 緊急消防援助隊の応援要請の検討

1 各市町村（各消防本部管内）の被害状況を確認したか？連絡のとれない消防本部はないか？ □

自都道府県の消防防災ヘリに対して、必要に応じて被害状況の収集のための出動を指示した

か？また、ヘリテレ等での映像伝送を確認したか？

消防の応援等（都道府県内応援隊・緊急消防援助隊）を必要とする市町村（消防本部）を確

認したか？

代表消防機関及び消防庁の担当者とのホットライン（直通の連絡先、連絡手段）を確保した

か？

応援等を必要とする市町村（消防本部）の災害に対して、都道府県内応援隊のみで対応を行

うか、緊急消防援助隊を要請するか判断したか？

判断に迷う場合は、代表消防機関又は消防庁に意見を聴いたか？

6 自衛隊の災害派遣要請の検討を行ったか？ □

緊急消防援助隊の応援等を必要とする市町村（消防本部）に対して、詳細な災害の状況及び

必要な隊の種別・規模を確認したか？これらを消防庁に連絡したか？

Ⅱ 調整本部の設置

1 緊急消防援助隊の要請時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

2 調整本部の設置時刻を確認したか？ 令和　 年   月   日(　)　　　：　　 □

3 都道府県災害対策本部及び消防庁に対し、調整本部設置の連絡をしたか？ □

代表消防機関及び被災地の市町村（消防本部）に対して、緊急消防援助隊の要請及び調整本

部の設置について連絡したか？

5 調整本部員の派遣について、調整本部員の派遣元機関に要請したか？ □

調整本部の本部員を確認したか？ □

自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴの連絡員の責任者を確認したか？ □

チェック欄

チェック欄

様式１

調整本部の運営に係るチェックリスト

3 □

7

副本部長

副本部長

〇〇　〇〇

〇〇　〇〇

本部長

本部員

部内の職員

□

5 □

氏　名

〇〇　〇〇

4

4

□

□

〇〇課

□

緊急消防援助隊
（　　　消防局）

2

所　属 職

〇〇課

〇〇消防局

県防災航空隊

氏　名

所　属 職

知事

〇〇

指揮支援部隊長

〇〇

〇〇県

自衛隊

機関名

防災航空隊

代表消防機関

被災地消防本部

DMAT

海上保安庁

警察

6

7
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Ⅲ 緊急消防援助隊の受入れ

統括指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

2 指揮支援部隊長へ被害状況、応援隊の要請状況等を報告したか？ □

指揮支援部隊長から各指揮本部へ、指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？また、指揮

支援本部長を指名したか？

指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？各指揮本部に連絡したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

5 ヘリベース指揮者と活動拠点ヘリベースの設置場所について調整したか？ □

指揮支援部隊長からヘリベース指揮者へ、航空指揮支援本部を設置する旨の連絡をしたか？

また、航空指揮支援本部長を指名したか？

航空指揮支援隊の受入れに関して、様式２により確認したか？航空指揮本部に連絡したか？

【確認用様式】様式２　指揮支援部隊　受入れ管理表

緊急消防援助隊の受入れ体制の構築状況について、各指揮本部へ確認したか？受入れ体制が

整わないと報告があった場合、受入れ業務の支援について代表消防機関と調整したか？

緊急消防援助隊の都道府県大隊等の出動状況に関して、様式３、様式４により確認したか？ □

【確認用様式】様式３　都道府県大隊・各部隊　受入れ管理表

【確認用様式】様式４　都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表

・隊の種類、規模の確認　　　※確認資料：消防庁からの出動隊数通知（別記様式３－３）

・進出拠点、進出拠点連絡員の調整　　　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等

・宿営場所、宿営場所連絡調整員の調整　　　※調整相手：消防庁、被災地消防本部等

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）について共有してい

るか？

主要幹線道路（特に高速道路・自動車専用道路）に通行不能区間はあるか？ □

12 緊急消防援助隊の先導等について必要に応じて地元警察に依頼したか？ □

都道府県内応援隊の編成状況及び活動状況について確認したか？

（応援実施状況について取りまとめているか？）

14 燃料補給体制について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

15 重機派遣の必要性について被災地消防本部に確認したか？必要に応じて手配したか？ □

チェック欄

様式１

□

可 ・ 不可

～

□

□

可 ・ 不可

□

□

□

□

4

11

緊急車両の
通行可否

通行不能理由通行不能区間道路名称

～ 可 ・ 不可

6

7

10

～

可 ・ 不可

～

13 □

1

3

9

8
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Ⅳ 活動中

1 被災地の被害状況を定期的に収集し、整理しているか？ □

2 都道府県災害対策本部と被害状況等の情報を共有しているか？ □

3 災害対策本部において、必要に応じて関係機関との活動調整会議を開催したか？ □

活動中の安全管理（降雨・気温等の情報提供、活動の中止基準に関する助言等）に配慮して

いるか？

5 都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の配置は適切か？ □

6 緊急消防援助隊の増隊要請（部隊規模や特殊車両の観点から）の要否について検討したか？ □

7 活動場所等において、食糧等の物資は足りているか？トイレは不足していないか？ □

緊急消防援助隊動態情報システム及び支援情報共有ツールを使用し、必要な情報提供をして

いるか？

消防庁から提供された緊急消防援助隊連絡体制（要請要綱別記様式７）を必要に応じて変更

し、共有しているか？

都道府県内応援隊及び緊急消防援助隊の活動状況の取りまとめについて、指揮支援隊長（指

揮支援本部）に指示したか？

Ⅴ 引揚げの検討

緊急消防援助隊の引揚げについて、次の機関（職員）と調整したか。

・被災地の市町村長（指揮者） □

・知事 □

・政府現地対策本部 □

・消防庁 □

チェック欄

チェック欄

様式１

10 □

1

9 □

□

8 □

4
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様式２

統括指揮支援隊

指揮支援隊

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

(消防本部)

(氏名）

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

統括指揮
支援隊人数

　　　　名

移動方法

移動経路

移動経路

移動方法

：

自動車

：

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－ ： ：

：

：

自動車

：

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

：

自動車

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－

：

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

指揮支援部隊　受入れ管理表

指揮支援部隊長

所属消防本部・氏名・連絡先

指揮本部
到着時刻所属消防本部・氏名・連絡先

※調整本部等の職員

調整本部
到着予定時刻

送迎担当者
(ヘリポート→調整本部)

手段
ヘリポート

着陸予定時刻

調整本部
到着時刻

：：

(消防本部)

(氏名)

(連絡先)　　－　 　－

指揮支援隊長
指揮支援隊

人数 ヘリポート
着陸予定時刻

受入れ
ヘリポート

：

受援市町村
（消防本部）

自動車

(所属)

(氏名)

(連絡先)　　－　 　－

　　　　名

ヘリコプター
（　　    ・市ヘリ）

　　　　ＨＢ
・

航空指揮支援隊

航空指揮支援隊長
航空指揮

支援隊人数所属航空隊・氏名・連絡先 手段
受入れ

ヘリポート

ヘリコプター
（　　 県・市ヘリ）

県庁ＨＰ
・

(         )

送迎担当者
(ヘリポート→指揮本部)

指揮本部
到着予定時刻

手段
受入れ

ヘリポート

(消防本部)

(担当者名)

(連絡先)　　　　－　　　　－

移動方法

移動経路
活動拠点ヘリベース

到着予定時刻

：

活動拠点ヘリベース
到着時刻

：

自動車

55

- 454 -



様式３

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

隊の種類

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

大隊・統合

エネ産・NBC

 土砂風水害

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

　　隊　　名

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

(消防本部)

(担当者)

(連絡先)　　－　 　－

宿営場所

到着予定
時刻

到着時刻 出発時刻

進出拠点隊の代表者

所属消防本部・氏名・連絡先

都道府県大隊・各部隊　受入れ管理表（指揮支援部隊、航空部隊を除く）

応援
都道府県

隊の規模
受援市町村
(消防本部)

名称
連絡員の派遣元消防本部

担当者・連絡先
名称

連絡調整員の派遣元消防本部
担当者・連絡先

到着予定
時刻

(消防本部)

(代表者名)

(連絡先)　　－　 　－
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様式４

指
揮
隊

中
型
水
陸
両
用
車

水
陸
両
用
バ
ギ
ー

重
機

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

(隊数)

(人数)

都道府県大隊・各部隊　隊種別管理表

月  　日　　：　　現在    

応
援
都
道
府
県

隊
の
種
類

消
火
小
隊

救
助
小
隊

救
急
小
隊

後
方
支
援
小
隊

通
信
支
援
小
隊

水
上
小
隊

特
殊
装
備

(

消
防
活
動
二
輪
小
隊

)

特
殊
装
備

(

そ
の
他
の
特
殊
装
備
小
隊

)
合
計

備
考
（
特
殊
車
両
の
有
無
）

受
援
市
町
村
（
消
防
本
部
）

特
殊
災
害

(

毒
劇
物
等
対
応
小
隊

)

特
殊
災
害

(

大
規
模
危
険
物
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
災
害

(

密
閉
空
間
火
災
等
対
応
小
隊

)

特
殊
装
備

(

遠
距
離
大
量
送
水
小
隊

)

特
殊
装
備

(

震
災
対
応
特
殊
車
両
小
隊

)

特
殊
装
備

(

水
難
救
助
小
隊

)

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害

大隊・統合

エネ産・ＮＢＣ

土砂風水害
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※応援等の要請は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、下記事項を把握した段階で速やかに行うこと。

第 報

年 月 日 時 分

殿

年 月 日 時

年 月 日 時

緊急消防援助隊の応援等要請

・必要な応援部隊　※必要な隊（部隊）に○を付ける。必要（部）隊数が分かる場合は、隊数を記入。

その他参考となるべき事項（必要資機材等）

別記様式１－１

出動可能な全隊

出動を希望する区域・活動内容

災　害　の　状　況
原子力施設等 被　害

石油コンビナート等

消火小隊 通信支援小隊

市区

町村

行った緊急消防援助隊の応援等の要請について、詳細の災害の状況等を報告します。

被　害

消防活動二輪小隊

指揮隊 後方支援小隊 特

殊

装

備

小

隊

遠距離大量送水小隊

救助小隊

応 援 等 要 請 日 時 ○○ 分

・必要な応援都道府県大隊　※必要な隊に○を付ける。必要隊数が分かる場合は、隊数を記入。

災 害 発 生 場 所

　 消防組織法第44条第１項の規定に基づき、○○年　　月　　日　　時　　分に電話により

都道

府県

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃

大規模危険物火災対応小隊 水難救助小隊

特

殊

災

害

小

隊

震災対応特殊車両小隊毒劇物等対応小隊

（消防庁長官）

指

揮

支

援

部

隊

統括指揮支援隊 エネルギー・産業基盤災害即応部隊

密閉空間火災等対応小隊 その他（　　　　　　）水上小隊

航空指揮支援隊 土砂・風水害機動支援部隊

指揮支援隊 ＮＢＣ災害即応部隊

（都道府県知事）

○○

救急小隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

その他参考となるべき事項（必要資機材等）

担当課室

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

航

空

部

隊

航空小隊

航空後方支援小隊

　 氏　名

＜連絡責任者＞
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※応援等の要請は電話により直ちに行うこと。また、本様式による要請は、下記事項を把握した段階で速やかに行うこと。

第 報

年 月 日 時 分

殿

年 月 日 時

年 月 日 時

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

その他参考となるべき事項（必要資機材等）

＜連絡責任者＞
担当課室 　 氏　名

航

空

部

隊

航空小隊

航空後方支援小隊

NTT回線電話 NTT回線ＦＡＸ

・必要な応援部隊　※必要な隊（部隊）に○を付ける。必要（部）隊数が分かる場合は、隊数を記入。
指

揮

支

援

部

隊

統括指揮支援隊 エネルギー・産業基盤災害即応部隊

指揮支援隊 ＮＢＣ災害即応部隊

航空指揮支援隊 土砂・風水害機動支援部隊

水上小隊 密閉空間火災等対応小隊

救急小隊 大規模危険物火災対応小隊

その他（　　　　　　）

その他参考となるべき事項（必要資機材等）

震災対応特殊車両小隊

水難救助小隊

消火小隊 通信支援小隊 消防活動二輪小隊

指揮隊 後方支援小隊 特

殊

装

備

小

隊

遠距離大量送水小隊

救助小隊
特

殊

災

害

小

隊

毒劇物等対応小隊

被　害

別記様式１－２

・必要な応援都道府県大隊　※必要な隊に○を付ける。必要隊数が分かる場合は、隊数を記入。

出動可能な全隊

応 援 等 要 請 日 時 ○○ 分

出動を希望する区域・活動内容

災　害　の　状　況
原子力施設等 被　害

石油コンビナート等

応援等要請のための連絡事項

（消防庁長官又は都道府県知事）

（市町村長）

○○

災 害 発 生 場 所
都道

府県

市区

町村

 緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱第４条の規定に基づき、次のとおり詳細

な災害の状況及び大規模な消防の応援等に関する事項を連絡します。

災 害 発 生 日 時 ○○ 分頃
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年 月 日 時 分

（ - ） ・

（ ） ・

年 月 日 時  分

［受援体制チェックシート］ チェック欄

① □

② □

③ □

④ □

別記様式３－２

都道府県知事
殿

市　町　村　長

緊急消防援助隊の応援等決定通知

○○

　貴都道府県内における被災地消防本部に対してこの旨連絡し、連携して受援体制を

整えてください。

○○

消 防 庁 長 官

　次のとおり緊急消防援助隊の出動を求め又は指示しましたので、連絡します。

災 害 名

出 動 区 分 求め　・　指示　（消防組織法第44条第 項）

迅 速 出 動

アクションプラン又は運用計画

求 め 又 は 指 示 日 時

求め又は指示した隊 別添（別記様式３－１又は３－４）のとおり

適用 区分 非適用

適用 非適用

統括指揮支援隊及び指揮支援隊を受け入れるヘリコプター離着陸場、当該離着陸場から消

防応援活動調整本部、指揮支援本部までの移動手段等について、消防庁と調整したか。

連 絡 事 項

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

緊急消防援助隊の隊数や進出方向等を踏まえ、進出拠点（候補地）を確認し、消防庁と調

整したか。また、当該拠点へ職員派遣等について対応したか。

緊急消防援助隊の隊数や活動場所等を踏まえ、宿営場所（候補地）を確認し、消防庁と調

整したか。また、当該拠点へ職員の派遣等について対応したか。

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

消防応援活動調整本部の設置時間、設置場所、本部長の職・氏名、本部員の構成、担当者

の職・氏名、連絡先（直通）を確認し、消防庁に報告したか。
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年 月 日 時 分

都道府県消防防災主管部長

（ - ） ・

（ ） ・

年 月 日 時  分

［受援体制チェックシート］ チェック欄

① □

② □

③ □

④ □

　次のとおり緊急消防援助隊が出動しましたので、連絡します。

消防庁広域応援室長

別記様式３－３

緊急消防援助隊の出動隊数通知

殿
消防長

○○

災 害 名

出 動 区 分

迅 速 出 動

　求め　・　指示　（消防組織法第44条第 項）

適用 区分 非適用

緊急消防援助隊の隊数や活動場所等を踏まえ、宿営場所（候補地）を確認し、消防庁と調

整したか。また、当該拠点へ職員の派遣等について対応したか。

アクションプラン又は運用計画

求 め 又 は 指 示 日 時

出 動 し た 隊 別添（別記様式２－２）のとおり

連 絡 事 項

消防応援活動調整本部の設置時間、設置場所、本部長の職・氏名、本部員の構成、担当者

の職・氏名、連絡先（直通）を確認し、消防庁に報告したか。

統括指揮支援隊及び指揮支援隊を受け入れるヘリコプター離着陸場、当該離着陸場から消

防応援活動調整本部、指揮支援本部までの移動手段等について、消防庁と調整したか。

緊急消防援助隊の隊数や進出方向等を踏まえ、進出拠点（候補地）を確認し、消防庁と調

整したか。また、当該拠点へ職員派遣等について対応したか。

　貴都道府県内における被災地消防本部に対してこの旨連絡し、連携して受援体制を

整えてください。

○○

適用 非適用

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２
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年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

別記様式４－１

緊急消防援助隊の引揚げ決定通知

○○

消防庁長官

市　町　村　長

都道府県知事

　次のとおり緊急消防援助隊の引揚げを決定しましたので通知します。

引 揚 げ 決 定 日 時 ○○

引 揚 げ 決 定 し た 隊

連 絡 事 項

引 揚 げ 日 時 ○○

担当課室

ＮＴＴ回線電話

地域衛星電話

指揮支援部隊長

殿

氏　　名

ＮＴＴ回線ＦＡＸ

地域衛星ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

別記様式６－１

部隊移動に関する意見（照会）

○○

都道府県知事
殿

市　町　村　長

消 防 庁 長 官

　 貴都道府県内で活動している緊急消防援助隊の部隊移動について、消防組織法

第44条第８項の規定に基づき、意見を求めます。

現 在 の 出 動 先
都道

府県

市区

町村

部 隊 移 動 先
都道

府県

市区

町村

０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

・連絡事項

・部隊移動を求め又は指示する部隊

・部隊移動を求め又は指示する都道府県大隊

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

・都道府県大隊名

・連絡事項

・部隊名

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話
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殿

　

　 消防組織法第44条第８項の規定に基づき求められた部隊移動に関する意見について、

次のとおり回答します。

□ 了承します。

□ その他

＜連絡責任者＞

地域衛星ＦＡＸ地域衛星電話

別記様式６－２

部隊移動に関する意見（回答）

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

○○　年　　　　月　　　　日　　　　時　　　　分

部隊移動に関する意見

（都道府県知事 又は 市町村長）

消 防 庁 長 官
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年 月 日 時 分

殿

（緊急消防援助隊行動都道府県知事　経由）

年 月 日 時 分

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

求 め 又 は 指 示 日 時

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

求 め又 は指 示し た隊 別添（別記様式６－３）のとおり

連 絡 事 項

○○

別記様式６－４

緊急消防援助隊の部隊移動通知

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

部 隊 移 動 区 分 求め　・　指示　（消防組織法第44条第　　項）

消 防 庁 長 官

緊急消防援助隊行動市町村長

　貴都道府県内又は貴市町村内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部

隊移動を求め又は指示しましたので通知します。

○○
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年 月 日 時 分

都道府県知事

市町村長

　○○都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を求め

又は指示しましたので通知します。

年 月 日 時 分

連絡事項

地域衛星電話 ０４８－５００－９０－４９０１３ 地域衛星ＦＡＸ ０４８－５００－９０－４９０３６

問い合わせ先 消防庁災害対策本部　　広域応援班

NTT回線電話 ０３－５２５３－７５２７ NTT回線ＦＡＸ ０３－５２５３－７５５２

別記様式６－５

緊急消防援助隊の部隊移動通知

殿

消 防 庁 長 官

○○

部 隊 移 動 区 分 求め　・　指示　（消防組織法第44条第　　項）

求 め 又 は 指 示 日 時

求 め 又 は 指 示 し た 隊 別添（別記様式６－３）のとおり

○○
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年 月 日 時 分

　（指揮支援本部長　経由）

　次のとおり部隊移動を指示します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

緊急消防援助隊の部隊移動の指示

　都道府県大隊長又は各部隊長

（都道府県知事）

担当課室

・部隊移動を指示する部隊

氏　　名

・都道府県大隊名

・連絡事項

・部隊名

市区

町村
都道

府県

市区

町村

別記様式６－６

部 隊 移 動 区 分 指示　（消防組織法第44条の３第１項）

指 示 日 時

現 在 の 出 動 先
都道

府県

部 隊 移 動 先

○○

○○

・連絡事項

・部隊移動を指示する都道府県大隊

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ
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年 月 日 時 分

殿

　本都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり○○○○○○市へ

部隊移動を指示しましたので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

指 示 日 時

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

○○

部 隊 移 動 区 分 指示　（消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－７

緊急消防援助隊の部隊移動通知

○ ○ 市 町 村 長

（都道府県知事）

○○
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年 月 日 時 分

殿

　本都道府県内で活動している緊急消防援助隊について、次のとおり部隊移動を指示しま

したので通知します。

年 月 日 時 分

＜連絡責任者＞

地域衛星電話 地域衛星ＦＡＸ

担当課室 氏　　名

ＮＴＴ回線電話 ＮＴＴ回線ＦＡＸ

指 示 日 時

指 示 し た 隊 別添（別記様式６－６）のとおり

連 絡 事 項

○○

部 隊 移 動 区 分 指示　（消防組織法第44条の３第１項）

別記様式６－８

緊急消防援助隊の部隊移動通知

消 防 庁 長 官

（都道府県知事）

○○
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資料05-22  広域防災拠点計画 

 
大規模災害発生時に国及び他県等から広域的な人的、物的応援を円滑に受け入れ、被災市町村に

迅速に届けるために、後方支援を行う広域防災拠点の配置や受援業務の明確化など具体的な受援体

制を構築する目的とし、平成 31 年 3月に長野県広域受援計画を策定。 

 

 

（１）広域防災拠点の機能 

   広域防災拠点は、概ね被災地域外に設

置し、広域応援部隊の受入れや物資の配

分などを行う後方支援を行う拠点。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）広域防災拠点の配置ゾーンの設定 

   県内においていかなる災害に対しても対応できるよう広域防災拠点施設を配置する 

地域（ゾーン）を、５地域（長野、松本、上田・佐久、諏訪、伊那・飯田）設定。 

 
※配置の考え方は以下のとおり 

①想定災害に対し複数のゾーンを確保 

②県外各方面から集結しやすい高速道路、 

空港の交通アクセスの良い地域 

③被災地域で十分な災害対応の活動時間 

が確保できる地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 配置ゾーン 
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（３）広域防災拠点施設の選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

配置ゾーン 施設名 管理者名 配置ゾーン 施設名 管理者名

南長野運動公園 長野市 エムウェーブ 長野市

長野運動公園 長野市 ホワイトリング 長野市

臥竜公園等 須坂市 ビッグハット 長野市

北信濃ふるさとの森文化公園 中野市 豊野体育館 長野市

道の駅「オアシスおぶせ」 小布施町 戸倉体育館一帯 千曲市

飯綱町民会館 飯綱町 飯綱町民会館 飯綱町

川中島古戦場史跡公園 長野市 松本市防災物資ターミナル 松本市

篠ノ井中央公園 長野市 やまびこドーム（松本平広域公園） 長野県

長野県松本平広域公園 長野県 梓川体育館 松本市

道の駅「小坂田公園」 塩尻市 山形村農業者トレーニングセンター 山形村

豊科南部総合公園 安曇野市 県立武道館 長野県

東御中央公園 東御市 東御中央公園 東御市

駒場公園 佐久市 佐久創造館 長野県

乙女湖公園 小諸市 雪窓公園 御代田町

上田市自然運動公園 上田市 上田市自然運動公園 上田市

雪窓公園 御代田町 立科体育センター 立科町

茅野市運動公園 茅野市 岡谷市民総合体育館 岡谷市

赤砂崎公園 下諏訪町 茅野市運動公園 茅野市

鳥居平やまびこ公園 岡谷市 サンアリーナ 中川村

岡谷湖畔公園 岡谷市 伊那市民体育館 伊那市

長野県飯田運動公園 長野県 大芝公園 南箕輪村

伊那市防災コミュニティセンター等 伊那市

伊那公園 伊那市

大芝公園 南箕輪村

配置ゾーン 施設名称 管理者名

犀川第２緑地 長野市

中野市営球場 中野市

県営松本空港 長野県

豊科南部総合公園 安曇野市

千曲川スポーツ交流広場 佐久市

上田古戦場公園 上田市

赤砂崎公園 下諏訪町

茅野市運動公園 茅野市

大芝公園 南箕輪村

長野県飯田運動公園 長野県

救助活動拠点

長野

松本

伊那・飯田

全２４箇所（県２箇所、市町村２２箇所）

全２１箇所（県３箇所、市町村１８箇所）

延べ　全５５箇所

伊那市：３箇所、中川村：１箇所、南箕輪村：１箇所

２２市町村：３８箇所

長野県：５箇所

実数　全４３箇所

全１０箇所（県２箇所、市町村８箇所）

諏訪

伊那・飯田

上田・佐久

諏訪

伊那・飯田

長野市：９箇所、須坂市：１箇所、中野市：２箇所、
千曲市：１箇所、小布施町：１箇所、飯綱町：１箇所

松本市：２箇所、塩尻市：１箇所、安曇野市：１箇所、
山形村：１箇所

東御市：１箇所、佐久市：２箇所、小諸市：１箇所、
上田市：２箇所、御代田町：１箇所、立科町：１箇所

茅野市：１箇所、岡谷市：３箇所、下諏訪町：１箇所

市町村別施設数

広域物資輸送拠点

松本

上田・佐久

諏訪

主な広域防災拠点一覧表

上田・佐久

松本

長野

長野

航空搬送拠点

(平成 31 年３月 31 日時点) 
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